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　　　　　　　　〔議事延期〕

　日程第１０　議案第７６号　深川市簡易水道条例及び深川市簡易水道事業特別会計条例を廃止する

　　　　　　　議案第７７号　深川市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１１　議案第７８号　妹背牛町からの学校給食に関する事務の受託について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第７４号　深川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

　　　　　　　　　　　　　　いて…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第７５号　北空知衛生センター組合規約の一部を変更する規約について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

平成２２年第４回深川市議会定例会目次

会期日程……………………………………………………………………………………………………………………………………

議決結果表……………………………………………………………………………………………………………………………………

出席議員……………………………………………………………………………………………………………………………………

説明のため出席した者…………………………………………………………………………………………………………………………

事務局職員出席者…………………………………………………………………………………………………………………………

意見書……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

一般質問通告表…………………………………………………………………………………………………………………………

第１号（１２月３日）

　日程第　１　会議録署名議員の指名…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　２　会期の決定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　３　諸般の報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　（１）議長諸般報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　（２）市長一般行政報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　（３）教育長教育行政報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　４　委員会報告第１９号　行財政改革調査特別委員会の中間報告について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　５　議案第６９号　損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　６　議案第７０号　深川市職員給与条例の一部を改正する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　７　議案第７１号　深川市住民基本台帳カード多目的利用条例の一部を改正する条例につ

　日程第　８　議案第７２号　深川市債権管理条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　９　議案第７３号　深川市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　いて…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１２　議案第７９号　深川市児童館条例を廃止する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１３　議案第８０号　財産の譲渡について（深川市リサイクルプラザ）…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１４　議案第８１号　損害賠償の額を定めることについて…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１５　議案第８２号　字の廃止及び区域の変更について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１６　議案第８３号　深川市墓地条例の一部を改正する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１７　議案第８４号　指定管理者の指定について（深川市総合福祉センター）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　議案第８５号　指定管理者の指定について（深川市労働福祉会館）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第８６号　指定管理者の指定について（深川市都市農村交流センター）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第８７号　指定管理者の指定について（深川市林業センター）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第８８号　指定管理者の指定について（深川市オートキャンプ場）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第８９号　指定管理者の指定について（深川市いざないの里）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第９０号　指定管理者の指定について（深川市アートホール東洲館）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第９１号　指定管理者の指定について（深川市総合体育館及び深川市総合運動公

　　　　　　　　　　　　　　園体育施設）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第９２号　指定管理者の指定について（北育ち元気村ライスターミナル施設）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第９３号　指定管理者の指定について（深川市経済センター）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・北名照美君…………………………………………
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　日程第１８　議案第９４号　平成２２年度深川市一般会計補正予算（第５号）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第９５号　平成２２年度深川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連質疑・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質疑・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質疑・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事進行・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補足答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質疑・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発言・渡辺英雄君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　〔議案第９４号〕　　　　　　　　　　　　　質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　議案第９６号　平成２２年度深川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第９７号　平成２２年度深川市病院事業会計補正予算（第２号）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・一原教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－１．　７番・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・水上真由美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－１．　５番・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　請願第　３号　後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書の提出を求める請願…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・一原教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　〔議案第９７号〕　　　　　　　　　　　　　質疑・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・川端市立病院事務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・川端市立病院事務部長…………………………………………

　日程第２１　請願第　２号　最低保障年金制度の制定を求める意見書の採択を求める請願…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　〔議案第９５号・議案第９６号〕　　　　　　質疑・田中昌幸君…………………………………………

　日程第２２　陳情第　２号　市議会の動画配信の陳情書…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第２３　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１９　諮問第　４号　人権擁護委員候補者の推薦について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第２０　意見案第１５号　ＴＰＰ交渉への参加を行わないよう求める意見書…………………………………………………………………………………………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・川端市立病院事務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・渡辺英雄君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．　質問・渡辺英雄君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・一原教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・一原教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

第２号（１２月６日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・鈴木教育長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・一原教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－１．１０番・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・北畑　透君…………………………………………

　日程第　１　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－１．　９番・渡辺英雄君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・渡辺英雄君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・一原教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・渡辺英雄君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－１．　６番・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・渡辺英雄君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・渡辺英雄君…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・太田幸一君…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・太田幸一君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－２．　４番・長野　勉君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・長野　勉君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・長野　勉君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・河合農業委員会会長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・通市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・太田幸一君…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………
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　日程第　１　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・東出治通君…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質問・北名照美君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．　質問・北名照美君…………………………………………
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　　　　　　　議案第７４号　深川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

　　　　　　　議案第７５号　北空知衛生センター組合規約の一部を変更する規約について

　　　　　　　　　　　　　　条例について

　　　　　　　議案第７７号　深川市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について

　日程第　８　閉会中の所管事務調査の申し出について…………………………………………………………………………………………………………………………
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平成２２年第４回深川市議会定例会会期日程 
 

                                    １２月 ３日 
                                 会期        １２日間 
                                    １２月１４日  

 日目  月  日  曜日  種 別      審 議 事 項 等   開議時刻 

  １ １２. ３ 金  本会議 会期の決定、諸般の報告、議案審議（条例、補正予算、意
見書等）、諮問、請願審議、陳情審議、一般質問 

 １０：００ 

  ２       ４ 土  休 会   

  ３       ５ 日  休 会   

  ４     ６ 月  本会議  一般質問  １０：００ 

  ５       ７ 火  本会議  一般質問  １０：００ 

  ６       ８ 水  休 会  常任委員会（総務文教、社会民生、経済建設）  

  ７       ９ 木  休 会 議会運営委員会  

  ８      １０ 金  休 会 事務整理  

  ９    １１ 土  休 会   

 １０      １２ 日  休 会   

 １１      １３ 月  休 会 事務整理  

 １２      １４ 火  本会議 委員会報告、議案審議（財産の譲渡、意見書） １０：００ 
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平成２２年第４回深川市議会定例会議決結果表 
 

                                自 平成２２年１２月 ３日（金） 
                             会期 
                                至 平成２２年１２月１４日（火）  
 
 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
 議案第６９号 

  
損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について 
 

 2 2 . 1 2 . 3   
  ４９ 

承 認 

 
 議案第７０号 

  
 深川市職員給与条例の一部を改正する条例について 
 

 22.12.14 2 2 . 1 2 . 3  
 １６４ 

原 案 可 決 総 務 文 教 

 
 議案第７１号 

 深川市住民基本台帳カード多目的利用条例の一部を 
 
改正する条例について 

  〃     〃    
 １６４ 

  〃     〃   

 
 議案第７２号 

 
 深川市債権管理条例について 
  

  〃     〃    
 １６４ 

  〃     〃   

 
 議案第７３号 

深川市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条 
 
例について 

  〃   2 2 . 1 2 . 3  
 １６８ 

  〃   経 済 建 設 

 
 議案第７４号 

深川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を 
  
 改正する条例について 

  〃     〃    
 １６８ 

  〃     〃   

 
 議案第７５号 

北空知衛生センター組合規約の一部を変更する規約 
  
について 

  〃     〃    
 １６８ 

  〃     〃   

 
 議案第７６号 

深川市簡易水道条例及び深川市簡易水道事業特別会 
 
計条例を廃止する条例について 

  〃     〃    
 １６８ 

  〃     〃   

 
 議案第７７号 

 深川市水道事業の設置に関する条例の一部を改正す 
 
 る条例について 

  〃     〃    
 １６８ 

  〃     〃   

 
 議案第７８号 

 妹背牛町からの学校給食に関する事務の受託につい 
 
て 

  〃   2 2 . 1 2 . 3  
 １６４ 

  〃   総 務 文 教 

 
 議案第７９号 

 
 深川市児童館条例を廃止する条例について 
  

  〃     〃    
 １６４ 

  〃     〃   

 
 議案第８０号 

  
 財産の譲渡について（深川市リサイクルプラザ） 
  

  〃   2 2 . 1 2 . 3  
 １７２ 

  〃   議 事 延 期 
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 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
 議案第８１号 

 
 損害賠償の額を定めることについて 
 

 2 2 . 1 2 . 3   
  ５０ 

原 案 可 決 

 
 議案第８２号 

 
 字の廃止及び区域の変更について 
  

  〃     
  ５０ 

  〃   

 
 議案第８３号 

 
 深川市墓地条例の一部を改正する条例について 
 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第８４号 

 
 指定管理者の指定について（深川市総合福祉センター） 
 

  〃     
 ５２ 

  〃   

 
 議案第８５号 

 
 指定管理者の指定について（深川市労働福祉会館） 
 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第８６号 

指定管理者の指定について（深川市都市農村交流セ 
 
ンター） 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第８７号 

 
指定管理者の指定について（深川市林業センター） 
 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第８８号 

 指定管理者の指定について（深川市オートキャンプ 
  
場） 

  〃     
 ５２ 

  〃   

 
 議案第８９号 

 
 指定管理者の指定について（深川市いざないの里） 
 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第９０号 

 指定管理者の指定について（深川市アートホール東 
  
 洲館） 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第９１号 

 指定管理者の指定について（深川市総合体育館及び 
 

 深川市総合運動公園体育施設） 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第９２号 

指定管理者の指定について（北育ち元気村ライスタ 
 

 ーミナル施設） 

  〃     
  ５２ 

  〃   

 
 議案第９３号 

 
指定管理者の指定について（深川市経済センター） 
 

  〃     
  ５２ 

  〃   
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 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
 議案第９４号 

 
 平成２２年度深川市一般会計補正予算（第５号） 
 

 2 2 . 1 2 . 3   
  ６１ 

原 案 可 決 

 
 議案第９５号 

平成２２年度深川市国民健康保険特別会計補正予算 
 
 （第２号） 

  〃     
  ６１ 

  〃   

 
 議案第９６号 

平成２２年度深川市後期高齢者医療特別会計補正予 
 
算（第２号） 

  〃     
  ６１ 

  〃   

 
 議案第９７号 

 
 平成２２年度深川市病院事業会計補正予算（第２号） 
 

  〃     
 ６１ 

  〃   

 
 諮問第 ４号 

 
 人権擁護委員候補者の推薦について 
 

 2 2 . 1 2 . 3   
  ７２ 

適任と答申 

 
 請願第 ２号 

最低保障年金制度の制定を求める意見書の採択を求 
  
める請願 

 22.12.14  2 2 . 1 2 . 3  
 １７０ 

趣 旨 採 択  社 会 民 生 

 
 請願第 ３号 

 後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書の提出を 
 
求める請願 

 22.12.14   〃    
 １７２ 

 継 続 審 査   〃   

 
 陳情第 ２号 

 
 市議会の動画配信の陳情書 
 

 22.12.14  2 2 . 1 2 . 3  
１７１ 

不 採 択  議 会 運 営 

 
 意見案第15号 

 
 ＴＰＰ交渉への参加を行わないよう求める意見書 
  

 2 2 . 1 2 . 3   
  ７２ 

原 案 可 決 

 
 意見案第16号 

 
 米需給適正化に対する意見書 
  

 22.12.14   
 １７２ 

原 案 可 決 
 

閉会中の継続審査の申し出について（総務文教、社 
 
 会民生） 

 22.12.14   
 １７２ 

決 定 
 

閉会中の所管事務調査の申し出について（社会民生、 
 
経済建設） 

  〃     
 １７２ 

  〃   
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出  席  議  員 
  
  議席 

 
 番号 

 
  氏 名 

   出 席 月 日  
12.3 12.6 12.7 12.14   

   １  宮 田 剛 暁 君   ○    ○    ○    ○    

   ２  山 田 圭 二 君   ○    ○    ○    ○    

   ３  北 本 清 美 君   ○    ○    ○    ○    

   ４  長 野   勉 君   ○    ○    ○    ○    

   ５  田 中 昌 幸 君   ○    ○    ○    ○    

   ６  楠   理智子 君   ○    ○    ○    ○    

   ７  水 上 真由美 君   ○    ○    ○    ○    

   ８  松 沢 一 昭 君   ○    ○    ○    ○    

   ９  渡 辺 英 雄 君   ○    ○    ○    ○    

 １０  北 畑   透 君   ○    ○    ○    ○    

 １２  川 中   裕 君   ○    ○    ○    ○    

 １３  東 出 治 通 君   ○    ○    ○    ○    

 １４  太 田 幸 一 君   ○    ○    ○    ○    

 １５  田 中 裕 章 君   ○    ○    ○    ○    

 １６  北 名 照 美 君   ○    ○    ○    ○    
 
         ※議席番号１１は欠番 
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説 明 の た め 出 席 し た 者 
  
  

 役 職 名 
 
  氏 名 

   出 席 月 日  
12.3 12.6 12.7 12.14    

 市  長  山 下 貴 史 君   ○    ○    ○    ○    
 教育委員会委員長  上 垣 由紀子 君   ○    ○    ○    ○    

 農業委員会会長  河 合 義 則 君   ○    ○    ○    ○    

 選挙管理委員会委員長 松 田 俊 雄 君   ○    ○    ○    ○    

 監査委員  大 内   俊 君   ○    ○    ○    ○    

 副市長 寺 下 良 一 君   ○    ○    ○    ○    

 企画総務部長 坂 本 光 央 君   ○    ○    ○    ○    

 市民福祉部長  通   義 美 君   ○    ○    ○    ○    

 経済・地域振興部長  沢 田 敏 幸 君   ○    ○    ○    ○    

 建設水道部長 松 浦 龍 行 君   ○    ○    ○    ○    

 総務課長  高 田 智 之 君   ○    ○    ○    ○    

 財政課長  平 山 泰 樹 君   ○    ○    ○    ○    

 教育長 鈴 木 英 利 君   ○    ○    ○    ○    

 教育部長  一 原 慶 逸 君   ○    ○    ○    ○    

 市立病院事務部長 川 端 政 幸 君   ○    ○    ○    ○    

公平委員会事務局長 坂 本 光 央 君   ○    ○    ○    ○    
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事 務 局 職 員 出 席 者 
 
  
  

 職 名 
 
  氏 名 

   出 席 月 日  
12.3 12.6 12.7 12.14   

 事務局長  山 岸 弘 明 君   ○    ○    ○    ○    
 事務局次長  渡 辺 加代子 君   ○    ○    ○    ○    

 議会庶務係長  水 野 紀 子 君   ○    ○    ○    ○    

 議事係長  古 村 浩 一 君   ○    ○    ○    ○    

 議事係兼議会庶務係  梶 原   仁 君   ○    ○    ○    ○    
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平成２２年深川市議会 

意見案 第 １ ５ 号 

 

ＴＰＰ交渉への参加を行わないよう求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２２年１２月３日 提出 

 

                               提出者 深川市議会議員 川 中  裕 

                                   深川市議会議員 長 野  勉 

                                   深川市議会議員 北 畑  透 

                                   深川市議会議員 渡 辺 英 雄 

深川市議会議員 太 田 幸 一 

                                   深川市議会議員 楠  理 智子 

                                   深川市議会議員 田 中 裕 章 

                                         深川市議会議員 水 上真由美 

  深川市議会議員 松 沢 一 昭 

深川市議会議員 北 名 照 美 

                                                                   



 - 29 -

 

 

ＴＰＰ交渉への参加を行わないよう求める意見書 

 

 国は、本年３月に閣議決定した「新たな食料・農業・農村基本計画」において、食料・農業・農村政策を

国家戦略の一つとして位置付け、食料自給率の向上に向けた施策を重点的・効率的に実施することとし、ま

た、国際交渉への対応については、ＥＰＡ（経済連携協定）・ＦＴＡ（自由貿易協定）について、食の安定・

安全供給、食料自給率の向上、国内農業・農村の振興等を損なうことは行わないことを基本に取り組むとし

ている。 

 こうした中で、菅内閣は、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）への参加検討を含む包括的経済連携

協定に関する基本方針を１１月９日に閣議決定した。 

 しかし、ＴＰＰは、例外品目がなく１００％自由化を実現するＦＴＡであり、ＴＰＰへの参加は、食料自

給率向上と多面的機能の発揮をめざす食料・農業・農村政策に大きな影響を及ぼすことになるとともに、金

融、保険、医療など、幅広い分野の規制廃止を目指すものならば、「この国のかたち」を一変させる大問題

である。 

 万が一にも、わが国農業の重要品目である米や小麦、砂糖、牛肉、乳製品などの農畜産物の関税が撤廃さ

れると、農水省試算では国内の農業生産額は４兆１０００億円減るとされ、道庁試算でも、関連産業を含め

２兆１２５４億円の損失が出るとの試算結果が示されるなど甚大な損害が予測される。 

 このため、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１．関税撤廃を原則とするＴＰＰへの参加は、北海道農業をはじめ地域経済・社会に壊滅的な影響を与える

ことから、断じて行わないこと。 

 

２．ＥＰＡ・ＦＴＡなど国際貿易交渉については、「食料・農業・農村基本計画」（平成２２年３月閣議決

定）に基づき、食の安定・安全供給、食料自給率の向上、国内農業・農村の振興などを損なうことは行わな

いとの基本を貫くこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２２年１２月３日 

 

北海道深川市議会      

 

提 出 先 

 内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、経済産業大臣、農林水産大臣 
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平成２２年深川市議会 

意見案 第 １ ６ 号 

 

米需給適正化に対する意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２２年１２月１４日 提出 

 

                               提出者 深川市議会議員 川 中  裕 

                                   深川市議会議員 長 野  勉 

                                   深川市議会議員 北 畑  透 

                                   深川市議会議員 渡 辺 英 雄 

深川市議会議員 太 田 幸 一 

                                   深川市議会議員 楠  理 智子 

                                   深川市議会議員 田 中 裕 章 

                                         深川市議会議員 水 上真由美

深川市議会議員 松 沢 一 昭 

                                                        深川市議会議員 北 名 照 美 
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米需給適正化に対する意見書 

 

 米を巡る情勢は、これまでの持ち越し在庫が起因となり、さらに、本年の「戸別所得補償制度」による「米

のモデル事業」が買い手の値下げ圧力につながるなど、過去にないほどの価格下落に陥っており、生産現場

はもとよりＪＡや米流通業者など米関係者が悲鳴をあげているのが実態である。 

 特に北海道、中でも深川市においては、これまで売れる米づくりに努力してきたが、いまだぬぐい切れな

い過剰感から、２３年度以降の生産数量目標は限りなく減少し続け、需要ニーズに応じた米づくりなどでき

なくなり、努力してきた産地が報われず、生産者の意欲が損なわれてしまう看過できない事態となることを

危惧してきた。まさにその事態が現実となり、２３年産米生産数量目標は、需要見通しの減少から本道にお

いては、全国平均を大きく超える減少率が示される状況となり、これまで主食用米の生産面積確保と価格安

定に向けて、需給調整に協力し取り組んできた農業者の努力が、全く反映されていない生産面積の削減に怒

りを禁じ得ない。 

 つきましては、この危機的状況を早急に打開するため、米環境の改善及び努力が報われる米政策全般の仕

組みの再構築が喫緊の課題であることから、下記の事項について強く要請する。 

 

記 

 

１．米の需給適正化対策として、２２年産計画生産における未達成分については、その全量を政府責任にお

いて処理すること。 

２．集荷円滑化対策生産者拠出金の活用による過剰米処理を早急に具現化すること。 

３．米価の暴落対策を講じること。 

４．生産調整にまじめに取り組んできた本道農業者に対する総合的なメリット措置を講ずること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２２年１２月１４日 

 

北海道深川市議会      

 

提 出 先 

 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、農林水産大臣  
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平成２２年第４回深川市議会定例会一般質問通告表 
  
 
 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   １    ７ 

 

 新政クラブ 

 水 上 真由美 
１．中心市街地の活性化について〔商工〕 

 （1) 空き地空き店舗活用事業について 

  (2) 商店街との連携について 

 ２．プレミアム商品券について〔商工〕 

 （1) 検討の経緯について 

 (2) 今後の考え方について 

 ３．地域資源の活用について〔市勢振興〕 

 (1) 特産品の開発について 

 (2) 今後の戦略、支援について 

 ４．緊急雇用創出事業について〔労働〕 

 (1) 採用の状況について 

 (2) 雇用のあり方について 
 ５．ＩＣＴの活用について〔教育、一般〕 

 (1) 電子黒板について 

 (2) 深ナビについて 

 
 
 
 
 
   ７３ 
 

   ２    ５ 

 

 民主クラブ 

 田 中 昌 幸 
 

１．公契約条例制定について〔一般〕 

 (1) 入札制度改革の進行状況について 

  (2) 過度な低落札、いわゆるダンピングのおそれの状況 
    について 
 (3) 最低制限価格のある工事請負に比べて、最低制限価 
    格のない委託業務のこれまでの状況について 
 (4) 指定管理者制度の一率３年という期間設定について 
 (5) 官製ワーキングプアと呼ばれる状況の考えについて 

 (6) 千葉県野田市で制定された公契約条例のような条例 
    を深川市でも制定すべきではないか 
２．男女共同参画計画について〔一般〕 

 （1) 深川市男女共同参画計画のこれまでの成果について 
 (2) 次期計画策定に向けた対応について 
  ア 総合計画と同時進行になるが、計画策定体制、行政 
    スタッフ、予算について 
  イ アンケート調査により、これまでの推移を検証する 
    ことについて 

 ３．補正予算に対する取り組みについて〔財政〕 

 (1) 国の補正予算成立に伴う当市への影響額と政策につ 
    いて 
 (2) 早期の対応が必要だがそのスケジュールは 
 (3) 疲弊する市内経済状況に対しての取り組みについて 

    

 

 

 

 

 

 

 ８１ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ４．２０１１年度予算編成について〔財政〕 

 (1) 編成方針について 
 (2) 広報の０９年度決算に対する評価と対策について 
 (3) 疲弊する市内経済状況への刺激策として現行各種制 
    度の見直しについて 
 ５．危機管理について〔一般〕 

 (1) 非公開情報の誤開示、水道管の破裂、犯罪、災害な 
    ど不測の事態の対応について 
  (2) 市としての対応マニュアルの整備と公表について 
 (3) 学校単位での安心メールのような連絡網の整備につ 
    いて 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

   ３   １０ 

 

平成公明クラブ 

 北 畑   透 
１．行財政改革について〔一般〕 

 (1) 行政運営プランでは、事務事業の見直しや定員管理 
    の適正化による総人件費の抑制などに取り組んでき 
    た。この５年間の行政改革の総括について 
 (2) 行財政改革の成否は、人・モノ・カネ・情報などの 
    経営資源を最大限に有効活用できたかが成否となる 
    が、そのための基本的情報の白書化（見える化）と 
    評価・検証制度について 
 (3) 社会基盤の老朽化における公有資産の有効活用やそ 
    れに必要な資金調達の合理化、指定管理者制度、Ｐ 
    ＦＩ手法などの検証も含めた公民連携に向けた今後 
    の取り組みについて 
 (4) 新たな時代の人材育成戦略について 

 ２．いじめ自殺防止への取り組みについて〔教育〕 

 (1) 「いじめ」の実態について 
 (2) 子どもの発するＳＯＳに対しての反応と「いじめ」 
    の対応について 
 (3) 学級崩壊の実態とその対策について 

 ３．介護の課題について〔福祉〕 

 (1) 介護待機者の解消計画と特定施設について 
  ア 待機者解消に向けての計画について 
  イ 特定施設の施設整備状況、経済的負担の把握、負担 
    軽減策について 
 (2) 認知症予防と介護予防について 
  ア 介護予防策の現状と課題及び取り組みについて 
  イ 介護予防事業の啓発について 
  ウ 閉じこもり、認知症予防対策について 

 (3)  在宅介護の環境整備について 
  ア 高齢者住宅改修事業の独自財源での支援について 
  イ ショートステイ床数について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ９２ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ４．自治体クラウドについて〔市勢振興〕 

 (1) 情報システムの「所有」から「利用」の移行につい

    て 
 ５．読書活動の推進について〔教育〕 

 (1) 深川ｗｅｂ図書館の導入と推進について 
 ６．収穫の秋を迎えたが、本市の厳しい農業情勢について 
  〔農業〕 

 (1) 戸別所得補償制度について 
  ア 制度の加入状況について 
  イ 米価への影響について 
  ウ 所得補償定額支払いと変動部分の補てんについて 
  エ 平成２３年産米の生産調整について 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ４    ９ 

 

平成公明クラブ 

 渡 辺 英 雄 
１．市長の行政姿勢について〔市勢振興〕 

 (1) １期４年で取り組んだ主な大型事業等について 
 (2) ２期目に向けた山下市長の抱負（マニフェスト）に 
    ついて 
 ２．深川市の財政状況について〔財政〕 

 (1) 平成２２年度歳入確保の状況について 
 (2) 平成２２年度各会計の決算の予想について 

 (3) 基金の今後の方針について 
 (4) 今後の起債償還予定について 
 ３．児童福祉について〔福祉〕 

 (1) 公立保育園運営の今後の方針について 
 (2) 法人保育園への補助交付について 
 ４．機構改革と職員定数について〔一般〕 

 (1) 機構改革について 
 (2) 職員定数について 

 (3) 職員の適材適所の配置について 
 (4) 職員提案制度の状況について 
 (5) 職員の健康管理について 
 ５．地上デジタル放送について〔一般〕 

 (1) 地上デジタル放送完全移行に備えた対応等について 
 ６．深川市農業の状況等について〔農業〕 

 (1) 不耕作地及び転作の状況について 
 (2) 高齢農業者と後継者の育成について 

 (3) 農業ヘルパー制度について 
 (4) 国がＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）を取り 
    組んだ場合の深川市への影響について 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０２ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ７．深川市立病院について〔医療〕 

 (1) 病院経営全般について 
 (2) 救急医療体制について 

 (3) 医師確保対策について 
 (4) ７対１看護体制について 

 

 
 

   ５    ６ 

 

民主クラブ 

 楠  理智子 
１．介護保険について〔福祉〕 

 (1) 介護認定、サービスを受けやすい体制について 
 (2) 在宅介護における訪問看護ステーションの充実につ 
    いて 
 ２．工事業国保（全国建設工事業国民健康保険組合）につ 
   いて〔商工、医療〕 
 (1) 深川市における無資格者の状況について 
 (2) 工事業国保から国保へ加入の対応について 

 (3) 工事業国保から無資格通知を受けた事業主の状況に 
    ついて 
 (4) 国、道への工事業国保への指導強化の要望について 
 ３．フッ化物洗口について〔福祉、教育〕 

 (1) フッ化物洗口の安全性について 
 ４．教育の充実について〔教育〕 

 (1) 授業時間、放課後もじっくり向き合える時間の確保 
    について 
 (2) ゆとりある教育について 

 

 

 

 

 

 １１２ 

   ６   １４ 

 

民主クラブ 

 太 田 幸 一 
１．「米粉」消費拡大と、「米焼酎」等開発の考えは 
  〔市勢振興、教育、商工〕 

 (1) 他用途米の作付拡大へ指導の考えは 
 (2) 米粉製粉機の設置により容易に市民利用がかなう体 
    制と、米粉による商品開発、需要の拡大の考えは 
 (3) 学校給食への小麦粉にかわる（アレルギー対策等） 
    米粉の利活用の考えは 
 (4) 他用途米を活用しての、『米焼酎』（ブランド化） 
    開発の考えは 
 (5) 米粉食品開発「販売店」を、観光マップに組み込む 
    ことは 
 ２．交通網（ＪＲ留萌線）改善と対策は〔市勢振興〕 

 (1) 現状、通学、通院、通勤など駅近郊住民の利用をど 
    う認識し、どう利用者の声を反映させるか 
 (2) 沿線自治体との共同歩調による取り組みが必要とな 
    るのではないか 

 

 

 

 

 

 １１７ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ３．「買い物弱者」に対する自治体の支援を行う考えは 
  〔商工〕 

 (1) 深川市として、いわゆる「買い物弱者」へどのよう 
    な対策を持ち合わせているか 
 (2) 「移動販売車」による地域巡回販売の方策を行うこ 
    とへの所見は 
 ４．インフルエンザの流行に対する備えは 
  〔医療、教育、福祉〕 

 (1) 既に深川保健所管内では、一部小学校の学級閉鎖等 
    対応を迫られているが、深川市内の小中学校の状況 
    と対応は 
 (2) 市民への注意啓発を早期に実施すべきと思うが、現 
    在の進捗は 
 (3) 予防ワクチンは、「Ａ香港型」「Ｂ型」「新型」を 
    含めた「３価ワクチン」が準備されていると聞くが、 
    深川市においては、どのような在庫状況及び入庫予 
    定になっているか 
 (4) 予防ワクチン接種者に対する深川市の補助のあり方 
    は 
 ５．深川市街地の条番が碁盤の目にもかかわらず、道路整 
   備が遅れている箇所がある。拡幅整備を行う考えは 
  〔建設〕 

 (1) 「２条と３条、１３番と１４番の間」の道路の拡幅 
    改修は 
 (2) 「７条、１３番と１４番の間」の道路の拡幅改修は 

 (3) 「８条、１４番と１５番の間」の道路の取りつけの 
    考えは 

 

 
 

   ７    ４ 

 

公政クラブ 

 長 野   勉 
１．環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）について 
  〔農業〕（割愛） 

 (1) ＴＰＰへの政府方針について、市長の所見を求めた 
    い 
 (2) 本市の農業への影響額について 

 ２．今年の農畜産物の販売額と農家経済について〔農業〕 

 (1) 高温多雨による影響と減収の実態について 
 (2) 品質、収量、価格の低下による農家経済の実態につ 
    いて 
 ３．広域行政について〔一般〕 

 (1) 現状と課題について 
 (2) 基本的な考え方について 
 (3) 広域行政の取り組みについて 

 

 

 

 

 １２６ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ４．市民との協働について〔市勢振興〕 

 (1) 市民協働の取り組みについて 
 (2) 行政の体制について 
 ５．農地行政について〔農業〕 

 (1) 改正農地法の課題について 
 (2) さらなる農地法の改正の動向について 

 (3) 農業委員会のあり方について指摘もあるが、会長と 
    しての所見を求めたい 
 ６．汚泥の有効活用と処理について〔下水道〕 
 (1) 下水汚泥の処理の現状について 
 (2) 有効活用について 

 (3) 今後の取り組み計画と効果について 

    
  
 
 
 
 
 

 

   ８    １３  公政クラブ 
 東 出 治 通 

１．国際交流について〔市勢振興〕 

 (1) アボツフォード市・公式訪問団との、今後の交流の 
    あり方に対する協議経過について 
 (2) 今年度の新たな取り組みについて 

 ２．市内新規高卒予定者の就職内定状況について〔労働〕 

 (1) 厳しい経済状況下での市内新規高卒予定者の就職内 
    定状況について 
 (2) 地元における就職先確保対策について 

 (3) 市の職員採用の考え方と採用の状況について 

 ３．ご当地グルメについて〔商工〕 

 (1) ご当地グルメ選手権に参加した結果と評価、課題に 
    ついて 
 (2) 食によるまちおこしについて 

 ４．ゲリラ豪雨対策について〔建設〕 

 (1) 近年、頻繁に発生するゲリラ豪雨とその対策につい 
    て 
 (2) 小規模河川の砂防対策と橋梁などの構造物老朽化対 
    策について 
 ５．市内小学校でのサケの放流について〔教育〕 

 (1) 放流したサケの遡上が確認されているが、各小学校 
    （音江、一已）における取り組みについて 
 ６．市立病院について〔医療〕 
 (1) ７対１看護のスタートによる経営収支改善上の効果 
    と評価について 
 (2) オーダリングシステムの更新と電子カルテの導入の 
    考えについて 
 (3) 皮膚科勤務医の減員と患者、経営上の影響について 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 １３２ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ９    １６  日本共産党 
 議 員 団 
 北 名 照 美 

 １．深川市官製談合事件について〔一般〕 

 (1) ４年前、山下市長出現のきっかけとなった同事件に 
    ついて改めて所見を聞きたい。また住民訴訟裁判が 
    大詰めを迎えている。このことへの対応も伺う 
 ２．市立病院について〔医療〕 

 (1) 信頼と親切の徹底を求める立場から何点か伺う 
  ア 待ち時間の実態と患者の立場に立った対応はどの 
    ようになされているか 
  イ 医師確保についての現状と対応 
  ウ 奨学金制度の創設はどうか 
  エ 医療機器の実態と充実に向けての対応 
 ３．商工振興について〔商工〕 

 (1) ボーナス時における市職員の「商品券」協力につい 
    て。またボーナス支給前の官公庁訪問による買い物 
    要請について 
 ４．市臨時・非常勤職員について〔一般〕 

 (1) 待遇の改善、権利の拡大保障に取り組むことは自治 
    体の基本姿勢にかかわることである。真摯な対応を 
    強く求めたいが、実態と対応について 
 ５．建設国保（全国建設工事業国民健康保険組合）につい 
   て〔商工、医療〕 
 (1) 市内業者の加入状況と現状について。突如出された 
    脱退通知はどうしてなのか。どこに原因や問題点が 
    あるのか。市としての対応について聞きたい 
 ６．ごみ収集について〔環境〕 
 (1) お年寄り、障がい者などのごみ出しを門口まで行う 
    ふれあい収集を実施することを提言するが、その考 
    えは 
 ７．学校教育について〔教育〕 

 (1) 電子黒板及び黒板について。現状と対応はどのよう 
    になっているか 

    
  
 
 
 

 

 

 

 

 １４３ 

 

 

 

 

 

 

 

  １０     ８  日本共産党 
 議 員 団 
 松 沢 一 昭 

１．ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）に対する対応 
   について〔農業〕（割愛） 
 (1) 山下市長の認識及び深川市として国に対してどのよ 
    うに運動や意見具申をしていくか 
 ２．戸別所得補償政策について〔農業〕 

 (1) 来年度の本政策の見通しと深川市農業に対する影響 
    について 

 
  

 １５３ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ３．農産物の生産状況について〔農業〕 

 (1) 平成２２年産の生産及び品質について。また、いも 
    ち病などの被害発生農家への税軽減について 
 ４．エゾシカ被害対策について〔農業〕 

 (1) 害獣駆除に対して、現在は時間当たりの出勤手当の 
    制度になっているが、一頭当たりの助成制度に切り 
    かえる考えはないか 
 (2) 残滓の一般廃棄物処分場での受け入れについて 
 (3) 若手ハンターの育成について。また国有林での土日 
    開放について全道的な取り組みが必要ではないか 
 ５．子供の自殺対策について〔教育〕 

 (1) 不登校、いじめの現状及び子供の発信の受けとめに 
    ついて。さらには市内の学校で絶対に自殺者を出さ 
    ないための具体的手立てと教育委員長の決意につい 
    て伺う 
 ６．院内感染対策について〔医療〕 

 (1) 深川市立病院での院内感染の実態とその対策につい 
    て。また新型の多剤耐性菌アシネトバクターの発生 
    について 
 ７．介護保険について〔福祉〕 

 (1) 現在の保険料の全道市との比較及び、３億円に上る 
    介護保険準備基金の有効活用について。処遇改善基 
    金の具体的活用と市内介護関係職員の処遇改善につ 
    いて 
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平成２２年 第４回 

 

深川市議会定例会会議録 （第１号） 
                                    午前１０時００分 開会 
 平成２２年１２月３日（金曜日） 
                                    午後 ５時１７分 延会 

                                                 

 

〇議事日程（第１号）             

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 諸般の報告 

       （1）議長諸般報告 

       （2）市長一般行政報告 

       （3）教育長教育行政報告 

 日程第 ４ 委員会報告第１９号 

 行財政改革調査特別委員会の中間報 

 告について 

 日程第 ５ 議案第６９号 損害賠償の額を定め 

       ることの専決処分の承認について 

 日程第 ６ 議案第７０号 深川市職員給与条例 

       の一部を改正する条例について 

 日程第 ７ 議案第７１号 深川市住民基本台帳 

       カード多目的利用条例の一部を改正 

       する条例について 

 日程第 ８ 議案第７２号 深川市債権管理条例 

       について 

 日程第 ９ 議案第７３号 深川市廃棄物処理施 

       設設置条例の一部を改正する条例に 

       ついて 

       議案第７４号 深川市廃棄物の処理 

       及び清掃に関する条例の一部を改正 

       する条例について 

       議案第７５号 北空知衛生センター 

       組合規約の一部を変更する規約につ 

       いて 

 日程第１０ 議案第７６号 深川市簡易水道条例 

       及び深川市簡易水道事業特別会計条 

       例を廃止する条例について 

       議案第７７号 深川市水道事業の設 

       置に関する条例の一部を改正する条 

       例について 

 日程第１１ 議案第７８号 妹背牛町からの学校 

       給食に関する事務の受託について 

 日程第１２ 議案第７９号 深川市児童館条例を 

       廃止する条例について 

 日程第１３ 議案第８０号 財産の譲渡について 

  （深川市リサイクルプラザ） 

 日程第１４ 議案第８１号 損害賠償の額を定め 

       ることについて 

 日程第１５ 議案第８２号 字の廃止及び区域の 

       変更について 

 日程第１６ 議案第８３号 深川市墓地条例の一 

       部を改正する条例について 

 日程第１７ 議案第８４号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市総合福祉センター） 

       議案第８５号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市労働福祉会館） 

       議案第８６号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市都市農村交流センタ 

       ー） 

       議案第８７号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市林業センター） 

       議案第８８号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市オートキャンプ場） 

       議案第８９号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市いざないの里） 

       議案第９０号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市アートホール東洲館 

       ） 

       議案第９１号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市総合体育館及び深川 

       市総合運動公園体育施設） 

       議案第９２号 指定管理者の指定に 

       ついて（北育ち元気村ライスターミ 

       ナル施設） 

       議案第９３号 指定管理者の指定に 

       ついて（深川市経済センター） 

 日程第１８ 議案第９４号 平成２２年度深川市 

       一般会計補正予算（第５号） 

       議案第９５号 平成２２年度深川市 

       国民健康保険特別会計補正予算（第 
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       ２号） 

       議案第９６号 平成２２年度深川市 

       後期高齢者医療特別会計補正予算（ 

       第２号） 

       議案第９７号 平成２２年度深川市 

       病院事業会計補正予算（第２号） 

 日程第１９ 諮問第 ４号 人権擁護委員候補者 

       の推薦について 

 日程第２０ 意見案第１５号 ＴＰＰ交渉への参 

       加を行わないよう求める意見書 

 日程第２１ 請願第 ２号 最低保障年金制度の 

       制定を求める意見書の採択を求める 

       請願 

            請願第 ３号 後期高齢者医療制度 

       の廃止に関する意見書の提出を求め 

       る請願 

 日程第２２ 陳情第 ２号 市議会の動画配信の 

       陳情書 

 日程第２３ 一般質問 
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（午前１０時００分 開 会） 

〇議長（北本清美君） ただいまから平成22年第４

回深川市議会定例会を開会します。 

                                       

〇議長（北本清美君） これより本日の会議を開き

ます。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

会議録署名議員には、会議規則第78条の規定によ

って、長野議員、田中裕章議員を指名します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 初めに、本定例会

に付議されます事件は、行財政改革調査特別委員長

から調査結果の中間報告１件、川中議員外から提出

のありました意見案１件、市長から提出のありまし

た議案29件、諮問１件及び議長が受理しました請願

２件及び陳情１件であります。 

次に、監査委員から８月分ないし10月分に関する

例月出納検査結果報告及び平成21年度定期監査報告

書、教育委員会から深川市教育委員会の活動状況に

関する点検・評価報告書の提出がありましたので、

お手元に配付しております。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のありま

した者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付して

おります。 

 次に、第４回定例会１日目の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から12月

14日までの12日間にしたいと思いますが、異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって会

期は本日から12月14日までの12日間に決定しました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第３ 諸般の報告を行

います。 

 初めに、議長諸般報告を事務局長から申し上げま

す。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 平成22年第３回市

議会定例会後の９月17日以降昨日までの議会の動静

概要は、お手元に配付のとおりであります。 

 これで議長諸般報告を終わります。 

〇議長（北本清美君） 次に、市長一般行政報告を

行います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 平成22年第４回市

議会定例会の開会に当たり、一般行政の報告を申し

上げます。 

初めに、秋の味覚市＆こめッち新米フェスタにつ

いて申し上げます。昨年度に市民公募によりまして、

毎年11月１日を深川産米記念日「ふかがわ！マイ・

米・デー」に制定したのを記念いたしまして、イベ

ントを通して深川産米のより一層の消費拡大を図る

ため、第２回秋の味覚市＆こめッち新米フェスタを、

10月24日に深川市農業対策協議会との共催により開

催をいたしました。当日は、卸売市場を会場に深川

産米を初め、深川産農畜産物や、それらを活用した

加工品などの販売を行いました。また、新米ふっく

りんこを使用したおにぎりコンテストを開催し、市

内の六飲食店の創意工夫を凝らした自慢のおにぎり

が出展、披露されたところであります。さらに、農

産物無料配布を初め、こめッちじゃんけん大会、ス

テージ演奏、大抽せん会など盛りだくさんのプログ

ラムが行われ、当日は天候にも恵まれましたことか

ら、多くの市民の皆様にご来場いただき、盛会のう

ちに終了することができたところでございます。 

次に、農作物の収穫状況について申し上げます。

空知農業改良普及センター北空知支所及びきたそら

ち農協からの情報によりますと、本年の主な農作物

の収穫状況は、水稲については、全国及び北海道の

作況指数98に対し、６月の高温、７月中旬以降の日

照不足、多雨などの影響を受け、残念ながら北空知

は94の不良となりまして、平年の収量を下回るとと

もに、低たんぱく米の割合についても、昨年を下回

ることが見込まれております。大豆については、当

初平年並みの収量が見込まれておりましたが、７月

中旬以降の降雨などの影響を受け、収量は平年を下

回るものと見込まれております。小麦については、

６月の高温が影響し収量は平年を下回るものとなっ

てしまいました。ソバについても、７月中旬から収

穫期にかけ降雨が続いたことなどが影響し、収量、
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品質ともに平年を下回るものとなっております。ナ

ガイモについては、６月以降の高温などの影響によ

り、品質に多少のばらつきが見られましたが、収量

は平年並みが見込まれております。このように、こ

としは総じて夏場の天候不順などが影響し、農作物

の作柄がナガイモを除き、平年を下回る残念な状況

となりましたが、生産者の皆さんのことし１年の営

農努力に心から敬意を表したいと思いますし、明年

以降も営農活動がしっかり円滑に行われますよう、

引き続き関係機関・団体等のご指導、ご支援をよろ

しくお願いしたいと思っているところでございます。 

 次に、札幌深川会及び東京深川会の開催について

申し上げます。会員相互の親睦と交流、郷土深川に

関する情報交換の場として設けられております札幌

及び東京の各深川会総会が例年どおり開催されまし

た。創立10周年の節目になります札幌深川会は、総

会が10月15日に開催されまして、約70人の会員が参

加されたところであります。本市からは、北畑経済

建設常任委員長とともに私も参加させてもらいまし

て、ことしの本市の夏まつりにおける花火大会への

寄附のお礼などを申し上げさせてもらったところで

あります。なお、札幌深川会から創立10周年を記念

して、20万円相当の記念品の目録が本市に贈られた

ところであります。その場で厚く御礼を申し上げて

おきましたが、これにつきましては、今後会員のご

意向に沿って有効に活用してまいりたいと考えてい

るとこでございます。また、これまでご尽力いただ

きました札幌深川会の秋山会長さんが本総会で勇退

されまして、後任の会長は今後の幹事会にてしかる

べく選出される見込みであるとお聞きしております

ことを申し添えておきます。また、第26回東京深川

会総会は、11月７日に約80人の会員の出席により開

催されまして、本市から北本議長とともに私も参加

をさせていだきました。総会では冒頭の杉村会長の

ごあいさつの中で、東京深川会相談役であります元

ＮＴＴ社長の児島仁さんが秋の叙勲において、旭日

大綬章を受賞されたとの報告がありまして、当日ご

本人も出席をしておられましたが、出席者全員から

児島氏に対して祝意が表されたところであります。

なお、杉村会長におかれましては、今回の東京深川

会会長を勇退されることになりまして、新たに関肇

さんが会長に選出をされたところであります。長年

会長を務めていただいた杉村会長のご尽力に対しま

して改めて感謝申し上げますとともに、引き続き東

京深川会、そしてふるさと深川へのご支援を期待し

ているところでございます。なお、東京深川会の席

では、私から深川産米のＰＲや企業誘致、あるいは

移住・定住、ふるさと納税など本市の近況報告とあ

わせて会員の皆様へのご協力をお願いさせていただ

きました。また、会員の方々からは、ふるさと深川

に対するいろいろなご提言をいただくなど、有意義

な交流が図られたと思っているところであります。 

本市といたしましては、両深川会の新しい会長さん

や役員、会員の皆さんと、今後ともしっかり連携を

して友好関係を保っていきたいと考えているところ

でございます。 

 以上、行政の一端を申し上げ、報告とさせていだ

きます。 

〇議長（北本清美君） 次に、教育長教育行政報告

を行います。 

 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君）〔登壇〕 平成22年第４回

市議会定例会の開会に当たり、教育行政の概要につ

いて報告を申し上げます。 

 ことしで４回目となる全国学力・学習状況調査が

全国の小学校６年生と中学校３年生を対象に、４月

20日に実施されました。本年度から一部の小中学校

を対象とした抽出調査になりましたが、本市では抽

出の対象とされなかった学校も同じ調査を行う希望

利用調査に参加し、市内すべての小中学校において

調査を実施しました。調査結果は、抽出調査分が７

月30日に文部科学省から、希望利用調査分を含めた

ものが11月２日に北海道教育委員会から公表されま

した。北海道教育委員会から市教育委員会に提供さ

れた本市の調査結果としましては、主として知識の

問題であるＡ調査、主として活用の問題であるＢ調

査において、小学校では国語Ａの正答率は、全道平

均を上回り、全国平均を下回るという結果でしたが、

国語Ｂと算数Ａ・Ｂでは、全国、全道の平均を下回

る結果となり、全国の平均正答率との差も広がりま

した。中学校では、国語Ｂは全道平均を上回り、全

国平均を下回ったという結果でしたが、国語Ａと数

学Ａ・Ｂについては、全国、全道の平均を上回ると

いう結果になりました。同時に行われました学習状

況調査においては、小中学生とも朝食をしっかりと

とっており、学校が楽しいと感じているとの結果が

出ました。しかし、これまで同様、小中学生とも全

国、全道に比べ家庭での学習量が少なく、テレビゲ
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ームやインターネットをする時間が長いという状況

にあります。市教育委員会では、今回の結果を分析

の上、確かな学力の向上に資するため作成している

深川市学校改善プランの見直しを行い、新たな改善

プランのもと、学力向上を図る教育の取り組みを進

めます。 

また、各学校においても、学力を高めるため学校改

善プランを改訂し、具体的な取り組みを進めること

としています。また、規則正しい生活や家庭学習の

習慣化などは学力と深い関連があるため、これまで

以上に学校と家庭との連携を深めるよう取り組んで

まいります。 

 次に、文化総合芸術祭について申し上げます。10

月23日から10月31日までの期間、生きがい文化セン

ターで開催し、舞台部門に40団体、384人が出演。

また、展示部門には32団体で436点の作品の出展が

あり、5,000人以上の市民の方々が開催期間中に会

場を訪れ、多彩な文化活動のすばらしさを鑑賞され、

芸術の秋を堪能いただきました。 

 次に、文化賞について申し上げます。本年度の文

化賞につきましては、文化奨励賞を江差追分全国大

会に連続出場し、上位入賞の成績をおさめるなど、

伝統文化、民謡に多くの研さんを積み、すぐれた指

導力をもって市民の芸術文化の振興に貢献された瀧

本豊壽さんに決定をいたして10月24日、生きがい文

化センターにおける文化総合芸術祭の会場において

奨励賞を授与したところであります。 

 次に、スポーツ賞について申し上げます。スポー

ツ功労者については、各競技団体において長年にわ

たり役員としての要職を歴任され、それぞれの競技

の普及発展に貢献されました深川地区軟式野球連盟

の丸山隆さん、サンリーグ深川クラブの北田健司さ

んの２人の方に。また、スポーツ奨励賞を本年６月

開催の第62回北海道高等学校バドミントン選手権大

会、これは第61回全国高等学校バドミントン選手権

大会北海道予選会を兼ねている大会でありますが、

そこにおいて女子団体戦で全道優勝という輝かしい

成績をおさめられました深川西高等学校バドミント

ン部の皆さんに、それぞれ９月20日に開催されまし

たスポーツ・レクリエーションフェスタの席上で授

与したところであります。 

 次に、スポーツ合宿について申し上げます。教育

委員会では、これまで道外の実業団、大学陸上競技

チーム及び競技団体を訪問するとともに、チーム関

係者が多数集まる競技会に出向いて招致活動を行い、

本市での合宿を要請してまいりました。さらに、本

年６月17日開催のホクレン・ディスタンスチャレン

ジ第２戦深川大会の参加チームに対しまして、合宿

の要請を行ったところであります。これらの取り組

みにより、６月から９月までの４カ月で実業団10チ

ーム、大学など23チームの合わせて33チーム、延べ

670人、宿泊数にして3,290泊の受け入れとなり、昨

年度に対し本年度は延べ人数で約９％の増加、宿泊

数で約６％の減少となったところであります。今後

におきましても、スポーツ合宿を取り巻く経済的環

境など厳しい現状にありますが、本市の有利な合宿

環境がチーム関係者に十分評価されまして、深川で

の合宿が一層定着するよう努めてまいります。 

 以上、教育行政の一端を申し上げ、報告といたし

ます。 

〇議長（北本清美君） これで諸般報告を終わりま

す。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第４ 委員会報告第19

号行財政改革調査特別委員会の中間報告についてを

議題とします。 

 行財政改革調査特別委員長から会議規則第44条第

２項の規定により、中間報告をしたいとの申し出が

あります。 

 お諮りします。本件は申し出のとおり報告を受け

ることにしたいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって行

財政改革調査特別委員長から中間報告を受けること

に決定しました。 

 委員長の発言を許可します。 

 長野行財政改革調査特別委員長。 

〇行財政改革調査特別委員長（長野 勉君）〔登壇〕 

ただいま議題となりました行財政改革調査特別委員

会の中間報告について申し上げます。 

 当委員会は、財政収支改善の取り組みのうち継続

検討となっていました文光児童館の閉館、体育施設

の専用使用料及び病院電算システムに係る委託料に

ついて、11月15日に調査を行いましたので、その経

過と概要について報告いたします。 

 11月15日の第20回委員会では、体育施設の専用使

用料の関係について理事者側の考えとして当委員会

委員の任期中には検討課題として提出する方向にな
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いということから、この課題については当委員会で

は調査を行わないことを確認いたしました。 

 次に、文光児童館の閉館について生涯学習課長よ

り現在に至る経過説明があり、老朽化して閉館する

文光児童館にかえて、生きがい文化センター内での

子供の居場所の確保事業を実施したい考えが示され

ました。 

 その後、質疑を行いましたので、主なものについ

て報告をいたします。 

 問い、文光児童館は歴史的にも、学校教育にもプ

ラスアルファされた部分があったと認識している。 

廃止後、生きがい文化センター内に移動することに

なるのであれば今後の方針について伺う。また、文

光児童館の利用人数、人的配置について伺う。 

 答え、児童館は基本的には子供の安全で安心な活

動の場所という位置づけであり、今後もその趣旨を

踏まえ、生きがい文化センターでもこれまで児童館

の中で行っていたメニューを継続できる形で考えて

いきたいと思います。また、文光児童館の利用人数

は、月により変動するため正確に把握をしておりま

せんが、１日当たり平均20人を下回るような状況に

あります。なお、現在指導員としての嘱託職員と清

掃を行う補助指導員の２人でありますが、今後、生

きがい文化センターでは基本的には安全管理と簡単

な遊びを指導する臨時職員１人と、今の嘱託職員の

少年相談員を考えております。 

 問い、文光児童館の廃止で400万円という効果額

があるが、生きがい文化センターに移動した場合は

どのような削減を見込んでいるか。 

 答え、今後、生きがい文化センターに移動した場

合は、施設の維持管理経費と清掃に係る人件費が不

要になりますので、その部分が減額になります。 

 問い、当事者である子供たちや保護者との話し合

いの経過はどのようになっているのか。 

 答え、私どもから子供たちに直接内容を説明した

ことはありませんが、指導員から廃止の方向で議論

がされていることを話しており、子供たちも知って

いると聞いております。保護者に対しては、説明会

を開催することとしており、利用している子供を通

してチラシを渡し、ＰＲして説明を行いたいと考え

ています。 

 問い、文光児童館については、スタートから財政

的なところが中心に考えられ、現場の意見がないが

しろにされたり、廃止後の子供たちをどうするのか、

後の施設をどうするかの議論がない中で、財政収支

改善により廃止の方向が出されたという感じがして

いる。財政収支改善の取り組みについて、現状にお

いての課題、反省する点はどこか。 

 答え、 財政収支改善の取り組みにつきましては、

４億円程度の効果額を生んで、今の財政運営に非常

に大きなものがあったと考えています。それを進め

るに当たり所管と連携を深めてきましたが、時間的

な短さの中で少し急いだ感があり、若干反省しなけ

ればならないこともあると考えています。今後の取

り組みに当たりましては、十分な意思疎通がなされ

るよう取り組んでまいりたいと考えています。 

 問い、今後は生きがい文化センターの多目的スペ

ースを利用して、子供の居場所事業を行うというこ

とだが、他の利用者、来館者への影響について伺う。 

 答え、図書館については、ドアで遮断されていま

すが、クリスタルスクエアや多目的スペースにはド

アがありませんので、大声を出さないよう指示、指

導をしながら対応したいと思いますが、子供たちが

その建物に来るということで建物の有効利用にもな

りますし、ほかの利用者の方にも結果として、子供

たちを見守っていただける行動につながると思って

いますので、利用される皆さんの理解を得ながら事

業を実施していきたいと考えています。 

 問い、文西コミセンは設計段階から子供たちの入

る形にはなっていなかったが、そのようになった経

過について伺う。 

 答え、文西分館の改築には平成19年度後半におい

て、地元期成会に文光児童館の老朽化に伴う建てか

えとあわせて文西コミセンの中に設置をさせていた

だけないかという提案をさせていただきました。平

成20年５月には、現在の文西分館敷地で文西コミュ

ニティセンターを建設という方向性が出されました

が、敷地が狭隘ということ、建設費の問題もありコ

ミュニティセンター単独館という結論に至ったとこ

ろです。平成20年10月ごろ、行財政改革の論議がな

され、その中で文光児童館については廃止という方

向が案として示され、その時点からコミュニティ活

動の一環として、子供たちを地域で見守る機能を文

西コミセンの中で担っていただけないかとの協議を

行い、ことし４月の協議で開館後の利用状況を踏ま

えた中では、やはりコミセンの中での子供たちの居

場所についての事業展開は難しいという状況を確認

するに至ったところです。続いて、財政課長より病
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院電算システムに係る委託料について、道央10市の

病院のシステム状況等の説明があり、その後、質疑

を行いましたので、主なものについて報告をいたし

ます。 

 問い、道央10市の中で電子カルテを導入している

ところはあるのか。また、本市の次期システム更新

予定が平成23年度になっているが更新にかかる経費

はどのぐらいになるか。 

 答え、最近の情報によりますと砂川市立病院が導

入していると聞いていますし、滝川市も来年度から

導入となっています。当市は、今のところ導入予定

はありませんが、機能的には追加することは可能だ

と聞いています。導入には費用面あるいは医師の負

担が増加することから、今のところ導入を見送って

いますが、今後の運営の中で検討を進めることにな

っています。経費は約４億2,000万円を想定し、リ

ースにより毎年6,000万円ほどかかると聞いていま

す。 

 問い、オーダリングシステムを導入後に電子カル

テの導入を考えているのか、将来的な考えを伺う。

また、電子カルテ化に係る費用はどのくらいか。 

 答え、電子カルテ化することにより、カルテの保

管スペースの解消あるいは投薬の重複防止など、い

ろいろな利点があると聞いています。砂川市、滝川

市の状況を踏まえ、今後どうあるべきかを病院と考

えていきたいと思っています。費用につきましては、

まだ数字が出ていませんが、数千万円かかると聞い

ております。以上が委員会の概要であります。 

 なお、今後の委員会の開催等につきましては、特

別な事由により調査すべき事項が生じた場合に開催

することとし、その内容、開催日時については、正

副委員長に一任していただくことで決定をいたしま

した。 

 以上で行財政改革調査特別委員会の中間報告を終

わります。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

(｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 以上で行財政改革調査特別委員会の中間報告を終

わります。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第５ 議案第69号損害

賠償の額を定めることの専決処分の承認についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第69号損害賠

償の額を定めることの専決処分の承認について、提

案理由を申し上げます。 

 平成22年９月16日、午前９時10分ごろ、車両が市

道山１線を走行中、舗装が陥没していたため、同車

両の左側前輪を損傷させる事故が発生いたしました。 

詳細につきましては、別紙専決処分書のとおりであ

りますが、国家賠償法第２条第１項の規定に基づき、

道路の管理に瑕疵があったものと判断し、１万

2,600円を市が賠償することで相手方と協議が調い

ましたことから、地方自治法第179条第１項の規定

に基づき、平成22年10月28日をもって専決処分した

ものであります。なお、賠償金につきましては、全

国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険から全額

補てんされるものであります。よろしくご審議の上、

承認くださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第69号を採決します。 

 本件は承認することに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第69号は承認することに決定しました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第６ 議案第70号深川

市職員給与条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第70号深川市

職員給与条例の一部を改正する条例について、提案

理由を申し上げます。 

 本改正案は、国家公務員の給与について人事院勧

告に基づく給与改正法案が11月26日、第176回臨時
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国会で成立し、11月30日公布されましたので、本市

におきましても、平成22年度分にかかわる給与につ

いて同趣旨の改正を行おうとするものであります。

改正の主な内容は、官民給与の較差0.19％を解消す

るため、医療職給料表の１表の適用となる者を除き、

中高年層が受ける給料月額を、平成23年１月から引

き下げるとともに、期末勤勉手当については、平成

23年度から支給月数を0.2月分引き下げるため所要

の改正を行おうとするものであります。なお、本条

例の施行期日が国と異なっておりますのは、現在市

立病院の経営健全化のため市職員等の給料を独自に

減額しておりますことから、現状においても国の改

正趣旨であります官民の格差を解消できていること

などの理由によるものであります。よろしくご審議

の上、議決くださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第７ 議案第71号深川

市住民基本台帳カード多目的利用条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第71号深川市

住民基本台帳カード多目的利用条例の一部を改正す

る条例について、提案理由を申し上げます。 

 本市における住民基本台帳カードの多目的利用サ

ービスであります温泉めぐりポイントサービスは、

住民基本台帳カード多目的利用サービスの拡大を図

るため、財団法人地方自治情報センターの実証実験

事業として、本市において、平成16年度に導入し、

以来６年を経過しておりますが、引き続きサービス

を提供するためには老朽化した機器やシステムの更

新が必要であります。しかし、更新には多額の財政

負担を要する上、現在国において、住民基本台帳カ

ードの役割や技術仕様について見直しが検討されて

おりますことなどから、同サービスを共同利用する

秩父別町、北竜町とも対応を協議しました結果、更

新は行わず、平成22年度末をもって同サービスを廃

止することといたしたところであります。本改正は、

これに伴い深川市住民基本台帳カード多目的利用条

例の一部を改正しようとするものであります。よろ

しくご審議の上、議決くださいますようお願いを申

し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第８ 議案第72号深川

市債権管理条例についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第72号深川市

債権管理条例について、提案理由を申し上げます。 

 地方税法等の関係法令により債権の管理が適切に

行われている市税以外の債権の管理について、全職

員が共通の認識を持ち、その手法を共有し、法令に

基づいて確実な回収に努めるという基本姿勢を明確

化するとともに、市民負担の公平性の確保、市の債

権管理のさらなる適正化を図るため、この条例を制

定しようとするものであります。制定する条例の主

な内容は、市の徴収担当職員間における滞納者情報

の相互利用に関する規定を定めること。市税以外の

債権で、履行期限後相当の期間を経過してもなお履

行が困難な債権についての徴収停止を定めること。

さらに、必要な措置を講じても徴収が困難な債権の

放棄を定めることなどであります。よろしくご審議

の上、議決くださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第９ 議案第73号深川

市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例に

ついてないし議案第75号北空知衛生センター組合規

約の一部を変更する規約についての３件を議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第73号深川市

廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例につ

いてないし議案第75号北空知衛生センター組合規約

の一部を変更する規約についての３件について、一

括して提案理由を申し上げます。 
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 北空知４町で組織しております北空知衛生施設組

合の最終処分場が近い将来、埋め立て容量の限度量

に達することから、同組合より本市の資源化処理施

設であります深川市リサイクルプラザの共同利用に

ついて申し入れがあり、その経済効果などについて

協議を重ねてまいりました。その結果、深川市リサ

イクルプラザを共同利用することで、施設の維持管

理費など関係するそれぞれの市と町の財政負担の軽

減が図られるとともに、国が提唱しております循環

型社会形成の推進の取り組みとして、北空知圏域に

おける最終処分されるごみの量の減少にも寄与する

ものと見込まれているところであります。また、深

川市リサイクルプラザは、深川市及び北空知４町の

可燃ごみや生ごみ等の処理を行っている北空知衛生

センター組合と同一敷地内にあり同組合が一括管理

することで、業務の効率化が図られますことから、

これらの理由により、平成23年４月から深川市リサ

イクルプラザを北空知衛生センター組合に移管し、

廃棄物に係る業務を共同処理することで関係団体と

の協議が調ったところであります。このことに伴い、

関係する条例の整備が必要なことから、深川市廃棄

物処理施設設置条例及び深川市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正しようとするものであ

ります。また、深川市リサイクルプラザの移管に伴

い、北空知衛生センター組合が共同で処理する事務

の一部を変更する必要がありますことから、地方自

治法第290条の規定により、同センター組合の規約

の変更について、あわせて議会の議決を求めようと

するものであります。よろしくご審議の上、議決く

ださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は、経済建設常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第10 議案第76号深川

市簡易水道条例及び深川市簡易水道事業特別会計条

例を廃止する条例について及び議案第77号深川市水

道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例に

ついての２件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第76号深川市

簡易水道条例及び深川市簡易水道事業特別会計条例

を廃止する条例及び議案第77号深川市水道事業の設

置に関する条例の一部を改正する条例について、一

括して提案理由を申し上げます。 

 議案第76号及び議案第77号は、音江町字更進及び

吉住の一部で実施している簡易水道事業が、今後単

独経営が困難と見込まれますことから、経営の安定

を図るため深川市水道事業と統合することとし、関

係する簡易水道条例及び簡易水道事業特別会計条例

を廃止し、あわせて水道事業の設置に関する条例の

給水区域に当該地区を追加しようとするものであり

ます。よろしくご審議の上、議決くださいますよう

お願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は、経済建設常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第11 議案第78号妹背

牛町からの学校給食に関する事務の受託についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第78号妹背牛

町からの学校給食に関する事務の受託について、提

案理由を申し上げます。 

 妹背牛町から依頼を受けておりました学校給食事

務の受託につきまして検討をしましたところ、本市

給食センターにおいて、その対応は可能であること

から同町と協議を進めてまいったところであります。 

このたび、本市が妹背牛町の学校給食事務を受託す

ることで協議が調いましたので、当該事務の受託に

関し必要な規約を定めることとし、地方自治法第252

条の14第１項の規定において準用する同法第252条

の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求めよう

とするものであります。なお、妹背牛町への給食開

始は平成23年４月１日から予定し、また妹背牛町の

経費の負担については、本市と妹背牛町の児童生徒

数及び教職員数の割合によることといたしたところ

であります。よろしくご審議の上、議決くださいま

すようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第12 議案第79号深川

市児童館条例を廃止する条例についてを議題としま

す。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第79号深川市

児童館条例を廃止する条例について、提案理由を申

し上げます。 

 現在の文光児童館は昭和62年に開館し、地域の子

供たちの放課後などにおける居場所などとして活用

されておりますが、昭和32年に建設された建物がベ

ースでありますことから築50年を超え老朽化してお

り、また耐震化工事も行っていないため、子供たち

の安心、安全な居場所としての利用を継続すること

は困難であると考えられますことから、かわりに生

きがい文化センターにおいて、平成23年４月１日か

ら安心、安全な子供の居場所確保事業を実施するこ

ととし、深川市児童館条例を平成23年３月31日をも

って廃止しようとするものであります。よろしくご

審議の上、議決くださいますようお願いを申し上げ

ます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第13 議案第80号財産

の譲渡についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第80号財産の

譲渡について、提案理由を申し上げます。 

 深川市が建設しました資源化処理施設であります

深川市リサイクルプラザを北空知４町と共同利用す

ることにより、業務の効率化を図るため、北空知衛

生センター組合に当該施設を無償譲渡することにつ

いて、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づ

き、議会の議決を得ようとするものであります。よ

ろしくご審議の上、議決くださいますようお願いを

申し上げます。 

〇議長（北本清美君） 以上ご説明をいただきまし

たが、議案第80号は議事の都合上、一時議事延期と

します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第14 議案第81号損害

賠償の額を定めることについてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第81号損害賠

償の額を定めることについて、提案理由を申し上げ

ます。 

 平成20年３月６日、午前９時45分ごろ、深川市健

康福祉センターの床面が水で濡れていたために、深

川市地域家庭教育推進協議会が主催する２歳児クラ

ブの講師が、滑って転倒し左大腿骨を骨折する事故

が発生いたしました。詳細につきましては、議案に

記載のとおりでありますが、国家賠償法第２条第１

項の規定に基づき、施設の管理に瑕疵があったもの

と判断し、182万3,762円を市が賠償することで相手

方との協議が調いましたことから、地方自治法第96

条第１項第13号の規定に基づき、損害賠償の額を定

めようとするものであります。なお、賠償金につき

ましては、全国市長会市民総合賠償補償保険から全

額補てんされるものであります。よろしくご審議の

上、議決くださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第81号を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第81号は原案のとおり可決されました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第15 議案第82号字の

廃止及び区域の変更についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 
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 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第82号字の廃

止及び区域の変更について、提案理由を申し上げま

す。 

 本件は、市内一已町字中の沢及び一已町字中山の

地域に居住されている方々の住所、あるいは本籍地

が現在の字名と異なっているなど、一部不都合が生

じておりますことから、その解消を図るよう地元町

内会から要請を受けたため、戸籍事務上の表記を統

一する観点から、一已町字中の沢及び一已町字中山

の字を廃止して、当該区域の全部を一已町字一已に

編入しようとするものであり、地方自治法第260条

第１項の規定に基づき、その旨、議会の議決を得よ

うとするものであります。よろしくご審議の上、議

決くださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

 東出議員。 

〇13番（東出治通君） ただいま議題となりました

字名称の廃止、あるいは区域の改正について、質疑

をさせていただきたいと思います。 

 今回の変更の背景に、婚姻届けの中で不整合が生

じてというようなことでお聞きをいたしましたけれ

ども、この辺の経過について、お聞きをしたいと思

います。 

また、村以来の状況でこれまで来ているというこ

ともお聞きしていますので、この間に今回の発生し

たような事例が、何件か起きているのだろうと思い

ますけれども、それらの段階で、こういう変更がさ

れていないということでございますので、この辺の

経過についてお聞かせをいただきたい。 

加えて、もう１点ですけれども、今回の変更で一

已地区の農村部がすべて一已町字一已という区域表

示で一くくりにされる。感覚で言うと、字一已とい

うくくりにしては非常に区域が広いという感じがし

ます。例えば音江町では、東の字菊丘から始まって、

西の字稲田までの表示が９カ所になっているわけで

す。そういうことも含めて、聞くところによるとメ

ム地区は本来の字メムだけの区域表示のくくりです

から、今後のきちっとした整理と検討を加えていく

必要があるのでないかと考えますので、そこのとこ

ろの考え方についてもお聞かせをいただきたいと思

います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 字名の変更につき

ましてお答えを申し上げます。 

１点目の経過ということでございますけれども、

その前に本籍地につきましては、日本国内の地番の

ある場所ならば、どこでも構わないとされていると

ころでございます。今質疑がございましたように世

帯から既に転出されました子供さんが、婚姻される

ということで新たな本籍を取得するに当たりまして、

地番のある場所であればつけられるということでご

ざいますので、ご両親の居住している一已のところ

で本籍を取得するという状況でございました。とこ

ろが、一已町字一已という名称ではなくて、今回廃

止しようとする一已町字中の沢というのが正式な名

称でございますので、ご両親については一已町字一

已ということで、これは質疑の中にもございました

ように、古くから旧一已村の当時からのことでござ

いますけれども、紆余曲折を経て、誤りという形で

推移していた部分もあったように思われます。現状

使われている部分については、そのままでかまわな

わけですが、新たに取得をする場合については、地

番のある場所ということでございますので、一已町

字一已ではなく、一已町字中の沢という表現をとら

なければならないということでご説明を申し上げた

経過がございます。そこで、これらの流れを受けま

して、一已町字中の沢及び一已町字中山にお住まい

の皆さんがさまざま協議をされて、私どもと十分に

連携する中でその住まわれている方々については、

一已町字中の沢あるいは一已町字中山ではなくて、

一已町字一已ということで親の代からそういう認識

をしていた。ついては、そのような形の変更をお願

いしたいということで合意がなされましたので、今

回このような提案をさせていただいたということで

ございます。 

次に、このような事例がこれまでなかったかとい

う質疑でございますけれども、現状さまざまお住ま

いの方々と協議をさせていただいておりますが、そ

のような問題が生じたという事例はなかったとお聞

きしているところでございます。 

次に、一已町字一已が非常に広域的なくくりにな

ってしまうということです。実際の利用に当たりま

しては、町内会名を使って郵便物についての対応を

することが非常に多いように見受けられます。そう

いった意味では、一已町字一已が広域的なので、果

たしてどうなのだということについて、それぞれ音
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江地区、メム地区の話もございました。これについ

ては、時間をいただいて今後の全市的な課題だろう

というふうに思いますので、こういった実情などを

十分把握する中でどういう形がいいのか、お住まい

の方々とも十分に協議する中で対応を考えていきた

いと思っております。 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第82号を採決します。 

本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第82号は原案のとおり可決されました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第16 議案第83号深川

市墓地条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第83号深川市

墓地条例の一部を改正する条例について、提案理由

を申し上げます。 

 本改正案は、ただいま議決いただきました議案第

82号字の廃止及び区域の変更について、関連をいた

しまして深川市一已町中の沢墓地がございますが、

その位置の表記を改めようとするものであります。

よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い

を申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第83号を採決します。 

 本件を原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第83号は原案のとおり可決されました。 

暫時休憩します。 

（午前１１時０６分 休 憩） 

                                       

（午前１１時１４分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第17 議案第84号指定

管理者の指定についてないし議案第93号指定管理者

の指定についての10件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第84号ないし

議案第93号指定管理者の指定についての10件につい

て、一括して提案理由を申し上げます。 

本10件の議案は、平成20年度から指定管理者を指

定して管理を行っている市の施設について、平成23

年３月31日をもって、現在の指定期間が終了となり

ますことから、これら公の施設に係る来年度以降の

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の

２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めようと

するものであります。議案第84号ないし議案第91号

の８件につきましては、深川市公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例第２条に基づき、

指定管理者の公募を行い、その結果により深川市総

合福祉センターについては、社会福祉法人深川市社

会福祉協議会を、深川市労働福祉会館については、

深川市高齢者事業団を、そして深川市都市農村交流

センター、深川市オートキャンプ場及び深川市いざ

ないの里については、株式会社深川振興公社を、そ

して深川市林業センターについては、北空知森林組

合を、深川市アートホール東洲館については、深川

市美術交流協会を、そして深川市総合体育館及び深

川市総合運動公園体育施設については、特定非営利

活動法人深川市体育協会のそれぞれを選定し、指定

管理者に指定しようとするものであります。議案第

92号及び議案第93号の２件につきましては、同条例
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第２項ただし書きの規定に基づき、北育ち元気村ラ

イスターミナル施設は、北空知広域農業協同組合連

合会を、深川市経済センターは、深川商工会議所を

任意に選定し、それぞれ指定管理者に指定しようと

するものであります。また、指定期間につきまして

は、いずれも平成23年４月１日から平成26年３月31

日までの３年間であります。なお、本10件の指定管

理者の候補者選定にあたりましては、学識経験者３

人を含む５人で組織する深川市指定管理者候補者選

定委員会におきまして、慎重に審査を行い、その結

果を十分に尊重し、それぞれ指定管理者として提案

しようとするものであります。よろしくご審議の上、

議決くださいますようお願いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより一括質疑に入りま

す。 

 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 指定管理者の選定に係る審

査結果報告書を目にしているわけですが、全体にか

かわって何点か聞きます。 

１点目は、基準が設けられてコメントがついてい

ますが、この基準はオリジナルなものなのかどうか、

その辺を聞きたい。 

２点目は、内容にかかわるわけですけれども、い

ろいろ基準が書いてあり、そのコメントがなされて

います。その中で業者からの苦情の処理及び利用者

からの要望の把握並びにこれらに対する実現策は適

当かというのがあります。これに対してコメントも

いろいろ出ています。結果を公表していないことが

多くのところで感じられます。ですから、コメント

の中に今後の苦情処理の結果公表について、検討す

ることが望ましいというのが幾つも見受けられます。 

この辺はサービスを提供するという関係で言えば、

大事な部分ではないかと思うのですが、これまでは

公表してこなかったという、その中身は報告されて

いたというふうに感じられたのですが、その辺の把

握はいかがなのか、今後に向かってはこのコメント

を生きた形で実行に移されていくということで押さ

えていいのかどうか聞きたい。 

 それから、もう一つ聞きたいのが働く人がどのよ

うな状況にあるのかに関しての基準項目がありまし

て、私の見る範囲では配置職員の勤務形態及び勤務

条件は適切か、というあたりがそうなのかと思って

見ております。勤務時間や休日について書いてもあ

ります。このアウトソーシングというか、市がこの

ような形で指定管理者制度を設けるときに私も議論

に参加していたのですが、働く人の条件、福利厚生、

賃金も含めてですが、それについて十分に配意をし

て市にかかわる施設で働いているけれども、働く人

の条件が余りよくないとか、あるいは賃金の比較の

問題について、そういうことではうまくないと言っ

た記憶があるのです。その肝心なところが基準の中

から抜けているという気がしているのですけれども、

その辺は労働基準法や賃金制度に基づいては当然の

ことながらそれだけで済まないと思うのですけれど

も、それについてはいかがなのかお尋ねをしたい。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 北名議員の質疑がありまし

たけれども、関連で２点になります。北名議員から

基準という点で述べられておりましたけれども、今

回の指定管理者の選考基準の全体にかかわる部分で、

お伺いしたいと思います。点数制の中で価格重視で

低定価のほうを優先するのか、あるいはそれも含め

て総合評価方式的な要素でやるのか。基準点があっ

てそれに対して点数が何点ということで、合格点の

ような基準があるのかお示しをいただきたいと思い

ます。 

 それと、３点目の働く人というところに関連して

質疑をさせていただきます。雇用の受け皿というと

ころを大きくとらえなければならないと思います。 

10カ所という施設の管理でございますから、市内の

中でも、かなりの雇用が生まれていると認識をして

おりますので、この点についての法令遵守、あるい

は賃金、労働条件の向上がしっかりと図られている

のかどうか。これは募集要件にも当然ございますし、

契約要綱にもあるはずですので、その点についてど

のような状況になっているのか。これまで今回の指

定管理者すべてが継続的に指定を受けるということ

でございますので、これまでの状況と、今回の選定

の上でどのように図られるのか、そういう提案がど

のようにされているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 順次お答えを申し

上げます。 

初めに、北名議員から質疑のありました１点目の

基準ということでございます。これにつきましては、

指定管理者の公募に当たり選定基準を設けておりま
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して、この中にいろいろな項目として、今回審査結

果報告書の項目を列記しお示しする形をとっている

ところでございます。これについては、他市の状況

を勘案しながら深川市で決めているものでございま

すので、オリジナルなものと言えると思います。 

関連で、田中昌幸議員から基準についての点数制

という質疑をいただきました。そこで、項目ごとの

点数について審査委員会の中で議論いたしましたけ

れども、点数で評価することの難しさがあるという

ことで、この応募者を審査しまして指定管理者とし

て適当かどうかというところを第１回目として審査

を行う。それから、複数の応募があった場合につい

て、それぞれの基準の中で、総合的にどちらがすぐ

れているかを検証する中で判断していこうという内

容で取り進めることになりました。そこで、価格重

視かという質疑をいただきましたけれども、経費節

減ということが大事な要素の一つではありますけれ

ども、あくまでも収支計画が適切であり、さらに市

民サービスの低下を招かないということが大きな評

価の項目でありますので、そういったことも十分に

勘案する中で対応してきたところでございます。 

次に、苦情処理の点でございますけれども、それ

ぞれ今回の指定管理者に応募されました方々からヒ

アリングを行った中で、どのように取り扱っている

かという話を聞きました。それで、今回はさまざま

な問題意識を持って公表されているところもありま

すし、軽微だといったこともあって公にしていない

ところもあったように思いますけれども、そういっ

た全体を含めて知らしめることが重要であるという

ことで、今回それぞれ審査の項目の中に、今後は公

表すべしというような形で記載をさせていただいた

ところでございます。生きた形ということで、ご指

摘もございましたので、そういったことを項目に記

入し記載することがその趣旨に沿ったものと言える

のではないかと思っています。 

次に、北名議員の３点目の働く人たちの状況でご

ざいますけれども、その労働条件云々につきまして

は、審査基準の中にも管理を安定して行うことが可

能な職員配置計画となっているか、さらに配置職員

の勤務形態及び勤務条件の適切かという項目があり

まして、申請書並びに申請者から説明を受けたとい

うことで、職員の処遇等の確認をして審査を行って

きていますので、そういった基準の中に含まれてい

るということでお答えとしたいと思います。 

関連で、田中昌幸議員から雇用の受け皿というこ

とで質疑もいただきました。法令遵守、最低賃金は

当然のことですけれども、このことについても申請

書並びに説明の中で聞き取りをすることについては、

遵守するように徹底を図ったところでございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 答えをいただきましたが、

施設によるけれども、今回で３回目の指定管理を受

けたところ、２回目のところもあるという気がしま

す。この基準は点数制であったことは記憶にあるの

ですが、問題になったと。プ－ルの指定管理のとき

に大きくコピーして、この議場でいかがわしいとい

う指摘をしたことがありました。それで、点数制度

が変わってきているということの適否もありますけ

れども、先ほどの質疑の続きで言えば基準の中身を

変えてきているのかどうか、その辺を聞きたいと思

います。 

 それから、オリジナルの基準ということがわかり

ました。サービスの低下を招かないということが大

事な点です。もう一方では、働く人の条件が低下し

ていることがあるのではないかという気がしている

のです。つまり、財政の関係で委託契約の金額を低

くしている。そこのところは、すべてではないけれ

ども、働いている従業員の人たちの条件が悪くなる

あるいは賃金が下げられ、搾取がそこで拡大してい

くことになるのかと思うのです。恐らく、労賃につ

いては、市の積算根拠の中に一定のものを持ってい

ると思うのです。それとの関係で、サービスは、低

下しないで維持されても、働く人の状況が低下して

いるということがあるのかどうか聞きたい。それが

まずいと思うのです。その辺についての目配りが、

この基準ではないのでないかという気がするのです

けれども、いま一度お尋ねをいたします。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） お答えいただきましたけれ

ども、１点目の基準のところで最終的に選考委員会

の委員の方が適当かどうかを行う。次に、総合的に

どうすぐれているのか判断をするということなので

すけれども、前回までの点数制の時期があり総合的

に行っているということになると、どこが重視され

て客観性が担保されているのかという疑問を抱かざ

るを得ない。客観性について担保しながら、こうい

うふうに選定してくださいということが、ある程度

その提案側から基準に基づいて出して、各選考委員
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の方が判断をして、最終的に選考したという部分が

なければ、その辺が非常にあいまいでは、選考その

ものの客観性が維持できないのではないか。極端な

話をすると委員さんの恣意的な好みだけで、選べて

しまうことは最終的に全体に議会でもご説明をいた

だきたい中身もあるのですけれども、そういうとき

に説明をする客観性が担保できるかどうかという疑

問があるのですが、その後選考基準をつくる段階で

どのようなことだったのかを改めてお伺いしたいと

思います。 

雇用の受け皿については、これまでもそれぞれ働

く方々の雇用水準や、賃金をどれだけ払っているか

を伝えてもらっていないのです。実際にこれまでの

指定管理者を指定していたところの働く方々の賃金

水準などを把握しているのかどうか。しているので

あれば、そういう経過が明らかにその数字というこ

とで見えるのですけれども、そういう部分はどうな

のか。今回の指定管理者の応募のときにそのような

状況が少し改善をするようなことで、長くずっとい

るわけですから、昇給があるのかどうかわかりませ

んけれども、そういう待遇改善が図られているのか

どうか改めてお伺いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質疑にお答えを

いたします。 

まず、北名議員から質疑いただきました１点目の

基準の内容を変更してきたのかということですが、

今ほどの結果報告書もありますけれども、そういっ

た形については変更を加えたという事はございませ

ん。 

それと、田中昌幸議員の関連の質疑ですけれども、

客観性ということでございます。今回の審査委員会

の中でも安定的に管理運営をいただくことが一番に

重視したところですが、それぞれ前段申しましたよ

うに、申請者からの説明を受けまして新たな熱意を

持った取り組みなどもご提示いただいたということ

で、それも判定しながら、公の施設ですので、市民

とってよりよい管理運営になるということでの提言

については重視をしながら評価につなげたというこ

とでございます。複数の申請があったいざないの里

ですけれども、それぞれの項目で客観性を重んじる

という意味で、そういったことも加味してきたとい

うことでございますので、安定的なことと、それに

新たな取り組みに対する提言といったことも十分に

加味しながら、その客観性を確保してきたと考えて

おります。 

次に、労働者に対する賃金ということでございま

すが、先ほども申し上げましたように、労働関係法

令で最低賃金の確保は当たり前のことですけれども、

田中昌幸議員からその企業の水準を把握しているか

という質疑がございました。つぶさにそこまでは確

認はいたしておりませんけれども、私どもとして労

働関係法令の維持については、当然のことというこ

とで、過去に何度も申し上げていることでございま

す。それぞれ企業の体系につきましては、経験だと

か持っている資格のさまざまなことで決められるも

のであり、その前段には労働関係法令に合致したも

のということは当然のことと考えておりますので、

北名議員のお話にもございましたけれども、そうい

うことは確保されているということで、今後につい

ても不適切な対応がないように重ねて指導していき

たいと考えています。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 基準は変えていないという

答えがありましたけれども、私は変えるべきだと。 

全部を変えろと言わないけれども、そういうことを

しないとだめだということ一言。この答弁は要りま

せん。 

そこで、従業員の賃金などについて、関係法令を

遵守することは当たり前ですということではだめな

のです。先ほど私が言ったように前よりも待遇が悪

くなっていくという状況があるのではないのか。そ

こはわかりませんということでしょう。ワーキング

プアを知っていますか。最低賃金を守っていてもワ

ーキングプアがあるわけです。やはり、肝心のとこ

ろで無責任だと思う。仕事を委託して指定管理で業

者に任せるのです。そこで働いている人がどういう

状況になっているのか。市民サービスが低下しない

ように見ることは大事なことです。働いている人が

前の指定管理を受けたときに同じ会社で今度受けた

ときはもっと時間が短くなったり、収入が少なくな

っていくと。これでは生活できないということを耳

にしたりするのです。こちら側で財政が苦しいので

下げるからでしょう。下げることがいいとか悪いと

かではないけれども、この肝心なところを見ないと。

あなた方も労働者の１人でしょう。そういうところ

で働いている人がワーキングプアで、生活保護基準
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以下の年収にしかならないという状況であるとすれ

ばそれはうまくないのではないのかと。実態の把握

をしなくてはだめでないかということなのです。答

えていただきます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再々質疑にお答え

をいたします。 

待遇が悪くなっていないかということでございま

す。先ほど申し上げましたように実態について、詳

細に調査をしているということではございませんけ

れども、最低賃金の引き上げが順次行われていると

いうことがございます。そういった意味では、その

水準は上がっていることが実態と考えておりますし、

ただ質疑にございました時間が短くなってというこ

とになると、これはまた別な問題と考えております。

そういった意味では、全体として社会の中でもはワ

ーキングプアの問題がクローズアップされているこ

ともございますので、国の施策としてさまざまな対

応がなされているわけで、この流れに沿って適切に

対応していく考えでございます。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） まず、深川市指定管理者候

補者選定委員会の委員について質疑をさせていただ

きたいと思います。今回、10施設が更新時期という

ことで応募されたと。10施設のうちの３施設に応募

している応募者の会社役員が選考委員会の委員にな

っている。いざないの里については複数の応募があ

って、そういう関係から本来５人の委員で比較審査

する委員会を２人が外れた形で３人で審査をされた

ということですけれども、なぜ委員を５人という形

にしているのかという点から考えて極めて不整合な

状況ではないかと思いますので、この辺の考え方と

今後の検討等について、お聞かせをいただきたいと

思います。 

それと、いざないの里は複数の応募があったと、

まあぶ、オートキャンプ場の２施設については適否

の審査はされているわけですが、ここでも本来は外

れるべきだと思うのですけれども、そういう対応が

されてない。複数応募であるから２人がはずれたと

いうことですけれども、こういうところの状況がど

うなっているのかお聞かせをいただきたい。 

 最後に、これは指摘をさせていただきますけれど

も、先ほど来から北名議員あるいは田中昌幸議員か

ら点数制等の評価の質疑がありました。その審査の

最終的な評価が適と否でいいのかという感じがする

のですが、複数応募があったときに両方が適だけれ

ども、比較してどちらかがすぐれているというよう

な表現になっているわけですから、この辺の最終的

な審査評価の段階で、例えばすぐれているのであれ

ば優、まあまあであるならば良、我慢できるかとい

うならば可、だめであれば不可みたいな形の段階的

なものがあったほうが、よりわかりやすいと思いま

すので、この答弁は要りませんので検討してくださ

い。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 選定委員会の委員

の関係についてお答えを申し上げます。 

複数で応募がございました施設について、委員の

うち２人が、この会社の役員だったということがご

ざいまして、厳正を期する意味で最終的な判断のと

ころについては、除外をして残り３人で対応したと

いうことでございます。ご指摘をいただきましたよ

うに、問題がないかということでございますが、道

内の実態なども十分に確認をする中で、そのあり方

など、今後検討してみたいと思っております。 

２点目の応募が一者だった場合についても除外す

べきではないかというご指摘についても道内の調査

の中で、こういった事例についてどんな対応をして

いるのか確認し、一部ではございますけれども、選

定委員会について市職員以外でというところ、また

市職員だけのところも相当数あるように思っていま

すので、細かい内容について照会をかけ、今ご指摘

いただきました内容について情報を得て、今後に向

けてどのようなことが適当なのか判断をしてまいり

たいと考えます。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） ２点目ですけれども、今回

の選考段階で複数の応募でなかった施設については、

５人で審査をされたのか、そこのところをお聞かせ

いただきたい。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） お答えをします。 

複数でない２施設につきまして、適否でございま

すので、それぞれ申請者から説明を受けて質疑など

のやりとりをしながら、適否かどうかについて５人
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で対応したということでございます。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） そういう方法が適正であっ

たと判断したのか。 

〇議長（北本清美君） 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） お答え申し上げま

す。 

今回の対応につきまして、これについて適当とい

う判断をした関係で５人ということでございますが、

問題点についてご指摘がありましたので、今後につ

いての課題とさせていただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 続きに入る前にワーキング

プアについて一言言っておきます。三回で終わった

けれども、やはり働いている従業員の方たちをしっ

かり見ないとだめです。労働基準法令に遵守してい

ることを何回も言っているけれども、当たり前のこ

とです。聞いていることはそんなことではないので

す。いろいろ働いている方がいます。年金暮らしに

なっている人、いろいろな人がいる。いらっしゃる

けれども、働き盛りの人もいるのです。その辺のこ

とも見ないといけないと思いますし、今後のことで

す。 

それで、今ほど話になっている複数の応募のあっ

たいざないの里の道の駅について、話の中でどうい

う形で審査されたということが出てきました。それ

で、結果として５人いたけれども、３人で審査した

と。そして答えを出したということです。適否のと

ころで適となっているのだけれども、どちらがすぐ

れているのかを見ると現在されている振興公社が６

点であると。新しく応募した会社が３点と見たので

すが、６対３ということですぐれているという点で

の振り分けになっていると思います。それで、審査

結果を見れば、振興公社が指定管理者として適当で

あると認めたと。これは６対３ということが適当で

はないけれども、これで答えが出たということなの

ですか。これを踏まえてさらに残った３人で検討し

て、こうなったということで、場合によっては、４

対４になるのかもしれないし、１点差であることは

あっても、逆転することもあるとか、そのように見

ていいのか。その辺を教えていただきたい。 

これは聞いてわかったのだけれども、恣意的なと

いうことが出ていましたけれども、介護認定であれ

ば名前を伏せて、そして認定の医者やいろいろな人

たちが介護の判定をするのです。名前がわかったら

恣意的なことが入っていることでやっているのです

けれども、これは少し不可能かなという気がします。

この間少し聞きまして膨大な資料もありますし、無

理かなという気もするのです。恣意的なものが入ら

ないような工夫が何かできないものなのか、その辺

はどうですか。 

（｢議長」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 渡辺議員。 

〇９番（渡辺英雄君） 議事進行ではないけれども、

質疑は一括して承っているわけですけれども、これ

を二つに分けて質疑するということはどうなのか。

最初からやるべきでないかという気がします。した

がって、その整理をしていただきたいので、休憩を

求めておきたいと思います。 

（｢議長の判断で整理している」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 暫時休憩します。 

（午前１１時５２分 休 憩） 

                                       

（午後 ０時５９分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

質疑を続けます。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 北名議員の質疑に対して関

連がありますので、質疑をさせていただきます。 

先ほど午前中の質疑の中で、指定管理者の選考基

準の答弁をいただいております。最終的には点数の

基準をつくっているのではなくて、総合的に判断し

ましたという極めてあいまいなお答えですが、今回

提案するまでは２者という競合したケースがなかっ

たと認識しています。前回については、決定する前

に１者が申請を取り下げて最後までの審査をしなか

ったという流れがあります。今回、一般公募による

競合というところが、初めて適用されるケースと思

いますので、改めてお伺いしたいと思います。最終

的に聞きたいのは評定の内容開示です。どういう基

準で、どのような選考結果になったので選びました

ということが客観的にわかるような内容で開示をさ

れるのかどうかお伺いしたいと思います。特に価格

重視なのか、いろいろ総合的な運営の方法を重視し

ているのか、これまでの価格競争の委託の入札とは

明らかに違う形ですから、そういったところがどの
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ように反映されるのか。今回選考したところが価格

も安かったし、それから雇用労働者に対する労働条

件の向上も図られており、いろいろな提案もいいで

すということで圧倒的な総合評価が高ければ点数を

つけたとしても同じことになるかもしれないけれど

も、そうでない場合にはどこに重点が置かれている

か非常に重要な問題ではないか。そういうものを選

ぶのであれば事前にこういう基準で選びますという

ことで、事前にわかっていれば、どういうところに

力点をおけばその選考の可能性が出てくるというの

もある程度公表する必要があるのではないかと思い

ますので、そのことについてもあわせてお伺いした

いと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） お答えをいたしま

す。 

まず、北名議員の質疑でございますけれども、項

目については、どちらがよいかということについて

は６対３という状況でございました。恣意的になら

ないような工夫という質疑でございますので、これ

については選定委員会の中でも、このことが一番の

大きな課題として、各委員が受けとめて十分に議論

をいたしました。そういった中で、安定的なこと、

価格も大事な要素ですけれども、適切な管理、市民

サービスの低下を招かないという総合的な部分も非

常に重要視して、今回の対応となったところでござ

います。そこで、６対３という状況でございました

ので、そういった意味では、仮に４対４の状況にな

ったときにはどのように判定するのかということが

課題として残ったと思いますけれども、今回の場合

にはそういった形での差が出ているということがご

ざいまして、対応が可能であったと思っています。 

次に、田中昌幸議員からあいまいではないかとい

うご指摘もございました。これについては、課題と

して受けとめながら、道内各自治体の運用の方法な

ど、十分に調査する中で、より高めていくことにつ

いての努力を重ねていく必要があるものと思います。

それと、内容の開示という点でございますけれども、

今回作成しました審査結果報告書につきましては、

市の情報公開コーナーで公開をしていることもござ

いますし、あわせて今後ホームページにおいても公

表する予定をしているところでございます。そうい

った意味で、選定の内容について可能な限り、公表

していけるような努力を重ねていきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 私の言い方が悪かったよう

です。答えは、的が当たっていないと。つまり６対

３は言っているのです。５対４の場合でも４が採用

になる場合があるのですかと聞いています。その場

合、４が検討した結果でオッケーになる場合もある

のですかと聞いたのです。そこに、答えていないの

です。答えてください。 

それと、最終的には３人で審査した。そうした場

合に、３人が丸をつけたのか。例えば、Ａ社が３対

０なのか、２対１で丸になったのか。そういうこと

が見えないのです。これが二つ目の質疑です。 

それから、最終的に公平を期する上で比較の審査

を行うことが適当であると認めたと。この６対３は

見えているから３人は３対０なのか。少数意見とい

うことがあるのだけれども、その辺のことも公明な

のかということを期すために、この場でどうなのか

ということで聞いております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 答弁をいただいたのですが、

今後の反省というふうに言わないでほしいのです。

今回公募をかけている時点で数者の申請があったと

きにどのような判定基準で行うのか、公募をかける

段階で既になくてはいけない中身であると思うので

す。それが、ないのかあるのか。結果として、今の

部分の丸の数という話もこれの軽重はどうなのです

か。同じ丸が一つでもほかの四つよりも重く見る丸

もあるのではないかという、そういうところの基準

が何もなくあいまいで客観的に我々が見てもそのと

おりだというところが、その辺が納得できないので

す。たまたま２者だからどちらかの選択ができたか

もしれませんが、これが４者、５者の接戦という状

態になることだって、公募ということではあり得る

話です。公募をかけるのであればそれなりの基準を

事前につくっておくこと、それが選考基準になるの

ではないかと思いますし、選考委員会に丸投げする

ということは少し違うのではないかと思います。そ

の一定の選考基準に基づいて選考委員会が判断する

という使命はあるけれども、基準までを全部選考委

員会がつくるものではないと思います。求めている

のはあくまでも行政の側がこういう管理をしていた

だきたいということで、指定管理者制度を導入して

その業務をすべて委任するわけです。そういうとこ
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ろの考え方が少しあいまいではないかと思いますし、

最終的に報告書がすべてなのですか。今回の評定は、

この内容だけで行ったのかお聞かせいただきたい。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） まず、北名議員か

らのお尋ねですが、この評定に当たって委員３人が

どのような形なのかということです。項目ごとに３

人で合議制をとりまして、どちらが有利かというこ

との議論を重ねて、３人の意見が一致したところに

優位性をつけたということでございます。それと、

ポイントについては６対３ですが、もっと拮抗した

場合はどうなのだということでございますけれども、

ポイントについては、その項目の安定的な管理運営、

市民サービスの低下を招かないところが非常に大き

な比重を占めているということですので、今回の場

合はそうではないですが、仮に拮抗した場合につい

て、やはり今申し上げたようなところが最終的な判

断、仮にそういう状況が生まれた場合にはそこにウ

エートを置いた選定になろうかと思います。 

それと、田中昌幸議員からの質疑で項目に差があ

るのかということですが、安定的な運営に資するよ

うな項目については、ウエートが高いものだと思っ

ております。それと、公募に際して選定基準につい

ては、応募要領の中に、こういう項目で選考をしま

すということを、今回の結果報告と同様の内容につ

いての項目を示して応募いただくことにしておりま

す。そういった意味では、どのような内容をもって

選定をするということを示しているものですが、ま

だまだ工夫は必要かと思いますけれども、前段にそ

の内容についても示して対応しているということで

ございます。それと、内容の開示については、今回

の結果報告書をもってすべてと考えているところで

す。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 今度は私の言い方が悪いの

ではなくて、答弁者側の聞き方が悪いです。やはり

答えてないでしょう。聞いている方がみんなそう感

じたと思う。田中議員の質疑とも連動するけれども、

ウエートをどこに置くことによって、４対５でも４

が採用になる場合があるのですかと聞いたのです。 

そういうことで、６対３で決まったということなの

か。最初から聞いているのですが、６対３で決まり

ましたということですか。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 最終的にわかりづらかった

のですが、この結果で示されている部分をもって、

評価の採点をすべて終わらせたのかを聞きたかった

のです。ほかに何かがあって、全体として要約した

ものがこれなのですというふうにお答えをいただき

たいと思います。表現が悪いのかもしれませんが、

同じ丸の数も例えば小学校の漢字の書き取りの丸と

文書問題の丸の一つ一つの丸の重さは違うわけです。

そういうこともこの中で本当に同等の項目の数とそ

の内容の業務全体を施設管理するというあるいはそ

の施設を管理するだけではなくて、利用者の増を求

めるわけです。特に、道の駅は商業施設ですから、

その中で深川市のまちの顔として、いろいろなこと

を企画提案してもらうということ、またその安定的

な運営も非常に大事なことですけれども、そういう

部分の観点が、事前にないということが、公募をか

ける段階でいいのだろうか。質疑を何度も繰り返す

ことになりますけれども、そういうことで指定管理

者制度の公募をかける段階で本当にいいのかという

疑問がありますので、前段のところは答弁いただき

たい。後段は、そういう基準を持たなかったという

ことですので、今回はそうだろうと思いますが、内

容についてお伺いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） まず、北名議員の

質疑にお答えをいたします。 

この選定委員会においても、複数の選定をするこ

とは初めての対応ということで、どのように決めて

いくのかいろいろな議論を重ねて物事を進めてきた

ということでございます。そういった意味では、初

めからそういう方向にならなかったということが正

直な話でございます。説明を聞き、そして安定的な

運営、市民サービスの低下を来さないという項目に

ついてウエートを置いた判定をしようという一致を

見たものですから、このような形になったというこ

とです。点数が４対５の場合、４を選定する場合が

あるのかということでございますが、そういった過

程をくぐっておりません、それも含めてどうあるべ

きかについて今回対応したということでございます

ので、説明として難しいかもしれませんが、そうい

った選考委員会の内容であったということでござい

ます。 
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それから、田中昌幸議員の質疑でございますが、

審査結果については、現状が今回のお示しできるも

の、これがすべてと考えています。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 議事進行になります。 

今後に向けてではなくて今回の出来事で６対３で

あったからこれで決まったのかと。例えば６対５で

も、５がなる場合もそのポイントの軽重の中で、い

ろいろな状況があるのかを何回も聞いているのです。

３回聞いたわけです。答えてください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 的確な答弁ができ

なくておわび申し上げたいと思いますが、仮に選定

委員会の中で拮抗したような採点になった場合につ

いては、各委員さんのそれぞれの合議の中で決めま

すということですので、場合によっては４対５でも

４を選定する場合もあり得ると思います。今回の場

合はそのようになっていないのでお答えするのは難

しいのですが、そういうところもあり得るものだと

考えております。 

（発言する者あり） 

〇議長（北本清美君） 暫時休憩します。 

（午後 １時１６分 休 憩） 

                                       

（午後 １時２８分 再  開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

ただいま坂本企画総務部長から先ほどの田中昌幸

議員の質疑に対して補足答弁したい旨の申し出があ

りますので、これを許可します。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 貴重な時間をいた

だきまして恐縮でございます。補足答弁をさせてい

ただきます。 

 提案のありました委託料の３年分でございますけ

れども、有限会社食創造さんだかんは3,896万7,000

円、株式会社深川振興公社は4,290万円の提案でご

ざいました。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 今の答弁に対してはこれ以

上の質疑ができないことになりますが、価格は高く

ても最終的に総合的に選んだということで、必ずし

も価格ではないということが明らかになっています。

しかし、この場合はかなり明確な基準というものが

ないと逆に何でというところ、これまでの行革とか

いろいろなものの流れからすると、この説明はきち

んとする必要があるのではないかと思いますので、

この点は指摘しておきたいと思います。 

あと２点ほど質疑がありますので、させていただ

きます。今回10件の指定管理者については、二、三

回目の指定ということでございます。この間の指定

管理者制度の導入の効果。事業者の主体的な創意工

夫を求めて提案をしていただきながら、この間の施

設の維持をしっかりやっていただくということの見

地から、これまでの状況と今回の選定に当たっての

提案内容等でどのような成果があるのか、お示しい

ただきたい。 

もう１点、今言った内容で費用対効果、費用の部

分でどのような推移をしているのか。委託料がどの

ように推移しているのか、あわせてこれまでの状況

と今回の選定結果はどのような状況になるのかお伺

いします。 

１点指摘しておきたいのですが、指定管理者制度

は導入時には全国的に非常に人気があり、応募者多

数のような状況があったのですけれども、非常に受

託費用が安いということで、各地で撤退とか、今回

についても公募しても、結果として１者のところば

かりであり、２者が１箇所という状況になっている。

これは過度な競争を強いているという点もあります

ので、そういう点を指摘させていだきながら、これ

までの経過と今回の部分の内容についてお示しをい

ただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 指定管理者導入の

効果でございます。これまで２回目、３回目という

ことになりますけれども、以前は管理委託制度とい

うことで、地方自治体が２分の１以上出資した法人

であったり、公共的団体もしくは公共的団体でなけ

ればその管理をできないという状況でございました。

平成15年に地方自治法が改正されて官から民へと、

住民サービスの向上と経費の節減、さらには自治体

が出資している法人の経営健全化という理由があっ

て、このような法律改正になったということでござ

います。そこで、これまでということでございます

が、当然指定管理者が持っていたノウハウ、これま
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でも指定管理を行ってきた経験等を踏まえて施設の

設置目的にあった自主事業について、さまざまな施

設で提案がされており、また今回の選定に当たって

も、聞き取りをする中でさまざま提示されたところ

でございます。特徴的なことを申し上げますと、ま

あぶオートキャンプ場について、選定委員会の委員

さんの評価として今後に向けたさまざまな提案がさ

れているということで理解が深まったというお話も

いただいているところでございます。そういったこ

とで、利用者の増や利便性の改善に資するような形

になっているものと考えております。 

 次に、費用対効果でございます。平成20年度から

３年間の施設の委託料の要求額と今回の申請書に記

載されている要求額を比較いたしますと、21年度に

財政収支改善等で委託料の見直しなどを行ったこと

もございますので、一概に比較することはできない

部分もありますけれども、市が示した委託料を下回

る努力をされているような施設もございますので、

さまざま経費節減に努力をされて、なおかつ市民サ

ービスの低下を来さないようなことで随所に提案が

されていると考えています。 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第84号ないし議案第93号の10件を一括して採決し

ます。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第84号ないし議案第93号は原案のとおり可決され

ました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第18 議案第94号平成

22年度深川市一般会計補正予算ないし議案第97号平

成22年度深川市病院事業会計補正予算の４件を議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 初めに、議案第94号。 

平山財政課長。 

〇財政課長（平山泰樹君）〔登壇〕 議案第94号平

成22年度深川市一般会計補正予算（第５号）につい

て、ご説明を申し上げます。 

 第１条で歳入歳出にそれぞれ１億6,088万5,000円

を追加し、予算の総額を155億2,566万4,000円とす

るものであり、第２条で債務負担行為の追加及び変

更を定め、第３条で地方債の追加を行うものであり

ます。 

 初めに、歳出予算についてご説明を申し上げます。

12ページをお開きください。２款総務費、１項６目

市勢振興費1,221万1,000円の増額は、空知中央バス

に対して赤字となりました市単独補助路線でありま

す更深線、多度志線、あけぼの団地経由市内線及び

西北星経由市内線について補助するとともに、新た

に生活交通路線である芦別と旭川を結ぶ芦旭線につ

いて北海道中央バスに対して旭川市及び芦別市とと

もに補助を行うものであります。 

19目地域振興費は、拓殖大学北海道短期大学振興

にかかる財源の振りかえでありますが、本年10月以

降に北海道から地域づくり総合交付金の通知があり、

申請していた事業ごとに財源の振りかえを行うもの

であり、本事業のほか、いくつかの事業についても

振りかえを行っておりますが、該当箇所においてご

説明を申し上げます。 

次に、14ページをごらんください。４項６目道知

事道議会議員選挙515万円の増額補正は、４月10日

執行の道知事道議会議員選挙に要する経費でありま

す。 

16ページをお開きください。３款民生費、１項２

目障がい者福祉費の増額補正につきましては、本年

４月から利用者負担額の見直しが実施され、それに

伴い給付等が全体的に見込みを上回っている状況と

なっております。説明欄１、補装具費286万5,000円

は、補聴器等の補装具の交付修理件数が当初の見込

みを上回ったことによるものであり、説明欄２、自

立支援介護給付費等3,817万3,000円は、新規利用者

の増などによるものであります。説明欄３、地域生

活支援事業等428万4,000円は、施設送迎に係る移動

支援事業の利用者の増及び日常生活用具の給付件数

の増などにより市負担の増によるものであります。 

説明欄４、障害者支援施設運営支援事業3,892万

5,000円は、あかとき学園の運営経費の一部を助成

するものであります。財源につきましては、過疎債
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を活用するものであります。１項５目国民年金事務

費48万1,000円の増額は、国民年金被保険者情報照

会用端末等を更新するものであります。 

次に、18ページをお開きください。２項１目児童

福祉総務費1,572万2,000円の増額は、法人立保育所

の入所見込みが当初に比べ延べで約50人増加したこ

とによる委託料の増であります。２項２目母子福祉

費49万4,000円の増額は、母子家庭の就業促進のた

めの技能訓練への申請人数がふえたことによるもの

であります。 

20ページをお開きください。３項１目生活保護総

務費175万2,000円の増額は、平成23年４月からレセ

プトオンライン請求が義務化となり、それに必要と

なるレセプト管理システムの導入経費であります。 

次に、22ページをお開きください。６項１目国民

健康保険費88万4,000円の増額は、国保担当職員の

時間外手当の増が見込まれることから、国保会計繰

出金の増額を図るものであります。 

24ページをお開きください。４款衛生費、１項２

目予防費258万1,000円の増額補正は、新型及び季節

性に分かれていたインフルエンザワクチン接種を一

本化し実施するものであり、公費負担の対象の範囲

を、65歳以上の高齢者については従前どおり半額、

そして新たに13歳未満の子供についても半額を公費

負担するものであります。なお、低所得者に対して

は従前どおりの公費助成を継続するものであります。

３目環境衛生費35万5,000円の増額は、公衆浴場の

設備整備に対し、市の補助を行うもので、北海道と

同額を助成するものであります。４目保健事業費の

増額補正は、説明欄１、健康福祉センター施設維持

管理182万4,000円は、健康福祉センター内の転倒事

故に係る損害賠償額確定に伴う賠償金であります。

８目後期高齢者医療の増額補正は、説明欄１、人件

費等の増による繰出金の増額、説明欄２、療養給付

費負担金1,151万9,000円の増額は、平成21年度療養

給付費負担額の精算により追加支払いとなったこと

によるものであり、３、長寿健康増進事業は、北海

道後期高齢者医療広域連合の交付金を受けて、健康

教育を実施するものであります。 

次に、26ページをごらんください。５款労働費、

１項１目労働諸費の説明欄、雇用機会創出事業は、

道の緊急雇用創出事業基金を活用して特定健康診査、

各種がん検診受診者普及拡大事業及び深ナビ利用促

進事業を実施するものであります。 

 28ページをお開きください。６款農林水産業費、

１項３目農業総務費は、道支出金から地域づくり総

合交付金への財源振りかえを行うものであります。 

４目農業振興費の補正は、説明欄１、中山間地域等

直接支払い事業216万4,000円、交付対象面積の確定

見込みに伴うものであり、説明欄２、農業経営基盤

強化資金利子助成は、利子助成額の確定見込みによ

る減、説明欄３、地域づくり総合交付金は、鳥獣害

防止対策事業に対して交付するものであります。 

 次に、30ページをお開きください。２項１目林業

振興費の増額補正は、森林整備地域活動支援交付金

事業として実施される２事業に対するものでありま

す。 

 32ページをごらんください。７款商工費、１項２

目商工振興費は、中小企業保証融資代位弁済の執行

によるもの及び空き地空き店舗活用事業における家

賃補助を増額するものであります。 

 次に、34ページをごらんください。10款教育費、

６項１目就学援助費210万円の増額補正は、就学困

難と認められる児童生徒の保護者の経済的負担を軽

減するものであり、対象者の増加により学校給食、

学用品、修学旅行等の助成額の増が見込まれるため

のものであります。 

 次に、36ページをごらんください。７項７目体育

振興費は、スポーツ合宿招致及びディスタンスチャ

レンジ深川大会に係る財源を地域づくり総合交付金

に財源振りかえするものであります。 

 次に、38ページをお開きください。14款職員費、

１項１目職員給与費は、道知事道議会議員選挙に係

る道支出金の財源振かえであります。 

 戻りまして、４ページをごらんください。第２表

債務負担行為補正についてご説明を申し上げます。

新たに追加いたします広報ふかがわ印刷ほか４件に

ついては、平成23年度当初からの業務遂行のため、

本年度中に契約をする必要があることによるもので

あり、農業経営基盤強化資金利子補給及び畜産経営

維持緊急支援事業については限度額の変更を図るも

のであります。 

次に、第３表地方債の補正は、障害者支援施設運

営支援事業債の追加を図り、地方債限度額の合計額

を12億2,390万円とするものであります。 

 次に、８ページをごらんください。歳入予算につ

きましては、国庫支出金及び道支出金等の特定財源

を充当するとともに、次の10ページになりますけれ
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ども、19款繰越金5,039万8,000円により対応するも

のであります。 

以上、一般会計補正予算についてご説明を申し上

げましたが、原案に賛同賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

〇議長（北本清美君） 次に、議案第95号及び議案

第96号。 

通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君）〔登壇〕 私から議

案第95号平成22年度深川市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）及び議案第96号深川市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について、ご説明

を申し上げます。 

初めに、議案第95号平成22年度深川市国民健康保

険特別会計補正予算でありますが、第１条で歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,355万2,000円を

追加し、予算の総額を34億8,310万円にしようとす

るものであります。 

第２条で債務負担行為をすることができる事項と

して、健康づくりカレンダーの作成、期間を平成23

年度及び限度額71万9,000円を追加するものであり

ます。 

 歳出からご説明申し上げますので、10ページをお

開きください。３、歳出、１款１項１目一般管理費

88万4,000円の増額は、当初予算に不足を生じたこ

とによる職員手当の増によるものであります。 

 次に、12ページをお開きください。２款１項４目

退職被保険者等療養費23万3,000円の増額は、退職

被保険者に係る療養費の増によるものであります。

１目一般被保険者療養給付費及び２目退職被保険者

等療養給付費について、補正額の計上はありません

が、財源振りかえによるものであります。 

 次に、14ページをお開きください。２款２項２目

退職被保険者等高額療養費217万8,000円の増額は、

退職被保険者等に係る高額療養費の増によるもので

あります。 

 次に、16ページをお開きください。10款１項３目

償還金2,025万7,000円の増額は、平成21年度療養給

付費等負担金の確定及び会計検査の指摘事項に伴う

超過交付額の返還によるものであります。 

 戻りまして、８ページをお開きください。２、歳

入、１款１項国民健康保険税は、国保税の調定見込

み増による3,900万円の増額、３款１項１目療養給

付費交付金は、療養給付費交付金過年度追加交付に

よる738万円の増額、８款１項１目一般会計繰入金

は、職員給与費の増による88万4,000円の増額、８

款２項１目基金繰入金は、国保税歳入の増による

2,692万7,000円の減額、９款１項１目繰越金は、歳

入歳出収支調整のため297万7,000円の増額、10款３

項２目雑入は、退職被保険者第三者行為納付金の見

込み増による23万8,000円の増額を行うものであり

ます。 

以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終

わらせていただきます。 

 次に、議案第96号平成22年度深川市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し

上げます。 

第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

90万6,000円を追加し、予算の総額を３億4,048万

4,000円にしようとするものであります。 

 歳出からご説明申し上げますので10ページをお開

きください。３、歳出、１款１項１目一般管理費

118万3,000円の増額は、当初予算に不足を生じたこ

とによる職員手当等の増によるものであります。 

 次に、12ページをお開きください。１款２項２目

徴収費３万2,000円の増額は、当初予算に不足を生

じたことによる徴収員に係る共済費の増によるもの

であります。 

次に、14ページをお開きください。２款１項２目

後期高齢者医療広域連合納付金30万9,000円の減額

は、平成21年度市町村事務費負担金確定により減額

を行うものであります。 

 戻りまして、８ページをお開きください。４款１

項４目一般会計繰入金89万円の増額は、繰り入れ対

象の職員給与費の増額及び市町村事務費負担金の減

額によるものであります。 

６款４項２目保険料納付金１万6,000円の増額は、

徴収員共済費本人負担分として計上するものであり

ます。 

以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を

終わらせていただきますが、２特別会計に係る補正

予算について、よろしくご審議の上、原案にご賛同

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北本清美君） 次に、議案第97号。 

川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君）〔登壇〕 議案

第97号平成22年度深川市病院事業会計補正予算（第

２号）について、ご説明申し上げます。 
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初めに、予算本文について申し上げます。第２条

では、平成22年度深川市病院事業会計予算第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額にそれぞれ220

万5,000円を増額し、収入の総額を44億4,590万

2,000円に、支出の総額を50億90万2,000円に改める

ものであります。 

第３条では、予算第６条に定めた議会の議決を経

なければ流用できない経費のうち、職員給与費を25

億1,984万8,000円に改めるものであります。 

 ５ページをお開き願います。収益的収入及び支出

の予算内容について申し上げます。 

初めに、収入であります。１款２項５目その他医

業外収益220万5,000円の増額は、本年１月に市立病

院正面玄関前のひさし部分が破損した修繕に係る全

国市有物件共済会からの災害共済金の増によるもの

であります。 

 次に、支出であります。１款１項１目給与費

1,300万円の減額は、医師の年度途中での退職に伴

うものであります。 

３目経費1,520万5,000円の増額のうち報償費

1,300万円は、出張医師に対する経費の増によるも

のであり、修繕費220万5,000円は、市立病院正面玄

関前のひさし部分の修繕によるものであります。 

 戻りまして、３ページをごらんください。債務負

担行為について申し上げます。病院施設清掃業務委

託ほか５件につきましては、施設管理上、また業務

運営上、今年度中に入札を執行し契約を行う必要が

ありますことから、債務負担行為の設定を図るもの

であります。なお、各業務の限度額、期間につきま

しては記載のとおりであります。よろしくご審議の

上、原案にご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

 初めに、議案第94号、一般会計、歳出、２款総務

費。 

田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 12ページの市勢振興費、生

活交通確保対策1,221万1,000円についてお伺いしま

す。 

これは毎年、バス路線の赤字分の補てんというよ

うな形で行われている部分でございますが、これま

での４路線ということで、それぞれ路線の中で推移

をしているのですが、今回こういうことになってお

りますが、それぞれ乗車率の推移、状況をお示しい

ただきたい。あわせて、補助額の推移についてもど

のような変遷を経て、今回の額になっているのかお

伺いします。 

それと、12月から空知中央バスのバス路線運賃値

上げの報道がされております。この状況について、

各路線の区間ごとのバス料金の変化をお示しいただ

き、そういった場合に、今回の値上げをして全くこ

としと同じような状況になってその収益がふえた場

合、この補助金がどのように変化をするのか、これ

は予測の範疇なのですけれども、その辺についてお

示しをいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 生活交通確保対策

についてお答えをいたします。 

地域住民にとって通学、通院などの日常生活を支

える大事な交通手段であるということで、国の補助

制度においては市の責務で維持することとされてい

る市単独補助路線、前年まではこの４路線ですが、

財政課長から説明させていただきましたように、広

域幹線的路線である生活交通路線の芦旭線の赤字分

も今回加えてこの金額になっているものでございま

す。お尋ねの市単独補助路線の乗車率でございます

けれども、この場合、平均乗車密度に対し掛ける運

行回数で積算される輸送量ということで答弁をさせ

ていただきたいと思います。更深線につきまして、

輸送量が平成19年度の４年前と比較いたしまして、

７人が5.4人ということで1.6人の減、多度志線8.3

人が4.4人、3.9人の減、市内線あけぼの経由21.8人

が16.8人で５人の減、市内線の西北星経由で3.5人

が2.4人ということで1.1人の減になっております。

次に、補助の金額でございますけれども、更深線が

535万2,000円、多度志線が418万6,000円、あけぼの

団地経由の市内線が188万円、西北星経由の市内線

が47万円の合計で1,188万8,000円、さらに芦旭線の

32万3,000円が加わり1,221万1,000円となります。

この補助額を４年前と比較して申し上げますと、更

深線については20万6,000円の増、多度志線が71万

円の増、市内線あけぼの経由が143万円の増、市内

線西北星経由が25万5,000円の増になっているとこ

ろでございます。なお、芦旭線の関係でございます

けれども、これは芦別、旭川、深川ということにな

りまして、今回その全体で補てんをする部分が254

万1,000円でございますけれども、それぞれの均等

割、距離数などで割りまして深川市負担分が32万
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3,000円になるものでございます。芦旭線の輸送量

について、平成21年と22年を申し上げますが、21年

が29.6人、22年が27.4人で、2.2人の減となってお

ります。 

次に、２点目の12月１日からの値上げされる状況

でございます。最低運賃が160円から180円に、20円

の12.5％上がるということになります。各路線の起

点から終点までの運賃を申し上げますと更深線が

510円から560円に50円の増額、多度志線が460円か

ら500円に40円の増額、市内線のあけぼの経由が160

円から180円に20円の増額、市内線の西北星経由が

210円から230円に20円の増額ということで、それぞ

れ値上げされる状況にございます。それと、来年以

降の見通しでございますけれども、補助額の変化に

つきまして、質疑にもございましたように輸送量に

大きな変化がないということであれば今回の値上げ

の部分について、収益がふえますので、補助額が減

ることになると思いますけれども、そういった状況

の前提であれば補助額が下がると見込んでいるとこ

ろでございます。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

 ３款民生費。 

 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 16ページの障がい者福祉費

についてお伺いします。 

障害者支援施設運営支援事業、あかとき学園の運

営ということでございますけれども、お聞きします

と、今回3,892万5,000円、今後10年間にわたって支

援をしていくということです。ことし建てかえをし

ておりますから物入りの時期ということでございま

すので、大きな額を支援するような内容でございま

すが、３年間ぐらいがやはり物入りの時期であれば、

比較的短期間で支援をするほうがよいのではないか

と思いますし、もし仮に10年という内容が示される

のであれば、債務負担行為的なことで確定をするよ

うな方法を考えなかったのか、この点についてお伺

いしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） あかとき学園に対

する支援内容についてお答えを申し上げます。 

あかとき学園に対する支援につきましては、さき

の第３回定例会で川中議員の一般質問で市長から支

援の方針をお答えしましたが、このたびの過疎地域

自立促進特別措置法の改正により、過疎対策事業債

のソフト事業分として障害者施設等への運営費助成

についても、過疎債の活用ができる見込みとなりま

したことから、深川市過疎地域自立促進市町村計画

にあかとき学園の新施設の運営経費の一部について

補助を行うために、支援額の全体の目安として移転

改築事業に対する北海道の補助金相当額8,052万

7,000円程度をめどに所要事業として掲載し、当該

計画について議決いただいた後、平成22年度分の補

助金の額等を精査の上、一般会計補正予算として、

第４回市議会定例会に提案する旨、お答えをしてい

るところであります。 

その具体的な支援内容につきましては、道補助金

相当額を10年程度に分けて助成していく考えに立ち

まして、初年度である平成22年度は、全体支援額の

５割相当額を助成し、残りの額については平成23年

度以降は順次分割して支援することとしております。 

この支援内容については、事前にあかとき学園の意

向もお伺いをして、既にご了解をいただいていると

ころであります。 

また、お尋ねの債務負担行為の設定をしなかった

のはなぜかというようなことでございます。このこ

とにつきましては、本件のケースが必ずしも債務負

担行為を設定しなければならないものか、そのこと

も確認をいたしたところでございます。この種の過

去の助成の事例を参考に、今回の支援の内容により

させていただきましたけれども、過去の事例におき

ましては、深川第一病院の施設整備に対する建設費

補助ということで、これは平成12年度から16年度の

５年間に係る建設費補助については債務負担行為を

設定しないで、文書決裁のみで補助対応している経

過もございます。本件についても、この事例をもと

に債務負担行為を設定しないで、予算補助というこ

とで支援をしていく考えでございます。 

〇議長（北本清美君） 暫時休憩します。 

（午後 ２時０８分 休  憩） 

                                       

（午後 ２時２１分 再 開) 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

質疑を続けます。 

田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） ただいま答弁をいただいて、

あかとき学園の支援については、北空知唯一の障害
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者福祉施設であり積極的に支援をしていくべきでな

いかということも、議会の場でも数多くの方々から

言われていることです。その支援について、ある程

度、確定的なものにしたほうがいいではないかとい

う考えがあるものですから、改めて聞くわけなので

すが、相手もありまして相手と十分協議した上での

話と言っても、皆さんも当然ご存知のとおり、単年

度会計主義ですから先の話をもし約束するのであれ

ば債務負担行為が本来のやり方でないかと考えてお

ります。過去の例と言われましたけれども、かなり

額の大きなものでも５年という期間で支援をすれば、

今回のケースでは２年とか３年での分割であればあ

る程度債務負担行為でなくていいのかという議論も

ありますけれども、10年という非常に長い期間にわ

たってその辺の約束をしてしまっているということ

が、それでいいのかという疑問があるものですから、

改めてお伺いするものです。 

また、逆に先の約束までしていますよということ

を今回の提案で言われてしまいますと、この議決に

関しても非常に疑問が出てきますので、それについ

てもう一度お伺いしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 債務負担行為の関

係で再質疑をいただきましたけれども、このことに

つきましては、支援のあり方が必ずしも債務負担行

為を設定しなければならない法的なものがあるのか

どうか、そういうことを確認いたしましたけれども、

必ずしもということではないわけでございます。さ

きの第３回定例会で市長から支援の方針を明確に答

弁しています。このことについては支援の考えをあ

かとき学園に対しまして、その意向も確認してご了

解をいただいています。あかとき学園からは施設整

備ということで、やはり初年度については多額の経

費を要するため、できるだけ市の支援をいただきた

いということを踏まえまして、道補助金の相当額の

５割を平成22年度の補正予算で提案をさせていただ

いておりますので、市長からの方針に基づいて、今

後運営費の一部補助という形で予算補助を毎年度行

っていきたいと思っております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 論点が違うのですが、確約

するのであれば債務負担行為などの財務規則上の手

続をとることで確約をしたほうがより相手にとって

もしっかりと確定になるのではないか。予算行為で

10年も先までの決裁行為で続けて約束事をしました

ということで、その約束事は次の議会で拘束がされ

るのかどうか、議決されなければ否決されるわけで

す。これは債務負担行為を起こしてもその変更はあ

り得ますけれども、債務負担行為は一度議決をすれ

ばそれをもう１回やり直さない限り変わらないとい

う確約があることですから、そのことについてどう

してその手法を取るのか、その判断はどうなのかを

聞いているのであって、約束したからという話では

ないのです。我々の判断する議決というところの約

束事というのは、議会に提案として出してください

ということです。それがないのに約束ですというそ

の説明を繰り返すことは私が聞いていることと違い

ますので、その辺を理解して答弁をいただきたい。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 支援の考え方とい

うことで、今回は過疎法の改正によって運営費の補

助がソフト事業分で対象になったということで、こ

れまでも財源確保を見きわめて検討してまいりまし

たので、そのことで運営費の補助を毎年度していき

たいと。その考えとしては、10年間をもって今後し

ていきたいということで、そういう方針を立てたわ

けでございますから、市としては、粛々と毎年度の

予算の補助ということで平成23年以降については、

予算提案をしていきたいという考えでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

４款衛生費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

５款労働費。 

 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 26ページの労働費で、雇用

機会創出事業ということで追加の部分だと思います

が、496万8,000円でございます。 

今回の事業の内容についてお伺いしたいと思いま

すし、これまでも雇用機会創出事業が当初予算で提

案されておりますので、それと合わせた総額、どれ

ぐらいの人員が雇用創出事業で行われているのかを

お示しいただきたいと思います。 

それと、雇用機会創出事業は、実際に市役所でも

臨時職員のような形で任用されているわけなのです
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けれども、この方の任用期間が半年、３カ月と非常

に短い期間であり、その先が一切ない。逆に半年任

用したらもうそれ以上は同じ人が任用できませんと

いうような仕組み、流れがずっと続いている。これ

では雇用機会創出というよりは雇用機会の打ち切り

事業ではないかと思える節もありますが、そういっ

たことではなしに、もしそれはそうだとしても市が

そういう雇用機会創出事業で半年間任用した後、別

の部署なりでその方の労働訓練をしたということを

みなして、市の臨時職員なりに任用をしていくとい

うような流れをつくっていかないと、そこでとまっ

てしまうような事業につながりかねないと思います

ので、そういったことの工夫なり働きかけがないの

かどうか、お伺いしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 私もこの件についてお尋ね

をいたします。 

道の基金を活用して雇用の創出を図るということ

のようですが、今の質疑と重なるのですけれども、

事業の内容が１点目。 

それから、何人の方を採用するのか、また採用の

方法。 

３点目に、この雇用の内容はどうだったのかお尋

ねします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） ただいま田

中昌幸議員、北名議員から質疑がありましたので内

容について関連しますので、あわせてお答え申し上

げたいと思います。順不同になることをお許しいた

だきたいと思います。 

初めに、事業の内容についてでありますが、今回

の補正予算は２事業を追加しようとするものであり

ますが、一つ目は特定健康診査、各種がん検診受診

普及拡大事業で、市民の健康、寿命の延伸と生活の

質の向上を図ることを目的に、糖尿病などの生活習

慣病やがんを早期に発見し、適切な保健指導や治療

に向けて受診の必要性を説明する戸別訪問や電話を

通じた受診勧奨、個別保健指導などに取り組み、受

診率の向上を図ろうとするものでありまして、事業

費は128万9,000円で、その内訳については担当保健

師１人を新規に雇用する人件費と啓発パンフレット

ほかとなっております。 

二つ目としまして、深ナビ利用促進事業でありま

すが、深川ナビがテレビ対応になったことに加えま

して平成22年度中に市内全域がブロードバンドエリ

アとなることから、これらを活用した食や観光等の

情報発信に向け周知活動、出張サービスなどを実施

し、地域ニーズを高め、普及発展を図ろうとするも

のであり、事業は委託により実施し、事業費は367

万9,000円で、その内訳は新規雇用３人分の人件費

と委託先における業務管理担当員の人件費の一部、

事務用品ほかとなっております。雇用期間はいずれ

の事業も平成23年１月から３月までを予定しており、

雇用方法につきましては、ハローワーク深川分室を

通じて求職の方を募集いたしまして、直営で行う事

業は、市の担当所管で、また委託事業は委託事業者

がそれぞれ書類選考と面接などを行い、採用を決定

することとなるものであります。次に、平成22年度

の事業費総額につきましては、緊急雇用創出事業が

13事業で約3,833万円、ふるさと雇用再生事業が３

事業で約5,986万円、合計16事業で約9,819万円、新

規雇用数は39人となっております。 

次に、今後の雇用の関係で質疑がありましたけれ

ども、ふるさと雇用再生事業は３カ年の事業終了後

も雇用の継続を目指しているのに対し、緊急雇用創

出事業は失業者への対策として、企業の業績が安定

して雇用が回復するまでの一時的なつなぎとして創

設されたものでございます。この制度では、当初６

カ月未満の雇用期間が通年１年未満へと延長、就業

回数の制限緩和や１年以内の雇用も一部可能とする

などの見直しがされ、さらに今回の２事業では若年

者対策として、40歳未満という条件はありますが、

雇用した方を平成23年度に更新できることとなって

おります。市としましては、就業された方には十分

な対応とは言えないまでも、この就業機会の経験が

次の雇用への足がかりとなることを願うものであり、

引き続き雇用の確保と雇用環境の改善に努めてまい

りたいと考えております。 

〇議長（北本清美君）  北名議員。 

〇16番（北名照美君） よくわかりましたけれども、

一つは１月から３月までの保健師は何月まで雇用に

なるのか、この予算は128万9,000円が３カ月分とわ

かるのですけれども、一時的に３カ月で終わるとい

うことではないと思うのですけれども、その辺はい

つまでの雇用を想定するのかお尋ねしたいと思いま

す。 
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それから、深ナビの関係の委託先はどこになるの

か。 

また、深ナビの関係で３人の雇用は、これもハロ

ーワークを通じてということになるのか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） １点目の市

の直営事業における保健師の関係でございますけれ

ども、今回の事業につきましては、基本的にはこれ

までも同様に単年度の予算措置ということで１月か

ら３月までの事業というようなことで押さえており

ます。ただ、先ほど申し上げましたとおり、それ以

降についても更新できるということでございますの

で、市としては今後の検討でございますけれども、

この特定健康診査、各種がん検診受診普及拡大事業

が今後とも必要かどうかについては、平成23年予算

の中で検討してまいりたいと思っております。それ

と、深ナビの関係でございますけれども、これにつ

いても、同じような事業になってございますので、

今後につきましては平成23年予算の中で検討してま

いりたいと思っております。 

それから、委託先でございますけれども、現在予

定していますのは深川市のホームページ等を委託し

ている業者がございますので、その業者を想定して

いるものでございます。 

（｢答弁漏れ」と呼ぶ者あり） 

申しわけありません。ハローワークを通じての求

人となります。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

 ６款農林水産業費。 

 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 30ページになります。この

280万円の事業の内容、実施主体、これも雇用創出

にかかわってくるのだろうと思いますが、受益者負

担があると思いますので、その辺も含めて内容につ

いてお知らせください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 森林整備地

域活動支援交付金についてお答え申し上げます。 

事業内容及び実施主体についてのお尋ねでござい

ますけれども、この事業の目的は、森林の有してい

る多面的機能が十分発揮されるよう、適切な森林整

備の促進を図る観点から、森林所有者等による森林

施業の実施に不可欠な施業実施区域の明確化や、歩

道の整備等の地域活動を支援する事業で対象となる

地域活動ごとに国が決めた額を交付金積算基礎森林

面積に乗じて地域活動実施者に交付する事業でござ

います。今回の補正につきましては、一つとしまし

て除間伐材や搬出作業のために作業区域を明確にす

る隣接地の境界測量などの地域活動を40ヘクタール

予定しておりまして、１ヘクタール当たり２万円の

交付額で合計80万円、さらに病虫害や風倒木の被害

状況などを調査する地域活動に200ヘクタール予定

しており、１ヘクタール当たり１万円の交付額で

200万円、合計で280万円の補正となっているもので

あります。なお、この金額につきましては、国から

100％の補助を受けて交付するものでございます。

したがいまして受益者負担は生じないものと考えて

おります。それから、実施主体についてであります

けれども、本市においては北空知森林組合がこれま

でも地域活動を実施してきておりますことから、実

施主体につきましては、北空知森林組合を予定して

いるところでございます。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 確認を含めてもう少し聞か

せてほしいのですが、今まで山林などの場合は、地

籍調査が入ってくいが入っているところもあります

けれども、境界がはっきりしていないところもある

わけです。そういう山林については、森林組合を通

じて境界確定をする事業も対象となるのか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） お答え申し

上げます。 

境界の明確化の事業につきましては、精度の高い

測量をするためには多額の経費がかかるということ

から、この調査につきましてはＧＰＳを使って行う

ことになりますが、このＧＰＳについては上空に木

などの不詳物がない場合にはかなりの精度で境界が

わかるということになっております。そして、実際

に地籍が入っていて現行のくいがあるというような

場合もございます。そのときに、差が生じるという

こともあり得ることになります。この場合につきま

しては、両方にみなしくいをつけまして、今後その

場所で施業計画を実施する場合に隣地に影響を与え

ないような対応をするために、そのみなしくいをつ

けながら、その所有者の森林に対して間伐もしくは
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植林等をするために行うものでございます。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

 ７款商工費。 

 楠議員。 

〇６番（楠 理智子君） 32ページの２目商工振興

費の説明欄１、中小企業支援事業の内容についてお

伺いいたします。 

中小企業保証融資を借りて支払い不能になった方

の代位弁済の増加ということですが、中小企業保証

融資の件数、それから代位弁済の件数、内容等を含

めてお伺いしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 中小企業支

援事業について、順次お答えを申し上げます。 

初めに、深川市中小企業保証融資制度の概要につ

いてでありますけれども、この融資制度は中小企業

の維持発展に要する資金の融資を促進することによ

りまして、中小企業の健全育成振興を図ることを目

的とし、市が運用基金として一定の金額を取扱金融

機関である北空知信用金庫に預託し、金融機関は預

託金を基礎として自己資金をこれに加え、通常は３

倍以上の融資枠を設定し融資を行うというものであ

ります。深川市内に１年以上居住する中小企業者を

対象とし、申し込みの手続は深川商工会議所で行い

ますが、その際に２人以上の連帯保証人を届け出て

いただくこととしており、深川市中小企業保証融資

審議会での審議を経た後、市が融資のあっせんを行

うものであります。また、融資条件には長期運転資

金と短期運転資金がありまして、長期の場合は限度

額が500万円以内で５年以内の月賦償還、短期の場

合は限度額が300万円以内で１年以内の月賦または

一括償還となっております。次に、貸し付け状況に

ついてでありますけれども、本年10月末での貸し付

け状況の内訳は、１年以内の短期運転資金が６件で

融資額は約1,800万円。５年以内の長期運転資金が

70件で、融資額は約１億4,200万円となり、総件数

では76件、総融資額は約１億6,000万円で執行率は

62.5％となっております。次に、融資制度における

代位弁済の状況についてでありますけれども、過去

５年間の状況では平成18年度、19年度はありません

でしたけれども、20年度及び21年度に各２件、22年

度は今回の提案分を含めまして２件で、合計６件で

弁済額総額は約1,620万円となっております。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

 10款教育費。 

 楠議員。 

〇６番（楠 理智子君） 34ページの説明１、要保

護・準要保護児童生徒援助についてですが、この制

度上の内容、どういう基準で認定するのか、上限が

あるのかその辺の内容、援助を受けている件数。ま

た、増加傾向にあるということで補正を組まれてい

ると思うのですが、増加の要因と昨年と比べてふえ

ている理由についてお伺いいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） お答えをいたします。 

就学援助費につきましては、学校教育法第19条に

経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生

徒の保護者に対し、必要な援助を与えなければなら

ないという規定に基づき、所得状況に応じまして、

要保護につきましては生活保護、準要保護につきま

しては生活保護の1.3倍、これらの所得状況に応じ

まして受給者を決定いたしまして、学用品費、学校

給食費、修学旅行費などの就学援助費を支給基準に

より支給するものでございます。支給内容といたし

ましては、学用品費、学校給食費など、項目ごとに

支給するものでありまして、１人当たりの年間支給

額は小学生で約５万8,000円、中学生で約８万円と

なっております。平成21年度の決算状況と受給者状

況につきましては、257人の2,230万円強でありまし

たことから、今年度当初予算につきましては、250

人の2,260万円を計上しておりましたが、認定者の

増加により現在は293人を認定しており、今年度末

の認定見込みは300人でございまして、2,470万円の

支出見込みとなるものであります。このことから、

不足分の210万円を増額補正するものでございます。

増加要因につきましては、主なものといたしまして

は準要保護世帯の市外からの転入、それから家族構

成の変化による新たな受給者の決定により増となっ

たものでございます。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

 次に、歳入、債務負担行為及び地方債。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

以上で一般会計補正予算を終わります。 

 次に、議案第95号国民健康保険特別会計。 

 田中昌幸議員。 
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〇５番（田中昌幸君） この後の後期高齢者医療特

別会計でも同じようなことが言えるのですが、職員

の時間外の補正の部分が示されております。いずれ

も当初予算と比べて国保で197万5,000円が88万4,000

円の増額補正、後期高齢者について75万1,000円が

90万円の増額補正という内容です。当初予算と比べ

ても、後期高齢者については倍以上の補正になって

いるということでございます。異動という部分の内

容もありますけれども、このことが今年度に限って

というところなのか。あるいは毎年同じような時間

外の状態があるということなのか。この辺のについ

てお伺いしたいと思います。 

あわせまして、これまでも時間外を減らしていこ

うという努力を職員の皆さんでやられているという

ことでお伺いしていますけれども、課内の協力体制

ということも言われておりますが、そういうことを

やった上での結果なのか、その辺についてもお伺い

したいと思います。今回は２件だけ出ていますけれ

ども、他の所管でも同様の事例があるのかどうか、

あわせてお伺いをしたいと思います。 

それと、人件費についてですが、人件費は企業会

計は別ですけれども、一般会計と特別会計は一くく

りで人件費として持っていて、各所管のところには

人数だけ分けるような予算の計上方法が、平成17年

度から各課単位の目ごとに人件費を振り分けて、そ

の際に特別会計の人件費も振り分けてきた経過があ

るのです。昨年度の予算から、一般会計については

人件費をまとめたのです。特別会計だけがまだ残っ

ている状態というふうに思いますが、特別会計はも

ともとその人件費を計上するわけにいかない会計で

すから保険料収入などで人件費を見るわけにいかな

いので、一般会計から全額繰り出したものが人件費

として支払われるだけであります。例えば人事異動

するだけ、人がふえたり減ったりするだけでこの２

人とか７人という小さな単位での会計が、そのたび

に補正予算を組まなくてはいけないという実態がご

ざいまして、人件費の見方というか、一つの事業と

しての見方として今のままのあり方がいいのかどう

か。少なくとも一般会計で人件費を統合したのであ

れば特別会計の人件費も基本的には、普通会計事業

として一くくりの中になってしまうことでいいと思

いますので、その点についてもあわせて見解をいた

だきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 国保特別会計と後

期高齢者医療特別会計にかかわっての時間外の増額

についての質疑がございましたのでお答えいたしま

す。 

今回の補正理由につきましては、担当職員の時間

外勤務手当の増額でありますが、当初予算の積算方

法が過去の実績に基づく計上の仕方ではなく、予算

額に対しまして、一定の率を乗じて積算し計上して

いるものでございます。また、課内の協力体制のお

尋ねもございましたが、このことにつきましては、

市民課内での協力体制をとりながらも、ここ数年の

医療保険制度を取り巻く制度改正等がございまして、

大きな変化をしている中で国保運営等に係る業務量

がふえていることから、このような状況になってい

るものと思っております。 

〇議長（北本清美君） 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 特別会計における

人件費の計上についてお答えをいたします。 

申すまでもございませんけれども、特別会計とい

うことになりますと特定の歳入歳出を一般の歳入歳

出と区分して個別に処理することが必要であるとい

うことで設けている会計になりますので、そういっ

た場合については費用としての人件費を計上し、料

金などの費用の負担の水準が適正かどうか判断する

ことも必要であるということで、各会計に職員給与

費を計上し、会計上のあり方を判断することになる

ものでございます。そのため、各会計ごとのいわゆ

る決算統計には会計に係る人件費を計上する欄があ

りまして、各会計が当然に人件費の計上をすること

を前提としているものとなります。国保税や介護保

険料を財源として、この人件費に充当できないとい

うこともございますので、そういった変動があった

場合について、一般会計からの繰り出しが発生する

わけでございますけれども、それらについても、会

計運営における職員、人件費の大きさを図る上で大

切な指標というふうになりますので、今後ともその

ように各会計に人件費を計上していく考えでござい

ます。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） そうであれば、当初予算の

ところできちんとある程度見えているものを計上す

べきだと思います。ほかの一般会計と違う現状があ

るのであれば特別会計の時間外に見合った額を計上
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して、その中でいろいろな努力をすることならわか

るのですけれども、一般会計と全く同じ仕組みで予

算計上して補正予算が起きればそれはそれというの

では違うのではないかと思いますし、その配属され

た人によって大きく額が変わってしまうようなこと

は人件費の計上という感覚からするとコスト意識か

ら違うのではないか。これは、一定の何人工を計上

するものであって、後づけでその分の人件費がかか

りますという仕組みのほうが正しいやり方であると

思います。例えば、入ったばかりの職員と50歳の職

員では明らかに賃金格差があるのですから、人件費

の額が全く違うということが、同列に語られなくて

はいけなくて、その人が異動するたびに、補正予算

を組むための手順ということで、その人事担当のと

ころでも手間暇かけてやらなくてはいけないという

ところで、事業の効率化についてもやるべきではな

いかと思います。この点は課題ですから今後の部分

だと思うのですが、前段の人件費をもし特別会計で

見なければいけないのであれば、時間外の見方もほ

かとは少し違う形でやるべきではないか、これにつ

いてお伺いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） ご指摘いただきま

した点につきまして、どのような形が適当なのか内

部で少し検討させていただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

次に、議案第96号後期高齢者医療特別会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 終わります。 

次に、議案第97号病院事業会計。 

 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 補正予算書の５ページのと

ころでお伺いします。 

常勤医が残念ながら１人減員になった。そのこと

にかかわる減額補正1,300万円、一方では同額の1,300

万円が出張医の報償費ということで増額の補正にな

っているわけですけれども、たまたま相殺という形

で同じ金額になっていますけれども、常勤医が１人

やめられて、そこを出張医の方で補っていくとする

として、その金額の中身はわかりませんからお聞き

しますけれども、同じ1,300万円とした場合には常

勤医で対応していた勤務体制というか、その部分を

同額の1,300万円で出張医がどういう形で、どんな

勤務体制でカバーできているのか、あるいは出張医

の同額で予算づけをしても勤務体系がその半分ぐら

いにとどまるのか、そういう部分について、お聞か

せをいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 市立病院にお

きます常勤医また出張医とのかかわりについてお答

えを申し上げます。 

市立病院における常勤医は、月曜から金曜の外来、

入院の診療ですとか、夜間、休日の宿日直等を行っ

ており、一方で出張医は各医科大学等との協議に基

づき、外来診療や手術、検診、また夜間、休日の待

機を行っていただいております。出張医の勤務状況

につきましては、それぞれ退職等をされた常勤医と

同等の勤務体制ではなくて、あくまでも各大学との

協議に基づきまして、それぞれ曜日と時間帯を決め

ているところでございます。今回、補正で増額をさ

せていただいております診療科で申し上げますが、

皮膚科につきましては、９月末まで常勤医２人であ

ったものが、10月から常勤医１人となったことから、

週１日、出張医に外来の診療に来ていただいており

ます。また、整形外科では４月から常勤医が不在と

なったことから、週３日出張医に外来の診療に来て

いただいています。脳神経外科は４月から常勤医が

１人となったことから、月２回金曜の夜から日曜ま

での待機に出張医に来ていただいているところでご

ざいます。このように出張医は、決められた曜日の

時間帯のみとなっており、入院外来を含めての通常

勤務である常勤医と比べますと、おのずと診療体制

に限界があるところでございますことから、常勤医

の確保に向け最大限努めているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 中身的には今の説明で理解

しましたけれども、確認をさせていただきたい。 

整形のほうの常勤医が現況ゼロということになっ

たのでしょうか。そこのところだけ少し確認をさせ

てください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 整形外科の常

勤医につきましては、４月１日以降不在となってお

りまして、出張医での対応になっているところでご

ざいます。 
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〇議長（北本清美君） 終わります。 

 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第94号ないし議案第97号の４件を一括して採決し

ます。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第94号ないし議案第97号は原案のとおり可決され

ました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第19 諮問第４号人権

擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 諮問第４号人権擁

護委員候補者の推薦について、ご説明を申し上げま

す。 

本市の人権擁護委員であります小田幸晴さんは、

平成23年３月31日をもって任期満了となっておりま

して、その後任者の推薦について旭川地方法務局長

から依頼がありましたので、その候補者として新た

に佐藤克之さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法

第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める

ものであります。 

佐藤克之さんは、農業を営まれており、平成11年

５月から保護司として罪を犯した人の更生のために

ご尽力され、本年４月からは深川地区保護司会深川

支部長をしておられまして、支部活動の活性化に取

り組まれている方であります。また、人格、識見も

高く地域の信望も厚いことから人権擁護委員として

適任であると考え推薦しようとするものであります。

よろしくご審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君）  質疑を終わります。 

お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより諮

問第４号を採決します。 

 本件は適任と答申することに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって諮

問第４号は適任と答申することに決定しました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第20 意見案第15号Ｔ

ＰＰ交渉への参加を行わないよう求める意見書を議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 水上議員。 

〇７番（水上真由美君）〔登壇〕 ただいま議題と

なりました意見案第15号ＴＰＰ交渉への参加を行わ

ないよう求める意見書について、提出者を代表し提

案理由の説明を申し上げます。 

本件につきましては、お手元に配付しております

内容により関係機関に提出するもので、内容の説明

は省略いたしますが、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより意

見案第15号を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって意

見案第15号は原案のとおり可決されました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第21 請願第２号最低



 - 73 -

保障年金制度の制定を求める意見書の採択を求める

請願及び請願第３号後期高齢者医療制度の廃止に関

する意見書の提出を求める請願の２件を議題としま

す。 

 お手元に配付しております請願は付託表のとおり

所管の常任委員会に付託します。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第22 陳情第２号市議

会の動画配信の陳情書を議題とします。 

 お手元に配付しております陳情は付託表のとおり

議会運営委員会に付託します。 

暫時休憩します。 

（午後 ３時０８分 休 憩） 

                                       

（午後 ３時１４分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 ここでお諮りします。 

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ

延長したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

日の会議時間は延長することに決定しました。 

                                       

〇議長（北本清美君） 日程第23 一般質問を行い

ます。 

 初めに、水上議員。 

〔水上議員、質問席へ〕 

〇７番（水上真由美君） 今回の一般質問はトップ

バッターとなりました。落ちついてしっかりとやり

たいと思います。 

 日本を取り巻く情勢は日々緊迫しており、激変す

る世界の動向に左右され、経済問題を初めとし、外

交、安全保障問題等々に日本は大きく揺れ動いてお

ります。さまざまな場面で現政権のぶれは国民に対

し大きな不安を与えており、今後の政策においては、

ぜひ国民生活にマッチしたものを打ち出し、安心し

て暮らせる日本にしていってほしいと願っておりま

す。このように不安定な国の影響も受けながらも、

深川市民のために日々ご苦労いただいている山下市

長初め市職員の皆様に敬意を表しながら、通告に従

って一般質問をさせていただきます。 

 １番目に、中心市街地の活性化についてお伺いし

ます。これまでも頻繁に質問をさせていただいてお

りますが、空き地空き店舗活用事業についてお伺い

したいと思います。シャッターの閉ざした店舗が再

び活用され、事業が展開されることは、それまで暗

かった町並みに活気が訪れ、非常に頼もしく感じて

おります。新規事業者にとって、既存の店舗利用で

はありますが、改装費や家賃の助成があるというこ

とは、事業を開始するに当たり大変心強い支援の一

つと考えますので、評価しております。しかしなが

ら、毎回指摘させていただいておりますが、営業半

ばにしてやめてしまうところがあると聞いておりま

す。第３回定例会においては、同僚の田中議員も指

摘しておりますが、その後、営業をやめた店舗もあ

るように聞いておりますので、状況をお知らせいた

だきたいと思います。あわせまして、本事業の制度

上で条件に違反しているようなところはないのかど

うかというのもお伺いいたします。 

 次に、この事業は今後も継続するのかどうかを伺

っておきたいと思います。継続されるのであれば、

事業の内容についてもお聞きしておきたいと思いま

す。特に地元での雇用の場を広げるという可能性を

考えますと、新規事業者に事業を始めやすい条件を

整えることが必要と考えます。前回、私が同様の質

問をさせていただいた際に、チャレンジショップの

ように商売のきっかけづくりができるような仕組み

も考えてはいかがかと提案させていただいておりま

す。また、改装費、家賃等のすべてを助成するので

はなく、一部を無利子で融資するというような内容

でもこのご時世においては、大変優遇された条件で

はないかと思いますが、お考えをお聞かせください。 

２点目に、商店街との連携についてお伺いいたしま

す。現在、旧井出金物店がお井出屋という名称で活

用されておりますが、イベント時のみでなく一定期

間活用されることは、メーンストリートにありなが

らなおかつ、あれだけの大型店舗のシャッターが閉

まっているのと開いているのとでは商店街の印象も

かなり違うと思います。開店中はいろいろなイベン

トもやっているようです。商店街振興組合連合会が

この事業に取り組んでいると聞いておりますが、内

容について教えていただきたいと思います。 

 加えまして、商店街振興組合連合会では、深川市

の商店街お買い物めぐりという調査も行っており、

お客様の視点から見たお店の発見をそれぞれのお店

に生かそうという取り組みもしているようです。こ

の調査の内容もわかりましたらあわせてお聞きした
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いと思います。 

 また、地元商店街との協力の中、行われていると

思いますが、中心市街地活性化市民会議、通称まち

中フォーラムと呼ばれているようですけれども、こ

ちらの活動もお聞きしておきたいと思います。この

ように、中心市街地、特に商店街では今までにない

ような取り組みをして何とか活気づけようと努力を

しております。さらに、今までどちらかというと影

の力としてそれぞれの経営を支えてきた女性の方々

も商店街振興組合女性部として活動を活発にしてい

きたいとも聞いております。今後、行政としてどの

ように連携し、支援していくのかお考えをお聞かせ

ください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 空き地空き

店舗活用事業についてお答えいたします。 

 最初に、本事業の助成を受けた方のうち、その後、

廃業等した件数についてでありますが、現在まで22

件に助成をし、このうち残念ではありますが、開店

後３年経過後に１件の小売店が、２年経過後に小売

店と飲食店の２件が廃業し、また１年経過後に１件

の飲食店が休業しております。次に、店舗の廃業等

により空き地空き店舗活用事業助成要綱の要件に該

当しなくなったかどうかについてでありますが、助

成要綱の第３条では、当該店舗において１年以上継

続して営業活動を行う者に対し、助成金を交付する

ことができることとなっておりますことから、いず

れも助成金の返還には当たらないものと考えており

ます。 

 次に、本事業の今後の見通しについてであります

が、本助成制度は本年３月までの、いわゆる本年度

限りの時限制度となっておりますが、平成22年度か

ら27年度までの６年間を期間とする新しい過疎地域

自立促進市町村計画の中に中心市街地の空き地空き

店舗対策を盛り込み、引き続き空き地空き店舗の目

立つ商店街の活性化のためにもぜひ継続していきた

いと考えております。次に、制度内容につきまして

は、これまでも対象区域や対象者、助成率及び助成

額の見直しを行っておりますが、今後も絶えず見直

しをし、空き地空き店舗を活用した店舗の開設など

を促進するために効果の上がる制度にしていきたい

と考えております。 

 次に、商店街との連携について、２点目にありま

した、お井出屋さんを活用して深川市商店街振興組

合連合会が取り組んでいる事業の内容ですが、この

事業は北海道の補助事業でありまして、市商工会議

所などの関係機関と連携し、地域のコミュニケーシ

ョンを商店街からつくり出すことをテーマとし、高

齢者の買い物サポート事業として、まち中の休憩場

所の提供、お店案内コンシェルジュの配置、お試し

宅配サービス、ご用聞きサービス実験、また飲食店

や地元農家との連携による地産地消事業として、高

齢者向けランチメニューサービス、地場農産物の販

売、さらに地域ブランド開発による付加価値創出事

業として、黒米商品の試食販売と地元高校生産品の

商品化を事業内容としているもので、アンテナショ

ップとしての役割と買い物が困難な人の新たなニー

ズを掘り起こすことを目指した事業であります。 

 次に、深川の商店街お買い物めぐりは、株式会社

全国商店街支援センターの委託事業で、深川商店街

振興組合連合会女性部が中心となり実施したもので、

地元の消費者、参加者にお買い物費用として4,000

円をお渡しし、商店街にある店で自由に買い物を楽

しんでもらい、お客様の視点で、新たな発見や魅力

について感想や意見を寄せていただき、そのアンケ

ート結果を報告書として取りまとめの上、専門講師

の講義及びワークショップを行うことにより、商店

主と商店街がお客様に喜ばれる商店街とは、お店と

は何かを考える機会として、商店街、まち中の活性

化と個店の経営力、魅力向上を図るために行った事

業であります。 

 次に、中心市街地活性化市民会議の主な活動とい

たしましては、10月30日に街ぶら500と空き店舗フ

ェスタを同時に開催したところであります。中心市

街地で食べ歩きや買い物を楽しむイベントとして初

めて取り組んだ街ぶら500では、当初の予定を超え

る52店舗が参加したほか、空き店舗フェスタの会場

となったお井出屋さんでは、似顔絵や占いのコーナ

ーなどを設置し、多くの市民でにぎわったところで

あります。次に、行政としての連携、支援について

でありますが、お互いの共通の知識、認識を持つこ

とが必要でありますことから、これまでもさまざま

な情報提供や情報の共有化、イベント開催に当たっ

ての連携協力や人的支援、商店街が実施する各種振

興事業に対する助成などを行ってきておりますが、

いずれにいたしましても、商店街と十分連携を図る

中で中心市街地の活性化のためにできる限りの支援
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に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） 空き地空き店舗活用事業

のほうで再度質問をさせていただきます。 

この事業の助成を受けた事業者が廃業、休業して

いる点で、要綱の条件には違反していないというこ

とで、問題はないとは言いつつも、やはり短期間で

なくなってしまうというのは非常に残念なことでも

あります。やはり、市街地において非常に目立つこ

とだと思うのですが、これも新規事業者が事業を継

続していくためにも、それぞれが所属する商店街や

振興組合の活動になじんで、一緒に参加して頑張っ

ていこうというように仕向けていくことも必要では

ないかと思うのですが、そういった意味合いで行政

としてのフォロー体制はどのようにお考えかお伺い

したいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） お答え申し

上げます。新規事業者、それから既存事業者もあわ

せまして、いろいろな商店の組合との連携について

の再質問と思います。 

 私どもといたしましては、空き店舗に新しく店を

構えていただくのは大変喜ばしいことだと思ってお

ります。また、ご指摘ありましたとおり、１年及び

３年で廃業することは大変残念なことと思っており

ます。そこで、空き地空き店舗事業を活用されまし

て、新規に出店していただいた方の経営が安定され

ることは、既存事業者の皆さんにとっても相乗効果

が得られるというようなことでありまして、商店街

のにぎわいにもつながるものと考えております。新

規事業者の方には商店街組織などに加入され、商店

街活性化の一翼を担っていただけるよう、また商店

街組織の皆様には、新規事業者の方に積極的に勧誘

をしていただきまして、連携を図っていただけるよ

う働きかけを行いまして、新規事業者の方がいち早

く地域に溶け込んでいただけるよう私どもとしても

努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） それでは、２番目の質問

に入らせていただきます。 

 プレミアム商品券についてお伺いしたいと思いま

す。景気対策としての実効性、市民の購買意欲を高

め、地元での消費に貢献するという意味合いで毎回

プレミアム商品券を提唱させていただいております。

地元でお買い物しましょうとキャンペーンをしてお

りますが、全くそのような雰囲気にはなっておりま

せん。今までの答弁では、見合う補助制度があれば

やりたいということで見合うものがないという、財

源を理由に実施はされてきておりませんが、これま

でどのように検討してきたのか、経緯についてお聞

かせください。 

 ２つ目に、今後の経済対策について、プレミアム

商品券も含めてどのような考えをお持ちなのかお示

し願いたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） プレミアム

商品券についてお答えいたします。この事業は深川

商工会議所や各商店街振興組合、市内料飲店などで

組織する実行委員会が主体となりまして、平成20年

度からこれまで３回実施されてきたものであります。

市からの補助財源は、国の頑張る地方応援プログラ

ム事業や経済対策臨時交付金を活用して総額約

1,200万円余りの助成となっております。市としま

しては、これまでの事業そのものは、市内経済の活

性化に一定の成果を果たしたものと考えているとこ

ろであります。 

 １点目の検討の経過についてでありますが、事業

の実施後、商品券が最終的にどのような業種、店舗

でどの程度回収されたのか、既存の多くの小売店に

とって売り上げ増につながり、真に効果のある事業

となっているかなどを検証するとともに、他市での

実施状況や方法、その財源確保の方策などの調査、

また市単独の補助事業としての実施は現在の財政状

況下で見まして、なかなか難しい状況にありますこ

とから、国の交付金、補助制度などで活用可能な財

源がないかなど、全般的に研究、検討してきたとこ

ろであります。 

 次に、商品券を含めた今後の経済対策の考え方に

ついてでありますが、この種の事業は消費者が商品

券を使用することにより、日常の消費である部分以

外の財やサービスを購入する新たな消費を生み出し、

市内商業の活性化に資することが期待されているわ

けです。しかし、ややもすると日常の消費の一部に

充当されてしまい、実施団体が思ったほどの商業の

活性化を生み出しているかとの懸念の声もあります

ことから、長引く消費低迷の中で市内経済活性化の
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ため、主として各種振興事業を支援していくこれま

での考え方に変わりはありませんが、さらによりよ

い方法や事業がないものか、同じ事業を回を重ねて

実施することで魅力を失っていないか、もっとイン

パクトのある事業とするためには、どうすべきかな

ど、あらゆる見地から市内経済の活性化施策につい

て見きわめをしてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） ただいまのプレミアム商

品券につきましては、これからいろいろアイデアを

出しながらぜひ前向きに検討していっていただきた

いと思います。 

 次の質問に入らせていただきます。３番目、地域

資源の活用について、何点かお聞きしたいと思いま

す。本市には、安心・安全でなおかつ大変おいしい

地場産品がたくさんあります。深川の農産物の持つ

可能性はこれからまだまだ広がると信じております。

その可能性を広げるために農産物を加工したり、付

加価値をつけるということは、農業を支えることに

結びつくと考えます。本市は、これまでも市内の業

者や団体が地場の産品を活用した取り組みをしてお

り、大手コンビニが商品化し、販売をしたものもあ

り、深川の知名度も大いに上がったことと思います。

また、拓殖短大の石村教授が開発した、黒米芽生さ

くらむらさきも品種登録をするなど、価値ある産品

があるということも強みだと思います。 

 １点目に、特産品の開発についてお伺いいたしま

す。これまでさまざまな開発をしていることは承知

しておりますが、地域資源活用会議での活動内容を

お伺いしたいと思います。 

 ２点目に、今後、地域資源を活用して、さらなる

振興を図るべきだと考えますが、その戦略と行政と

しての支援をどのようにお考えかお聞かせください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 地元農産物などの地域資源

の活用について、水上議員から２点質問をいただき

ました。私からお答え申し上げたいと思います。 

 最初に、特産品の開発についてでありますが、本

市ではふかがわ地域支援活用会議を組織しておりま

して、そこにおいて特産品開発、すなわち農畜産物

の高付加価値化や、またそれらの地域活力の向上に

寄与する取り組みといったものを進めております。

具体的に地域支援活用会議は、この会議の前身組織

でありましたふかがわ元気会議・地域産業活性化部

会、これは平成19年に設けた組織でありますが、そ

の当時からメンバーとなっていただいております農

業者の方や、また事業者の方などと連携をいたしま

して、地元の黒米やソバ、リンゴなどを素材とした

各種商品化を進めてきたところでございます。最近

におきましては、多度志の山そばを使った田舎風乾

燥そばでありますとか、音江のリンゴを使いました

シードルの商品化に努めているところでありまして、

特にシードルに関しましては、大変多くの皆様に支

えられて、製造いたしました1,500本のシードルは

間もなく完売できる見通しになっているところでも

あります。また、現在進行中の取り組みといたしま

して、黒米及び黒米商品のアンテナショップの役割

も担ってもらっている、まあぶ'sキッチンや市内の

その他の製麺会社の協力をいただいて、黒米乾燥ラ

ーメンを試作中でありまして、今年度内の商品化を

目指しているところであります。また、これらと並

行いたしまして、寒冷地での栽培に適していると言

われておりますハスカップやアロニアなどの小果実

についての情報収集を行っているところであります

し、また議員ご指摘の拓殖大学北海道短期大学でこ

とし10月に正式に品種登録されました、黒米の新品

種であります芽生さくらむらさきにも着目をいたし

ながら、特産品開発にも努めてまいりたいと考えて

いるところであります。 

 次に、今後の戦略、それに対する支援についてで

ありますが、ことし５月に北海道経済連合会、北海

道が中心となりまして、新たな組織として食クラス

ター連携協議体が発足しておりまして、10月末現在

で本市も含めまして、約700の企業・団体が協議体

に参加しているところであります。この連携協議体

では、食に関する情報交流を通じた参画者間のマッ

チング事業を初め、商品開発や販路拡大などを目指

す取り組みに対するコーディネート事業などが進め

られておりまして、豊富な農畜産物を誇る本市にお

きましても、このクラスターの取り組みはとても有

効なものではないかと思われますので、できるだけ

その活用についても、意を用いてまいりたいと考え

ているところであります。引き続き、冒頭申し上げ

ましたふかがわ地域支援活用会議や、また地元の事

業者の皆さんと手を携えまして、新たな知恵も出し

合いながら、地域の特性を生かした、さらなる特産

品の開発に向けた情報収集やさまざまな施策などに
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も積極的にチャレンジをしていきたいと考えており

ます。また、さらなる振興を図るべきといったご提

言がございました。道内産の食材を活用して、加工

品でありますとか、そのメニューの研究開発並びに

既製品の改良などに取り組む地元深川の食品製造業

などの事業者の皆さんに対して支援する仕組みが、

これまでなかったわけでありますが、こうしたこと

についても新年度に向けてしっかり検討を進めて、

できれば新しい施策として打ち出していきたいと考

えているところでありますので、ぜひ議員のご理解、

ご協力もお願いしたいと思っております。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） 今までに多くの地場産品

を使って特産品を開発し、成果を挙げているという

ことは私も十分理解しているところであります。た

だいまの答弁の中で、さらに力を入れていくという

ことで受けとめておりますが、これからもですけれ

ども、商品開発にとどまることなく、より一層普及

させなければいけない。流通や経済に乗せるといい

ますか、そういった意味合いではＰＲ等も含めて、

そちらの分野にも力を入れるべきではないかと考え

ますが、お考えを聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 再質問がございました。ま

さに、特産品を開発するというだけではもちろん不

十分でございまして、立派なものができた後のセー

ルスプロモーションというところまでしっかり視野

に入れて、応援をしていくことが大事だと思ってお

ります。 

 そこで、そういった特産品開発をしていただきま

して、自分のものにした新たな特産品の売り出し、

セールスプロモーションについてはまず事業者が当

然考えていくわけでございますが、その事業者が取

り組もうとするものに行政として可能な限り支援を

していきたいと思っておりまして、幸い我が市はそ

ういうアンテナショップ的な機能を、非常に大きな

力を持っております。いわゆる道の駅、これは指定

管理者が管理する施設ではありますが、そういう道

の駅も持っておりますので、そういった場での販売

促進といったことに、まずは手をつけて、そこでの

評価などをしっかり見きわめた上で全国展開が可能

だと見込まれる場合には、これは北海道が、東京の

有楽町でありますとか、大阪にもできたと聞いてお

りますが、いわゆる道産子プラザというのがありま

す。そこでは、常設の商品ではなくてもテスト販売

的な事業を起こしていると聞いておりますので、も

し地元で一定の評価が得られて、今後は全国的なセ

ールスプロモーションも行いたいという場合には、

今、申し上げた道産子プラザの取り組みなども活用

しながら、事業者と一緒になって前向きに進めてい

きたいと考えているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） ４番目の質問に入らせて

いただきます。 

 緊急雇用創出事業についてお伺いしますが、先ほ

どの補正予算の議案の質疑の中で、北名議員、田中

議員からも過去の事業ということで質問が出ており

ましたが、私はもう少し深くお伺いしたいと思いま

すので、質問させていただきます。 

 地域の雇用情勢が厳しい中で、解雇された失業者

に対して雇用の機会を生み出すということは、生活

の安定という意味では重要な事業であると思います。 

１点目に、直近に実施された北海道の補助事業につ

いてお伺いしたいと思います。この事業は三つの事

業がありますが、採用の状況と実態についてお伺い

したいと思います。 

 ２点目に、雇用のあり方についてお聞きいたしま

す。本来雇用する職種というのは補強の必要な分野

でプラスアルファを生み出すべきものと思うのです

が、補助金が出るからといって、不適合な職につい

たり、かえって職場の負担になったりするような雇

用であってはいけないと考えております。また、短

期の雇用ではありますが、将来の就職に役立つよう

な職種の選択ではないとできないのではないでしょ

うか。市としての考え方をお聞かせいただきたいと

思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 緊急雇用創

出事業についてお答え申し上げます。平成22年度の

緊急雇用創出推進事業は、当初予算に８事業を追加

事業として、６月の市議会定例会において３事業を、

さらに２事業の補正予算を提案させていただき、議

決いただいたところであります。 

 初めに、採用の状況、実態についてでありますが、

質問のありました直近の事業につきましては、10月

から雇用が始まった３事業でありまして、介護雇用
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プログラム推進事業の２事業をそれぞれ市内の法人

へ委託し、また市税滞納情報整理に関する１事業を

市の直接事業として実施しているものであります。

いずれも採用は、ハローワーク深川分室に求人申込

書を提出し、紹介をいただいた失業者を対象に書面

審査、面接試験を行い、採否の決定を行っておりま

すが、介護雇用プログラム推進事業では２法人のう

ち１法人が、現在、雇用４人枠に対して２人を採用

し、また１法人は雇用３人枠に対し３人を採用し、

さらに市の直接事業１人枠については、３人応募が

あり、書類審査、面接選考の上、１人を臨時職員と

して採用したところであります。なお、前段の介護

雇用プログラム推進事業では、雇用枠に満たない状

況もございますが、養成機関での研修時間も勤務時

間に含め、働きながら給料は支給され、介護ヘルパ

ー２級の資格が取れる事業で、受講費用も本人負担

がないという大変有利な制度でありますので、現在、

商工会議所における介護講習受講者などへの案内に

も努めているところであります。 

 次に、雇用のあり方についてでありますが、緊急

雇用創出推進事業は、失業中の方への短期のつなぎ

雇用として、昨年度の事業は６カ月未満でありまし

たが、本年度の事業は要件緩和により１年以内まで

雇用の更新が認められておりますが、必ずしもその

後の雇用が確保されるという趣旨の事業ではござい

ません。このことは、ハローワークに掲示中の市の

事業一覧表に掲載し、また職業紹介時にもその趣旨

を応募者に説明いただいており、このような条件で

の雇用でありますが、応募される方は生活のため、

それらを踏まえた上で採用面接に臨んでおられると

受けとめているところであります。次に、職場にお

ける不適合、職場の負担についてでありますが、市

ではそのようなお話は伺っておりませんが、本事業

では、さまざまな事情により失業された方が就業さ

れており、就労間もない状況の中で新たな職場への

順応に時間のかかる場合もありますし、また新しく

雇用された方への業務指導には、職場の方々の多少

のご負担も考えられるところでございます。次に、

本事業での雇用を通して採用された方に次の就職に

つながるような事業選択をとのことでありますが、

緊急雇用創出事業の構築に当たりましては、市の各

所管のほか、商工会議所や商店街振興組合、建設業

協会などにも事業に結びつきそうな提言をお願いし

た経過もありますが、先ほど申し上げました介護ヘ

ルパーを養成する事業を除きまして、補助事業の要

件として既に実施している事業の振りかえや、土木

事業ができないことなど、事業分野の制約並びに事

業費枠、人件費割合など細部にわたる取扱要綱が定

められていることから、将来の就職に役立つような

事業の組み立てには限界があるところでありますの

で、ご理解賜りたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） ただいまの答弁の中で、

雇用のあり方について、この制度自体が一時つなぎ

の雇用ということで最初からはっきりうたっている

ので、やむを得ない部分もあるとは理解するのです

けれども、この中でも介護の雇用のプログラムに関

しましては、現場では従事者が不足している。また、

こういう資格を得られるということでは大変有利な

プログラムであると評価しております。しかし、今

の答弁では、雇用枠に満たないような状況にあると

いうことで、この介護の現場も厳しいというのは多

少理解するのですけれども、募集に当たりまして、

周知不足でないのかと感じるのです。こういった有

利な雇用であるのに応募が少ない、または雇用が決

まった方も多少困難を要して決まったようにも聞い

ております。その辺の雇用枠に対して応募者がたく

さんいるということは、ある意味いいことだとは思

うのですけれども、反面、応募者も少なくて困って

いるような部署もあるというところを、せっかくの

緊急雇用の創出事業ですので、ぜひ働いていただき

たいと思うのですが、その点どのようにお考えかお

伺いしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） お答え申し

上げます。募集に当たりまして、周知不足ではなか

ったかというようなご指摘でございますけれども、

周知につきましては、ハローワーク深川分室に市か

らの雇用機会創出事業のお知らせとしまして、求人

募集中の一覧表を掲示していただきまして、お持ち

帰り用の印刷物も作成し置かせていただいていると

ころでございます。このほかに市のホームページへ

の掲載、それから新聞への情報提供などもしており

ますが、現在、募集に満たないということもござい

ますので、この事業につきましては、本市の雇用創

出に大変効果が上がる事業でございますので、今後

につきましても周知に十分意を用いまして、この事
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業を有効に活用してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） それでは最後の質問に入

らせていただきたいと思います。 

 ＩＣＴの活用についてお伺いしたいと思います。

本市は、早くより情報化の推進に取り組んでおり、

特に超高速ブロードバンド拡大整備事業により、ブ

ロードバンド環境が拡大整備され、市民生活や地域

の経済活動におけるインターネットの利活用に貢献

しているという点は大変高く評価しております。ま

た、さまざまな情報を発信し共有するため市民サー

ビス、行政サービスにおいて一層の活用が期待され

ておりますが、今回はＩＣＴの活用について何点か

お伺いしたいと思います。 

 １点目に、電子黒板についてお伺いいたします。

先日行われた総務文教常任委員会の調査で、一已小

学校にお邪魔をし、実際に電子黒板を使った授業を

見学させていただきました。算数の授業でしたが、

従来の黒板や模造紙による説明に比べますと、非常

にわかりやすく、繰り返しも容易で、さすが文明の

力と思わせるものでありました。今後、活用するこ

とで、幅広い学習に対応できると感じました。この

電子黒板に関して、何点か質問させていただきます。 

 一つ目に、この電子黒板は、各小中学校に１台ず

つ導入され、一已小学校の使い方は、実際に見せて

いただきましたが、ほかの学校ではどういった使い

方がされているのか、具体的な例を教えていただき

たいと思います。 

 二つ目は、操作性についてお聞きしたいと思いま

す。難易度はどうなのか。子供たちも操作ができる

ものかどうかお聞きしたいと思います。 

 三つ目に、この電子黒板の導入に当たり研修を行

ったと聞いておりますが、どのような研修を行った

のかお伺いします。 

また、電子黒板の活用によって、効率のよい授業

が進められることが前提と考えますが、電子黒板の

使用がかえって教師の負担にはなっていないのか伺

っておきたいと思います。 

 次に、この電子黒板の維持コストについても教え

ていただきたいと思います。参考までにお伺いしま

すが、近隣の町では電子黒板が導入されているのか

どうかというのもわかれば教えていただきたいと思

います。 

 最後になりますが、今後、電子黒板の活用に関し

まして、どのような考えをお持ちかというのをお聞

かせください。 

 ２点目に、深ナビについてお伺いしたいと思いま

す。７月より深ナビがリニューアルされました。従

来必要であった住基カードがなくても利用ができる

ようになり、装いも新たに展開されております。 

 最初に、リニューアル後の状況についてお伺いい

たします。利用の状況と住基カードを使用したとき

との差異があれば教えていただきたいと思います。 

 次に、今後に向けての考え方を伺いますが、深ナ

ビの会員をふやすなど、利用促進を図っていかなけ

ればならないと思いますが、どのようなお考えをお

持ちかお聞きしたいと思います。 

 最後になりますが、テレビ向け地域コミュニケー

ション環境構築事業についてお伺いいたします。本

年７月にこの事業は終わっており、深ナビＴＶが整

備されたようですが、まずその状況をお聞かせいた

だきたいと思います。 

 あわせまして、皆さんご存じのように来年７月よ

り、地デジの放送が開始されます。そのために各家

庭のテレビがデジタルテレビになりますので、この

深ナビＴＶも見ることができるようですが、この普

及というのも大事だと思いますので、その点につき

ましても伺っておきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） ＩＣＴの活用について

の１点目、電子黒板について私から答弁をさせてい

ただきます。 

 市内の小中学校に配置いたしました電子黒板は、

通常の地上デジタル放送も視聴できる52インチの液

晶テレビに赤外線のタッチパネルを装着したもので、

キャスターつきで容易に移動できるようになってい

るものであります。 

 初めに、使い方の具体例についてお答えいたしま

す。具体的に機能を活用した授業の例では、算数の

授業での立方体の体積計算や分数の大小の比較の際

に、画面に移した教材そのものを動かし、児童生徒

に視覚的なヒントを与えたり、理科の授業では動画

による実験の観察をしたり、体育の授業では、模範

演技の動画を提示させることによりまして、授業、

演技の目的、内容の再確認をするなどに利用されて

おります。そのほか、幅広い教科に有効に活用でき

るものと考えております。 
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 次に、操作性についてでありますが、電子黒板の

操作では、画面に直接書き込みができるなど、また

一部を消したり、やり直しが簡単にできますことか

ら、児童生徒も失敗を恐れず、理解できるまで何度

でも操作を繰り返すことができます。今後、授業で

の活用の機会がふえるにつれまして、教員だけでな

く、児童生徒が直接操作する機会もふえることで、

授業に対する興味、関心の高まりを期待できればと

考えております。 

 次に、導入に当たり、どのような研修を行ったか

についてでありますが、教員全員を対象とした操作

方法についての研修を夏休み中の７月27日と８月３

日の２日間に分け実施し、47人の教員が参加してお

ります。 

 次に、電子黒板の使用が教員の負担になっていな

いのかについてでありますが、電子黒板は児童生徒

に興味、関心を持たせることができる、あるいは理

解力を深めることができるなど、教育効果などの判

断によって活用していくことが必要であると考えて

おります。その一方で、電子黒板はパソコン等と接

続することにより、さまざまな資料が活用できるよ

うになりますことから、授業の準備や公務の負担軽

減にもつながるものと考えております。 

 次に、維持コストについてですが、現状、教材用

ソフトを購入する場合を除いては、電気料金以外に

維持コストはかかるものではありません。なお、導

入しました電子黒板では文章や表などを作成するだ

けでなく、インターネットへの接続が可能な状況に

ありますので、インターネットから教材となります

多様な資料や無料のソフトなどをダウンロードして

使用することができます。現状市販のソフトは、種

類も限られる状況であります。金額も１件数万円で

ありまして、導入時に購入した教材ソフトはありま

せんが、今後、利活用と研修を重ねる中で、より有

効な教材ソフトの購入も必要になるものと考えてお

ります。また、近隣での導入状況でありますが、北

空知の５町のうち秩父別町と北竜町の小中学校に各

１台導入されていると聞いております。 

 最後に、今後における活用の考え方についてであ

りますが、教育委員会では教育の情報化の一つとし

て、電子黒板の活用は児童生徒の集中力が向上する

とともに、児童生徒みずからが操作することにより、

興味、関心が高まるなど、児童生徒の理解を深める

ためには効果があるものとして、確かな学力やわか

る授業の実現に期待をしておりますので、今後にお

いても電子黒板の特徴や機能を生かせる研修などの

機会を設け、電子黒板の有効活用を進めてまいりた

いと考えております。 

〇議長（北本清美君） 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） ２点目の深ナビに

ついてお答えをいたします。 

 初めに、深ナビリニューアル後の利用状況、住基

カード利用時との差異についてと今後の利用促進に

つきましてあわせてお答えをさせていただきます。

まず、現在の利用状況でございますが、本年10月末

現在の会員数が554人、トップページのアクセス数

が累計104万アクセスとなっているところでござい

ます。本年７月１日実施のリニューアルにおきまし

て、これまでの住基カードを用いた認証方式をＩＤ

パスワードによる方式に改めたところでありまして、

これによりまして、従前はパソコンへのカードの読

み取り装置や専用プログラム導入が面倒であるとか、

市役所での会員登録手続が煩雑だといったことがあ

りましたけれども、インターネットに接続している

パソコンがあれば利用できる、会員登録時にもイン

ターネットで登録手続ができるというように変わり

まして、利用に際して会員に負担の少ない運用方法

を実現しているところでございます。リニューアル

後の新規会員加入状況につきまして、７月から10月

の４カ月間で13人ということで、微増でございます

が、今のところ住基カード利用時と比べて大幅な会

員数の増加等の変化は見られないという状況でござ

います。今後、利用促進策が必要になるわけでござ

いますが、今議会で議決いただきました補正予算に

よりまして、食や環境等の情報発信を充実させるた

めの深ナビ利用促進事業に取り組むべく、現在、国

の緊急雇用創出推進事業に申請中でございます。こ

の事業は、飲食店や農業生産者、観光農園等の事業

所からの情報発信を充実させるための深ナビＰＲ活

動や新規会員獲得活動、会員事業所への出張サポー

ト業務などを行うものでありまして、これら事業所

のモール情報等の掲載数の増加や内容の充実により

まして、深ナビの一層の活性化をねらいといたして

おりまして、平成23年１月からの業務開始を目指し

て準備をしているところでございます。 

 次に、３点目の深ナビＴＶの現状と今後の普及促

進についてでございますが、深ナビＴＶは、ホーム

ページ閲覧機能を持ったネット対応のデジタルテレ
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ビなどに向けた新たな情報発信機能を深ナビに追加

したものでございまして、本年７月から運用を開始

しております。現在は、市役所からのお知らせや行

事の告知、北空知新聞社提供のイベントニュース、

サンプルとして作成しました事業所コマーシャル、

これを15分程度の番組に編成して提供しておりまし

て、１週間ごとに新しい番組に内容を更新しており

ます。平成23年７月の地上デジタル放送への完全移

行に向けて、デジタルテレビの普及はさらに進むと

考えますので、ブロードバンド拡大整備事業が本年

度末までに完了し、これまで利用できなかった地域

でブロードバンドが新たに利用可能になるというこ

とがございます。これらにより、ご家庭や公共施設

等のテレビで、深ナビＴＶをごらんいただく環境が

これまで以上に整ってまいりますので、広報紙等に

よる周知や市内電気店に協力いただくなどして、番

組内容の充実とともに深ナビＴＶのＰＲに努めてま

いりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 水上議員。 

〇７番（水上真由美君） 再質問ではないので答弁

は要らないのですけれども、これだけブロードバン

ドの環境が整備された地域というのもよそにないと

思いますので、これからの活用に対しまして大いに

期待しておりますので、一言述べさせていただきま

して、一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（北本清美君） 水上議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ４時１１分 休 憩） 

                                       

（午後 ４時２３分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 次に、田中昌幸議員。 

〔田中昌幸議員、質問席へ〕 

〇５番（田中昌幸君） 国会では臨時国会がきょう

閉幕ということになっております。テレビで見てい

ますと、どうも議論がしっかりと進んでいない。そ

のような状態ですが、この深川市議会ではぜひかみ

合った議論をしていきたいと考えております。通告

に従い一般質問をさせていだきます。 

 １番目、公契約条例制定についてお伺いします。

限られた財源を有効に使って市民サービスを向上さ

せる、そのための行財政改革は市町村にとって不断

の努力を求められている課題です。ところが、三位

一体の改革以降、国が進める行政改革は無駄を削っ

て新しい政策要求にこたえるためとしながらも、財

政再建の側面ばかりが強力に出てしまい、行政運営

が本来備えているべき人に対する思いやり、温かみ、

優しさというものをおろそかにし過ぎている。無駄

を省くことは必要だが、そのことを強く求める余り、

無機質な人間味のないものになっている。このよう

なことでは行政運営はいけないと考えます。ある程

度経費がかかっても市民の皆さんが必要とするサー

ビスの質を落とさないように工夫することが行政運

営に一番大切なことだと考えます。一方、深川市に

おいては、山下市長は２年前、財政収支改善の名の

もとに、まさに財政再建のためには行政サービスの

低下もいとわない行政改革を断行し、今に至ってい

ます。市民の皆さんは、行財政改革には非常に協力

的であると私も感じております。しかし、ただ削る

一方、温かみや優しさをなくした行革に回復の兆し

を見せない市内経済状況の中で、市民の皆さんは希

望の持てない状況に陥っているのではないでしょう

か。厳しいときこそ温かい手を差し伸べてくれる行

政に期待することは当然のことと思いますし、その

ことこそが行政であると考えます。公のサービスは

単に市役所の職員が進めるサービスはもとより、公

共事業や業務の受託業者、施設の指定管理者が行う

サービスも含め、広く展開されており、これら全体

に働く人たちの雇用の安定、賃金労働条件の向上に

より、より高いサービスが得られる。市内の学校を

卒業された若者たちが、ぜひこのような業務につい

て、この深川のまちで働き続けたいと思うような環

境づくりが必要なのであります。先日の北空知新聞

にことしの高校卒業予定者の就職内定状況が報道さ

れておりましたが、市内に雇用の場がない。働きた

くても採用がない。こう報じられております。サー

ビスの向上と経費の節減は行政にとっての大きな命

題です。しかし、そこに働く人たちが安心して生活

できる待遇を確保し、若者がぜひ働きたいという場

所にしていくことがまちの活性化につながるのでは

ないでしょうか。山下市長はこの間、入札制度改革

に積極的な姿勢を示してきました。ここでこの４年

間の入札制度改革の進行状況についてお伺いします。 

 次に２点目、過度な低落札、いわゆるダンピング

のおそれの状況について、市としての見解をお伺い

します。 
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 ３点目、最低制限価格のある工事請負に比べ、最

低制限価格のない委託業務のこれまでの状況につい

て、委託料の変化、受託業者の変遷、それに伴う労

働者の失業、再就職状況をお示しください。 

 ４点目、指定管理者制度の一律３年という期間設

定についてお伺いします。指定管理者の指定期間の

設定は、行政である深川市が決定できるもので、１

年でも、例えば10年でも構わないと考えております。

企業、ＮＰＯ、各種団体が指定管理者として受注し、

事業展開を図るときに、現在の３年という契約期間

は余りにも短過ぎるではないでしょうか。役所の側

から見れば３年単位というのは一つの行政サービス

の目安となっていることは否定しませんが、公の施

設の運営は長期にわたり持続的に行われるものであ

りますから、企業、団体の運営からすれば、３年と

いう期間は余りにも短過ぎると考えます。サービス

の向上への意識もむしろ、小さくまとめようとする

方向に向かってしまうおそれを感じているところで

ございます。指定期間の設定について検討すべきか

と考えますが、いかがでしょうか。 

 ５点目、自治体が直接雇用する臨時職員、非常勤

職員、パート等の職員は1980年代には８万人程度だ

ったものが現在では60万人を超え、そのほとんどが

１年以内の有期雇用を重ねて雇用する状況で、更新

回数を制限する雇いどめが目立ち、極めて不安定な

状況にあります。このことは深川市においても同様

のことが言えます。業務委託や指定管理者で働く人

たちとあわせ、年収200万円に達しないワーキング

プアと呼ばれる状況にいる方が非常に多いと言わざ

るを得ません。市民の皆さんが必要とする行政サー

ビスを担う方たちが、雇用の安定を手にし、生活で

きる稼ぎを得られれば、疲弊する市内の雇用状況改

善に大きな影響を与えることができますし、あすの

深川市のまちづくりを担う若者の雇用拡大につなぐ

ことができるのではないでしょうか。現在の官製ワ

ーキングプアと言われる状況についての考え方につ

いてお伺いをします。 

 最後に、千葉県野田市で制定された公契約条例の

ような条例を、深川市でも制定すべきではないか。

公共事業や業務委託に従事される方の賃金水準を条

例で制限し、ワーキングプアをつくらない、つくら

せないための条例を制定する考えについてお伺いし、

１番目の質問とさせていただきます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 公契約条例の制定

についてお答えいたします。 

 １点目の入札制度改革の進行状況についてであり

ますが、平成19年３月から指名競争入札を廃止し、

透明性と公平性を高めるための一般競争入札の適用

範囲の拡大と地元企業支援のための地域を限定した

一般競争入札の導入を柱とする新たな入札制度を導

入しました。この４年間の工事と測量や調査などの

工事に係る委託業務の状況について、平成18年度の

旧制度と落札率で比較しますと、18年度旧制度の全

体の落札率が95.5％、19年度は89.7％、20年度は93.4

％、21年度は94.4％、22年度は９月末まででござい

ますが、95.5％になっております。全体の傾向とし

て、旧制度から新制度に変更した当初は、一たん落

札率は下がりましたが、それ以降、年々落札率が上

昇しております。 

 次に、２点目の過度な低落札、いわゆるダンピン

グのおそれについてでありますが、工事と工事に係

る業務委託のうち、予定価格が250万円以上のもの

は最低制限価格を設定し、ダンピング防止に努めて

おりますが、250万円未満については設定しており

ませんので、250万円未満の状況についてお答えい

たします。平成21年度の工事等の入札は120件であ

りましたが、そのうち102件については、最低制限

価格を設定しており、残り18件に関しては平均落札

率が、全体として94.4％のところ、18件に限りまし

ての落札率は94.6％でございました。平成22年度に

つきましては、これも同じく９月末までの状況でご

ざいますけれども、71件の工事等の入札に対して、

51件について最低制限価格を設定し、20件が未設定

という状況でございます。全体として95.5％の落札

率のところ、20件の未設定の部分については92.8％

となり、設定と未設定の差は2.7ポイントとなりま

すが、これは１件が55.4％と低い落札率であったた

めでございまして、他の19件についてはすべて90％

を超えていると。その１件を除いた落札率を見ます

と、94.6％となります。落札率の低いこの１件につ

きまして、工事内訳書の提出を受けておりまして、

工事の品質の確保や労働者へのしわ寄せについての

心配はないものと理解をいたしております。 

 ３点目の工事請負に比べ、最低制限のない委託業

務のこれまでの状況についてでございます。受託業

者の変遷につきましては、一般廃棄物の収集運搬業
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務につきましては、今年度の入札で受託者の変更が

あり、また駅前広場の維持管理業務におきましては、

平成19年度から毎年受託者の変更がありましたが、

他の清掃管理業務、指定管理者の変更はなく、同一

業者により行われている状況にございます。次に、

委託料につきましては、委託内容の変更により、一

概に変化を述べることはできませんが、平成21年度

からの行財政改革による経費の見直しによる減額、

これはあるものということでございます。これらに

伴っての労働者の失業、再就職状況についてのお尋

ねをいただきましたが、これについては、市として

は調査をいたしている経過はございません。 

 ４点目の指定管理者制度の一律３年という期間設

定についてでございますが、法律上は特に指定期間

の基準等についての規定はないという状況で、これ

は自治体の考え方によることになり、本市の場合、

３年の指定期間にしているところでございます。住

民ニーズの変化とそれに対応する業務内容の見直し、

物価変動を含めて委託料の見直しのサイクルを３年

としているということがその根拠になっているもの

でございます。質問の指定期間の設定につきまして

は、道内各市の状況等を調査した上で、今後研究し

てまいりたいと考えております。 

 ５点目と６点目は、関係がありますので一括して

お答えをさせていただきます。まず、官製ワーキン

グプアと呼ばれる状況についての考え方ということ

でございますが、一般的には、公務職場における非

正規職員、指定管理者のもとでの従業員、自治体の

業務委託に従事する労働者がフルタイムで働いても

ぎりぎりの生活さえ維持することが困難な状況とい

うふうに言われておりますけれども、労働者に対す

る賃金の適正な支払い、労働条件の改善に努めるこ

とは、労働者の生活の安定を図ることからも重要な

ことだと認識しておりますし、今後とも労働関係法

令の遵守に努めるとともに、受託者に対する指導に

も努めてきておりますので、引き続き遵守されるよ

う対応する考えでございます。 

 議員の質問にございましたように、昨年、千葉県

野田市で公契約条例が制定され、これは本年２月か

ら施行されておりますけれども、道外の他の自治体

におきましても制定の動きがあると聞いております

ので、道内各市はもとより、もう少し幅広く調査研

究を行っていきたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 再質問をさせていただきま

す。 

 まず、３点目の部分です。いわゆる最低制限価格

なり、そういった状況で委託先のところが実際どう

なっているか調査はしていないということですが、

これはきょうの前段のところでもかなり明らかにな

っている部分なのですけれども、そういうわからな

い状況のままで適切にやっているだろうでは、やは

り無責任だと思うのです。そこを改善していく部分

については、その公契約条例的なもので、いろいろ

な契約の中に盛り込んでいくことを検討するべきだ

と思いますので、その点についてお考えをお伺いし

たいと思います。 

 あと指定管理者の３年というのも道内との比較で

はなくて、それぞれの業務に性格があるわけですか

ら、今回の10件でもかなりいろいろな要素がありま

す。ほとんどが、ほかでやってくれるようなところ

もないだろうという部分で、それらについては、決

して３年よりはもっと長い期間の中で、例えば管理

をするための雇用期間を長く、安定した雇用を得ら

れるようなところを、市として発注の中で、そこを

工夫すべきだと思いますので、そのことについて再

度お答えをいただきたいと思います。 

 最後の公契約条例については、研究したいという

ことでございますが、広く言われている公契約条例、

いろいろな温度差も多くあると思います。でも、何

か一つずつでも、賃金水準を上げたり、例えば労働

三法が確実に遵守されるようなことを確認する契約

をしていくことも十分前向きな前進だと考えますの

で、そういう検討をしていくことについてお伺いし

たいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） ３点について再質

問をいただきましたので、お答えいたします。 

 まず、３点目の調査をしていないことについて考

えるべきということでございます。あわせて６点目

の公契約条例の件についても、さまざまな労働条件

の水準などについてという言及もございました。先

ほどの答弁でも触れておりますけれども、道内のみ

でなくて、もう少し幅広くいろいろな調査をする中

で、どういったことが可能なのかということも含め

て検討してみたいと思います。 

 それと、指定管理者の期間設定について、確かに
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言われるとおり、今回の10件についても多様なもの

がございますので、工夫すべきということについて

は私どもも、そういった形で今後どうなのだという

ことで課題と受けとめております。特に道内が中心

となると思いますが、十分な調査をする中で、どう

いう設定になっているか勘案をしながら今後の課題

とさせていただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） それでは２番目の質問に入

ります。男女共同参画計画についてお伺いします。 

 現在、内閣府では第３次男女共同参画基本計画を

策定中でございます。その策定に当たっての基本的

な考え方、答申が、この７月に男女共同参画会議基

本問題・計画専門調査会から提出がされております。

その内容は、基本法前10年間の反省を踏まえて、実

効性のあるアクションプランとする。このため、で

きる限り具体的な数値目標やスケジュールを明確に

設定した上で、その達成状況について定期的にフォ

ローアップを行うなど、そういった答申がされてお

ります。深川市においては、2004年に深川市男女共

同参画計画が策定され、その計画に基づき各種施策

が実施されてきております。１点目の深川市男女共

同参画計画のこれまでの成果について、特徴的な点

をお示しください。 

 ２点目、次期計画策定に向けた対応についてお伺

いします。８年前の策定時には、担当課は教育委員

会生涯学習課に専門の係を２人、職員配置をしなが

ら行っておりました。この点、職員配置をするとい

う部分については評価するものでございますが、計

画を策定し、これから実施というときに係の廃止統

合が行われ、男女共同参画係が廃止されてしまった

という極めて疑問な対応だったということが記憶に

ございます。現在、男女共同参画推進は、この教育

委員会から担当所管も市長部局の企画課内に移され

ておりまして、このことについては全体を見回す所

管で行うべきということで評価をするものでござい

ますが、来年度は次期総合計画の策定ということで、

この時期と全く重なってしまう。所管の企画課とし

ては、事業がバッティングをしてしまうようなこと

が予想されます。計画策定について、現スタッフの

ままでは極めて厳しい状況、困難な状況が予測され

るのでございますが、この総合計画と同時進行にな

りますが、計画策定の体制、行政のスタッフ、予算

の確保について、お伺いをしたいと思います。 

 次に、アンケート調査についてお伺いします。前

回の計画策定の際のアンケート実施内容をお示しい

ただき、この８年間で市民の皆さんの考え、生活に

どのような変化が起きているのかを調査し、統計化

することは今後の事業展開に非常に重要だと考えて

おります。アンケート調査によりこれまでの推移を

検証することについて、どのような考えかお伺いい

たします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 男女共同参画計画

についてお答えいたします。 

 初めに、男女共同参画計画の成果についてでござ

いますが、本市におきましては、男女共同参画社会

基本法の理念に沿いまして、平成16年12月に23年度

までを計画期間とする深川市男女共同参画計画を策

定いたしております。計画では、三つの基本目標を

掲げ、その目標に沿った施策を展開しておりますが、

それぞれの基本目標における成果といたしまして、

一つ目の男女共同参画社会への意識づくりでは、６

月の男女共同参画週間にあわせて実施している男女

共同参画パネル展及び男女共同参画セミナーや１月

に開催しております、男女共同参画フォーラムを初

めとする各種啓発活動を通じて、一歩一歩着実に市

民の男女共同参画に対する意識が醸成されてきてい

るものと考えております。二つ目の、あらゆる分野

への男女共同参画の促進では、特に市の審議会、委

員会などにおける女性の登用率の目標を、国の男女

共同参画基本計画が目標としている30％に対して、

本市の計画では40％と定め、その達成に努めている

ところであり、平成21年度では、前年度に比べ

1.7％の増、34.4％となっておりまして、徐々にで

はありますが、着実に目標に近づいてきております

ので、今後ともこの目標に向け、努めてまいりたい

と考えます。３点目の、生涯にわたる健康、福祉環

境の整備では、母性の保護を中心として、少子化対

策を含め、妊婦健康診査助成の拡充や女性特有のが

ん検診の受診の促進を初めとした、各種施策の展開

に努めてきたところであります。それぞれ特筆すべ

き成果を申し上げたところでございますが、男女が

社会の対等な構成員として、みずからの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参加できる機

会が確保されるよう、今後とも深川市男女平等参画

推進協議会とも連携し、計画の推進に努めてまいり
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たいと考えております。 

 次に、次期計画策定に向けた対応についてでござ

います。国は、第３次男女共同参画基本計画の策定

中でありますが、策定に当たっての基本的な考え方

についての答申が本年７月23日に男女共同参画会議

から内閣総理大臣に提出されまして、この答申をも

とに進められているものでございます。そこで、本

市といたしましては、国の新しい基本計画に基づく

ことを基本にしながら、現在推進中の本市の計画の

内容も精査する中で、平成24年度からの次期の男女

共同参画計画を策定してまいりたいと考えておりま

す。そこで、お尋ねの１点目の計画策定の体制、行

政スタッフ、予算についてでありますが、体制につ

きましては、市長を本部長とする深川市男女共同参

画推進本部での策定となります。また、市民の皆さ

んからのご意見等をいただくための委員会を明年度

より設置する考えであります。行政スタッフにつき

ましては、取りまとめの所管は企画課企画係になり

ますが、次期総合計画の策定も同時に進行するとい

うこともございますので、一次的な業務の増加など

が想定される場合には、部課内での協力体制、ある

いは臨時職員の配置により柔軟に対応できるように

努めてまいりたいと考えております。予算につきま

しては、委員報酬、調査旅費、賃金、事務費などに

ついて、必要額を適正に積算し、計上してまいりた

いと存じております。 

 次に、２点目のアンケート調査の実施についてで

ありますが、市といたしましても男女共同参画に対

する市民の意識がどのように変化しているかという

ことを知ることは、次期計画を策定する上では必要

なことと認識しております。前回のアンケートは、

市民1,000人を対象に回収率は46.6％でございまし

たが、30項目にわたるアンケートを実施したという

ところでございますけれども、次期計画の策定にあ

わせて行うアンケートの内容につきましては、前回

の内容を精査する中で、関係する団体とも十分に協

議させていただき、項目及び対象人数等を決めてい

きたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） ２点ほど再質問させていだ

きます。スタッフの関係ですが、今はもう市役所の

中はどこも皆さん忙しい状況でして、非常にご苦労

されていると思います。ただ、そういう計画はいろ

いろな人の声を聞いて、より広く対応したほうがい

いものができてくると考えますので、ぜひそういっ

た対応について、どのように拡充できるか改めてお

伺いしたいと思います。 

 もう一点、アンケート調査ですが、前回のアンケ

ート調査でかなり細かないろいろなものをデータと

して持っています。そのデータがこの間の中でどう

推移したかというのは深川市のいろいろな状況を把

握する上で非常に重要なものだと思いますので、安

易に削ってしまったり、なくしてしまったりという

のではなくて、前回とどのような変化があるかとい

うものがしっかりと見えるような状況になるような

アンケートにしていただきたいと思いますので、そ

ういった点について、もう一回答弁いただきたいと

思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） ２点の再質問をい

ただきましたので、お答えいたします。 

 まず、特にスタッフの件でございますけれども、

来年の２月から３月にかけて、さまざまな新しい業

務体制についての人的配置を検討してまいりますが、

その中でどのようなことができるか、先ほど答弁で

申し上げましたように、総合計画などの計画につい

ての業務がふくそうすることもございますので、ど

ういったことができるか、当然大きな柱であること

は間違いございませんので、これについて十分その

中で検討していきたいと思っております。 

 それから、アンケートの関係でございますが、前

回データの推移を安易に削らないほうが継続した形

ということでご提言いただきましたので、どういっ

たことが可能か、こういったこともご意見として伺

う中で、内部的に検討を進めてまいりたいと思いま

す。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） ３番目の質問に入ります。

補正予算に対する取り組みについてお伺いします。 

 きょう国会が閉会ということでございますが、補

正予算は何とか成立しております。昨年の補正予算

情報の事前通知に対する厳しい批判を受けた影響な

のか、現時点でも補正予算の情報が私どもの立場で

も余り見えてこない現状にあって非常に残念な状況

でございますが、一方、疲弊した市内経済は待った

なしの状況で年末から春先にかけての対策が急がれ

るところでございます。国土交通省は総額で8,914
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億円という補正予算、そのうち北海道は175億円と

いう報道もあります。ほかにも地方交付税の増加や

一括交付金なども計上されておりますが、今補正予

算の国の補正予算成立に伴う当市への影響額と政策

についてお伺いしたいと思います。 

 ２点目、早期対応が必要と考えますが、本定例会

には現状、この補正は間に合いそうもございません

し、３月の定例会では、早期対応の効果が得られな

いというデメリットがあると考えます。そのスケジ

ュールについて、どのように考えているかお伺いし

たいと思います。 

 ３点目、疲弊する市内経済状況に対しての取り組

みについてお伺いします。昨年は２次補正で、例え

ば住宅改修に対する交付金事業を展開し、その効果

はこれまでも報告されているとおり、投資に対する

費用対効果がかなり大きく出たと認識しております。

これは一つの例でございますが、市内経済に対する

刺激策としての対応についてお伺いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 補正予算についてのお尋ね

に関して答弁を申し上げます。 

 議員もおっしゃいましたが、去る11月26日に国の

平成22年度第１次補正予算が成立いたしたところで

あります。この補正予算は、円高、デフレ対応のた

めの緊急総合経済対策を実施するために約５兆円規

模で編成されたものでありますが、現時点では議員

も言われましたように、残念ながらまだ予算成立か

ら間もないといったこともあり、具体的な補助要綱

や施策の中身については明らかでない部分が多くて、

本市では現在、各所管において今回補正で予算化さ

れました事業の制度概要でありますとか、そうした

ものについて本市で乗れるものは一体どういうもの

があるのかといったことなどについて、鋭意情報収

集に努めているところであります。今回の国の補正

予算の概要でありますが、これはいろいろ報じられ

ております雇用創造、人材育成などの拡充でありま

すとか、延長措置、妊婦健康診査の公費助成の継続、

あるいはインフルエンザ等の疾病対策の充実などの

ほかに地方交付税の増額、地域活性化交付金の創設、

また食料自給率向上、産地再生緊急対策などの地域

活性化策、社会資本整備総合交付金の追加などの基

盤整備にかかる予算等々の多岐にわたる内容となっ

ております。 

 そこで、深川市における補正予算に対する考え方

としては、予算化されました各事業について、いろ

いろ情報収集に努めているということを申し上げま

したが、それらの情報収集に基づきまして、活用で

きるということになりましたものは最大限活用する

ということを基本的な考え方といたしまして、議員

も言われましたが、厳しい状況下にある深川市の地

域経済に新たな需要を喚起できるように、また雇用

の場の確保や経済全般の活性化につながる取り組み

を極力実施していけるように考えているところであ

ります。そのため、今後は耳をそばだててといいま

しょうか、アンテナを高く張りまして、各省庁から

発出される補助要綱等の情報収集に万全を期しまし

て、具体的にこの補正予算に盛り込まれております

事業を本市が抱えております懸案事業の解決のため

に活用できるように、それぞれの事業を適切に選別

いたしまして、市の補正予算に盛り込むといった作

業を着実に進めてまいりたいと考えておりますが、

議員からお尋ねがありましたが、幾らぐらいかとい

う影響額につきましては、現段階では取り組みの事

業の全体がまだはっきりいたしておりませんので、

幾らと見込むことはできないということでございま

す。いずれにいたしましても、繰り返しになります

が、市内経済への波及効果を最大限確保できるよう

に努力をしてまいりたいと考えております。 

 それから、作業スケジュールについてでございま

すが、今ほど申し上げたように事業の選別、それか

ら道やその他の役所への申請の作業といったものが

必要な場合にはそれらの作業を極力加速化させまし

て、遺漏のないように本市としても補正予算を編成

いたしまして、しかるべき時期に議会の議決をお願

いする予定にいたしております。いずれにしても、

適切に作業は進めていく所存でありますが、特に今

回予算化されます地域活性化交付金は、本市にも当

然一定の枠が与えられようかと思いますが、その活

用に当たりましては、議員が少し触れられたような

施策も含めまして、再々申し上げますが、市内の経

済状況に十分配慮した事業内容となるように検討を

進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 情報がない状態ですので、

私どもの立場でもぜひ情報収集し、いいものになっ

ていくように努力をしていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 
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 ４番目の2011年度予算編成についてお伺いします。

一昨年の財政収支見直しで、財政収支の大幅カット

など、結果として、09年度の決算での黒字化、10年

度の予算執行でもさらなる黒字化が予想されます。

今年度国勢調査による人口減少の影響で、来年度以

降の交付税算定には不確定要素もありながら、現状

予算編成ベースではプラスマイナスぎりぎりだとし

ても、決算ベースでは大幅黒字が予測されるものと

考えますが、このようにこれまでとは環境が変わり

つつありますが、それよりも何よりも、この間の職

員の給与カットや財政支出の大幅カットによる市内

経済の疲弊は目を覆う状況であると言わざるを得ま

せん。このような環境での新年度の編成方針につい

てお伺いします。また、企画総務部長から各部課長

にあてられた平成23年度予算編成方針についての通

知を見せていただきましたが、歳入の確保、歳出の

削減、新規事業は課内で、それでおさまらなければ

部内協議の上、前年度予算の範囲内で計上しなさい

とのことでございます。これでは削りに削っている

現在の平成22年度の予算の中で、市内の景気浮揚に

充てる予算を各所管から発想しなさいといっても、

今ある必要な事業を削るくらいなら何もしないほう

がいい。このような発想になるのではないでしょう

か。職員の英知を集め、理事者の指導性を発揮でき

るような機会はこのやり方では困難ではないかと思

うところでございますが、この点も含めてお答えく

ださい。 

 ２点目、先日の広報ふかがわ11月号で財政健全化

法に基づく各数値の情報が出ていましたが、例えば

連結実質赤字比率は全道最低順位であることが何の

コメントもなしに示されております。この数字を市

民の皆さんに示し、何を説明するのか、その改善策

はどうなのかなどは何ら示さずにこの広報が発行さ

れております。これに対する評価について、平成23

年度予算編成でその解消をどのようにしていく考え

なのかお伺いしたいと思います。 

 ３点目、山下市長が企業誘致の推進を掲げており

ますが、市内企業の倒産、撤退、廃業が相次いでい

ることは非常に残念であると、同時によそに目を向

けていることによって、自分の足元、地場企業、事

業者への対策がおろそかになっているのではと考え

ております。例えば、空き店舗活性化事業で新規参

入者に対する支援はしておりますが、既存の事業者

に対しての対応がここでは適用されない。地道に頑

張っている人たちへの政策に欠けているのではない

かと考えているところでございます。疲弊する市内

経済状況への刺激策として、現行各種制度の見直し、

拡充についてお伺いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 平成23年度予算編

成について一括してお答えを申し上げます。 

 平成23年度予算に関する編成方針を、去る11月４

日に通知し、編成作業を開始したところでございま

す。答弁の順序といたしまして、平成21年度決算の

状況について、先に述べさせていただきたいと思い

ます。平成21年度決算については、一般会計におい

ては約２億円の実質収支の黒字を確保し、特別会計

についても同様の状況でありました。病院事業会計

については、経営健全化計画と比較して改善の傾向

が見られたとはいえ、依然として厳しい状況が継続

しているということでございます。財政健全化法の

健全化判断比率においては、将来負担比率は若干持

ち直しておりますが、連結実質赤字比率及び実質公

債費比率については、前年度より悪化しております。

全国の自治体との比較においても、連結赤字比率は

1,750団体中、悪いほうから５番目、道内でも釧路

町に続いて数値が高い団体になっているところでご

ざいます。実質公債費比率については、本市は、全

国で悪いほうから121位、道内でも悪いほうから25

番目に位置しているという状況にございますので、

こうしたことから、本市が決算において一定の黒字

を確保したということはございますが、全体として

は、なお厳しい財政運営にあるものだと考えており

ます。平成22年度については、現在、年度途中であ

りますが、一般会計の決算の見込みとしては、国の

地方財政対策の強化によりまして、基金繰入金を執

行しなくとも一定の黒字の確保が見込める状況では

ないかと考えております。また、病院事業会計にお

いては、今後の患者数の動向などにより不透明な部

分はありますが、経営健全化計画の範囲内での決算

見込みとのことでありますので、さらに注意深く推

移を見据えていくといった考えでございます。 

 こうした財政の状況を踏まえまして、平成23年度

の予算編成に向けた作業をしていくことになります

が、大きく変動する要素としては、幾つかございま

す。まず、歳出の面からは、平成22年度に約27億円

だった起債償還、これが23年度において２億4,000
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万円ほど増加するという状況があります。また、医

療、福祉等において、地方負担の増が見込まれる。

一方、歳入の面では、本市の場合、公債費の増とい

うことになりますと交付税算入等により補うことに

なる場合が多いわけでございますが、平成23年度に

おいては、本年行っております国勢調査の人口が交

付税の算定の基礎数値となるということがございま

して、５年前よりも約2,000人の人口減が見込まれ

るということで、影響は直にということではなく、

段階的に生ずるという制度がつくられているもので

すが、それでもなお公債費の増を十分補うに足りな

いものではないかと見込んでいるところでございま

す。このように平成23年度については、これまでも

収支の見通しなどでお示ししておりますが、現時点

では一定の収支の不足が見込まれるのではないかと

思われます。今後の予算編成の過程において、可能

な限り歳出を抑え、歳入の確保に努めることにより、

収支の均衡した予算編成を目指していくということ

は当然でございますが、基金を繰り入れせずに収支

均衡を図ることができるかどうか難しい状況と受け

とめております。そのため、平成23年度の予算編成

方針の中では、20年度に実施した財政収支改善の取

り組みが現在の財政運営の基本的な考え方を形成し

ているということでございますので、この考え方を

反映した21年度予算における一般財源の総額、およ

そ107億円を上限として予算編成を行うこととして

おります。平成23年度予算編成に向けては、一般財

源に一定の枠を設けて作業を進めるわけでございま

すが、策定に当たっては、それぞれの事業ごとに十

分議論を尽くして行うものでありまして、ご指摘の

ように懸念が生じないように十分に配慮する中で取

り進めていきたいと考えております。 

 また、行財政運営においては、健全財政の維持は

もとより、ご指摘のような厳しい市内の経済情勢を

改善する取り組みの強化、これも非常に重要なこと

だということでございますので、それらに意を用い

ていくように検討を重ねてまいりたいと思います。

その場合には、先ほど市長のほうから申し上げまし

たけれども、国の平成22年度の補正予算、あるいは

23年度の国の予算などを十分に活用する中で対応し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 不透明な部分もまだありま

すので、これは予算編成、あるいは補正予算の審議

のところでお伺いしたいと思います。 

 次に、５番目の危機管理についてお伺いします。

周辺事態対応で民主党政権を批判する声や報道が連

日聞かされております。確かに初期対応のおくれや

その後の情報開示に問題がないとは言えませんが、

このような状況は国政のように大きく報道で取り上

げることはなくても、私ども自治体にも対応のおく

れや情報開示の方法、タイミングを誤れば、その状

況に遭われた市民の皆さんはもちろん、影響を大き

く与えるケースは少なくないと考えられます。先日

も、市のホームページ更新作業中に本来開示されな

い情報が誤って開示されてしまったことへの対応が

報告されています。また、水道本管の破裂などによ

り、長時間にわたり断水が起きる事象はこれまでも

何度か起きていますし、これから冬になると往々に

して凍結による漏水事故も起きているところはご存

じのとおりでございます。さらに不審者情報が入っ

たときには、学校、保育園等には情報が伝えられる

仕組みはありますが、必ずしも行政全体、あるいは

議会等には伝えられているものではありません。こ

れらの事象が起きたときには、まず担当所管での対

応が現場対応を含めてとられていると思いますが、

具体的にそのような事象が起きたときの対応はどう

なのか、その対応マニュアル等が存在するのか、お

伺いします。 

 １点目の非公開情報の誤開示、あるいは水道管の

破裂、犯罪、災害などの不測の事態の対応について、

お伺いします。 

 ２点目、市として、そのような事態が起きたとき

に例えば市長や副市長への連絡体制、各行政委員会

への対応は決め事として存在するのか、議会に対し

ては、例えば議会事務局を通じて議員にもタイムリ

ーな連絡ができるようなことも考えられますが、そ

の状態はどのようなことになっているのかお伺いし

ます。 

 次に、市内小中学校では安心メールの整備が進め

られ、不審者情報、集団下校の通知などで登録され

た保護者等に一斉メール送信され、一定の効果が上

がっていると思います。携帯メールが万能でないこ

とは重々承知しておりますが、電話やファクスなど

よりは有効に活用できるアイテムと考えますが、こ

の学校単位での安心メールのような連絡網の整備に

ついて、市全体としての取り組み、考え方について

お伺いします。 



 - 89 -

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 危機管理について、

３点の質問をいただきましたが、関連がございます

ので一括してお答えをさせていただきます。 

 まず、非公開情報の誤開示や水道管の破裂、また

犯罪や災害などの例を引いてのお尋ねがありました

ので、述べさせていただきたいと思います。本市の

場合、例えばさきのホームページ公開情報事故のよ

うな場合、まず第一に対応しなければならないこと

は、被害の拡大を防ぐことと現状の把握であるとい

うことで、その上で適正な情報の開示を含む事後処

理ということが必要となると思っております。この

ことは適切な情報管理を行うためにあらかじめ構築

している深川市情報セキュリティーポリシーの理念

に基づくものであり、個別にはセキュリティー対策

の取り組み姿勢を示す基本方針と統一した人的、技

術的、物理的対策の基準を示す対策基準において、

システム管理の役割と責任を定め対応しているとこ

ろでございます。 

 また、水道管の破裂等の場合は、まずは水道水の

円滑な給水と施設の早期復旧が大事であるというこ

とで、あわせて関係住民等に対する情報開示が重要

とされております。具体的対応としては、断水事故

等における水道施設管理対応マニュアルに基づき、

車に搭載した放送設備による断水のお知らせなどを

行っているものであります。さらに地震や大雨など

の自然災害等においては、その状況や規模、内容に

もよるため一概になかなか申し上げられませんが、

いずれにしても、深川市地域防災計画に基づき、適

時適切な対応を心がけているところでございます。 

 また、一般的な情報の伝達などにつきましては、

市役所開庁時においては、関係所管に直接情報が入

るという仕組みになっておりますけれども、夜間や

休日などにおいては警備当直からあらかじめ決めら

れたルートに従いまして、関係課長等へ連絡が入る

仕組みをつくっておりまして、それぞれの職責の範

疇で対応するということになっております。こうし

た状況でございますが、事態の緊急性や重要性、ま

た被害状況の規模や市民の影響度合いなどに応じま

して、市理事者や関係機関・団体等へ情報を伝える

ところでありますが、その明確な基準等は持ってい

ないという状況でございまして、個別の判断にゆだ

ねているというのが実態でございます。質問にござ

いました議会や行政委員会などへの連絡につきまし

ては、今日的な各方面への協力依頼や市民の不安解

消にも有効と考えられますので、今後見直しを行う

際に十分検討してまいりたいと考えております。 

 次に、市としての対応マニュアルの整備と公表に

ついてでございます。現代はさまざまな危険やリス

クが潜んでいるということで、例えば災害において

は防災計画がその対応マニュアルでありますけれど

も、これら基準の対応やあり方が直ちに他の事象に

も適合するかということになりますと、必ずしも適

当でない場合があります。また、現実的な面では本

部セクションと現場セクションの連携だとか、人事

異動に伴う職場ノウハウの喪失、そういったことを

防ぐことが非常に大事、継続することが大事だとい

うことでございますので、そうした観点からも個別、

具体のマニュアルは非常に重要なものだと考えてお

ります。一方、何らかの危険や事故が発生した場合、

被災者や救護者を問わず、一番必要なものは正しい

情報であるということで、このことが安心につなが

るということでもございますので、現場が混乱しな

いよう適切な情報管理が求められていると考えてお

ります。これら情報管理を含むマニュアルの整備と

公表につきましては、他自治体の例などを参考に研

究したいと思いますし、緊急時における連絡網の整

備の一環として、携帯メールの活用について田中議

員からご提言いただきましたので、これにつきまし

ては、情報伝達の有効なツールの一つと認識いたし

ますので、今後、十分に研究してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員。 

〇５番（田中昌幸君） 再質問をさせていただきま

す。いずれにしても、何かの事象が起きたときには

現場に赴く方が非常に苦労される。それに対して適

切にバックアップをしていくような体制、そこにあ

るいは私ども市議会議員という立場においても、そ

の連絡が来た時点でそこの現地に対応できるという

可能性も十分あるのではないかと考えますので、そ

ういった全体で情報の共有ができるような体制を構

築していただければと考えますので、その点につい

て、もう一点お伺いして質問とさせていただきます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） いろいろな危機管

理の解説書などに出ておりますが、その中で役割が
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明確になっていないような組織につきましては、特

定の人に非常に負担がかかり、他のものについては、

自分の役割が明確ではない関係から、いろいろ行動

を起こしたくても起こす方法を知らないということ

です。そういった意味では、常にこの検証を行って

更新していく必要があるという記述がございました。

今、議員が言われましたように、情報の共有という

ことで、こういった災害等の対応について情報が共

有されていて、それぞれの役割がきちんと明確にな

っていれば非常にスムーズに動くということだと思

いますので、この再質問について十分受けとめまし

て、マニュアルづくりについて努めていきたいと思

います。 

〇議長（北本清美君） 田中昌幸議員の一般質問を

終わります。 

                                       

〇議長（北本清美君） お諮りします。 

本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

なお、12月６日は午前10時から開議します。 

（午後 ５時１７分 延 会） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北本清美君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（北本清美君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 第４回定例会２日

目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第１ 一般質問を行い

ます。 

 初めに、北畑議員。 

〔北畑議員、質問席へ〕 

〇10番（北畑 透君） 平成公明クラブの北畑透で

ございます。通告に従って一般質問を行いたいと思

います。 

 最初に、行財政改革について何点かお伺いします。

ことしもまた予算編成の季節を迎えております。全

国的に財政が厳しいという表現が、毎年の予算編成

方針に使われ始めたのは1970年代、既に30年以上が

経過しております。しかし、自治体におけるこれま

での行財政改革の取り組みは、基本的には、財源の

伸び悩み傾向によって収支の均衡をとるための予算、

人員、組織、事業の削減を目指したものであったこ

とは間違いございません。しかし、2008年のリーマ

ンショック以降の世界的経済危機は、自治体にもこ

れまでにない多大な影響を及ぼしております。地方

分権、地域主権及び道州制論議と相まって、これま

での削減目標数値とした行財政改革だけではなく、

限られた予算を有効活用し、住民満足度の最大化を

目指して、自治体の経営を本格的に考え、実践する

という劇的な変化の真っただ中に現在はあると言え

ると思います。折しも平成17年３月に総務省から、

地方公共団体における行政改革の推進のための新た

な指針が示されたことを受けて、本市においても行

政運営プランが平成17年に策定され、19年のいわゆ

るゼロベースの見直しを経て、21年までの５年間で

実施をされました。その総括から、次の新たなる行

財政改革プランも税収の落ち込み等々、来年度以降

心配されますので、策定が急がれると考えておりま

す。財政改革プランの目的は、市長の言われる市民

とともに創る住みよいまち深川、いわゆる市民満足

度の向上を目指すものであります。高齢者の行方不

明事件から、前の東京都の副知事でもあった現在の

明治大学大学院教授の青山佾さんは次のように指摘

をしております。「地方分権や地域主権の名によっ

て、自治体の仕事はふえてはいるが、それに伴って

職員の数がふえているわけではない。むしろ行政改

革によって現場の職員の数は減らされる傾向にある。

住民が行政改革に期待するものは、いわゆる天下り

の団体や非効率的な仕事の整理だが、このような整

理は一向に進まない。一方で、小さな政府、市役所

による行政サービスの縮小が進んでいるようにも見

える」と指摘をしております。 

 そこで、本市も行政運営プランに基づき、事務事

業の見直しや定員管理の適正化による総人件費の抑

制などに取り組んでまいりました。この５年間の行

政改革の総括について最初に伺います。 

 次に、夕張市の財政破綻を機に地方財政健全化法

が平成19年６月に公布されました。しかし、この法

律に従って財務などの諸表を作成すれば、自治体経

営が改善に向かうとは考えてはならないと思います。

いわゆるお金を投入しなければ当然借金もなく、自

治体財政上の見かけは健全となります。しかしなが

ら、自治体経営の現場、例えば箱物はぼろぼろで行

政サービスが低下というような実態を財務諸表から

は説明できません。そのためには、公共施設の経営

に関する情報、なかんずくストック情報、いわゆる

建物の状況、利用状況、運営状況、そして運営にか

かる人件費などのコストと施設にかかる光熱水費や

改修費、その両面の情報把握が重要となることは明

らかであります。その場合、問題になるのが現在の

自治体の公会計が、企業の複式簿記と違い、単式簿

記方式で現金主義であること。この方式の問題点は、

ストック情報の欠如にあると思います。ここでいう

ストック情報とは、資産、いわゆる箱物と負債、借

入金のことであります。現在の公会計制度では、そ

の肝心のストックの増減や残高に関する情報が基本

的には蓄積はされません。つまりは、自治体のスト

ックはフローと無関係に管理されているので、施設

の費用対効果を的確に測定はできません。このよう

な会計制度は実態をあらわすことができないという

致命的な欠陥を持っております。 

 そこで、行財政改革の成否は、人、物、金、情報

という経営資源を最大限に有効活用できるかどうか

にかかっております。そのために基本的情報の白書

化、いわゆる見える化と評価、検証制度が必要と思
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いますが、その所見についても伺います。 

 次に、今後の行財政運営を展望するとき、１番目

に、深刻な税収減に追い込まれる。２番目に、高度

経済成長期に整備された施設が次々と耐用年数を迎

え、施設の高齢化は借金返済、運営管理費、将来の

更新の負担増という打撃を自治体に与え続けます。 

３番目に、昨年度や今の国会で成立した補正予算に

見られるように、自治体が公共事業に依存した体質

からなかなか抜け出せないでいる現実もあります。

経営危機に直面した民間企業はまず、やるべきこと

は資産リストラであります。自治体経営も資産をリ

ストラし、バランスシートをスリム化することが必

要です。そして残す施設の価値創造やバリューアッ

プに努め、行政サービスを維持向上させていくこと、

すなわちフルスペック型の行政から脱却し、行政需

要に柔軟に対応できるような公有財産の有効活用の

考え方が必要ではないかと考えます。 

 そこで、ＰＦＩ手法や指定管理者制度は、まだ歴

史も浅く検証も受けておりません。それだけに、Ｐ

ＦＩのねらいは、より少ない税金で質の高い公共サ

ービスを提供することにあり、指定管理者制度にお

いても制度の趣旨に照らして、履行の確認と評価が

適切にモニタリングされるかどうかの問題提起は必

要と思います。そこで、本市庁舎のような社会基盤

の老朽化に伴う、公有資産の有効活用やそれに必要

な資金調達の合理化、または指定管理者制度、ＰＦ

Ｉ手法の検証も含めた公民連携の今後の取り組みに

ついても伺います。 

 最後に、地域振興策に精通した人材を地域で育成

しない限り、地域力は上がりません。地域資源を活

用した地域活性化を立案、そして実行できる人材の

育成支援をどう考えるか。また、行政力といっても

人材育成がすべてであります。例えば、電子自治体

をめぐるビジネスは、大手メーカーの独壇場でもあ

ります。 

そこで、沖縄県浦添市では市職員の手でシステム

運営を目指しております。昨年の春に稼働した、い

わゆる地方税や国民健康保険、年金などの基幹系と

呼ばれるシステムの発注価格は約８億円であったそ

うであります。実質的には従来の半分で済んだとい

うことで、ＩＴゼネコンに頼るのではなく、これか

らの自治体にはむだのない、真の改革が必要であり、

そのために特にこのようなＩＴに長けた人材の採用、

育成は急務であると思います。地域の活力を高める

ためには、地域力の向上が重要な原動力であり、行

政は効率的な行財政運営に努めながら、自立と責任

に裏打ちされた行政力の強化と検証が必要でありま

す。地域力、行政力といっても、詰まるところは人

材育成にかかっております。新たな時代の人材育成

戦略について、お聞かせを願いたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 行財政改革につい

てお答えいたします。 

 １点目の行政運営プランに係る行政改革の総括に

ついてでありますが、本市の行財政運営につきまし

ては、市民の皆様を初め議員各位の多大なご理解と

ご協力をいただき、最も大きな課題であります健全

財政運営の確保、堅持とともに、市債残高の着実な

減少を図ってきたところでございます。行政運営プ

ランに基づく取り組みにつきまして、その実績を幾

つか申し上げますと、事務事業の見直しにおきまし

て、プラン策定後、初めての予算となる平成18年度

当初予算において効果額約５億8,000万円、19年度

当初予算においては約１億650万円の削減を行って

まいりました。さらに、山下市長就任直後の平成19

年度には、ゼロベースからの事務事業の見直しを実

施し、20年度予算に反映した項目は、削減、拡充を

合わせまして227項目、効果額は約8,200万円となっ

ております。平成20年度においては、引き続きゼロ

ベースからの事務事業の見直しを行うとともに、行

政運営プランの考え方を踏まえ、21年度以降におけ

る財政収支改善案を策定し、21年度において、一般

財源ベースで約４億2,000万円、22年度においては

約2,500万円の改善効果を図り、以降、当該効果が

持続するよう現在まで取り組みを行っているところ

であります。また、定員管理の適正化については、

平成22年４月１日現在の数値目標558人に比較して、

実績では510人となりまして、計画初年度の17年４

月１日の職員数604人との比較では、94人の減、削

減目標７％以上ということに対しまして、約15.6％

の削減となっております。さらに、職員給与の適正

化については、国の給与構造改善に伴う地方公務員

給与の見直しによりまして、平成20年１月から職員

給与水準を4.8％引き下げるなど、人件費の削減に

努めてきたところであります。また、まちづくりの

観点からは、行政運営プランのこれからの深川づく

りプランに基づき、雇用や少子化への対応、また人
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口対策や保健福祉の充実などにつきまして、国や北

海道などさまざまな経済対策事業を最大限に活用す

るなど、積極的に施策の展開に努めてきたところで

ありまして、行財政改革の取り組み成果は着実にあ

らわれていると認識しているところでございます。 

 ２点目の基本的情報の白書化と評価、検証制度に

ついてお答えいたします。公共施設の利用状況や運

営実態、コスト面などの情報を把握し、効率的な施

設運営に努めることは重要なことと認識しておりま

すし、各施設の担当所管におきましても、適正な管

理に努めているところであります。そのほかの事務

事業等につきましても、これまで財政収支改善案に

より相当数の見直し、検証を行ってきており、今後

も財政健全化を図るため、行財政改革の推進に意を

用いてまいりたいと考えているところでございます。 

また、行政情報の適切な開示とその周知に努めるこ

とは大変重要なことと認識しておりまして、今後も

広報ふかがわや市ホームページ、関係団体や町内会

長の皆さんなど、あらゆる機会をとらえて、各種情

報等をお知らせするとともに、市政にかかわるご意

見やご要望などを伺い、いただいたご意見について

は庁内においても検討、協議するほか、単年度単年

度の予算編成の査定時における事業の見直し、改善

を行うなど現在ある体制や機能を十分に活用して、

検証などを行うとともに、事務事業等の見直しを進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の公民連携に向けた今後の取り組み

についてであります。本市におきましては、公共施

設の適正な管理と有効活用を図るため、12施設にお

いて指定管理者制度による民間活力の導入を進め、

効果的、効率的な行政サービスの提供に努めてきて

いるところであります。公民連携の取り組みとしま

して、指定管理者制度のほか、公共施設の整備や資

金調達などを民間にゆだねるＰＦＩや、ボランティ

アなどを行政サービスに取り込む行政サポート制度

など、さまざまな手法がありますが、住民サービス

の向上や事務事業等の効率化を図るため、今後も各

担当所管において、それぞれの事業にあった公民連

携の手法などについて研究してまいりたいと考えて

おります。また、市民サービスに直結するような重

要な施設など、社会基盤の有効活用等につきまして

は、本年第２回定例会の一般質問で、副市長から社

会インフラの維持更新計画の策定に向け検討を進め

てまいりたいと答弁させていただいているところで

ございます。また、あわせて関係所管におきまして

も、将来の老朽化に備えた公有資産の活用方法や、

それに必要となる資金調達の合理化についても研究

してまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の新たな時代の人材育成戦略につい

てお答えいたします。昨年の政権交代など、これま

でにない変革を迎えている中で、本市のみならず、

地方公共団体は社会の変動や国の動向を注視しつつ、

限られた職員数の中で、多様化、高度化する市民ニ

ーズ、さまざまな行政課題に対し的確に対応できる

職員の確保と育成が必要であると考えております。 

そのため、職員採用においては志が高く、市民との

コミュニケーションや協働ができる幅の広い人間性

を持った有能な人材を確保することが重要だと思っ

ております。その上で現有職員を含めた職員の意識

改革、資質、能力の向上を目的とした計画的な職員

研修を実施していくことが不可欠であると考えてお

ります。質問の新たな時代の人材育成戦略というも

のは持っておりませんが、幅広い視野を持つ職員育

成のため、深川市職員研修規則を制定しておりまし

て、毎年度、研修の年間実施計画を定め、さまざま

な研修機会の提供や、また異なる視点での新たな感

覚を導入するために国や北海道などとの人事交流を

行うなど、職員のスキルアップに努めてきたところ

であります。今後とも市町村職員研修センターや市

町村アカデミーなど、職場外への研修派遣に努める

とともに、他団体への出向や派遣、また自主研修や

研究活動に対する助成等も引き続き行いながら新た

な時代におけるさまざまな行政課題に対し的確に対

応できるよう、知識、技能の向上、さらには職務を

計画的かつ能率的に遂行できる公務員意識の高揚を

図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に

努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 北畑議員。 

〇10番（北畑 透君） 次の質問に移りたいと思い

ます。 

 いじめ自殺防止への取り組みについて、３点伺い

ます。各地で子供の自殺が続いております。先月22

日に札幌市教育委員会は、札幌市中央区の市立伏見

中学校２年の女子生徒が同じ日の朝、いじめをうか

がわせる遺書を残し、飛び降り自殺したと発表しま

した。その前の14日には、千葉県市川市の中学２年

男子生徒が自殺をしました。学校側は、原因がいじ

めとは特定できないが、要因の一つであるという認
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識は持っているという苦渋の説明もありました。そ

の前の６月には、川崎市の中学３年の男子生徒が、

友人のいじめを救えなかったなどと記した遺書を残

し自殺した事件も記憶に新しいものがあります。 

 そこで、９月に発表された文部科学省の問題行動

調査では、全国の小中学校が2009年度に把握した児

童生徒の暴力行為は、前年対比で２％増の６万913

件、初めて６万件を超えていることが明らかになり

ました。自殺した児童生徒は前年度より29人ふえ、

中学、高校生165人、また群馬県桐生市の小学校６

年の女子の自殺の背景には、クラスが学級崩壊に陥

った問題が浮き彫りとなり、毎日新聞が全国の都道

府県教育委員会に学級崩壊について取材をしたとこ

ろ、継続的な実態調査をしている自治体は４分の１

しかない13府県。マニュアルで明確に指針を示して

いると回答したのは16道府県にとどまっていること

もわかりました。未来ある子供たちが死をもって訴

えようとしたのは何であったのか。耳を澄まして必

死で探らなければならないのは、大人の責任でもあ

ります。子供たちのかけがえのない未来を守るため

に３点伺います。 

 １点目、本市小中学校におけるいじめの実態につ

いて。 

２点目、子供たちの発するＳＯＳをどのように反

応、キャッチし、いじめとどう向き合っていくのか。 

３点目、市内小中学校における学級崩壊があるの

かないのか、その実態とその対応について伺います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君） いじめ自殺防止への取り

組みについてお答え申し上げます。 

 議員が質問の中で触れられていたように、この間、

いじめがあったと考えられる自殺が相次いで発生い

たしました。若い命をみずから断つという悲惨な事

故に胸が痛むとともに、亡くなった子供たちの冥福

を心からお祈りするものです。以下、順次お答え申

し上げます。 

質問の１点目、本市の小中学校におけるいじめの

実態についてでありますが、質問の中にありました

ように、文部科学省は毎年、児童生徒の問題行動等

生徒指導上の諸問題に関する調査を行っておりまし

て、その中で全学校を対象にいじめの状況等につい

て、調査をしております。平成21年度においては、

市内の学校において６件のいじめを把握いたしまし

たが、学校及び保護者の方々の適切な対応により、

そのすべてが解決されたとの報告を確認しておりま

す。なお、本調査において、個々の行為がいじめに

当たるかどうかの判断は、いじめられた児童生徒の

立場に立って行うものとし、学校の内外を問わず、

当該児童生徒が一定の人間関係のあるものから、心

理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦

痛を感じている者、このように定義をしています。

本年度分の調査は、来年度に行われることになりま

すが、現在、把握しているところでは解決済みのも

のが１件と、深刻な状況には至っていないものの、

早期解決に向けて観察、指導等の対応を継続してい

くことが必要であると認識している事案が数件あり

ます。これらについては気を許すことなく、しっか

りと取り組んでまいります。 

 ２点目の、子供たちの発するＳＯＳにどのように

反応し、いじめとどのように向き合っているかにつ

いてでありますが、いじめについては、どの子供に

も、どの学校においても起こり得るものであること

を十分に認識しなければいけないものであり、いじ

めの件数を調べることだけではなく、いじめをいか

に速やかに認知し、親身になって受けとめて対応し、

その悪化を防止するとともに、解決に結びつけるこ

とが最も重要なことであると受けとめております。

いじめの早期発見、早期対応の前提となる実態把握

がこの問題の基本であることから、各学校において

は日々の子供たちの行動や態度に十分注意を払い、

子供たちが発する小さなサインを敏感に受けとめる

ことができるよう、子供たちに対する日常の観察は

もちろん、随時行う個別相談などから、いじめのサ

インを見逃さないようにするとともに、職員間での

情報交換を行いながら、きめ細かく適切に判断し、

対応しております。また、子供たちから直接いじめ

に対する情報を聞くアンケート調査を各学校の実情

に応じて実施をいたし、その結果から教員による指

導や対応を行ったり、教員間での情報共有、また保

護者の方々との連携を図り、日常生活の把握を行う

など、子供たちの声はもちろん、子供たちが発する

ＳＯＳを見逃すことのないよう、学校全体でさまざ

まな対応をしております。 

 ３点目の学級崩壊の実態とその対策についてであ

ります。学級崩壊をもたらす要因の一つに、いじめ

の問題が挙げられますが、先にも述べたとおり、本

年度はこれまでのところ学級崩壊につながるような
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いじめの報告はございません。市内の全校とも、落

ちついた状況にあります。また、いじめ以外の要因

による学級崩壊という状況もないものであります。

今後とも各学校においては、すべての教職員が一致

協力して、子供たちへの対応に意を用いていくこと

が重要なことと押さえて取り組んでまいります。 

〇議長（北本清美君） 北畑議員。 

〇10番（北畑 透君） 次の質問に移りたいと思い

ます。 

介護の課題について、何点か伺いたいと思います。 

６月の第２回定例会で数多いと指摘を受けましたけ

れども、質問をさせいただきました。今回はその続

きでございますので、早速質問に入りたいと思いま

す。 

 １点目に、指摘されておりますように特別養護老

人ホームなどの介護施設の待機者はかなりおります。

その実数はきちんと把握されているのか、その待機

者解消に向けての実効性のある実施計画の策定につ

いて、どのように考えているのか、お聞きします。 

 次に、介護保険制度に関する既存施設は多々あり

ます。その施設の整備状況と来年度以降計画されて

いる施設の見通し、そしてこれら当該施設利用者の

経済的負担等の実態把握とその負担軽減策を講ずる

べきものと考えますが、その認識と対応について伺

います。 

 次に、認知症予防と介護予防の取り組みについて

も伺います。認知症予防と介護予防の拡充を図る観

点から、現在実施されている予防策の現状とさまざ

まな課題について今後の取り組みを伺います。 

また、介護予防事業の啓発を積極的に行うべきと

考えます。介護予防体操、健康体操の普及促進のた

め、いわゆる老人クラブなどを活用した充実、保健

師の活用、閉じこもり、認知症予防対策に有効とさ

れる回想法の取り組みなど、そのほか音楽療法、園

芸療法、学習療法、さまざまな各種療法をもっと積

極的に、機能的に導入すべきと考えますが、その現

状と今後の取り組みについても伺います。 

あわせて、地域にある既存の高齢者向け施設等を

フル活用し、転ばぬ先の杖として、転倒予防体操な

ど、健康で生活するためのケアセンターとして利用

促進の観点から、デイサービスや介護予防事業を実

施する施設の不足、また施設などの交通の便を考え

ると、住みなれた近隣でのいわゆる学校などの空き

教室を活用してデイサービスや介護予防事業を推進

するのも一つの方法ではないかと思いますが、その

対応について伺います。 

 次に、在宅介護の環境整備について伺います。快

適な住環境の整備は、介護予防の観点からも自立支

援の観点からも大切なものと考えます。そこで、家

族の負担、これは身体的、精神的、経済的にはかな

り大きく各種アンケート結果からも示されておりま

す。その解消のためには、在宅介護の環境整備が一

番初めとなります。自治体においては、介護保険制

度の中で住宅改修があります。これは、20万円を上

限とするものでありますが、これらの介護保険制度

の中のサービスとして行うのではなく、保険料への

影響や市内経済波及効果の観点から、一般会計及び

その他の会計から、広く高齢者の在宅生活の居住性、

安全性の確保の観点から、高齢者住宅改修事業を行

っている自治体もございます。いわゆる、手すりの

設置からフロアの段差解消、浴室の改修、トイレの

改修など、独自財源での取り組みについての認識と

対応についても伺います。 

 最後に、これからの季節、増加をすると思われる

身体的、精神的負担の軽減の意味では、ショートス

テイ、一時入所できる施設がございます。本市にお

いては特養におけるショートステイ、ベッド数の確

保の対応についても伺います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 介護の課題につい

て、７点にわたり質問をいただきましたので順次お

答えをいたします。 

 まず、特別養護老人ホームの入所待機者について

は、市内の特養２施設に問い合わせしましたところ、

重複して他の施設に申し込みをしている方もおられ

ますが、181人であります。待機者解消に向けては、

施設入所は申し込み順ではなく、平成15年４月に市

と市内特養２施設で協議し、策定した深川市特別養

護老人ホーム入居指針に基づき、常時施設サービス

を必要とする方が優先的に必要なサービスを受ける

ことができるよう努めているところであります。  

次に、既存施設の設備整備状況としては、既存施

設の面的拡充や定員増などの整備計画は現時点では

ありませんが、今後の施設整備の計画では、市内の

２法人が認知症対応型デイサービス併設の定員29人、

小規模ケアハウスと定員９人の認知症高齢者グルー

プホーム併設の小規模多機能型居宅介護施設を北海
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道の基金事業であります、介護基盤緊急整備等特別

対策事業費交付金の採択を受けることができれば、

平成23年度に建設し、24年度に事業開始を予定して

いるところでございます。次に、施設利用者の経済

的負担の実態把握とその負担軽減策でありますが、

施設に入所されております方の経済的負担の実態把

握はいたしておりませんが、介護施設利用者の多く

は、単身高齢者、あるいは高齢者夫婦世帯の年金受

給者でありますので、その年金からの施設利用料の

負担は少なからず大きいものととらえております。

このようなことから、所得の低い方には自己負担額

の軽減措置を講じているところであります。介護保

険制度での利用者負担軽減策としては、一定の所得

制限のもとで、介護サービスの利用者負担額が高額

となり、一定額を超えたとき、超えた部分について

払い戻しを受けることができる高額介護サービス費

の支給や市民税非課税世帯については、施設等利用

時に負担する食費や居住費等の負担額が軽減され、

特定入所者介護サービス費として支給されますが、

ともに申請時には世帯内の所得を把握し、該当者を

決定しております。そのほか、介護保険と医療保険

の利用者負担を年間で合算すると高額となり、一定

額を超えたとき、超えた部分が介護保険と医療保険

とで支払った金額に応じて支払われる高額医療合算

介護等サービスの支給で利用者の負担の軽減を図っ

ているところであります。 

 次に、認知症予防と介護予防について、３点の質

問をいただきましたので、関連がありますので一括

してお答えいたします。市の介護予防は、介護保険

制度の中に組み込まれている地域支援事業を主体と

しながら、認知症、脳血管疾患など、要介護状態の

原因疾患対策として、若年期からの健康づくりの取

り組みを進めております。介護予防の主体となって

いる地域支援事業は、元気な一般高齢者を含めた全

高齢者を対象とする１次予防事業と生活機能が低下

し、要介護状態になるおそれのある高齢者を対象と

する２次予防事業があります。１次予防事業では高

齢者が生活機能の維持向上を積極的に図り、活動的

な生活を送るための普及啓発として、老人クラブや

地域の健康教室、健康相談などを行っている介護予

防普及啓発事業と介護予防に資する組織への活動支

援を行う介護予防活動支援事業を実施しております。

平成21年度の実績で申し上げますと、普及啓発事業

は回数で1,122回、延べ人数5,198人で、活動支援事

業では２団体と小地域ネットワーク活動への支援を

行っております。２次予防事業では、生活機能の低

下している高齢者を発見する２次予防高齢者把握事

業、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上プログ

ラムを内容とする通所型介護予防事業、閉じこもり、

うつ、認知症と通所が困難な高齢者へ対応する訪問

型介護予防事業を実施しております。平成21年度の

実績で申し上げますと、生活機能の低下を把握する

ための基本チェックリスト延べ実施件数が2,479件、

生活機能評価健診63件でありました。通所型介護予

防事業では、実人数で運動器の機能向上89人、栄養

改善11人、口腔機能向上46人が参加し、機能向上や

改善に取り組んでおります。訪問型では実人数で運

動器の機能向上29人、栄養改善４人、口腔機能向上

17人、閉じこもり13人、認知症14人、うつ予防14人

に対し、保健師、栄養士、作業療法士、歯科衛生士、

言語聴覚士が延べ528回にわたり支援し、要介護状

態にならないよう介護予防に取り組んでいるところ

であります。介護予防事業の課題については、生活

機能の低下を判断する基本チェックリストを全高齢

者に普及し、日ごろからチェックすることで本人の

心身の変化を自覚していただくことが必要ですが、

平成18年度から普及を図っているものの、まだ浸透

していないこと、２次予防対象者を発見しても、よ

り効果の高い通所型介護予防事業の参加に至らない

高齢者が多いこと、介護予防事業により、一たんは

機能の改善が図られても、加齢等もあり、機能維持

が図られづらいことが挙げられます。このようなこ

とから、基本チェックリストの普及のため、平成23

年度からは介護保険認定者を除く全高齢者に２年間

をかけて郵送、訪問、電話など、基本チェックリス

トのチェックと活用方法の周知を予定しております。

また、より効果的で魅力ある通所型介護予防事業と

するため、国が示している効果的取り組み事例を参

考にしつつ、通所後のフォローアップ体制も含めて

改善を図ってまいる考えであります。また、回想法

や音楽、園芸療法などについては、おのおのの介護

予防事業の中で脳の活性化と参加者の交流促進を図

るため、参加者の希望や適性を見きわめ、類似する

さまざまな療法を取り入れているところですが、今

後も情報収集をし、工夫を重ねてまいりたいと考え

ております。 

ご提言のありました、学校の空き教室などを活用

しての介護予防の取り組みにつきましては、現在、
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地域に保健師等が出向き、公共施設を活用して、健

康教室や健康相談等を実施する中で、介護予防の啓

発や情報提供を行っていますが、２次予防事業とし

ての通所型介護予防事業は実施できていないのが実

情であります。このため、各地域別の２次予防事業

対象者の把握やニーズ状況を見きわめながら、今後

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、在宅介護の環境整備についての高齢者住宅

改修事業の独自財源での支援についてでありますが、

介護保険では、要支援１から要介護５の認定を受け

た方が、住みなれた自宅で引き続き生活できるよう

に住宅改修を行った場合、申請に基づき、費用の20

万円を上限に給付され、本人負担は費用の１割とな

っております。転倒予防のため、トイレや浴室に手

すりの取りつけを行ったり、床の段差解消、スロー

プの設置、洋式便器への取りかえなどを対象にして

いるもので、支給対象住宅は持ち家に限らず、家主

の同意があれば、借家、公営住宅でも利用すること

が可能であります。住みなれた住宅環境の整備は介

護予防や在宅介護の観点からも大変重要なことと受

けとめております。そこで、高齢者住宅改修事業の

独自財源での取り組みにつきましては、現在、介護

保険の範囲で実施しております介護予防住宅改修費

の支給で一定程度の効果があるものと考えておりま

すが、貴重なご提言と受けとめまして、まずは財源

確保のことを念頭に今後の研究課題とさせていただ

きたいと存じます。 

 次に、ショートステイ、ベッド数の確保について

でありますが、介護保険におけるショートステイは、

要支援１から要介護５と認定された方の心身の状況

や病状、または家族の病気、冠婚葬祭などの諸事情

で家庭で生活介護ができない場合、あるいはご家族

の精神的、身体的な負担の軽減を図るために短期間

入所して日常生活全般の介護を受けることができる

サービスであります。質問の特養におけるショート

ステイ、ベッド数の確保の見解についてであります

が、特養のショートステイ利用状況は、本人や家族

の希望のもとに、市内施設だけでなく、北空知管内

等も含めた施設を利用している状況であり、季節的

には農繁期は利用率が高くなりますが、現状ほぼ希

望に近い形で利用できているととらえておりますの

で、今後も引き続き施設の利用状況を見きわめてま

いりたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 北畑議員。 

〇10番（北畑 透君） １点だけ再質問をさせてい

ただきます。 

 ２点目にお聞きした部分でございますけれども、

財政的負担という言葉に対してはかなり敏感に反応

されると思いますので、あえて経済的負担の実態の

掌握の調査をやられたらいかがかと思います。大変

厳しいという認識もございましたので、この辺のは

ざまと言われる年金生活者も含めた、そういった実

態調査をされてはどうかと思いますので、その点を

再質問させていただきます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 再質問にお答えい

たします。 

 施設利用者の経済的負担の実態把握についての調

査ということでございますが、今後、他市とも情報

交換をしながら、どのような形で取り組むことがで

きるのか十分検討してまいりたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 北畑議員。 

〇10番（北畑 透君） 次に４番目、自治体クラウ

ドについて伺います。マイクロプロセッサーの高性

能化とネットの普及に代表される情報通信技術の進

歩により、考えられるサービスのほとんどが技術的

には可能な時代になりました。しかし、技術的にで

きても制度的にはできないことが多々あります。特

に、センサーネットや電子タグなどを利用して現実

の世界と関連する行政サービスを行おうとすると、

標準化をどうするかという問題を避けては通れませ

ん。それであるがゆえにできる、できないという技

術可能性よりも制度設計が大変重要になってきてお

ります。ここでいう自治体クラウドの最大のねらい

は、自治体の情報システムの効率化にあります。も

ともと平成13年度から共同のアウトソーシングをし

て進めてきた経過があり、そして今日ではブロード

バンドの普及と情報システムをネットワークの先に

置いての使い方もかなり一般的になってきておりま

す。自治体クラウドではこれらを踏まえ、いわゆる

クラウドコンピューティング、ネットワーク上のど

こかにあるサーバ、データ、ソフトウェア等を利用

して情報処理を行うことでありますが、この技術を

取り入れて、その効率化をより一層進めるというね

らいで立ち上げられております。そのために平成21

年度に20億円の補正予算を確保し、自治体クラウド

の開発実証実験が始まっております。来年度の通常
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国会には自治体クラウドに向けての法整備も検討さ

れていると聞いております。先ほどの沖縄県浦添市

の情報政策課では、具体的には約16億円のうち８億

円の経費で基幹系の投資が済んだという、いわゆる

多重投資を防いで大幅な経費削減とも聞いておりま

す。 

 そこで、自治体を取り巻く厳しい財政事情、行政

改革への対応、そして煩雑な法改正の対応、多発す

るセキュリティーの事故など、全国の自治体が統一

可能な業務を洗い出し、そのシステムを統一したユ

ニバーサルサービスを創出し、情報システムを所有

することから利用する形へ移行し、全国1,800の自

治体で個々に運用されている行政情報システムの統

合、集約を実現しようという、かなり壮大な計画に

向けての本市の認識と見解を伺います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの自治体クラウド

に関する質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、自治体クラウドにつきましては、議員の今

の質問の中にも十分ございましたが、これはコンピ

ューターのサーバなどの機器、あるいはそのシステ

ムを自分で保有して、それを使用するということで

はなくて、ネットワークを介してその機能のみを利

用するという、いわゆるクラウドコンピューティン

グの概念を自治体の行政システム運営に取り入れま

して、行政コストの大幅な圧縮でありますとか、行

政サービスの質の向上、さらには実質的な自治体間

の業務の標準化の進展を図ることをねらいとして考

えられているものでございます。具体的に、それぞ

れ市町村が、独自に所有して管理しております情報

管理運用のあり方を、複数の自治体で共同利用する

方式に改めるとともに、専門的な技術者や管理をす

るデータセンターからサービス提供を受けて、それ

を利用することにより、割勘効果によるコストの圧

縮、そしてより高いセキュリティーレベルを確保し

ようということをねらいとするものであります。 

また、その実際の利用形態につきましては、近隣の

市町村と共同で構築し、その運用を民間に任せると

いうケースや、また民間が提供する一つのサービス

を不特定の市町村、複数の市町村で利用するといっ

たケースなど、地域や市町村の実情によって、幾つ

かの選択肢が想定されております。また、国は今、

各自治体が運営しているシステム、これはいずれ更

新の時期を迎えますが、その更新の時期が来たそれ

ぞれの行政システムについて、順次その自治体の判

断でクラウドへの乗りかえが進むのではないかと想

定しているということかと理解しております。 

 そこで、今、議員もおっしゃいましたが、沖縄県

浦添市で行われている、いわゆる全国で統一したユ

ニバーサルな標準サービスのようなものをつくり出

して、それを一斉に広げていくといったやり方につ

いて、これも大変有効な一つの方式ではないかと考

えられる面もありますが、現在、国が進めようとし

ている自治体クラウドの考え方におきまして、その

国が考えるようなシナリオに沿ってクラウド化を進

めるという方策によりましても、十分に業務手順の

見直しや、また業務の統一化といったことは実質的

に進んでいくのではないかと思いますし、現に全国

一律ではなくて、いろいろな業者ごとに、民間の事

業者ごとに市場競争の中でそれらを提供するサービ

ス競争をやってもらうということを通じて、サービ

ス自体がより効率的なものへ、あるいは安価なもの

へと淘汰、改善がされていくとも考えられると思い

ます。実際のところ、現実に考えてみますと、規模

や地域性が違う1,800の地方自治体があります。こ

れらの自治体間の一体的なコンセンサスづくりは困

難だろうと思いますし、また違いをどのように吸収

して統一したシステムを構築していくのか、そのた

めには膨大な時間と労力が必要ではないかといった

ことも考えられます。これらを勘案いたしますと、

本市としては国民負担が少なくて、安全で便利な電

子自治体を早期に実現に移していくためには、いわ

ゆる浦添市の方式よりも、現在、国が想定するクラ

ウド化の取り進め方のほうが現実的であると考えて

います。 

 いずれにいたしましても、議員がいみじくも言わ

れましたように、来年１月の通常国会で、この自治

体クラウド推進の法案が提出される準備が進められ

ていると聞いておりますし、また同時に自治体クラ

ウドの導入基準でありますとか、それに乗ろうとす

る市町村に対する支援策などについても検討が進め

られていると聞いておりますので、地方自治情報セ

ンターや北海道とも十分連携をいたしまして、今後

は積極的に関連情報の収集に努めまして、この大き

な変革の動きに本市として決して乗りおくれること

がないように、十分に注意しながら対応を図ってま

いりたいと考えております。 
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〇議長（北本清美君） 北畑議員。 

〇10番（北畑 透君） 次の質問に移りたいと思い

ます。 

 ５番目、読書活動の推進について伺います。近年、

国民の活字離れが指摘されている中、電子書籍の普

及が注目をされております。電子書籍とは、既存の

書籍をデジタル化し、パソコンや電子書籍リーダー

などで読めるようにしたものであります。今、話題

のｉＰａｄなどの登場を受けて、今後国民のニーズ

が飛躍的に高まると予想されます。そうした中で、

東京の真ん中にある東京都千代田区の区立図書館は

いち早く電子書籍の存在に着目し、平成19年11月、

ネットを使って電子図書を貸し出すｗｅｂ図書館を

スタートさせました。国内の公立図書館としては初

めての試みでもあり、開始以来、広く注目をされて

おります。これは利便性だけではなく、従来の図書

館建設に比べて、準備予算が少額で済む。そしてｗ

ｅｂ図書館の大きな利点として、本来、図書を収納

するはずの箱物やスペースを確保する必要がなく、

従来の図書館よりも比較的小規模なキャパで設置が

可能であることが挙げられております。ｗｅｂ図書

館では、政治経済、文学、語学などさまざまなジャ

ンルに電子図書を提供しており、利用者はネットを

介して24時間、365日いつでも貸し出し、返却がで

きるため、わざわざ図書館に出向く必要はありませ

ん。千代田区立図書館の利用登録と利用者ログイン

のパスワードを設定さえすれば、千代田区に住んで

いる方、勤めている方、千代田区の学校に通われて

いる方なら、だれでも利用が可能ということであり

ます。既に公立図書館が存在する本市においても、

ｗｅｂ図書館を導入すれば、地域内に箱物、いわゆ

る図書館や図書室をふやさなくても利便性が向上し

ます。しかも電子図書の導入により、図書の盗難、

破損、返却されない等の損害額はゼロに抑えられる

面を考慮すれば十分導入する価値はあると考えます。

ことしは国民読書年でもあります。読書に対する意

識を高めるため、さまざまな行事の取り組みがされ

ております。公立図書館の利用改善、そして推進を

図る観点からも、本市においても深川ｗｅｂ図書館

の導入推進を検討すべきと思いますが、所見と対応

を伺います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 読書活動の推進につい

ての深川ｗｅｂ図書館の導入と推進についてお答え

いたします。 

 本市の図書館では、ホームページを開設し、図書

館の利用やサービスに関する情報を初め、蔵書検索

や新聞、郷土資料などの所蔵情報についてもインタ

ーネットを利用し調べることができる仕組みをとっ

ております。質問の図書館業務としてのインターネ

ットを活用した電子図書の貸し出しサービス、いわ

ゆるｗｅｂ図書館につきましては、公立図書館では

質問で触れられておりました千代田区立図書館で実

施されている以外には、私どもの情報として把握で

きておりません。近年、一般市民が利用する電子図

書に関しましては、機材やコンテンツが充実されて

きている状況にございますが、図書館の業務として

の取り組みに当たっては、システムの整備やコンテ

ンツの購入、保守管理に係る費用、あるいは図書館

データの貸し出しや管理に関する著作権保護対応な

ど、さまざまな課題があると考えているところでご

ざいます。インターネットを活用しての電子図書の

提供につきましては、今後さらに拡大普及する可能

性がありますことから、貴重な提言として受けとめ

させていただき、教育委員会といたしましても情報

収集に努め、導入が可能か研究してまいりたいと考

えております。 

〇議長（北本清美君） 北畑議員。 

〇10番（北畑 透君） 再質問をさせていただきま

す。 

 先ほど少し説明が漏れましたけれども、来月１月

に千代田区立図書館施設で行政視察を行ってまいり

たいと思います。先ほど初期設定費用も安い、管理

費も安いと言いましたけれども、調べましたところ

初期設定費用で500万円ぐらいであり、今の図書購

入費の予算で初期設定が可能である。そして、年間

のランニングコストが約190万円で、200万円を切る

ということでございました。本市の場合、いわゆる

合併市でございますし、大変面積も広うございます。

季節的にも冬、そして交通の便等々を考えますと、

せっかく今年度中には光ケーブルの敷設も全部終わ

るということでございますので、やはりそういった

利便性を考えた上で、また障がいを持っている方、

高齢者、なかなか仕事で図書館に来られない方とい

うさまざまな導入すべき事情というものがあると思

います。そういう意味では、東京の真ん中でやるよ

りは、深川の真ん中で、こういった地域でｗｅｂ図
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書館は、最大の効果がこのｗｅｂというツールを使

った場合にはあると思いますので、再度、その辺も

含めて答弁をお願いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） インターネットを活用

しての電子図書の提供につきましては、その重要性

といいますか、今、市民ニーズ、国民ニーズが拡大

している状況にあることは認識してございますが、

これを図書館形式にして、広く、または地域格差が

ないように、また障がい者も利活用ができるような

体制にするという状況につきましては、先ほども申

し上げましたが、現在、千代田区の図書館の状況し

か把握してございませんので、初期投資500万円、

それから年間経費が190万円程度という情報も得て

ございますけれども、コンテンツ購入費には、１冊

2,000円を超えるような金額と聞いてございますの

で、これらのことも勘案しながら、導入が可能か研

究を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 北畑議員。 

〇10番（北畑 透君） 最後に、収穫の秋を迎えま

したが、本市の厳しい農業情勢について、何点か伺

いたいと思います。 

 本来、この実り秋は稲作農家にとって安心して迎

えられる収穫の季節でもあります。しかしながら、

農産物の収穫状況、特に水稲に関しては、北海道の

作況指数98のやや不良に対して、この本市を含む北

空知では、６、７月の天候不順の影響を受け、94の

不良となり、残念ながら減収となりました。それに

追い打ちをかけるかのように、良食味米の目安とな

る低たんぱく米の割合も昨年を大きく下回ることが

確実と報告されております。農水省が発表した2010

年産米の９月の平均卸売価格は１俵60キロ当たり１

万3,040円、前年同月比で平均14％のダウンとなり、

主要銘柄は前年同月比で軒並み２けた台の落ち込み

を記録しております。道産米においては、きらら３

９７が21％、ななつぼしが19％と全国平均を大幅に

上回る下落率を記録しており、その後も10月、11月

と下落傾向は続いております。戸別所得補償は、来

年１月までの新米平均価格が過去３年間の平均価格

を下回った部分を補てんする仕組みから、下落幅の

大きな産地の農家は減収になるおそれもあります。

このまま米価の下落傾向が続くならば、過去の平均

価格として算出された所得補償の水準も連動して下

がることになります。迅速な米の需給調整対策、そ

して戸別所得補償制度の見直しが早急に求められる

と思います。 

 そこで、本市の戸別所得補償制度の加入状況につ

いて伺います。 

 ２点目に、下落が続く米価に対しての本市農業の

受けとめとその影響について。 

 ３点目に、所得補償の定額部分の交付が始まって

おりますが、その交付状況は変動部分に対する不安

もあります。市としての受けとめとその影響につい

ても伺います。 

 最後に、2011年産米の都道府県別の減反数値目標

が前年度比2.2％減と発表がされました。しかしな

がら、道内においては3.4％減と全国平均を大幅に

上回る減産となっております。今後、各地域におけ

る減反配分がされますが、そこで本市農業に及ぼす

影響についても伺います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 収穫の秋を

迎えた本市の厳しい農業情勢の戸別所得補償制度に

ついての１点目、制度の加入状況についてお答えい

たします。本市における本年の戸別所得補償モデル

事業における加入状況につきましては、米戸別所得

補償モデル事業につきましては613戸、水田利活用

自給率向上事業については688戸で、それぞれ加入

率はほぼ100％となっており、交付額については総

額で17億円程度となっております。 

 次に、米価への影響についてでありますが、議員

ご指摘のとおり、米価につきましては、前年産に比

べ大きく下落している傾向にあり、農林水産省が公

表した平成22年産米の相対取引価格を見ますと、10

月についても全銘柄の平均価格で前年同月比15％減

少、道産米のきらら３９７、ななつぼしについても、

前月の９月と比較しますと若干持ち直しているもの

の、それぞれ前年同月比で16％減少しており、これ

らは国の需給見通しを上回る米消費量の減少や持ち

越し在庫、平成22年産米の過剰作付、また農林水産

省が実施した米の民間取引に関する緊急調査により

ますと、米モデル事業の交付金が交付されることを

理由とした取引業者からの値引き要請が一部にあっ

たとの結果が出ており、国においては因果関係を不

明としておりますが、このことも価格の下落に影響

しているものと考えております。米価下落に対する
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本市の影響については、農業団体においても販売努

力を行っていることから、道産米だけ下落幅が大き

くなることはないものと思われますが、国において

も平成22年産米の販売価格が標準的な販売価格を下

回った場合に交付される米戸別所得補償モデル事業

の変動部分で、米価下落分を補てんすることになっ

ているため、補てん後の米価によっては影響も考え

られますが、一定程度の所得は確保されるものと考

えております。 

 次に、所得補償定額支払いと変動部分の補てんに

ついてお答えいたします。深川市における米戸別所

得補償制度モデル事業の定額部分につきましては、

11月30日に総額で約９億900万円が各生産者に交付

されている状況にあり、変動部分につきましても、

今後の米価の状況にもよりますが、現在の米価の推

移を踏まえますと、交付されるものと思われます。 

しかし、変動部分を算出するための本年産米の販売

価格については、来年１月までの平均価格を使用す

るため、現在どの程度の交付額になるかは不明であ

ります。議員の言われるとおり、この変動部分につ

いては、米価の下落幅によっては国の予算が不足す

るなど不安の声が聞かれ、仮に対応できなければ、

本市にも大きな影響があると考えますが、国におい

ては対応できるとしており、また集荷円滑化対策基

金を活用し、国や農業団体において、米の需給を安

定させるため、過剰米を主食用米以外に仕向ける緊

急需給対策の実施に向けた検討がなされていること

から、米価下落に一定程度の歯どめがかかるものと

考えております。 

 次に、平成23年産米の生産調整についてお答えい

たします。12月１日、農林水産省において、平成23

年産米の都道府県別の生産数量目標が公表されたと

ころでありますが、北海道においては前年産の60万

4,510トンから3.4％減の58万4,180トンとなったと

ころであります。今後、北海道段階で市町村配分が

されることとなりますが、北海道への配分が減少し

ているため、生産調整に努力してきた本市としては

残念なことでありますが、平成23年産米の生産数量

目標に影響が出てくるものと考えております。 

〇議長（北本清美君） 北畑議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１２分 休 憩） 

                                       

（午前１１時１８分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、渡辺議員。 

〔渡辺議員、質問席へ〕 

〇９番（渡辺英雄君） 通告に基づき一般質問をい

たします。 

季節的には暖かい反面、自然が人類にあたえる何

らかの警告かも知れません。国内外の社会情勢は油

断のできない混沌とした情勢下にありまして、政権

支持率は日を追うにつれて下がり、心配するところ

でもあります。このような状況の中で山下市長就任

最終の定例会となりました。対立候補はいまだにあ

らわれず、緊張感がなく、気抜けした状況でないか

と思うところでもございます。ここで１期４年間に

おける激務に感謝とお礼を申し上げつつ、若干の質

問を申し上げますので、適切な答弁を求めるもので

あります。 

 １番目、市長の行政姿勢について伺うものであり

ます。１点目は、山下市長の１期４年間に取り組ん

できた大型事業等について伺うものであります。激

動の真っ最中の４年間であり、本市は豊かな自然と

利便性に恵まれた環境のもとでありますが、取り巻

く社会経済は、急激に疲弊化しているのであります。

このような状況の中で市民と行政は役割分担をしな

がら厳しい時代を乗り越えていかなければなりませ

ん。それには市民との信頼関係を何よりも大事にし

なければなりません。歴代市長の中に、市長は中央

から事業と予算を持ってくる人、市民はそれを使う

人、そして議員はそれを監視する人だと言われた方

がおりました。時代は変わっても言葉は変わらない

現実があるわけでありますが、ご苦労された１期４

年間においての主な事業の実態を明らかにしていた

だきたいのであります。 

 ２点目は、市町村合併が不調に終わり、自主自立

性の行政経営をどう進めていくか、２期目に向けた

山下市長の抱負、いわゆるマニフェストを市民に示

していただきたいのであります。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの渡辺議員の質問

にお答え申し上げたいと思います。 

初めに、１期４年で取り組んだ主な事業について
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でありますが、もう言うまでもなく、ご信任いただ

いて市長に就任をいたしまして間もなく４年を迎え

ることになります。この間、私はまず信頼される市

役所づくりに邁進するとともに、健全な財政基盤の

確立など、いろいろ施策展開に努めてきたつもりで

ございます。質問にありました、これまでに取り組

んだことの内容についてのお尋ねでありますが、こ

れは本当にいろいろあるわけでございますが、強い

て申し上げますなら、まず一つは逼迫化などしてお

りました本市の財政の健全化についての努力という

ことでございます。具体的に市債残高が500億円を

超えた時期がございましたが、この着実な縮減に取

り組むということで、毎年度20億円を超える残高縮

減を行ってまいりました。また、議員や市民の皆様

方のご理解、ご協力をいただいて、財政収支改善に

取り組みまして、４億円を超える収支改善効果を上

げており、おかげさまで本市は収支均衡予算の実現

にかなり近づきつつあるところまで来たと考えてお

ります。二つ目に、こうした健全財政の取り組みの

中にあったわけでございますが、しかしながら市民

の皆様方の強いご要望にこたえた政策を展開すると

いうことで、例えば平成19年度では消防通信施設の

新設整備として、１億1,000万円の事業費で行いま

したし、また旧拓銀のプラザ深川の開設、また20年

度になりますと和牛生産を拡大しようということの

大幅な融資事業、そして21年度では文西コミセンの

整備など、幾つかの重要施策にも鋭意取り組んでき

た所存でございます。もう一つ挙げれば、平成20年

度、21年度、22年度に国が行った緊急経済対策のた

めの補正予算が組まれたわけでございますが、その

中でいろいろと創設されました各種の臨時交付金な

どを最大限活用いたしまして、例えば市内の小中学

校７校の耐震化工事の完了、また進行中であります

市内全域を網羅した光ブロードバンドの整備、ある

いは市内の道路網の着実な整備、そして公営住宅の

長寿命化など、この補正を活用した事業により総額

25億円以上の事業に取り組むことができたことが、

私の中では大きな成果であったと思っております。

強いて挙げれば、主な事業ということで理解してお

りますが、十分な答えになったかどうかわかりませ

んが、１点目のお答えにしたいと思います。 

 それから、２点目でございますが、今後のマニフ

ェストについてであります。私はこれまでも再々述

べてきたと思いますが、いわゆる、今走っておりま

す第四次深川市総合計画に掲げられております、

「市民とともに創る住みよいまち深川」の実現に向

けて、全身全霊を傾注して仕事をさせてもらってき

たつもりでありまして、こうした考え方はこれから

も変わらないと思っております。そうした大きな考

え方に即して、これからのまちづくりにおいて必要

な各種施策をしっかり展開していきたいと考えてお

りますが、その中でも強いて要点を挙げさせていた

だくならば、一つにはさまざまな施策の効率的な展

開を図りまして、それを通じて活力あるまちづくり

を実現し、そのことによって可能な限り人口減少に

歯どめをかけるように努めていきたいということが

一つ目でございます。また、市立病院の経営健全化

計画が進行中でありますが、その着実な実行などに

よりまして、さらに揺るぎない健全な財政基盤をつ

くり上げたい。確立したいということが二つ目。 

そして三つ目には、引き続きさまざまな農商工業振

興策を推進いたしますとともに、特に深川駅の西側

部分、この余り利用されずに今日に至っております

深川駅の西側地域の利活用についても、やはり具体

的な検討を進めて、地域経済の振興に役立つように

してまいりたいと考えております。そして四つ目に、

少子高齢化社会対策として、本市が運営主体になっ

ております国民健康保険、あるいは後期高齢者医療、

これは連合でございますが、それらの医療制度の安

定運営に努めますとともに、乳幼児医療や保育所保

育料の軽減など、本市が独自に進めてまいりました

子育て支援施策の継続と、さらなる充実といったこ

となどにも、ぜひ力を注いでいきたいと考えており

ます。これらを念頭に置きまして、今後も積極的に

施策の推進に当たっていきたいと考えておりますこ

とを申し上げ、答弁にいたしたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 渡辺議員。 

〇９番（渡辺英雄君） ２番目、深川市の財政状況

について何点か伺っておきたいと存じます。 

 景気低迷に加え、人口減少、少子高齢化の進行や

政権交代、社会経済情勢は大きな変化の時代であり

ます。地方行政は自主財源の根幹をなす市民税の伸

びが期待できず、加えて地方交付税は減少の状況に

あり、財源確保は極めて重要な課題となっておりま

す。国においても財政改革やマニフェストもやせ細

り、底が抜けるのではないかと心配をするものであ

ります。さきの臨時国会で経済対策の補正予算が総

額４兆8,500億円で可決したところでありますが、
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特に地域活性化対策の地方交付税交付金として１兆

3,000億円は厳しい地方行政を救うことになるもの

でしょうか。国民の雇用など、窮状打開に反映する

ものであってほしいものであります。さきに普通交

付税や臨時財政対策債などを決定されたようですが、

これらを含めて、１点目は、平成22年度歳入で当初

計上した状況の変化、実態について伺うものであり

ます。 

 ２点目につきましては、各会計、特別会計、企業

会計の決算見込の状況について伺っておきたいと思

います。 

 ３点目は、基金の一元化であります。一般会計１

億4,000万円の計上でありますが、各基金の残高状

況及び基金を多様に対応するように基金一元化をす

る措置が必要と認識しており、今後の具現化に向け

た方針について求めるものであります。 

 ４点目は、起債償還の予定であります。山下市長

が就任した時点では502億7,000万円の市債残高であ

ったと思いますが、市長は毎年20億円ずつ減額して

いくことを表明していたのでありますが、その実態

と今後の方針及び今年の大型償還内容を伺っておき

たいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 深川市の財政状況

についてお答えをいたします。 

 １点目、歳入確保の状況でございますが、本年度

の地方交付税は７月に普通交付税の算定がありまし

て、当初予算に比べまして２億円の増、臨時財政対

策債が6,000万円の減、差し引き１億4,000万円の増

となっております。質問にありました、今年度に増

額された地方交付税3,000億円については、本年度

に追加交付があり、残りについては来年度の交付税

に加算されることになっております。本市にとって

は、財政上、大きな意味を持つものと受けとめてお

ります。さらに、行政運営プランの考え方に基づき、

平成20年度からは歳入確保の取り組み強化として、

庁内に市税等収納対策委員会を組織し、市税、市営

住宅使用料等、上下水道料金、給食費等についての

収納にかかわる連携を強化し、業務の円滑化を図る

取り組みをしてまいりました。また、新たな公会計

制度の整備準備の過程で、売却可能資産の洗い出し

を進め、市有地の売却に向けた取り組みを強化して

いるところでもあります。このように、さまざまな

歳入確保の方策を実施しておりますが、今後も引き

続き取り組みを強化してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、今年度の各会計の決算見込みにつきまして

は、今後になお不透明な要素を含んでいることから、

断定的なことは申し上げることはできないものでご

ざいますが、一般会計については普通交付税が予算

よりも増額となったこと、国の補正予算に伴う普通

交付税の追加交付、既存事業を過疎債ソフト事業と

して位置づけることなどから、基金からの繰り入れ

なしに一定程度の黒字を確保することができるので

はないかと見込んでおります。ただし、今後、歳出

における追加財政需要や特別交付税の減額などが見

込まれますので、なお予断を許さない状況であると

考えております。特別会計においては、おおむね予

算のとおりでありますが、国保会計において医療費

の伸びが予測されており、注意深く推移を見守る必

要があると考えております。企業会計、特に病院事

業会計については、外来患者の減などの気がかりな

要素もありますけれども、経営健全化計画の範囲内

での決算を期待しているというところでございます。 

 次に、基金の一元化については、さきの第２回定

例会において質問をいただき、機動的な財政運営を

可能とするため、基金設置の目的を損なわないよう

配慮しながら検討する旨の答弁をいたしております

が、基金を管理する所管の意見を聞くなど検討を進

めていたところでございますが、その後の過疎計画

策定の中で、その活用を図る上で、基金の設置も視

野に入れていくことも想定されるということから、

当面、基金の一元化について検討を凍結することと

し、今後のさまざまな状況に対し、柔軟に対応して

まいりたいと考えております。 

 次に、起債償還の状況についてでございますが、

市長就任時の平成18年度においては、全会計で約

500億円の起債残高があり、起債残高の総額を適正

に管理する必要があるという認識から、その抑制に

努め着実に減少を図るということを努めてまいりま

した。その結果、各年度20億円前後の減額を確保し、

本年度末ではおおよそ420億円になる見込みでござ

います。主な償還額についてでございますが、起債

の件数はおよそ600件になり、中には財源対策を目

的とする起債もありまして、また一つの事業が複数

の起債で充当されるなど、償還額を一律に比較する

ことは非常に難しい面もございますが、大きなもの
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としては、文化交流ホールみ・らいの関係で１億

9,000万円、温水プール・駅東整備、そして道路・

臨時地方道でそれぞれ１億5,000万円、ライスター

ミナル等農業施設で１億2,000万円、一般廃棄物・

リサイクルプラザ等で9,000万円、公営住宅で8,000

万円、一已小など学校施設で5,000万円、道の駅、

コミセンで各4,000万円、自治体ネットワークで

2,000万円などとなっております。今後においては、

単に起債を抑制するということではなく、より有効

な施策の実施に当たっては有利な財源として活用し

たいと考えておりまして、まちづくりや市民福祉の

推進などに役立て、それと同時に公債費を適正に管

理し、各種財政指標、例えば実質公債費比率などを

常に意識しながら、財政運営をしていくことが必要

になると考えているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 渡辺議員。 

〇９番（渡辺英雄君） ３番目、児童福祉について

伺うものであります。 

 １点目は公立保育園運営であります。本市は児童

福祉の充実のため保育所の保育料について保護者の

経済的負担を軽減するために国の徴収基準から減額

する措置や、第２子及び第３子における軽減措置を

いたしております。国においては幼保一体化、こど

も園や子ども・子育て新システムの基本制度の創設

により、企業参入し、保育産業へと改革しようとし

ている状況にあります。責任と義務が形骸化してい

るような環境のもとで、本市の公立保育園運営をど

う展開するのか改めて公設民営化への方針を伺うも

のであります。 

 ２点目は、法人保育所の運営事業等の補助交付金

でありますが、本市は補助交付金要綱に基づいて支

援しているのでありますが、同じ市民の乳幼児施設

で保育をしておりながら、交付の該当にならない施

設があり、差別をしているのではないかと思われる

のでありますが、その根拠と内規と概要を伺い、見

直しが必要と判断いたしますが、その取り組み方針

を伺っておきたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 児童福祉について

お答えいたします。 

 初めに１点目、公立保育園運営の今後の方針につ

いてであります。本市における保育をめぐる現況は、

女性の就労機会の増大等により、保育所利用に対す

るニーズは年々高まっており、保護者の雇用や勤務

形態の多様化とともに保育に対するニーズも多様化

しております。また、核家族化の進行や地域におけ

る子育て力の低下等により、子育てに対して不安や

悩み、また負担感を持つ保護者が増加傾向にあり、

子育てに関する専門性や機能を持つ保育所には、保

育の実施に加えて、地域における子育て支援の役割

を担うことが求められており、各保育所では地域の

実情に応じた取り組みがなされているところでござ

います。このような中、各保育所が実施する子育て

支援の拠点としての取り組みを支援しつつ、さらに

その機能が地域に展開され、本市全体の子育て支援

を推進していくためには、中核となるセンター的な

保育所が必要であり、このような役割については、

公立保育所が果たすことが必要であると考えている

ところであります。また、本市における今後の少子

化の進行を踏まえたとき、これまでの適正配置の経

緯から、市街地にある深川保育園と一已保育園の統

合についても検討が必要でありますので、公立保育

所運営の今後の方針につきましては、これらの事柄

を踏まえつつ、より一層安心して子供を産み、育て

ることのできる環境の整備を図るため、今後どのよ

うなビジョンによることがよいのか、関係する方々

と十分に検討してまいります。 

 次に２点目、法人保育園への補助交付についてで

ありますが、質問の制度につきましては、児童の処

遇向上を図るため、国の基準を上回る常勤保育士を

配置する認可保育所に対し、保育士の人件費相当分

について、予算の範囲内で補助金を交付するもので

ございます。このことから、この制度の要件に該当

するかどうかは当該保育所に入所する児童の年齢区

分ごとの人数や基準を上回って常勤保育士を配置し

ているかどうかによって判断することとなります。

基準に該当し、常勤保育士を配置しようとする保育

所にあっては、必要となる人件費相当分について補

助金を受けることになりますので、最低基準以上の

保育士の配置が可能となり、保育所を利用する児童

の処遇向上を図ることができる有用な制度であると

考えているところでございます。また、平成21年度

からは、補助該当の有無の判断基準を年１回から２

回に見直しを行い、可能な限り実態に即した助成を

行えるよう、見直しを行ったところでもあり、現状

本制度の見直しを行う予定はございませんが、本制

度を実施する効果は児童の処遇向上だけでなく、結
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果として、より質の高い保育所運営の支援にも寄与

するものと考えているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 渡辺議員。 

〇９番（渡辺英雄君） ４番目、機構改革と職員定

数について何点か順を追って伺うものであります。 

 １点目は、機構改革でありますが、市町村の行政

運営は人口減少、少子高齢化、企業倒産、企業撤退

等により極めて厳しい環境にあります。行政におい

てもこれ以上のサービスは限界が来ているように思

われますし、改革は、辛く厳しいものがありますが、

耐えてこらえていかなければなりません。行政にお

いてはまず意識改革が一番大事であり、機構のスリ

ム化の決断と英断により、この難局を乗り切ってい

かなければなりません。社会情勢が大きく変動する

中で、簡素で効率的な行政運営を目指し、機構組織

について、この４年間で取り組んだ状況及び今後の

方針を伺うものであります。 

 ２点目は、職員定数であります。前段申し上げま

した状況の中で、議員数も減少の状況はご案内のと

おりであります。さきに職員定数条例を可決したと

ころでありますが、機構と職員定数は同時にしなけ

ればなりません。今後の職員の退職者等の状況と今

後の方針を伺っておきたいと存じます。 

 ３点目は、職員の適材適所の配置であります。職

員の配置及び異動については、この４年間、常に大

幅大胆な状況でありましたが、それに伴う中途退職

者の状況や要因を検証したことはあるのか伺ってお

きたいと存じます。また、職員配置と異動の基本的

な判断基準、さらにはその根拠を伺うものでありま

す。適材適所でない場合、ストレスが起き、課内の

人間関係で信号無視による正面衝突が起きているの

ではないでしょうか。このような環境をどう認識し

ているのか伺い、さらには本人の意思、申し出によ

る人事希望調書等の状況と今後の方針、加えて休職

中の職員、それに伴う臨時職員の任用、さらには育

児休業と再任用状況等についての今後の方針を伺う

ものであります。 

 ４点目は、職員の提案制度についてであります。

深川市職員提案規定は、本市の行政事務事業の運営

に関して、職員から積極的に提案を求め、提案を迅

速公平に処理し実施することにより、職員の士気高

揚を図り、公共の利益増大と効率向上を図る目的で

あることはご案内のとおりであります。ついては、

提案の案件及び種類、受理、不受理がありますが、

これらの状況及び今後の対応について伺うものであ

ります。 

 ５点目は、職員の健康管理についてであります。

職員の福利厚生面から職員安全衛生管理規則が設置

されていたと認識しておりましたが、調べてみます

と、深川市職場リハビリテーション実施要綱は心の

健康問題等により休職をされている職員の円滑な職

場復帰を支援するための規定であります。無論健康

については何よりも優先されなければなりません。

職員は行政の大きな財産であり、市長は常に職員の

健康管理に意を注がなければなりません。職員の健

康について、その実態状況について伺うものであり

ます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 機構改革と職員定

数についてお答えをいたします。 

 １点目の機構改革についてでありますが、本市に

おきましては、これまでその時々の社会情勢や市民

ニーズ、また事業施策や事務効率などの観点から適

宜、組織機構の見直しを行ってまいりました。山下

市長就任後の状況につきましては、就任直後の平成

19年４月に本市の産業振興や地域雇用の確保など、

喫緊の課題に的確かつ迅速に対応できるよう、新た

に地域振興課を設置するとともに、部の名称を経済

部から経済・地域振興部とするなどの対応を図って

おります。さらに、平成20年４月には簡素でわかり

やすく新たな行政課題にも的確に対応できる組織づ

くりを目指し、市長みずからが先頭に立って庁内論

議を十分行う中で、市民との協働の積極的推進、特

定保健指導等の円滑な実施、また指定管理者制度の

導入による教育委員会組織の統合や道路、河川、公

園、建築、市営住宅等の分野別業務の整理を図るこ

ととし、課の統合、室の新設など大規模な機構改編

を実施したところであります。その後も見直しを行

いながら、平成22年４月１日現在、６部29課63係と

しているところでございます。今後におきましても、

情勢の変化や地域の実態等を踏まえる中で、良質な

行政サービスの提供が持続できるよう体制の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の職員定数についてであります。職

員定数につきましては、第３回市議会定例会におい

て条例の一部改正をさせていただいたところであり

ますが、今後におきましても、組織としての適正水
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準を図り、定員の適正管理に意を用いてまいりたい

と考えております。質問の今後の退職者につきまし

ては、市立病院の事務職員を含め、本年度は14人、

来年度は５人、平成24年度は14人の見込みでござい

ます。なお、平成25年度以降につきましては、本年

度の人事院勧告で国家公務員の定年延長に向けた制

度の見直しの骨格が示されておりますが、これが今

後どのようなことになるのか不透明な部分もありま

すので、仮に人事院の案のとおり制度設計されると

して、本市の場合を見てみますと、今後10年間で90

人程度の退職が見込まれるという状況にございます。 

 次に、３点目の職員の適材適所の配置についてで

あります。この４年間で人事異動の対象となった職

員は延べ400人程度であります。また、退職者の数

は58人、そのうち定年以外の退職者については34人

となっております。定年以外の退職について、その

要因は調査しておりませんけれども、退職相談を受

ける中では自身の体調不良、あるいは家族の介護、

新たな将来の設計などのためということで伺ってい

るところでございます。また、職員配置や異動に係

る判断、根拠ということでありますが、人事異動に

つきましては組織の活性化や組織力の向上など、組

織全体に対する大きな効果や個人の意欲の向上など

を期待するものでありまして、その判断等は職員

個々の能力、経験等を把握する中で在籍年数なども

考慮しつつ、適材適所の配置を心がけているところ

であります。一方、ご指摘のストレスや職場におけ

る人間関係の悩みなどにつきましては、基本的には

職場内において上司や同僚が適切に把握し、対応す

ることが非常に大事だと考えているところでござい

ますが、いわゆる心の健康を害したような場合、こ

れは個別具体的な部分というのも相当ございますの

で、専門医等の相談を促しているところでもござい

ます。そのほか、人事希望調査につきましては、毎

年１月に実施しておりますが、本年度は11人の異動

希望調書の提出者がございましたけれども、４人に

ついて４月に異動をしているところでございます。

本制度につきましては、職員の意向や意欲などを見

きわめる貴重な情報の一つとして今後も適切に活用

してまいりたいと考えております。 

 次に、休職中の職員等の状況でございますが、現

在、病気休職者が２人、組合在籍専従による休職者

が２人となっておりますが、これらに伴う臨時的任

用職員の配置は行っておりません。そのほか、育児

休業につきましては、市立病院看護師で５人という

状況でございます。さらに、再任用職員につきまし

ては、現在３人を任用しているところでございます

が、次年度におきましては、継続及び新規で９人程

度になる見込みでございます。 

 次に、４点目の職員提案制度の状況でございます。

この制度につきましては、平成19年度に６件の提案

があり、これを受理し、そのうち４件について採用、

２件は不採用にしている経過がございます。しかし、

それ以後につきましては実質的に提案がないという

状況にございますので、今後この制度のＰＲ等にも

努めてまいりたいと考えております。 

 最後に、５点目の職員の健康管理についてでござ

いますが、心の健康問題により休職し、長期療養を

行っているという職員は市立病院において１人とい

う状況にございますが、休職に至らないという場合

であっても、体調がすぐれないという職員も複数名

いるというのが実態でございます。こうしたことで

休職し、公務につけなくなることは本人はもちろん

のこと、ご家族にとっても大変残念で、辛いことだ

と受けとめておりますし、市にとっても大きな損失

であると考えております。心の病の重症化を防ぐた

めには、職員がストレスや不調を訴えた場合にいち

早く対応することが一番大事なことで効果的である

と考えております。そうした中で、平成20年４月か

らは、職員に対するメンタルケアの一環として、心

と体の健康相談を毎月２回実施しており、さらに21

年１月からは北海道地域自殺対策緊急強化基金を活

用し、職員のみならず市民も対象として月２回の健

康相談を実施しているところでもございます。その

ほか職員安全衛生管理規則に基づく取り組みや質問

にもございましたように、深川市職場リハビリテー

ション実施要綱の活用なども含めて、職員の健康管

理には今後とも十分に意を用いてまいりたいと考え

ております。 

〇議長（北本清美君） 渡辺議員。 

〇９番（渡辺英雄君） ５番目、地上デジタル放送

について伺うものであります。 

 アナログテレビ放送は、明年の７月をめどに終了

すると言われております。総務省と電気屋が組んだ

談合のようにさえも思わざるを得ないのであります

が、地上デジタル放送を視聴するには、地デジ対応

テレビの買いかえをしなければならない家庭には新

たな負担がかかることになります。国民がデジタル
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化を求めているとするならば、その説明と理解をも

っと深めていかなければなりません。 

そこで、深川市では電波受信環境の悪い場所はど

のぐらいあるのか。また、説明責任と難視解消対策

を伺っておきたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 地上デジタル放送

についてお答えいたします。 

 地上デジタル放送の電波受信環境の悪いところ、

いわゆる新難視地区と言われている地区になります

が、現在、市内では多度志の幌成地区、音江町菊丘

地区、納内町５区の一部、一已町達府の一部の４地

区が新難視地区に該当しております。この４地区に

つきましては、北海道総合通信局など関係する機関

と協力し、難視解消策の説明会などを実施いたしま

して、衛生放送を利用して、地上デジタル放送を受

信する暫定対策を受けるためのホワイトリストへの

登録を行ったところであります。当面は、この暫定

対策によりまして、地上デジタル放送を視聴いただ

き、来年以降、暫定対策が終了する予定の2015年３

月までの間にそれぞれの地区に合った難視解消対策

を検討し、恒久的な難視解消を速やかに図っていく

こととしています。この４地区のほかにも、デジタ

ル放送の受信状況が悪いという相談を受けた地区が

ありまして、現在、総務省北海道北テレビ受信者相

談センターに受信状況の調査を依頼しているところ

でございます。調査の結果、電波の強度が足りない

ということになりますと、新難視地区に該当するこ

ととなり、他の難視地区と同様に難視解消対策を受

けることになります。また、現在判明している地区

のほかにも、受信状況の悪い地区や世帯がある可能

性があることもございますので、12月２日の広報発

送に合わせまして、各町内会長あてに地上デジタル

放送の受信状況の悪い世帯があれば、企画課へ連絡

いただくようお願いの文書もお送りさせていただき

まして、市内の受信状況の把握に努めているところ

でございます。今後とも地上デジタル放送移行が適

正に行われるよう、適切な対応に努めてまいります。 

〇議長（北本清美君） 渡辺議員。 

〇９番（渡辺英雄君） ６番目、深川市農業状況等

について伺うものであります。 

 本市は、良食味米生産地帯の純農村小都市であり

ます。基幹産業である農業の振興のために深川産米

の生産、消費、販路拡大の推進を初め、畜産、花卉、

施設園芸の充実、地場消費の推進、農業担い手の育

成支援など、多方面にわたり意を注いでいる最中で

あります。結果が見えないこと、農業の復活のデザ

インができるのか心配をするところでもあります。 

 １点目は、水稲耕作面積及び転作配分と収入状況、

不耕作地、廃耕地状況について今後の対策を伺って

おきたいと存じます。 

 ２点目は、農業経営者戸数の状況と年齢別状況や

後継者の育成対策方針を伺うものであります。 

 ３点目は、農業ヘルパー制度であります。前段、

申し上げました農業情勢は今後極めて深刻な時代に

入ると思われますが、となりの富良野市はＪＡと近

郊４町がＪＡふらので農作業ヘルパーを実施して15

年、延べ1,100人以上の人が働きに来ている状況で

あります。同時に、ＪＡふらの管内に定住した人は

20人以上になっているところでもあります。昨年の

状況は120人が農業に従事し、雇用期間は７カ月、

週１回の休み、労働時間１日８時間、時給850円で

１日6,800円であります。完全個室の寮で、その建

設は富良野市ということで、効果を上げている状況

がありますが、本市においても取り組むことを求め

るものであります。 

 ４点目は、国が環太平洋戦略的経済連携協定、い

わゆるＴＰＰに取り組んだ場合、深川市の農業への

影響について伺うものであります。関税を原則撤廃

する環太平洋戦略的経済連携協定が今後本格化する

状況で、国は明年６月までに結論を出すと報道され

ており、農業関係者を中心に波紋が広がっているの

であります。安い農産物が入れば、農業が打撃を受

けることは当然であり、日本農業は成り立たなくな

り、地域経済が崩壊する危機的な状況になります。

国は生産現場のことをどれだけわかっているのか、

これは大きな問題ではないでしょうか。１次産業が

打撃を受ければ２次産業にも波及し、失業者が増大、

深刻な事態になります。一方、製造業者などからは

金属部品等、外国からの原材料をとることで安くな

る、競争力に優位であると、みずから競争力をつけ

てほしいという声もありますが、安易な判断は慎ま

なければならないと思うところであります。以前の

木材輸入自由化で林業が破滅的な被害を受けた、間

伐する人を失い、荒れ果てた経過があります。農業

において同じことは許されないのであります。 

そこで、このＴＰＰを国が取り組んだ場合、本市
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農業にどのような影響があるのか伺うものでありま

す。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 深川市農業

の状況等についての１点目、２点目、３点目につい

て私からお答えいたします。 

 １点目の、不耕作地及び転作の状況についての水

稲耕作面積及び転作配分と収入の状況についてであ

りますが、平成21年度における水田本地面積は

8,197ヘクタールで、うち主食水稲作付面積が6,068

ヘクタール、転作等実施面積は26％の2,129ヘクタ

ールとなっております。収入については、同年の生

産額で申し上げますと、水稲で52億7,500万円、転

作を含む畑作、野菜、花卉で23億600万円、果樹、

畜産を加えた合計は89億2,500万円となっておりま

す。不耕作地、廃耕地については、農業委員会にお

ける農地パトロールにより土地条件を踏まえ、植林

を促したり、地域を越えたあっせんを行うなど、的

確な指導が行われていると伺っております。なお今

後、中山間地域の土地条件が悪く、生産性の低い農

地については、受け手があらわれないことも十分想

定されますので、耕作放棄を防止する中山間地域等

直接支払交付金事業の活用、農業委員会における広

域での農地のあっせん事業、さらに高齢化、労働力

不足に対応するため、農地保全を目的とした事業の

創設について、検討を進めているところであります。 

 次に、高齢農業者と後継者の育成についてであり

ますが、平成22年３月末の農業委員会の農家基本台

帳によりますと、農家戸数781戸、経営主の年齢が

65歳以上の世帯は215戸で28％を占めており、50歳

以上の世帯は593戸で76％、そのうち後継者のいな

い世帯が491戸で全体の63％になっております。ま

た、ここ数年就農される後継者は年10人程度で推移

していますが、一方で離農は30戸程度となっており、

農家戸数の減少と高齢化が進む中、農業の持続的発

展を図り、生産基盤である農地を守る上でも、後継

者の育成が大変重要であり、そのためには農業自体

が職業として選択できる十分な所得が得られ、魅力

ある産業となることが基本であると考えております。 

対策方針としましては、農業者を初め関係機関など

と連携の上、農業、農村が果たしている重要な役割

を生産現場から情報発信するとともに、安全・安心

な農産物の生産により、信頼され、競争力のある地

域農業を育成し、就農を促進するための環境づくり

を進めていく考えであります。 

 次に、農業ヘルパー制度についてお答えいたしま

す。この制度は全国的にも有名な北海道の観光地富

良野というイメージを活用し、農業に興味を持ち、

広大で美しい景観の中で生活をしてみたいという、

主に都市部の若者のニーズと耕地面積の７割が畑で、

生産額の７割が野菜、青果で占める地域性から、収

穫、選果など比較的容易な作業の人手を確保したい

農業者側のニーズをマッチングさせ、滞在施設を活

用し、長期的な雇用を図ることにより一定の成果が

得られている取り組みと認識しております。深川市

におきましても同様の取り組みをとの提言でありま

すが、昨年から実施しております深川市アグリサポ

ート事業がまさに地域の特性とニーズを反映させた

取り組みであります。この事業は、水稲を中心とし

た複合経営が行われているこの地域において、農家

戸数の減少や高齢化が進む中、構造的な課題解決や

農業者のニーズに対応するため、農業に精通したコ

ーディネーターが生産現場の声を吸い上げ、社員と

して雇用した就農希望者をサポート業務に従事させ

ることにより、農家の労働力不足の解消と従業員の

技術取得や地域の溶け込みを促し、将来の就農に向

けた環境づくりに取り組んでいるものであります。

本年度から従業員を１人増員し、４人体制でサポー

ト業務とともに直営農場の運営、コントラクター組

織と連携した防除作業、ＪＡの米穀集荷施設の業務

と事業の拡大も図っており、次年度におきましても

１人を増員する方向で直営農場の拡大や農地保全業

務を実施するための体制整備に向けた検討を行って

いるところであります。このように、地域農業の発

展にアグリサポート事業が果たす役割はますます重

要になると考えておりますので、振興公社、普及セ

ンター、ＪＡ、市による定期的な打ち合わせを実施

しながら課題や中長期的な方向性等について検討を

行い、今後も関係機関・団体の一体的な取り組みの

もとで円滑に事業が推進されるよう努めてまいりた

いと考えております。 

〇議長（北本清美君） 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 最後にお尋ねがありました

ＴＰＰ交渉に乗り出した場合の本市への影響につい

て、私からお答えを申し上げたいと思います。 

 政府は11月９日に閣議決定を行いまして、包括的

経済連携に関する基本方針というものを定め、その
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中でいろいろ盛られておりますけれども、環太平洋

パートナーシップ、すなわちＴＰＰ協定については

その情報収集を進めながら対応していく必要があり、

国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国と

の協議を開始することが述べられておりますが、こ

のＴＰＰは、言われているところによりますと、原

則10年以内に関税を撤廃するということが必要だと

されております。このことに加えまして、現在、Ｔ

ＰＰ交渉に加わっている９カ国の中には、アメリカ、

豪州など、我が国の農業と比較して、規模や生産コ

ストにおいて、大きな格差のある国々が入っている

わけでございます。こうした国々と交渉を進めなけ

ればならないということ、さらに交渉に当たってあ

らかじめ自由化の例外品目を提示して、参加交渉す

るということは認められないなどと言われておりま

して、大変厳しい条件が交渉に加わるに当たって存

在しているわけでございまして、我が国がＷＴＯを

初め、これまで農業交渉に臨むに当たって、言って

まいりました基本理念であります、すなわち日本の

ような農業も含めた多様な農業の共存といった理念

とは全くかけ離れた交渉を強いられることになるだ

ろうと認識をいたしております。そこで、仮に交渉

の結果、米などの重要品目について、関税撤廃の例

外が認められないことになった場合は、我が国の国

内農業生産の現状から到底維持できない極めて深刻

な状況に立ち至るだろうということは明らかであり

まして、我が国の食料安全保障や、また農業がいろ

いろ果たしております、多面的な機能にも致命的な

影響を及ぼすということが危惧されるばかりでなく

て、さらに国内のいろいろな地域で農林水産業を主

体として、地域社会を構成している地方圏の多くの

地域社会そのものの存在を崩壊に導いてしまうとい

う懸念すら考えられるということであります。した

がいまして、ＴＰＰ交渉への参加をするのか否かと

いうことを決定するに当たりましては、やはり政府

として十分時間をかけて慎重な上にも慎重な検討を

行った上で、なおかつ国民全体の民意を推しはかっ

て、その民意に即して結論を出していただくことが

必要だと考えております。 

 次に、ＴＰＰへの参加による我々の地域への影響

について申し上げますが、北海道及び空知総合振興

局では重要品目であります、米、小麦、牛肉、乳製

品等に対する関税が撤廃されて、それにかわる代替

の対策が十分講じられないといった場合の地域への

影響を試算しておりますが、それによります農業産

出額への影響額は、北海道全体で5,563億円、うち

空知管内では616億円と試算されており、さらに関

連産業等を加えた経済的な影響額は、北海道全体で

２兆1,000億円を超え、そのうち空知管内では1,300

億円を超える試算が出されているところであります。

そこで、空知総合振興局と同じような方法で深川市

の農業産出額への影響額を試算してみますと、約73

億円が減少し、その影響を受けることになります。

ただし、北海道と深川市の計算は、平成18年の係数

をもとに試算した額でありますが、平成18年度の深

川市における全農業産出額は114億円、それに占め

る73億円の影響額の割合は64％となり、過半数以上

の額の減少が見込まれるということでございます。 

それに加えて、農業が基盤産業であります深川市の

場合は、その影響は農業部門にとどまることなく、

地域社会全体の経済や雇用にも多大な影響を及ぼす

ことになり、それらの影響総額ははかり知れないも

のになるだろうと考えられます。こうしたことから、

北海道庁、農業団体、市長会、経済団体、消費者団

体などで構成する北海道農業・農村確立連絡会議が

設けられており、この会議と北海道市長会において

は、「ＴＰＰを含め包括的経済連携においては、米

や小麦、でん粉、砂糖、牛肉、乳製品等の重要品目

を関税撤廃の対象から除外すること及び道民合意が

ないまま、関税撤廃を原則とするＴＰＰへの参加を

決して行わないこと」を既に文書にいたしまして、

国に強く要請を行っているところであります。本市

といたしましても、当市議会の12月３日に意見書の

採択がございましたが、その意見書の中身を重く受

けとめまして、引き続き国の動きを十分注視しなが

ら、きたそらち農協や深川市農業対策協議会など地

域の関係団体と一体となりまして、いずれにしても、

地域の農業者の皆さんが意欲と希望を持って安心し

て営農活動が続けられるように、国への要請等に万

全の対応をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 渡辺議員。 

〇９番（渡辺英雄君） ７番目、最後に、深川市立

病院について伺うものであります。 

 １点目は、病院経営全般について伺っておきたい

と存じますが、第２次医療圏、北空知における中核

病院として住民の医療に努力されているところであ

ります。平成17年の市立病院の移転改築に伴い、設

備投資の結果として企業債の元利償還の負担が重た
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くなり、負担を補てんするだけの収益が得られない

状況で、不良債務が累増し、加えて患者数の減少や

診療単価の横ばいなどがあると認識をいたしている

ものであります。国の財政健全化法に伴い、７年計

画がさきに議決されたものであります。企業会計は

独立採算性が原則であり、地方公営企業法により企

業の経済性を発揮することが求められているのであ

ります。公立病院の地方交付税の算入状況と一般会

計からの繰出金の４年間の状況、職員等の給与カッ

トが平成23年６月までとなっておりますが、今後の

方針等について、さらに過疎債の活用は可能なのか

どうか、この点についても伺っておきたいと存じま

す。 

 ２点目は、救急医療体制であります。祝祭日等の

当番医制事業でありますが、開業医の先生方のご努

力により実施され、そのご苦労にお礼を申し上げる

わけでありますが、開設したその効果と結果を伺っ

ておきたいと存じます。 

 ３点目は、医師確保対策であります。病院の経営

には医師の体制が極めて重要であり、現状がどのよ

うになっているのか、また医師確保担当課まで置い

て取り組みがなされておりますが、不足医師の対策

について伺っておきたいと存じます。 

 ４点目は、入院の７対１の看護体制の開始は経営

健全化の一つであり、看護師確保状況及び診療報酬

の状況等を伺うものであります。 

 特に、病院事業会計は、開設者いわゆる市長と病

院長の相互の信頼関係の上でその効果を上げること

を懇願するものであります。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） １点目の病院経営

全般についての質問にかかわりまして、公立病院の

地方交付税及び一般会計からの繰出金の状況など、

あわせて職員等の給与カットなどについてお答えい

たします。 

 まず、地方交付税の病院経費算入額の状況と一般

会計からの繰出金の状況につきましては、平成19年

度交付税算入額４億6,000万円、繰り出し額６億

4,500万円、20年度交付税算入額４億8,000万円、繰

り出し額９億9,500万円、21年度交付税算入額６億

1,000万円、繰り出し額10億6,600万円、22年度交付

税算入額５億4,000万円、繰り出し額10億9,200万円

となっており、交付税措置は普通交付税額及び特別

交付税にそれぞれ算入されている額の合計となって

おります。また、過疎債についてでございますが、

赤字補てんというだけでの活用は困難であるという

ことでございますが、地域医療あるいは医師確保対

策など、具体的な事業によりましては充当も可能に

なるものでございます。 

次に、職員等の給与カットが平成23年６月までと

なっているということについてでございますが、こ

のことにつきましては20年１月に策定いたしました、

深川市立病院経営改善方策において市立病院の経営

改善を図るための主要方策の一つとして掲げられた

ものでありまして、病院医師を除く職員給与及び報

酬等を３年間削減し、病院事業会計に対し財政支援

を行うということを内容とするものでございます。

一方、平成22年３月には、財政健全化法に基づき、

平成21年度から27年度を期間とする市立病院経営健

全化計画が策定をされておりますけれども、前段申

し上げました給与削減の考え方につきましては、今

後の市立病院の資金不足比率の改善などを目的とし

た同計画の期間中にも適用するものとして、計画上、

盛り込んでいるところでございまして、病院経営の

改善を図るための大きな柱としているものでござい

ます。したがいまして、市立病院経営健全化計画の

達成に向けては、この方針に基づいた着実な執行管

理が重要であると考えておりますので、職員や職員

組合に対しまして本市の財政状況等について可能な

限り詳しく説明を考えておりますけれども、こうし

た対応を始めているというところでございます。 

〇議長（北本清美君） 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 私からは市立

病院についての２点目から４点目について順次お答

えいたします。 

 ２点目の救急医療体制につきましては、深川医師

会を初めとする関係各位のご支援、ご協力をいただ

き、10月１日から従来の日曜日に加え、祝日等も含

めた新たな当番医体制がスタートしたところであり

ます。その効果と結果でありますが、市立病院にお

きましては、この新体制への移行により、来年３月

までのスケジュールでは、年末年始を除く日曜日及

び祝日の日中の救急外来の診療のほとんどを深川医

師会から派遣していただく医師により行っていただ

けることとなりましたので、市立病院医師の日直業

務の負担が大きく軽減されたところであります。 

また、市立病院に来て診療をしていただいている先
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生方の評判もよく、これまでのところ順調に推移し

ているものと受けとめており、関係各位に感謝いた

しているところでございます。 

 次に、３点目の医師確保対策についてであります

が、現状の市立病院の医師の配置体制としましては、

12月１日現在、常勤医師は内科４人、外科３人、小

児科３人、泌尿器科３人、眼科１人、産婦人科１人、

皮膚科１人、脳神経外科１人、麻酔科１人、放射線

科１人の計19人と臨床研修医３人の、合わせて22人

となっています。また、整形外科や健診センターな

どの出張医師が常勤換算で4.5人となっており、総

体では26.5人となっています。２年前の平成20年４

月から比べますと、常勤医師数では６人、常勤医師

数と非常勤医師数を合わせた人数では３人ほど減少

しており、特に内科医師が減少していること、整形

外科の常勤医師が不在となったことなどが病院経営

に大きな影響を及ぼしているものと認識していると

ころであります。医師の不足の対策としましては、

医師確保は市立病院の最重要課題でありますことか

ら、本年度からその活動方針を強化し、院長を中心

に取り組んでいるところであり、市長みずからも積

極的に活動しているところであります。その具体的

な内容としましては、道内３医育大学に対しまして、

派遣いただいている医局のほか、直接大学、学長な

どと面会し、常勤医師の派遣を要請するとともに、

一部の診療科にあっては現在までの派遣医局にとら

われず、新たな派遣についての依頼もさせていただ

くなど、従来にも増して幅広く医師確保に向けた取

り組みをしているところであります。加えて、内科、

整形外科医師を中心に道外の大学にも医師の派遣を

いただけるよう、市長も訪問要請を行うなどの努力

も積み重ねているところであります。さらには札幌

にあります北海道地域医療振興財団などのほか、東

京都内にあります全国自治体病院協議会の求人求職

センターや北海道東京事務所の医師派遣窓口などに

も定期的に訪問を繰り返し、情報の提供をいただく

とともに、民間の有力な医師派遣会社数社に市立病

院の求人情報を提供しているところであります。こ

のほか、当院の医師の個人的なつながりなどによる

情報提供なども通じながら、紹介いただきました数

人の医師や関係者とも面談を行っているところであ

ります。いずれにいたしましても、多くの関係者か

ら全国的には東京都に、全道的には札幌市に医師が

偏在しており、国における政策が抜本的に改革され

ない限り、地方の医師不足は当面続くことを聞かさ

れているところではありますが、今ほど申し上げま

した活動を強化しながら、そのことが成果としてつ

ながるよう一層努力を続けてまいります。 

 次に、４点目の７対１看護体制についてでありま

すが、看護師確保の状況としましては、７対１の看

護体制を整えた８月１日時点での病棟看護師127人

が12月１日現在で130人と、３人増員となっており、

入院基本料の算定基準は現状維持できている状況に

はありますが、引き続き看護師の安定確保に努めて

まいりたいと考えております。また、診療報酬は７

対１入院基本料の算定を開始した９月以降、入院患

者１人当たりの収入単価アップにより、入院収益は

前年実績を上回っておりますが、経営健全化計画に

定めた開始予定より２カ月おくれのスタートとなっ

たことなどから、現状、累計の収入額は計画値を下

回っておりますので、今後とも計画値に近づくよう

努力してまいります。 

〇議長（北本清美君） 以上で渡辺議員の一般質問

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ０時３０分 休 憩） 

                                       

（午後 １時２７分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、楠議員。 

〔楠議員、質問席へ〕 

〇６番（楠 理智子君） 通告に従い一般質問を行

います。 

 まず１番目は、介護保険についてです。介護保険

制度が開始されてから10年がたち、2012年からの介

護保険制度の大幅な見直しが進められ、厚生労働省

は、介護保険制度改正の意見書の素案を社会保険審

議会保護部会に提示しました。65歳以上の月額保険

料の引き上げ、高額所得者にはケアプラン料を２割

負担、ケアプランを有料にするなどの検討が盛り込

まれているとありました。深川市では、第五次深川

市高齢者福祉計画、第四次深川市介護保険事業計画

が出されています。高齢化が進み、介護の必要な人

もふえてくると考えられます。必要な人はだれでも

介護が受けられる、早期に認定を受け、サービスを

受けることは重度の要介護状態になることも防ぐこ
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とにつながりますので、お伺いいたします。 

 まず１点目としまして、介護認定サービスの受け

やすい体制についてです。介護認定サービスが受け

られる要介護状態にあると見られるが、世話になり

たくないと受けていない人、手続は本人か親族が原

則なので、本人が認知症、親族がいないなどで手続

ができずサービスが受けられない人もいるというテ

レビの報道がありましたが、深川市においての状況

はどうなっているのでしょうか。そのための対応、

対策はどうなっていますか。重度の要介護状態にな

る前に介護認定を受け、サービスを受けることは当

事者と世話する人にとっても必要なことだと考えま

すので、市の取り組みをお伺いいたします。 

 二つ目としまして、在宅介護の医療における訪問

看護ステーションの充実についてです。在宅介護を

受けている人の中には訪問介護サービスを受けてい

るほかに、治療も必要で、その対応を訪問看護ステ

ーションが担っております。看護師不足と聞いてお

りましたが、高齢化が進み、介護を受ける人がふえ

てくると考えますので、訪問看護ステーションの充

実強化が求められます。そのためにも看護師の充実

も求められていますが、市の考えをお伺いいたしま

す。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 楠議員の介護保険について

の２点の質問にお答えを申し上げます。 

 初めに、介護認定あるいはサービスを受けやすく

するような体制に関するお尋ねであります。議員も

今の質問の中で指摘されましたけれども、介護保険

のサービス利用を受ける場合には、まず介護認定の

申請が必要になるわけでございますが、申請に当た

りましては、介護サービスを利用されようとするご

本人の意思が尊重されなければならないということ

でございます。このため、例えば家族や知人などの

関係者が、その人について介護サービスを利用する

ことが必要だと感じられた場合でありましても、そ

のご本人が介護サービスを求めない、あるいは受け

入れないといった場合には、そのサービスの提供は

行われないことになるわけでございます。また、例

えば本人が認知症のようなことになっておられる場

合には、介護申請そのものが難しいといったケース

もあろうかと思います。こうした方々に対しては、

地域包括支援センターが中心となりまして、サービ

スの利用につながるようなきめ細やかな対応に努め

ているところでございます。いずれにいたしまして

も、介護サービスを必要とする状態にある方がサー

ビスを利用せずに、そのまま生活を継続されるとい

った場合には、これまた議員が指摘されたように状

態が一層悪化したり、重度化するといった懸念もあ

りますので、本市におきましては高齢者の方々に対

しまして、介護予防のための生活機能チェックの実

施や、あるいは各種介護予防事業に参加していただ

くなどの取り組みをやっておりますが、それに加え

て、本市独自の取り組みといたしまして、72歳時の

干支に当たっておられる方々を訪問するという、72

歳の干支訪問事業や、また75歳、77歳の方のご自宅

を保健師が全戸訪問させていただきまして、その介

護を必要とされる状態にある方を早期に把握するよ

うに努めているところでもございます。今後におき

ましても、高齢化が進行する中で、まずは介護状態

になることを予防していくということが大変重要と

認識いたしておりますので、こうした介護予防事業

の充実を図るとともに、介護を必要とするようにな

っておられる方につきましては、今後とも必要な介

護サービスを利用しやすいような環境づくりに努め

まして、こうした方々の生活の質の維持、向上にこ

の介護制度が貢献できるように、しっかり意を用い

てまいりたいと考えております。 

 ２点目に、在宅介護における訪問看護ステーショ

ンの充実についてお尋ねがございました。この在宅

介護における訪問看護の役割は、かかりつけの医師

の指示のもと、病気や症状の悪化を予防するために、

専門的な看護やリハビリテーションを提供し、安心

して在宅療養が続けられるように支援するというこ

とでございます。具体的な仕事といたしまして、血

圧などの健康状態の観察、あるいは床ずれの予防や

看護、入浴介助や口腔ケアなどの生活保持の看護、

さらには家族への支援や相談などとともに、在宅で

の終末期のケアなどもお仕事に含まれているという

ことでございます。深川市では、介護保険の訪問看

護サービスの提供事業所として、北海道総合在宅ケ

ア財団により深川地域訪問看護ステーションが開設

されておりまして、ここが市内全域をカバーしてお

ります。この深川地域訪問看護ステーションでは、

訪問看護師の不足がここ数年常態化しておりまして、

利用希望者に十分対応できない事態が続いていたと

聞いておりましたが、現在は常勤看護師５人、非常
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勤の保健師が１人、非常勤の看護師２人が当該ステ

ーションに所属するに至っておりまして、今は利用

希望者全員にサービス提供が可能な状況になってい

ると伺っております。今後、市といたしましては、

高齢者の増加やサービスの需要の拡大に伴いまして、

質、量ともに訪問看護サービスの需要は高まってく

るものと考えられますので、この開設元である北海

道総合在宅ケア事業団と十分連携をとらせてもらい

まして、より充実した訪問看護サービスの提供が可

能となるように努力を重ねてまいりたいと思ってお

ります。 

〇議長（北本清美君） 楠議員。 

〇６番（楠 理智子君） 深川市は、既に65歳以上

の高齢化率が33％を超えているということで、ます

ますきめ細かな対応が求められていると思いますの

で、さらなる充実強化を求めてまいりたいと思いま

す。 

 続きまして、２番目、工事業国保についてお伺い

いたします。全国建設工事業国民健康保険組合につ

いてですが、本来資格のない加入者を資格がないの

に加入をさせて、国庫補助金を不正に受け取ったこ

とが明らかになったため、厚生労働大臣が実態解明

や再発防止について文書で報告するよう行政処分を

行い、無資格者が医療機関にかかった際の医療費に

充てられた国庫補助金の返還命令が出されました。 

工事業国保は、加入資格のない事業主に対して、被

保険者資格の喪失の通知を出したと聞いております。

無資格通知を受け取った加入者にとっては突然で戸

惑いと不安が広がっているという新聞報道もされて

いました。また、11月29日の道新の朝刊では、「打

ち切り判定ミス続出」の見出しで、「資格があるの

に打ち切り通知が出された加入者が全国で300世帯、

資格がないのは明らかなのに通知が出ていないなど

のずさんな判定が目立っている」とありました。 

工事業国保の運営の問題点、政府の指導にも問題が

あると思います。加入者には責任がないのではない

かと思います。きょうあすにも困る無資格者が出て

いるのではないかと思いますので、お伺いをいたし

ます。 

 一つ目に、深川市における無資格者の状況につい

てです。厚生労働省が出している工事業国保組合の

無資格加入者の資格喪失等の取り扱いについての中

で、工事業国保組合に対して、行政処分により資格

喪失になった人に対しての取り扱いについて、工事

業国保組合に対して、行政処分により、無資格者の

生年月日、性別、住所等のリストを市町村国保に提

供するように命じるとありますが、深川市の無資格

となった人の人数、状況をお伺いいたします。 

 二つ目として、工事業国保から国民健康保険への

加入の対応についてですが、工事業国保から国民健

康保険の加入状況はどうなっていますか。無資格者

がさかのぼって加入することになった場合は、市町

村加入者は当該無資格者が納付すべき保険料につい

て、２年を限度としてさかのぼって賦課し、徴収す

るとありますが、納付できなかった場合はどうなる

のでしょうか。資格証明書とか短期被保険者証にな

るのでしょうか。無資格になった被保険者には、前

段に申し上げましたように責任はないと思いますし、

医療機関にかかっている人にはきょうあすにも困る

問題ではないかと思います。保険料を納め切れない

人もいるのではないかと思いますが、資格証明書の

発行とならないような配慮をすべきと考えますので、

お伺いいたします。 

 ３点目といたしまして、工事業国保から無資格と

なった事業主の状況、対応についてです。無資格者

となった事業主は全国健康保険協会、協会けんぽに

加入することになりますが、無資格加入者の内容に

よっては、最大、これも２年さかのぼって加入する

ことになるとありますが、不況で厳しい状況下では

納付できない事業主もいるのではないかと思います

が、そのような事業主からの相談はあるのでしょう

か。対応はどうなっていますか。経営がそのことに

よって立ち行かなくなることは深川市にとっても影

響のあることですので、市の考えをお伺いいたしま

す。 

 最後に、国、道の監督指導の強化についてです。

加入資格がないのに加入していたのは違法行為では

ありますが、加入審査をする工事業国保のずさんな

運営も正していくべきです。また、無資格者への救

済等、国、道への働きかけをしていくべきと考えま

すので、市の考えをお伺いいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 全国建設工事業国

保について、私から１点目、２点目及び４点目につ

いてお答えをさせていただきます。 

 最初に、１点目の深川市における無資格者の状況

についてでありますが、空知総合振興局から送付さ
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れた全国建設工事業国保組合の無資格加入者一覧表

によりますと、本市では15事業所で従事する62人が

無資格加入者となっております。 

 次に、２点目の工事業国保から市国保へ加入の状

況についてでありますが、62人のうち市国保に加入

すべき対象者は８人で、そのうち６人が既に加入手

続を終え、手続を終えていない２人の方については、

12月１日に勧奨の通知文書を発送したところであり

ます。無資格者が市国保に加入することで、過年度

分の保険税の差額負担分が生じることになりますこ

とから、もし保険税を納められない状況の場合には、

税務課と連携を図りながら、その方の生活実態など

を十分にお聞きする中で、分納などの納税相談に努

めて対応してまいりたいと考えております。 

 ４点目、国、北海道の工事業国保への指導強化に

ついてでありますが、９月９日、厚生労働大臣は国

民健康保険法に基づき、工事業国保に対し、行政処

分、是正改善命令でございますが、これを行い、そ

の中で都道府県と地方厚生局に対して、すべての国

保組合に資格管理状況を一斉点検するよう要請する

とともに、国保組合における法令遵守体制の整備を

指導、あわせて厚生労働省の指導監督体制の強化を

行うとしたところであります。私どもとしては、二

度とこのような事案が起こらないよう、厚生労働省

の今後の指導監督強化に期待するとともに、工事業

国保組合における法令遵守体制の早急の整備を望む

ところでございます。なお、無資格者への救済等に

ついて、深川市国保が保険者の立場で国、北海道に

対し要請する立場にはないと考えております。 

〇議長（北本清美君） 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 私から３点

目の工事業国保から無資格通知を受けた事業主の状

況についてお答えいたします。 

 今回の工事業国保の資格喪失にかかわっての事業

主からの相談は、商工労働観光課としては、現在ま

で受けていないところでありますが、北海道では11

月29日に事業主及び従業員の方々の協会けんぽ及び

厚生年金保険への加入手続が迅速かつ適切に行われ

るよう、本庁及び各総合振興局内に工事業国保資格

喪失者対策特別相談室を設けて、工事業国保の資格

喪失者が市町村国保、または協会けんぽへ加入する

ための各種情報提供、資格喪失者を雇用する事業所

が協会けんぽ等に加入するに当たって、事業主負担

の保険料納付のための資金手当に関する相談、資格

を喪失した従業員等が市町村国保または協会けんぽ

等に加入するに当たり、保険金の個人負担が生じた

場合の生活資金の手当に関する相談などの各種相談

を受けることとしておりますことから、市としまし

ては、庁内関係課や北海道の相談窓口と連携を図り

ながら、これら相談窓口の紹介、案内するとともに

迅速、正確な情報提供によりまして、適切に対応し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 楠議員。 

〇６番（楠 理智子君） 工事業国保については、

無資格になるということは、きょうあすにも困るこ

とですし、事業主に対しても、無資格になったとい

うことで、払っていく資金対策とかにも困ることの

ないように、十分な対応をしていただきたいという

ことを申し上げまして、３番目のフッ化物洗口につ

いて、質問をいたします。 

 北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例の中で、

フッ化物洗口が虫歯予防に有効であると推進し、保

育所、幼稚園、小学校、中学校への実施を進めてき

ています。道教育委員会は推進重点地区を指定し、

空知管内では７市町村が指定を受け、北竜町の保育

園では既に実施されていると新聞報道もされていま

した。しかし、安全性にはさまざまな議論があり、

導入に対しては慎重な対応の自治体が多く、実施自

治体は一部のようです。フッ化物の濃度が１％を超

す医薬品は薬事法で劇薬指定されております。うが

い液としての濃度は0.09％ということですが、飲み

込んでしまっては危険性がないのか、誤って飲み込

んだ場合は牛乳を飲ませ、吐かせるなどして、医師

の診察を受けるなどの慎重な対応をしなければなら

ないとも聞いています。フッ素にさらされて、エナ

メル質が弱くなり、歯が危うくなるということも聞

いております。ＷＨＯでは、６歳未満の子供にはフ

ッ素の洗口は強く禁止するという見解を出しており

ます。また、発がん性も疑われております。安全性

や効果が明らかでない中のフッ化物洗口の実施は慎

重であるべきと考えますので、お伺いいたします。 

 前段でも申し上げましたように、フッ化物洗口の

安全性が十分に確認されてはおりませんので、深川

市ではフッ化物洗口の実施について、どのように考

えているのでしょうか。虫歯の予防には食生活や日

ごろの手入れが重要だと思います。フッ化物洗口は、

安全性が確認されるまで、実施すべきではないと考

えておりますので、市の考えをお伺いいたします。 
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〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） フッ化物洗口の安

全性とその実施についてお答えさせていただきます。 

 フッ化物を応用して、虫歯を予防することの有効

性と安全性については、国内外の研究により示され

ており、日本においても、世界保健機構等の勧告に

したがって、フッ化物塗布法などを歯科診療施設や

多くの自治体で実施しており、本市においても歯、

口腔の保健事業として取り組んできた経過がござい

ます。その後、虫歯予防におけるフッ化物の役割が

改めて注目されてきたことから、厚生労働省は、日

本歯科医師会がまとめたフッ化物応用についての総

合的な見解を受けて、その有効性と安全性について

研究を行い、健康日本21においても盛り込まれ、

8020運動の目標達成のための具体的な方策として、

フッ化物洗口ガイドラインを策定し、平成15年１月

14日付で歯科保健医療等の関係団体及び都道府県に

通知されたところであります。これを踏まえ、北海

道歯・口腔の健康づくり8020推進条例を昨年６月に

制定し、これに基づき、フッ化物先口の推進を図る

べく、北海道フッ化物洗口ガイドブックを作成いた

しました。北海道においては、今後、推進計画に沿

って、平成22年度から24年度までの３カ年で全市町

村における実施を目指すとしており、いずれ北海道

から本市に対しても、その実施が求められるものと

思われます。仮に本市で実施するとなれば、保育園

や学校などでの集団実施となっていきますが、一方

でフッ化物洗口の実施については否定的な意見があ

ることから、その有効性、安全性、簡便性などを明

確にした上で、学校歯科医、施設責任者などの、関

係機関・団体及び保護者の理解のもとで、北海道と

合意確認ができた段階で進めていくものと考えてお

ります。 

〇議長（北本清美君） 楠議員。 

〇６番（楠 理智子君） フッ化物洗口については、

万が一事故があった場合はもう取り返しのつかない

ことになりますので、実施については慎重に慎重を

期した対応をすべきと申し上げまして、最後の質問

に移らせていただきます。 

 最後の質問は、教育の充実についてです。日本に

おける教育費は世界的に見ても、先進国の中では低

いほうであると言われております。深川市において

も、行財政改革の中で、教育予算も一律カットされ、

教材費等に充てる費用が少ない。事務補の削減によ

って、教師の事務作業がふえているなどのことも聞

いております。また、国は詰め込み教育からゆとり

教育のためにと授業時間数を減らしてきましたが、

国際的に見て日本の学力が低下しているということ

から、ゆとり教育が見直され、学力向上の一環とし

て、授業時間がふやされ、改定された学習指導要領

によって、小学校では2011年度より完全実施され、

中学校では2012年度より、高校では2013年度より完

全実施されますが、教育のための予算の充実も必要

ですし、時間数をふやすことが必ずしも学力の向上

にはつながらないとも考えます。 

 そこで、お伺いをいたします。まず１点目として、

授業時間数がふえると、放課後の生徒への生活指導、

部活などで教師の接する時間が少なくなってくるの

ではないかと考えます。じっくり生徒に接する時間

を保障するべきと考えます。その一つとして、行財

政改革で平成21年度より、事務補の勤務時間が削減

され、教師が事務作業にかかわる時間がふえたとい

うことも聞いております。事務補を増員することも、

じっくり生徒に向き合える時間を保障することにつ

ながるのではないかと考えますので、市の考えをお

伺いいたします。 

 ２番目として、ゆとりある教育についてですが、

授業時間をふやして詰め込んでも学力の向上にはな

かなかつながらないのではないかと思います。来年

度からは小学１年生も毎日５時間授業と聞いていま

す。学校に通うだけでも大変な１年生にとっては、

５時間目まで授業に集中できないのではないでしょ

うか。生徒一人一人に目の届くような授業のできる

人数であることも学力の向上につながるのではない

かと考えます。文部科学省は、８年間で小中学校を

40人学級から35人学級に、小学校１、２年生は30人

学級にと言っていますが、ゆとりある教育のために

も早急に実現することが学力の向上にもつながるの

ではないかと考えますので、市の考えをお伺いいた

します。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 教育の充実についてお

答えを申し上げます。 

 初めに、１点目の授業時間、放課後もじっくり向

き合える時間の確保についてをお答えいたします。 

現在、学校事務補は市内の全11校に臨時職員を各１
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人配置しておりますが、学校規模により、児童生徒

や教職員数などから授業量が異なるものとして、平

成21年度から事務事業の見直しにより、深川小中学

校と一已小中学校の４校は１日勤務、各学年１クラ

ス以外の規模の７校、納内小中学校、音江小中学校、

多度志小中学校及び北新小学校につきましては、１

日４時間の勤務となっております。学校事務につき

ましては、道費負担の事務職員と市費負担の臨時学

校事務補が業務の処理をしておりますが、この事務

事業の見直しの際には、各校長とも協議や検討を進

めたところであり、児童生徒数の減少と印刷機など

の機器類の性能向上等により、従来からの業務量が

縮減されており、配置されております２人の職員で

業務分担するなどの工夫によりまして、勤務時間の

削減について理解をいただき実施したものでござい

ます。本年度は、見直しから２年目でありますが、

各校とも臨時事務補の勤務時間帯の工夫をしたり、

計画的な事務作業などにより対応していると聞いて

おり、教員の教育指導業務への大きな影響はないも

のと受けとめているものでございます。 

 次に、ゆとりある教育についてですが、深川市の

小学校、中学校の平成22年度の児童生徒数を見ます

と、ほとんどが１学級35人以下という状況となって

おりますが、教育委員会といたしましては、これま

でも少人数による学習指導は有効な指導方法の一つ

と考えておりまして、現行の各種事業制度を積極的

に活用してきておりまして、文部科学省が今回策定

いたしました、新・公立義務教育諸学校職員定数改

善計画案、８月27日に公表された計画案が実現され

るよう期待しているところでもあります。市が独自

で少人数学級を実施していくには、新たに教職員定

数の増加を図ることが必要となりますことから、市

が独自で、単独で教員の配置を行うことは、教員の

確保などの課題もあり、困難と考えているところで

あります。学級編制につきましては、国や北海道の

基準に基づきまして行うものとしており、現状にお

いては40人学級を基本としつつ、今後、国、道の基

準が少人数化の推進により変更がなされた場合には、

変更された基準に沿った学級編制を行っていく考え

であります。 

〇議長（北本清美君） 以上で楠議員の一般質問を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ２時０２分 休 憩） 

                                       

（午後 ２時０８分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、太田議員。 

〔太田議員、質問席へ〕 

〇14番（太田幸一君） 22年前の11月10日、東西を

分断していたベルリンの壁撤去作業開始、東西冷戦

が幕を下ろした象徴的歴史的出来事、世界にこの映

像が発信されたわけであります。今、時計の針を逆

回転させる出来事が日本の近海で起ころうとしてい

ます。戦争という名の人間の尊厳を全否定する愚か

で無謀な殺りくは決して許されてはなりません。く

しくも70年前、12月８日、明後日になりますけれど

も、日本が真珠湾奇襲攻撃をもって戦端を開いた日

であります。それでは通告に基づきまして、一般質

問を行いたいと思います。 

最初に、市勢振興、教育、商工にもかかわります

が、米粉消費拡大と米しょうちゅう等開発の考えに

ついて伺います。国連食糧農業機関ＦＡＯは2050年

の世界人口が現在の68億人から91億人になるとし、

一方、地球温暖化は砂漠化、洪水、冷害など、これ

らによって耕地面積、収穫量を減らし、ロシア小麦

の干ばつ被害は緊急輸出規制措置を敷く状況となっ

ています。我が国に目を転ずると、農業政策、食料

戦略の誤りから、この四半世紀、自給率40％台、

1965年との比較でも米の消費量が半減し、これと軌

を一にして農業人口は激減し、農業従事者の平均年

齢は65歳を超える状況となっています。 国家100

年の大計、農業食料戦略の強化は、戦後の農業食料

戦略の反省に立ち、農家所得補償の直接支払い制度

の強化によるＥＵ型農村形成のもとで日本農業を守

り、強化し、ひいては食料安全保障の観点からも自

給率向上をしっかりと目指さなければなりません。

さて、このような状況下で農水省は米粉の消費拡大

を政策とし、毎年500万トンの輸入小麦を減らすた

めにも、現在１万トンの米粉の消費を50万トンまで

引き上げようとしています。米のまち深川において、

他市に先駆けて、他用途米を作付の段階から拡大し、

消費拡大にまちを挙げて取り組み、プロジェクトを

進めるべきだと強く申し上げたいところであります。

先般、行政視察を行ってきました熊本県では、他用

途米を作付から増産し、小麦粉アレルギーの対策上
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からも米粉の学校給食への拡大や商品開発、さらに

は米しょうちゅうの新たな開発を初め、自治体の立

場で政策を強力にリードしていることを熱く語られ

ていました。これは東出議員、知己の阿蘇市議の紹

介によって、知事公館に招かれての蒲島郁夫知事み

ずから私たち深川市議会に対して説明をいただいた

ものであります。５点にわたり深川市の考え方を伺

います。 

 一つ、他用途米の作付拡大へ指導の考え。 

 二つ、米粉製粉機の設置により、容易に市民利用

がかなう体制、米粉による商品開発、需要拡大の考

え。 

 三つ、小麦粉アレルギー対策からも、学校給食へ

の小麦粉にかわる米粉の利活用の考え。 

 四つ、他用途米を活用しての米しょうちゅうブラ

ンド化開発の考え。 

 五つ、米粉食品開発販売店を観光マップに取り組

むこと。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 米粉消費拡

大と米しょうちゅう等の開発の考えについての１点

目、２点目と４点目、５点目について私からお答え

申し上げます。 

 初めに、１点目の他用途米の作付拡大へ、指導の

考えについてでありますが、米粉はお米の新しい食

べ方としてここ数年急速に脚光を浴びてきており、

パンやケーキ、麺類などに幅広く利用され、その可

能性は広がり続けております。また、国内での主要

主食用米の需要が年々減少し、耕作放棄地などが問

題となっている中で、米粉の需要がふえれば水田が

活用されるとともに、食料自給率向上にも期待され

ているところであります。現在の深川市におけるほ

かの用途への米の作付は、国から示される米の生産

数量目標が大きく関与しておりますが、販売価格の

動向や水田利活用自給率向上事業における交付金を

踏まえ、生産者の手取り確保をすることが基本とし

て取り進められている状況にあり、現在の価格動向

では、飼料用米あるいは加工米の作付が中心になっ

てくるものと思われます。米粉用米の作付について

は、飼料用米と同じく水田利活用自給力向上事業に

より10アール当たり８万円の交付金が交付されるこ

ととなりますが、売り先を確保することが必要であ

り、議員から貴重な提言をいただきました米粉用米

の作付拡大を図り、消費拡大を町を挙げて取り組む

ことは現状課題も多く、時間を要するものと考えて

おりますが、食料自給率向上の取り組みの一つとし

て、米粉用米の活用は重要なことと考えております

ので、今後の生産数量目標や販売価格の動向、売り

先の確保などの状況を見きわめながら推進してまい

りたいと考えております。 

 次に、２点目の米粉製粉機の設置により容易に市

民利用がかなう体制と米粉による商品開発、需要の

拡大の考えについてお答えいたします。米粉製粉機

の設置による市民利用や米粉としての商品化は米の

需要量が減少している中で米の消費拡大や地産地消

を図る上でも非常に重要なことと考えているところ

でありますが、機械の設置場所や維持管理の問題、

機械、施設整備に多額な経費を要すること、また本

市では現状、米粉用米の取り組みがなされていない

ことなどから、現段階での普及推進は難しいものと

考えているところであります。しかし、現在手ごろ

な価格で米からパンをつくる家電製品などが販売さ

れており、一般家庭でも手軽に利用されてきており

ますことから、今後の米粉用米の生産や消費動向な

どの推移を見守りながら、米の消費拡大につながる

ような取り組みを関係団体等と連携を図りながら推

進してまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の米しょうちゅうの開発についてで

ありますが、現在、地元の米を使ったお酒といたし

ましては、清酒ふかがわ、清酒元気村一已などの日

本酒がありますが、地元産の素材を使ったしょうち

ゅうの製造はされていないところであります。ご提

案のありました米しょうちゅうでありますが、道内

のしょうちゅう製造メーカーによりますと、米の場

合、麦や芋などに比べ風味などの特徴が薄いため、

消費者ニーズとしては低い状況にあると伺っており、

また米粉でしょうちゅうを製造する醸造場では、清

酒製造の精米時に発生する米の削りくずをしょうち

ゅうの原料として再利用していることから、低コス

トの原料用米粉を確保するための工夫がされている

ところであり、現時点において米しょうちゅうに限

定した商品化に取り組むことは難しいものと受けと

めております。本市の産業振興を進めるに当たって、

米の活用を図ろうとするスタンスは太田議員と共通

の認識にありますので、最近、品質登録されました

拓殖大学北海道短期大学の黒米品種などの新しい動

きなども踏まえながら、深川地域資源活用会議や市
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内の事業所の皆さんと一緒になって、幅広い視点で

特産品開発に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、５点目の米粉食品開発販売店を観光マップ

に取り込むことにつきましては、特産品の宣伝周知

は大変重要なことであると認識しておりますので、

深川市観光協会、深川市商店街振興組合連合会等と

連携し、市が発行している深川市観光ガイドを含め、

各種団体が発行している、ふかがわグルメマップや

ショッピングガイドマップふかがわなどに順次掲載

できるよう努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 質問の３点目、アレル

ギー対策も含め学校給食への小麦粉にかわる米粉の

利活用についての質問についてお答えいたします。 

 学校給食で小麦粉を原料とした食材といたしまし

ては、うどんやパン、ラーメン、天ぷらの衣、シチ

ューなど数多くございますが、聞き取り調査では市

内小中学校の児童生徒に小麦粉をアレルゲンとする

アレルギーはないと聞いております。米粉を原料と

した米粉パンにつきましては、以前、試験的に給食

用として使用したことがございますが、そのときは

余り好評ではなく、食味、食感に課題が残りました。

また、ことしの５月に行いました米粉パン試作結果

におきましても、思うような結果が出ませんでした

が、引き続き米粉パンの可能性について探ってまい

りたいと考えております。現在、当給食センターで

使用しております米粉食品といたしましては、ＪＡ

きたそらち多度志加工部会がつくっております米粉

のシフォンケーキとクッキーがございます。今後、

児童生徒に喜ばれる安全でおいしい米粉を原料とし

た食品、食材の提供を受けることができるようにな

りましたら、価格的なことも考え合わせて検討して

まいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） 再質問しないでおこうかと

思ったのですけれども、引っかかるところがありま

すから、一、二点指摘をさせていただきます。 

 例えば、これをずっと聞いていまして、あれだか

ら、これだからできませんということが非常に多い

わけです。やはり、国でかなりこういったことに力

を入れているわけですから、それを先取りまでしな

くてもいいですから、しっかり米のまち深川として、

ほかからおくれをとるようなみっともないことは決

してしてほしくない。また、しょうちゅうについて

も異論があるということですけれども、しょうちゅ

うの本場である九州が米でしょうちゅうをつくって

商品化しているわけですから、そういう部分という

のは大いにスピリッツといいますか、開拓精神を見

習っていかなければ、北海道の深川としては非常に

残念な状態ではないかと思います。何か答えてくだ

さい。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 米粉の活用

に係りまして、再質問をいただきましたのでお答え

申し上げます。 

 太田議員からいろいろご提言をいただきましたこ

とにつきましては、先ほどお答えをしましたとおり、

貴重なご提言と受けとめまして、今後、先ほど申し

上げました拓大の黒米など、深川にはいろいろな資

源がございます。それらを含めまして、いろいろな

活用を考えてまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） それでは次に、２番目の市

勢振興、交通網ＪＲ留萌線の改善対策について伺い

ます。 

 本来、地方における交通網においても、道民、市

民への福祉、公共性の視点から、お年寄りや学生な

ど、いわゆる交通弱者の存在があります。一方には、

市電、地下鉄、バスなど、住民の側が選択できる都

市に住み続け、文化的生活を享受している住民もい

るわけであります。採算が合わないからとして、経

済効果の物差しで限界集落などに住み続ける交通難

民と言われる人々も、その差別的状況にさらされ続

けることは、少なくとも行政の立場、政治の立場で

は予防し、対策し、格差を縮めていく努力が求めら

れているわけであります。さて、ここで明治43年に

開業し、100歳になりましたＪＲ留萌線の問題に絞

って提起させていただきます。このＪＲ留萌線の関

係については、既に北海道会社が高規格道路の深川

留萌間の全線開通の時期に留萌線を廃止するという

こと。沿線自治体は、住民の足の問題でありますか

ら、非常に不安であるということで訴えているのだ

というふうに巷間耳にするわけであります。ご案内

のように、この高規格道は現在、深川ジャンクショ

ンから幌糠間が部分開通していて、以降、留萌まで

の間、順次竣工しているという格好であります。全

線開通が平成24年の２年後ということで予定してい
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ると聞いております。深川市において考えてみます

と、深川駅、北一已駅というのが深川の自治体の中

に存在しているわけでありますけれども、この北一

已駅については、函館本線の深川駅の設備の近代化

に伴って、昭和40年代に乗降場という形から、列車

が行き違える駅に変わったという格好になるわけで

す。現在、この時点で前後して、この近辺に住宅が

数戸新築されたりしたと。また、一方この農村のと

ころにおきましては、ほかに比較しても、同じよう

な形で高齢者のお宅が、車の運転もできなくなるよ

うな形の中で、１日７ないし９往復するＪＲ留萌線

を足として利用しているという実態にあると聞いて

おります。 

 ここで何点か伺いますが、一つは現状の通学、通

院、通勤など、駅近郊住宅の利用をどう認識して、

どう利用者の声を反映させるかということでありま

す。 

 二つ目としては、沿線自治体との共同歩調による

取り組みが必要となってくるのではないかと考えま

すので、お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 留萌本線に関する質問にお

答え申し上げます。 

 ＪＲ留萌本線はご承知のように、ことし深川留萌

間が開通をして100周年を迎えたわけでございまし

て、その記念イベントが去る11月23日、本市を含み

ます沿線の２市３町で構成する実行委員会が主催を

いたしまして、文化交流ホールみ・らいで開催をさ

れたところであります。そのイベントを通じまして、

市民もまた私どもも改めて留萌本線が鉄道輸送機関

として果たしている役割の大きさと重要さを再認識

させられたところでもございます。100周年という

大きな節目を迎えた留萌本線でありますが、その利

用実態、利用状況は沿線地域の過疎化の進行に加え

まして、高規格道路深川留萌自動車道の幌糠インタ

ーまでの利用開始などによりまして、大きく変化を

してきております。ＪＲ北海道が行ったその調査に

よれば、ＪＲ北海道が発足をした昭和62年のときと

平成20年の乗客数の比較を行ったところ、１列車当

たりの平均乗車人数については、昭和62年が23人、

平成20年は10人で６割の減少をしています。そして、

駅間通過人数では、深川と沼田間の１日平均で、昭

和62年当時は730人、平成20年に462人で、270人の

減。それから、沼田と留萌の間は、同じく300人が

140人で、160人ほど減っております。そして、留萌

と増毛の間は、同様に480人が、50人ということで

430人の激減となっております。また、今現在の留

萌本線全体の１日の利用者は、約550人でございま

すが、その６割に当たる340人は、深川と沼田の間

の利用者であり、特に通勤時間帯に利用者が集中す

ると聞いているところであります。ただ、このよう

に利用者が大きく減少をしてきておりますけれども、

特に沼田町からの通勤や通学で本市に通う方々や、

また全線を通して利用されている方々もいらっしゃ

るという現状にあり、留萌本線は私どもの地域に欠

かすことのできない大事な公共交通機関であると認

識いたしております。そこで、こうした利用実態の

声などをどういうふうに伝えているかということで

ありますが、ＪＲ北海道みずからも把握しておりま

すが、私どもも折に触れて意見交換などの機会には、

こうした地域の声などを伝えていきたいと考えてい

るところであります。 

 次に、この沿線自治体と共同歩調による取り組み

についてでございます。留萌本線に関連いたしまし

ては、観光的な利活用を図る観点から、平成11年度

から18年度にかけて、北空知・南留萌広域観光連絡

協議会が設置されていた経過がございますし、今般、

先ほど申し上げた留萌本線開通100周年記念事業を

行うための実行委員会を組織して、その事業を担っ

たことから、この沿線自治体間の連携の下地は一定

程度でき上がっていると認識いたしております。私

どもは、留萌本線をどういうふうに扱うという話を

ＪＲ北海道から聞いたことは一切ございませんけれ

ども、仮にそういった話が浮上してきた場合には、

必要に応じまして沿線の自治体間で連携を組んで、

私どもの考えがしっかり伝わるように対応を図って

まいりたいと考えておりますので、議員のご理解と

ご協力を賜りたいと思っております。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） ただいまの問題については、

この間の道の関係を含めた懇談会の中でも、沿線の

自治体からＪＲ北海道に対する心配なども出ており

ましたし、自治体によって温度差はあるかと思いま

すけれども、何がしかのものがあるのだと私どもは

受け取りますが、今後、鋭意努力していただきたい

と思います。 

 それでは次に、３番目の市勢振興、買い物弱者に
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対する自治体の支援についてお伺いしてまいりたい

と思います。国の一極集中、弱肉強食の政治による

地方自治体の疲弊、限界集落の拡大、公共交通の衰

退、追い討ちをかけるように、スーパーや小売店の

不採算地区からの撤退、廃業等、地域に生活する市

民、特に車の運転ができない高齢者の方や子供や主

婦の皆さんには、目の前や近所から生活必需品、食

料品を販売していたお店が消え、大変な不自由を強

いられているわけです。さて、他市においては自治

体の関連委託業者など数百種類の日用品、食料品を

移動販売車によって、今、言いましたような不自由

を強いられている地域に巡回販売するということで、

この解消を図っているとお聞きしております。 

 ここで考え方をお聞きしますけれども、一つに、

深川市として買い物弱者へどのような対策を持ち合

わせているか。 

 二つは、移動販売車による地域巡回販売の方策に

ついての所見を述べていただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 買い物弱者

に対する支援についてお答え申し上げます。 

 初めに、１点目の深川市として買い物弱者への対

策をどのように持ち合わせているかについてであり

ますが、人口の減少、郊外大型店の進出などによっ

て地域の購買力の低下とともに、地元商店街が衰退

し、歩ける範囲で生鮮食料品や日用品などの購入が

困難になった、いわゆる買い物弱者が社会問題とな

っております。本市におきましても、音江地区及び

多度志地区ではエーコープが昨年３月末で撤退した

ことによって、数店の個人商店とコンビニエンスス

トアが営業しているのみという状況になりましたこ

とから、本年１月に多度志地区の町内会長さんのご

協力をいただき、生活必需品の購入状況調査を実施

させていただいたところです。その結果、ホクレン

ショップによる宅配サービスや旭川の業者による移

動販売サービスがそれぞれ週２回実施されているほ

か、地元商店の利用や親戚や知人、友人、またご近

所同士の助け合いなどによって、調査時点ではほと

んどの方が何らかの方法で買い物ができていること

がわかったところでありますが、今後においても、

地域内居住者の一層の高齢化が予測されますことか

ら、買い物弱者の現状につきまして、引き続き注視

していかなければならないものと考えております。 

その対策としまして、ほかの自治体におきましては、

地域内の空き店舗や駐車場などを活用した青空市、

車両による移動販売のほか、買い物のための巡回バ

スの運行といったことや、最近ではインターネット

でチラシを見て注文し、届けてもらうネットスーパ

ーなどの新たなサービスもありますことから、これ

らの事例につきましても、十分参考にしたいと考え

ております。また、経済産業省におきましても買い

物弱者の生活利便性を向上させる事業を支援する方

向が示されてきておりますので、そうした事業の活

用なども考慮しつつ、市内各地域の状況にも目配り

をしながら今後の対応を検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、移動販売車による地域巡回販売を行うこと

についてでありますが、移動販売車による地域巡回

販売は買い物弱者の救済手段の一つとして、また地

域に憩いの場を提供する意味においても有効なもの

と考えますが、本市では大型スーパーの多くの店舗

において、午後３時ごろまでに購入した商品は、夕

方には自宅に届けてくれるといった配達サービスが

円滑に機能しているようでありまして、高齢者の方

を初め、多くの市民の方々が利用されており、ご自

分の足でスーパーに出向き、豊富な商品の中から選

択することができている方が多い現状では、移動販

売車の需要は余り多くないものと推測されます。 

また、先日の新聞報道で岩見沢市で「出前スーパー

好発進」との記事が掲載されておりましたが、この

ことは市内出身の社長さんが、ふるさとに対する地

域貢献という観点で始められたもので、市の助成等

はなく、採算面では非常に厳しいとのお話を伺って

おります。このようなことから、深川市において移

動販売車による地域巡回販売が継続的な取り組みと

して定着するためには、一定の利用者が常に確保で

きる体制づくりが必要と思いますので、大型スーパ

ーを経営する小売業者の動向なども見きわめながら

慎重に検討させていただきたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） 次に、４番目の医療、教育、

福祉行政についてのインフルエンザの流行に対する

備えについて伺います。 

 この冬も新型インフルエンザを含めて、もう既に

その兆しを見せ、北海道においては浦河保健所管内

の基準10.5人に続き、深川保健所が8.6人から９人

台、これは11月第２週時点の数字でありますけれど
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も、全道２位の状況でありました。小中学校におい

ては、学級閉鎖等の対処をされているようですが、

お子さんを育てる家庭、お年寄りの家庭は特に心配

を払拭できない不安を抱える状況となっています。 

昨年はご承知のように、豚から発症した、いわゆる

新型インフルエンザ、今現在、潜伏、沈静化という

ことでありますけれども、ことしは鳥からのものが

顕著であるとされています。しかも、これらのウイ

ルスは、感染力が非常に強いということで、罹患者

の重症化が心配されているということだと思います。

厚生労働省は昨年の世界的パンデミックの経験から、

既に7,000万人分のワクチンを備蓄していると伝え

ております。したがって、それぞれの自治体におい

ては、ワクチン接種等を含めた予防の指導を行政の

立場でしっかりと進めるということから、何点か確

認をしたいと思います。 

 一つは、既に深川保健所管内では一部小中学校の

学級閉鎖等の対応を迫られているのだと聞きます。

市内の小中学校の状況はどのようになっているか。 

 二つ、市民への注意啓発を早期に実施すべきと考

えますが、もう既にやっていると思いますけれども、

進捗を教えていただきたい。 

 三つ、予防ワクチンは、Ａ香港型、新型、Ｂ型の

３価ワクチンとして準備されていると聞きますけれ

ども、深川市の在庫及びこれからの入庫予定はどう

なのか聞きたいと思います。 

 四つ目としては、予防ワクチン接種者に対する深

川市の補助のあり方、今までも補助はあるのですけ

れども、変更等を含めてお知らせいただきたいと思

います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） インフルエンザの流行

に関する備えの１点目、学級閉鎖などの深川市内の

小中学校の状況と対応について、お答えを申し上げ

ます。 

昨年の新型インフルエンザ等の大流行もありまし

て、市内の小中学校では、児童生徒に対してインフ

ルエンザを含めて、本年度は早い時期から感染予防

等の指導に努めてきております。現在までの学級等

の閉鎖状況といたしましては、深川小学校の３学年

で、10月28日から11月３日までの学年閉鎖を、また

同じく同校でございますけれども、２学年と６学年

でも11月３日から７日まで、それぞれ学年閉鎖を行

いましたが、それ以降につきましては学級閉鎖はご

ざいません。しかし、これから厳冬期を迎えまして、

道内で検出されているＡ香港型の季節性のインフル

エンザの流行や新型インフルエンザなどの新たな流

行も考えられますことから、今後もインフルエンザ

の発生状況に留意するとともに、引き続き、うがい、

手洗いの励行や十分な睡眠時間の確保と栄養の摂取

など、各家庭と連携をとりながら、感染予防をして

まいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 私から質問の２点

目から４点目までお答えいたします。 

 まず、２点目のインフルエンザの市民への注意啓

発の状況についてでありますが、本年のインフルエ

ンザ接種について、国の新たな基本的方針が出され

た７月以降、その方針に従い、市の実施要領を定め、

本市における接種の取り組み内容を広く、広報ふか

がわ10月号とホームページに掲載するとともに、市

内公共施設及び市内指定医療機関にポスターを掲示

し、同ワクチン接種の勧奨を行ったところでありま

す。あわせて、北海道の感染状況を踏まえ、広報ふ

かがわ11月号及びホームページにうがい、手洗い、

咳エチケットなど、インフルエンザの予防について

掲載し、注意喚起を行ったところであります。 

 次に３点目、市内医療機関におけるワクチンの在

庫状況についてでありますが、深川保健所管内で感

染症の発生動向の調査指定機関となっている三つの

医療機関に確認しましたところ、いずれも量的に確

保され、接種も円滑に行われていることを確認した

ところであり、今後も医療機関の間でワクチンの偏

在が生じないよう、深川保健所との連携の中で、在

庫状況の情報収集を行いながら、インフルエンザ接

種事業を取り進めたいと考えております。 

 次に４点目、本市におけるワクチン接種費用に対

する助成についてでありますが、生活保護世帯及び

市民税非課税世帯に属する市民に対しては、接種を

行った方全員に対して全額助成を行うこととしてお

り、また課税世帯に属する市民のうち65歳以上の高

齢者に対しては半額の助成を、さらに本年度は13歳

未満の子供に対しても２回接種することによる経済

的負担の軽減のため、新たに半額の助成を行うこと

としたところであります。なお、新たなインフルエ

ンザワクチン接種事業に対する経費については、本

議会で補正予算案を提出し、12月３日の本会議にて
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可決をいただいたところであります。本年度のイン

フルエンザワクチンは、季節性インフルエンザワク

チンと新型インフルエンザワクチンを混合した３種

類のワクチンとなっており、11月に入ってから、季

節性のＡ香港型が流行してきており、特に13歳未満

の子供、65歳以上の高齢者及び基礎疾患のある方な

どが罹患すると重症化するおそれがあることから、

今後におきましても、市内の感染状況に注視し、広

報等による予防を適宜呼びかけてまいりたいと考え

ています。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） インフルエンザの関係につ

きましては、私たちとしても、大過なく、この冬を

越えればいいと思うわけであります。 

 最後になりますけれども、建設行政について伺い

ます。深川市街条番の道路、ご承知のように、碁盤

の目になっているわけでありますけれども、そのよ

うな状態にもかかわらず、この市道整備がおくれて

いる箇所がある。拡幅等の整備を行う考えについて

お伺いしたいと思います。 

 一つには、２条と３条の13番と14番の間、７条の

13番と14番の間、公園通線から石狩川の堤防のほう

になりますけれども、８条の14番と15番の間。この

道路及び道路用地について、既に条番が碁盤状であ

りながら、狭隘路線であるということです。その道

路用地の中には、図面上といいますか、現地も土地

の分割などにおいて、道路用地らしき幅をとってい

るが、しかし地主の違いでその用地境界に生け垣が

あるところもあるわけです。私たちも条番を通ると

きに、非常に遠回りをしなければならないというこ

とで不便を感じるものでありますから、過去の経過

としては、地籍等の問題も含めて、この所管の努力

ということが当然としてあったのだろうと思います

けれども、地主との交渉も粘り強く、あきらめずに

やっていただきたい。また、例えば建物の部分での

地主などとの話し合いで、拡幅がどうしてもかなわ

ないというのであれば、一定の条件などがあるでし

ょうけれども、暫定的に簡易舗装等の対応なども工

夫はできないものか。先ほど言いましたように、２

条と３条の間は、２条側のところについては、既に

狭いですけれども、地元の人たちの要望で、市道に

昇格させているということでもあります。簡易舗装

という状態でありますけれども、そういったところ

もいま少し改善、改修を望めないものかということ

であります。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 道路整備について

３点質問がございますので、順次お答え申し上げま

す。 

 １点目の２条と３条、13番と14番の間の道路の拡

幅改修についてでありますが、まず２条の13番と14

番の道路は市道東大町線でございます。市道東大町

線は、延長76.36メートル、敷地幅5.45メートル、

舗装幅4.5メートルでありまして、平成16年12月の

市議会定例会におきまして、市道認定の議決を賜り、

17年１月７日に供用を開始しており、舗装につきま

しては、私道の時に平成10年度の深川市道路整備事

業助成により実施をしております。次に、３条の13

番、14番の道路につきましては、私道でありますの

で、整備となりますと、市道認定事務取扱要領に基

づく市道認定が必要となりますが、用地幅につきま

しては、5.45メートルございまして、拡幅困難な私

道としての市道認定基準を満たしておりますが、道

路敷地内に支障となる物件等があるほか、屋根雪が

道路敷地内に落雪する危険性も見受けられますし、

また土地所有者、沿線の住民の方の土地利用の考え

方も調査しなければなりませんし、市道認定できる

条件整備を整えるには時間を要しますことから、現

状を踏まえますと、直ちに市道として拡幅整備は困

難と判断しているところでございます。次に、２点

目の７条、13番と14番の間の道路の拡幅改修につい

てでありますが、ここについても私道でございます。

私道の整備につきましては、先ほど１点目で申し上

げましたように、市道認定が必要となりますが、用

地幅につきましては、市道寺前通線から約25メート

ルの区間が5.4メートルと基準を満たしております

が、以降、市道公園通線までの約55メートルの区間

が3.58メートルと基準を満たしておりませんので、

少なくても1.82メートルの用地提供が必要となり、

市道として拡幅整備は困難と判断しているところで

ございます。しかし、１点目と２点目の私道が整備

されますと、市道蓬莱通線から市道公園通線まで南

北に連続的に市道となりますことから、今後、系統

的な道路網の整備の研究課題といたしたいと考えて

おります。次に、３点目の８条、14番と15番の間の

道路の取りつけの考えについてでありますが、市道

公園通線からの道路の取りつけにつきましては、用
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地幅が10.91メートルとなっておりますが、現状、

事業所及び沿線住民の駐車場として利用されており、

また市道末広旭区線からの道路の取りつけにつきま

しても、用地幅が10.91メートルで隅切りも確保さ

れておりますが、沿線住民の駐車場として利用され

ており、地権者の境には生け垣が配置されておりま

す。この区間の市道認定につきましては、生け垣が

支障となりますが、土地所有者の考えや地域住民の

要望状況及び道路網の整備状況を考慮した上で検討

してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 太田議員。 

〇14番（太田幸一君） ただいまの件ですけれども、

今すぐに早急な対応ということには当然ならないと

思います。いろいろな事例から見て、およそ想像が

つくわけですけれども、少し中長期により時間をか

けて、そういう方向に進んでいただきたい。一歩下

がってこういうお話もしておきますので、先ほど検

討努力をしていくということでありますけれども、

その辺の意を十分にくんでいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 再質問をいただき

まして、もう少し中長期的に検討願いたいというこ

とでございますけれども、そのことを含めまして、

今後、一生懸命努力してまいりたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 太田議員の一般質問を終わ

ります。 

                      

〇議長（北本清美君） お諮りします。 

本日の会議はこれで延会したいと思いますが異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

 なお、あすは午前10時から開議します。 

（午後 ３時０２分 延 会） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北本清美君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（北本清美君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 第４回定例会３日

目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第１ 一般質問を行い

ます。 

 初めに、長野議員。 

〔長野議員、質問席へ〕 

〇４番（長野 勉君） 一般質問も本日が最終日と

いうことでございますけれども、前段２日間の一般

質問の中で、それぞれの議員が多くの課題の質問を

されました。私からも、７番目でございますけれど

も、若干触れる部分もあろうかと思いますが、一般

質問をさせていただきたいと思います。 

 地域主権を唱えて政権交代を果たした民主党政権

は、先般、唐突にＴＰＰへの交渉へと大きくかじを

切り、先月のＡＰＥＣの横浜会議で積極的に推進の

姿勢を公言した菅総理の姿に、今、農家の皆さんは

裏切られたという思いで、その批判でもちきりであ

ります。今度は、１票の権利でその怒りを示すとの

言葉が常に聞かれます。地方を崩壊させる協定が本

当に実行されるとしたら、山下市長のブログにも書

き込まれているように、愚策の最たるものでありま

す。山下市長におかれましては、市長として折に触

れての内外での主張を期待するものであります。通

告に従い一般質問を行います。 

 １番目のパートナーシップ協定につきましては、

昨日の渡辺議員への答弁がされておりますので理解

をし、割愛をいたします。 

 次に、農業行政のことしの農畜産物の販売額と農

家経済について質問をいたします。 

 昨日までの質問の中でも若干触れられておりまし

たけれども、定例会初日の市長の行政報告にもござ

いましたように、ことしの農畜産物は春先の低温、

一転して６月からの真夏並みの高温、７月には長雨

によりすべての作物が生育不良となり、品質、収量

ともに低下いたしました。また、畜産にありまして

は、乳牛は暑さによって乳量が低下、その後、秋以

降においても乳量が回復しない乳牛が廃牛として安

く肉用として市場に流れ、肉質相場の下落の一因と

もなっております。また、基幹作物の米におきまし

ては、全道でも最低の作況が、北空知は平年を94ト

ン下回り、さらに高温障害の特徴であります腹白、

心白米が多発し、１等検品位の米を全量出荷するた

めに色彩選別機を通すことにより、さらに１割近く

の収量が減少し、実際に売れるお米の収量がさらに

少なくなっている現状であります。また、価格は、

かつてなかった低米価であり、米本体の買い渡し金

は、近年にない安い価格で１俵60キロ当たり9,000

円であります。この暴落の大きな原因は、需給バラ

ンスの崩れであり、これらを誘引した無策の結果と

もいえます。私は第３回定例会の質問でも申し上げ

ましたけれども、昨年の秋、戸別所得補償モデル事

業の政策発表の折に当時の赤松農水大臣は、この制

度により需給は締まり、過剰作付も減ると公言され

ていました。現在、需給は緩みっ放しで、出口対策

を放置したツケは大きなものがあります。先日、10

月の米の相対取引価格が農水省から発表されました。

きらら397で前年比１俵2,200円マイナスの１万

1,800円でありました。これらから流通経費2,000円

程度を差し引いて、農家の手取り価格になります。

また、先日、道農政事務所から2009年産の米の生産

費が発表されましたが、全算入生産費は１俵１万

4,152円で、労働費分を算入しなくても１万円以上

の直接経費がかかっております。生活するための労

働費も償えない米価水準であります。何が原因なの

か、天災ばかりではなく、政策のツケが農家経済に

も大きく影を落としている状況であります。また、

米ばかりではなく、畑作、果樹なども同様に収量、

品質、価格とまさに三重苦の状況にあります。これ

らの状況を行政としてどうとらえておられるのか、

２点にわたりお尋ねいたします。 

 １点目には、高温多雨による影響と減収の実態に

ついて。 

 ２点目には、品質、収量、価格の低下による農家

経済の実態についてお伺いいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ことしの農畜産物の販売額

と農家経済について２点質問をいただきましたので、

答弁を申し上げたいと思います。 

 初めに、高温多雨による作柄への影響と減収の実
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態についてということでございますが、今定例市議

会の冒頭の行政報告でも申し上げましたが、ことし

の農作物の作柄は、春先の低温、６月以降の記録的

な高温、７月から８月にかけて雨が多かったといっ

たことなど一連の気象状況の影響を受けまして、大

変残念ながら総じて平年を下回る結果に終わったと

ころでございます。その概況について、一部繰り返

しになりますが申し上げますと、米につきましては、

６月の高温と７月中旬以降の日照不足、また多雨な

どの影響により、10％強の収量減が見込まれており

ますし、また良質米の目安といわれる低たんぱく米

の割合も0.9％となりまして、昨年を下回る見込み

となっております。小麦につきましては、６月の高

温などの影響で、これはもう結果が出ているようで

ありますが15％程度の収量減となっており、登熟期

間の異常短縮などによりまして、子実の肥大が十分

に進まなかったことから規格外が非常にふえている

ということでございます。大豆については、８月の

高温、多雨などの影響により20％程度の収量減が見

込まれておりまして、収穫期の曇天などによる、い

わゆる汚粒や害虫による食害によりまして、３等の

割合が多い状況が見込まれているということでござ

います。ソバも､７月中旬以降の高温多雨などの影

響によりまして、20％程度の収量減となっているこ

とに加えて品質も平年を下回るということのようで

ございます。また、野菜については､ナガイモなど

一部の品目では品質にばらつきはあるものの、収量

そのものはそれほどの影響がなかったということで

ございますが、それ以外の品目につきましてはやは

り高温などの影響によりまして、10％から30％程度

の収量減、また品質の低下も見られるということで

ございます。花卉につきましても、やはり７月以降

の高温などにより、生育や品質にも影響を受けまし

て、10％ほどの収量減が見込まれております。総じ

て本当に残念な結果でありますが、以上がことしの

農作物にかかる気象変動等の影響とその減収の状況

についての報告でございます。 

 次に、２点目の農家経済の実態についてでござい

ますが、これは、いろいろなデータを12月１日現在

で本市が試算いたしました平年と比べた場合の減収

額ということでございますが、この減収額が、農作

物全体でおよそ９億9,000万円に上るということに

なっておりまして、主な作物別では水稲が６億

5,000万円ほど、そして野菜が１億4,000万円ほどの

減収という結果になっております。これはあくまで

も試算でございますけれども、そういう数字が出て

おります。ことしの被害は、作物や品種の違いによ

りまして、収量だけではなくて品質にも大きな差が

生じておりますことから、個々の農家によりまして

は収益が大きく低下しているケースもあろうかと思

われますし、最近における米価の低落の影響もあり

まして、総じて本年度の農家経済は厳しい状況にあ

ると認識いたしております。なお、農業生産外の収

入として、米の戸別所得補償モデル対策の定額部分

の金額が約９億900万円でございます。それから、

いわゆる転作への助成金である水田利活用自給力向

上事業交付金は総額８億700万円でございますが、

これらの金額につきましては、既に個々の農家への

支払いが完了いたしております。また、今後は年末

から来年３月にかけまして、被害を受けられた農家

に対する農業共済金の支払いが行われることになり

ますほか、米の戸別所得補償モデル対策のいわゆる

変動部分と言われる部分についても、来年１月まで

の米価の状況に応じまして一定額の支払いが行われ

ることになるものと思われます。本市といたしまし

ては、こうした厳しい農家経済の現状を踏まえまし

て、必要に応じてきたそらち農協などとよく連絡を

取り合いながら、北海道などに対しまして、例えば

実効性のある金融対策の実施といったものを求めて

いくことを含めて、適切な対応に努めてまいりたい

と考えているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 長野議員。 

〇４番（長野 勉君） それでは次に、市勢振興の

広域行政についてお尋ねいたします。 

 平成の大合併の時期も過ぎまして、今は合併論議

も余り声高に語られることはなくなりました。まだ

期が熟していないと思っておられるのが現状なのだ

ろうと思います。しかし、それぞれの自治体が財政

的に逼迫している現状の中では、施策の広域的な処

理はこれまで以上に必要な時代になってきたと感じ

るものであります。効率的で効果的な行政執行は、

本市の場合、北空知の各町との連携強化が必須であ

ります。それぞれの自治体が、すべての施設や制度

を自前でそろえる時代ではなくなりました。それぞ

れが整備したものを利用し合い、協力し合い、これ

までのような合併ありきの論議ではなく、従来の枠

組みを超えてより連携のしやすさを求め、深川市、

北空知から発信して連携のあり方を深めていくこと
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が重要と考える次第であります。従来の法令制度に

不都合があれば進んで主張し、障害を取り除き、ぜ

ひ新たな発想で自立権の確立に努力をしてほしいと

考える次第であります。 

 そこで何点かお伺いいたしますが、１点目に行政

の現状と課題についてお伺いをいたします。 

 ２点目には、基本的な考え方について。 

 ３点目には、具体的に広域行政の取り組みについ

て。以上３点、お尋ねいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 広域行政について

３点の質問をいただきましたが、関連がありますの

で、一括してお答えいたします。 

 広域行政については、国において昭和40年代前半

の高度経済成長の中で、モータリゼーションや日常

生活圏域の広域化を背景に、都市及び周辺地域を一

体とした地域の振興整備を進めるため、広域行政圏

施策が進められ、本市においても深川地区消防組合

を初めとした一部事務組合、中・北空知廃棄物処理

広域連合によります共同処理や北空知圏振興協議会

による圏域での施策の推進等を行っているところで

あります。一方、広域行政は、市町村間の調整に時

間を要すること、財源や人員の確保の問題など制度

そのものに対する課題点もあるものと認識している

ところでございます。 

 これらを踏まえまして、広域行政に対する基本的

な考え方でございますが、国におきましては、広域

行政圏施策を平成21年度に見直しを行っておりまし

て、圏域の広域行政圏計画の策定を廃止し、今後の

広域連携については地域の実情に応じて関係市町村

の自主的な協議による取り組みが行われることを適

当としたところでございます。また、地方自治法上

の共同処理の諸方式についても、自主的に選択して

活用することとなりまして、さらに地域活性化の取

り組みとして定住自立圏構想を推進しているところ

でありますが、当市においては、定住自立圏構想に

おける中心市の人口要件を満たせていないというこ

ともございまして、中心市要件の緩和を求めている

ところでもございます。いずれいたしましても、広

域行政につきましては、国の基本的な考え方に沿っ

た中で対応してまいる考えでございます。 

 現在、広域行政の取り組みに当たっては、今定例

会でも提案させていただいております学校給食に関

する事務の受託のほか、北空知圏振興協議会におい

て検討を行っている事業もありますが、さらに共同

処理することにより高度なサービスが提供可能とな

ることや事務の効率化が図れること、さらに財政面

などそのメリットを生かせるものについては、広域

連携について関係市町村と積極的に協議を重ねてま

いりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 長野議員。 

〇４番（長野 勉君） 次に、市勢振興の市民との

協働についてお伺いいたします。 

 本市を取り巻く環境は、どこのまちとも同じく地

域産業の低迷、少子高齢化の進む社会構造、財政の

厳しさ、人口減など、深刻な課題が山積しておりま

す。このような中でも、市民の皆さんは、毎日を一

生懸命に働き生活の向上に向かって努力をされてお

ります。そのような中で、行政は常に仕組みを検証

しながら効率と効果を求め、不透明な時代における

まちづくりに将来を見据えた取り組みが必要と考え

ます。特に、協働という言葉は、今、本市のあらゆ

る場面で使われ、市民との協働、地域との協働、そ

れを使うことで何かが実現するかのごとく便利な言

葉となっております。市民への負担増にも協働、会

議を開けば協働の推進といったぐあいで、それが何

を意味し、どう具体化するかが大切であります。か

つて地域福祉計画でも多く使われた本市の協働も、

若干色あせてきました。本市の行政の押しつけでは

なく、目標への認識もしっかり共有することが、一

番大切であります。隣のまちでは、人口減に対する

目標を掲げ、官民挙げてのプロジェクトを立ち上げ、

住民意識の向上に取り組み始めたと仄聞するところ

であります。今後、本市でも総合計画など多くの計

画立案に向かって、論議は市民との認識の共有が一

番の原点であり、真に協働の意味を再確認する機会

として期待するものであります。また、行政の体制

としても、現在は企画課を中心として町内会やコミ

ュニティ活動などの市民活動の多くを担っています

が、平成20年から庁舎２階に来訪する町内会長さん

からは、今でも不評であります。また、社会教育の

面でも、コミュニティ活動も公民館活動も同様の活

動をするにもかかわらず、所管が分かれている。今

日まで深川市は、公民館のコミセン化を積極的に進

めてきました。最近でも文西分館が文西コミセンと

して生まれ変わり、教育委員会から企画課へと所管

も変更になりました。役所機構が頻繁に変わること
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は、行政をわかりにくくすることとなり、高齢化の

時代を迎える中、市民の皆さんに不便を強いること

ともなります。行政サービスは、常に行政側の都合

ではなく市民目線に立った窓口対応でなければなら

ないと考えます。そこで、２点お伺いいたします。 

 １点目には、市民との協働について、市政に反映

するための考え方、取り組みについてお伺いいたし

ます。 

 ２点目には、行政として協働を進めるために現行

の体制はどうなのか。検証はされているのか。今後

の課題を考えると、一所管で多くを抱え過ぎていな

いかお伺いいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市民との協働につ

いてお答えいたします。 

 本市が目指す協働とは、市民と行政が地域の課題

に対し、ともに考え協力しながら取り組み、その取

り組みをできる限り多くの施策に広げていくことだ

と考えております。それには、お互いをよきパート

ナーとして対等な立場に立ち、それぞれの持つ特性

を生かしながら課題の改善や解決に当たることが大

切だと考えているところでございます。これまでの

具体的な取り組みにつきましては、市内５地区それ

ぞれの町内会や市民活動団体と行政が連携し、防災

教室や防災訓練の実施、小地域ネットワーク活動、

高齢者世帯の安否確認など多くの活動が行われてき

ているところでございます。また、市におきまして

は、平成18年７月に設置いたしました協働のまちづ

くり推進市民協議会で協議を行いながら、20年度か

ら市民との協働のまちづくり推進のため、協働のま

ちづくり活動支援事業を開始するとともに、21年度

から深川市備品貸し出し事業及び深川市公用車貸し

出し事業を実施したところでございます。また、本

年９月に第２次の協働のまちづくり推進市民協議会

から提出いただきました検討結果報告書において、

協議会としても共同で取り組む具体的事業の拾い出

しを行い、積極的に働きかける役割を担うとされた

ところであります。市といたしましても、市民との

協働の取り組みを一層図るべく、間もなく発足いた

します第３次の市民協議会とも十分連携を図りなが

ら、共同で取り組む具体的な事業の抽出の検討を進

め、これからの本市における協働のまちづくりが着

実に進展するよう鋭意努めてまいる考えでございま

す。 

 次に、２点目の行政の体制についてでありますが、

平成20年４月の組織機構改革によりまして、企画課

協働推進係において市民との協働に関する事務とし

て、行政連絡員事務、交通安全、防犯、コミュニテ

ィなど、特に町内会組織の方々がかかわる事業を集

約いたしまして、市民の皆さんとの協働推進に向け

ての体制強化を図ったところであります。協働推進

係は、現在の業務を担うようになってからようやく

３年を経過しようとしているところでありますが、

この３年の間においても、さまざまな業務について

制度改正等を行ってまいりましたし、来年度に向け

ましても、第３次の協働のまちづくり推進市民協議

会発足による具体の市民協働推進等を図ることとし

ております。議員からご指摘がありましたように、

企画課は庁舎の２階に配置されているということか

ら、関係する皆さんには２階にお越しいただくとい

うことになるわけでございますし、協働推進係は先

ほど申し上げましたように非常に多くの分野の業務

を集約して担っているということで、現実といたし

ましてご不便をおかけしている点もあるかと存じま

すが、今後とも関係部署とも十分に連携を図る中で、

今回いただきましたご意見について参考とさせてい

ただきながら、よりよい形にできるように努めてま

いる考えでございます。 

〇議長（北本清美君） 長野議員。 

〇４番（長野 勉君） 答弁いただきましたけれど

も、１点だけ再質問させていただきます。 

 企画の担当の皆さん方は、市民活動や社会教育ま

で幅広く担当されて、今後、総合計画等、大きな課

題も抱える中で、多分それらも担当されるのだろう

と推測をするところでありますけれども、やはり行

政の体制につきましては、常に検討検証されるべき

だと思います。大幅な機構改革でなくても、随時、

その年その年の時代の流れを検証されるべきだとは

考えますけれども、答弁いただいたように、所管と

の連携という言葉はよく答弁いただきます。現実に

は市民の皆さんからは、縦割り的な対応しかしてい

ただけないというのがほとんどの方のお話でござい

ます。やはり一部署で、多くの課題を抱えることは、

結果として市民の皆さんに迷惑をかけることとなる

のではないかと非常に危惧をするところでございま

す。協働の推進も多くの会議を開いて、それぞれお

取り組みいただいていると理解はしますけれども、
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少し総花的になってないか。やはり具体的に市民の

皆さんが「ああ、これをやっているな」と思われる

ようなテーマを一つでも大きく掲げて、市民の皆さ

んと一緒に取り組むようなことも検討していただき

たいと思うわけでありますので、いま一度その考え

方をお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 今、縦割りというご指摘もいただきました。そう

ならないように私どもも努力をしてきているつもり

ですが、現実としてなかなかスムーズに進んでいな

い部分はないとは言い切れないと思います。ご指摘

については十分に受けとめながら、例えば公民館と

コミセンの関係は教育委員会と企画課ということに

なりますけれども、さらにぬくもりの里等について

は企画課と農政課という形で、常に連携をしながら

物事を進めるということを第一に考えてきているつ

もりでございますが、なかなかそれについても仕組

みとしてどうなのかということ、前段の質問にござ

いましたように、その体制については常にどうある

べきかということを時代の流れを受けて見直してお

くべきだというご指摘もいただきましたので、これ

らを含めて今後のさまざまな見直しの中で、どのよ

うな検証ができるか努めていきたいと思っておりま

す。 

〇議長（北本清美君） 長野議員。 

〇４番（長野 勉君） 答弁いただきましたので、

ぜひいろいろな形で検討、模索をしていただきたい

と思います。 

 次に、農地行政についてお尋ねいたします。 

 日ごろから、農業委員の皆さん方には、農業行政、

特に農地行政には多くの時間と労力を費やす形の中

でご努力いただいておりますことに敬意を申し上げ

る次第でございます。昨年12月、農地法の改正法が

施行され、一般の企業でも生産法人を設立せずに農

地を借りて農業への参入が可能となりました。さら

に農地を取得できる農業生産法人の出資制限も見直

すなど、参入要件は大幅に緩和いたしました。道庁

の発表によりますと、ことし道内で農業に参入した

企業は９月末で154社となり、前年に比べ７％の増

加とのことであります。また一方では、この改正農

地法は新たな課題も発生していると仄聞するところ

であります。先日、14日のＡＰＥＣ首脳会議後の記

者会見や、16日の衆議院本会議におきまして、菅総

理は農地法の改正と参入要件の緩和に言及いたしま

した。農業従事者の平均年齢が65.8歳に上ったとい

うことの原因は、若い人が農業に参入したくても新

規参入できないとの指摘でありました。農業従事者

の高齢化の大きな原因は、労働の割には所得が低い

ということにより、敬遠して担い手が不足している

ことであります。昨年末に国会で可決されたばかり

の農地法が、原因として言及されたことは間違った

認識であり、総理としての資質を疑うものでありま

す。ＴＰＰに前のめりする余り、企業参入後に起こ

る問題点を直視せず、無秩序な規制緩和は結果とし

て、虫食い状態の荒廃地を生み出すということにな

りかねません。また、農業委員会の委員構成やあり

方についても言及されており、ＴＰＰ参加を視野に

入れた条件整備のように感じられます。そこで、３

点お伺いいたします。 

 １点目に、昨年12月に改正された農地法の課題に

ついてお尋ねいたします。 

 ２点目には、さらなる農地法の改正の動向につい

てもお尋ねいたします。 

 ３点目には、農業委員会のあり方についても指摘

がされておりますけれども、農業委員会会長として

どのように受けとめ、反論されるおつもりか所見を

求めたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 河合農業委員会会長。 

〇農業委員会会長（河合義則君） 農地行政につい

て、３点にわたり質問をいただきましたので、順次

お答えさせていただきます。 

 昨年12月に施行された改正農地法は、所有から利

用へという根本的な目的の見直しを前提とし、適正

かつ効率的な利用を明確化し、農地の権利移譲、権

利移動規制を緩和することにより、農業生産法人以

外の法人が農地を借りることができるようになり、

また一方では農地転用規制については厳格化されま

した。さらに、耕作地の所有制限、標準小作料など

の廃止、農業生産法人要件の見直し、遊休農地対策、

農地の相続等の届出制度の創設などが新たに規定と

なりました。そこで、改正農地法の課題といたしま

しては、全国の一般的な農業を念頭に改正されてい

ることから、北海道、ひいては深川市の実態に合わ

ない部分もあることは事実であります。平成20年第
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４回定例会において、長野議員の農地改革プランに

対する質問に対し、集団性要件である面積の引き下

げは、植林転用ができなくなるのではと危惧してい

る旨お答えをいたしております。まさにそのとおり

の結果となり、原則転用を不許可とする農地を判断

する集団性面積基準が20ヘクタールから10ヘクター

ルへ引き下げられ、広大な北海道の農地は、そのほ

とんどがその対象となったところであります。これ

まで、中山間の礫が多く耕作に適さない農地は、農

地の有効利用と温暖化防止の観点から植林転用に期

待をしてきましたが、改正後の許可は非常に困難と

なっております。集団性については、地域性を加味

した判断基準を採用すべきで、地域実態を考慮した

法体系になればと考えております。 

 次に、さらなる改正動向についてでありますが、

菅総理は、先月の衆議院本会議において、自由に障

壁なく農業に参加できるよう法体系のあり方を見直

す必要があると述べましたが、安易な規制緩和は投

機的農地取得や企業の倒産、撤退後の農地の処分、

外国資本による農地の買い占めなど、不安要素が非

常に多いものと思っております。改正農地法は、昨

年12月に施行されたばかりであり、当時、野党であ

る民主党の意見を大幅に取り入れ、政府案を修正し

たものであります。昨年の農地法改正を受け、現場

では新制度の運用に誤りのないように対応してきた

矢先に、総理みずからこのような発言があることに

ついて驚きを隠せないものであります。 

 ３点目の農業委員会のあり方についてですが、経

済界を初め各団体等からそれぞれの提案等も出され

ていることも承知しております。一部では、農業委

員みずから無断転用や不正転用などが報じられる中、

全国すべての農業委員会が組織として完全に機能し

ているとは言えない状況があるのも事実であります。

しかし、多くの農業委員会は農地法を遵守し、農地

を守り、農業者を守るために積極的に活動しており

ます。今後も農地の権利移動に関しては、耕作者の

代表として農業委員会の必要性は極めて高いものと

思っております。どんな分野の団体においても、時

代に合わせた改革は必要であると思います。農業委

員会もその例外ではありませんが、これまで果たし

てきた役割をきちんと認識していただきたいと思っ

ております。経済連携協定であるＥＰＡあるいはＴ

ＰＰ等を考慮したこれからの日本の農業のあるべき

姿、ビジョンを見据えた上で、新たな方策を検討す

べきであります。全国的に高齢化、後継者不足、耕

作放棄地、貿易問題など、課題は山積いたしており

ますが、農業政策は食料自給率、食料安全保障を含

めた全体の中で議論していく課題であり、全体のビ

ジョンが示された中で農業委員会はどうあるべきか

検討されるべきものであると思っております。まず、

国が日本の農業はどうあるべきか、全体ビジョンを

示した中で、農業者、農業団体が将来の計画を立て

て一丸となって取り組む課題であろうと考えており

ます。 

〇議長（北本清美君） 長野議員。 

〇４番（長野 勉君） 最後に、汚泥の有効活用と

処理についてお尋ねいたします。 

 下水汚泥につきましては、産業廃棄物として扱わ

れ、処理方法も民間施設による焼却、埋め立て処分

がされております。道内各地では、さまざまな形で

有効活用に取り組まれており、下水道事業の経費削

減の一助となり、まさに一石二鳥の取り組みであり

ます。本市では、平成19年ごろから汚泥の堆肥化に

よる有効活用の協議が畜産農家とされてきたと仄聞

するところであります。予算審査の中でも若干の説

明もございましたけれども、事業への取り組みが当

初の予定よりおくれているとのことから、受け入れ

農家の皆さんから指摘もございますので、３点にわ

たりお尋ねいたします。 

 １点目には、下水汚泥の処理の現状について。 

 ２点目には、有効活用の方法について、他町の事

例などもお知らせいただきたいと思います。 

 ３点目には、今後の取り組み計画と効果について

お伺いいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 下水汚泥の有効活

用の処理について、３点の質問がございましたので、

順次お答え申し上げます。 

 初めに、１点目の下水汚泥の処理の現状について

でありますが、家庭や事業所などから排出される汚

水は、汚水管を経由して下水処理場に集められ、処

理場内の施設で汚水を浄化し河川に放流していると

ころでございますが、下水汚泥は、処理場内で汚水

を浄化する過程において、微生物が汚水中の有機物

を分解後、沈殿したものでありまして、処理場から

発生する汚泥量は年間約1,100トンありますが、そ

の処理につきましては、下水汚泥が産業廃棄物とな
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りますことから、民間業者に委託し焼却埋め立て処

分を行っており、１トン当たりの処理費用は、１万

8,900円で年間約2,000万円の経費がかかっている現

状でございます。 

 次に、２点目の有効活用についてでありますが、

汚泥には、窒素、燐酸、カリなど多くの有機物を含

んでいますことから、道内でも、近隣では岩見沢市、

奈井江町、沼田町など下水汚泥を緑農地の肥料とし

て有効活用を図っている自治体もあり、また視察し

ました帯広方面の清水町では、下水汚泥の熱による

発酵を促進させるため、バーク剤を副資材として加

え、牧草地の堆肥として有効活用されているところ

でございます。本市につきましても、市内農業者の

方より汚泥を肥料として利用したいとの申し出があ

り、平成20年度に国の汚泥肥料登録を市が取得し、

さらに肥料として汚泥を再利用する場合、利用者は

都道府県知事の個別指定許可が必要となりますこと

から、再利用する農業者で組織する利用組合に道の

個別指定許可を取得していただき、21年度より汚泥

の一部を堆肥化し肥料としての有効活用を図ってき

たところでございます。 

 次に、３点目の今後の取り組みと効果についてで

ありますが、市といたしましては、資源の有効利用

と汚泥処理費の軽減を図るためには、下水処理場で

発生する汚泥全量を肥料として利用できるよう、国

の補助メニューを活用して堆肥化施設の設備建設を

計画しており、本年度は、国、道に対し深川処理区

と音江処理区の公共下水道の認可変更申請とあわせ

て、納内地区と多度志地区の農業集落排水処理場か

ら出る下水汚泥も肥料として有効利用できるよう手

続を進めているところでございます。今後につきま

しては、汚泥肥料利用組合と十分協議しながら、次

年度以降調査設計を行い、その後、音江堆肥化施設

の整備取り組みを予定しておりますが、この施設整

備によりまして堆肥化施設の維持管理費用が必要と

なりますが、現在、廃棄物として処理している汚泥

処理費用の削減と資源の有効活用につながるという

効果があるものと考えております。 

〇議長（北本清美君） 以上で長野議員の一般質問

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４５分 休 憩） 

                                       

（午前１０時５３分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、東出議員 

〔東出議員、質問席へ〕 

〇13番（東出治通君） 昨年の第４回定例会で筑紫

哲也氏の最後の多事総論から、「論も愉し」という

話をさせていただき、最近議論が浅くなっていませ

んか、そんな話をさせていだきました。近年、テレ

ビ各局、大新聞各紙など、マスコミが議論や政策で

はなく政治家のエラーを繰り返し放送し、政治を冷

笑するシニシズムが蔓延してきております。その現

象は国政にとどまらず、地方政治にまで影響を与え

ようとしております。結果として、その延長線上に

過激な言葉を発し、だれかをバッシングすることで

熱狂をあおる画一的な報道が続き、そこに大衆迎合

主義を生み出しております。このことは、政権支持

率の乱高下を招き、昨年の政権交代にとっては、最

大の立て役者と思われるかもしれません。マスコミ

による世論誘導の危険性を少なからず感じるもので

あります。国民が熱狂とバッシングに浮かれる構図

は戦前の状況に似ている。そんなふうに評する方も

おられます。ここに、厚生労働省の元局長、現内閣

府政策統括官、村木厚子さんから私の手元にいただ

いた礼状がございます。彼女は、深川とも縁のある

方でございます。前段は省略して後段の一部につい

て、ご紹介をさせていただきたいと思います。「議

員案件であれば何でもやるという検察ストーリーが

マスコミに流されたとき、多くの人がそれを信じた

という現象を真摯に受けとめ、公務の信用性をどう

高めるかも考え、これから働き続けていきたいと思

っております。また、私の事件を担当した主任検事、

さらには特捜部長や副部長の逮捕という事実も踏ま

え、今回の検察の捜査のあり方に対する検証にどう

かかわっていくかという問題も残されました。そう

いった意味では、事件がすべて終わったというわけ

ではありませんが、ずっと待ち焦がれた普通に暮ら

し、普通に働くという生活を大切にしていきたいと

思います。早くテレビや新聞から自分の顔や名前を

見なくて済むようになりたいというのが実感です。

村木被告から村木さんに呼び名が変わったのはいい

ですが、どうしてこうもマスコミは極端に振れるの

でしょうか。」以上が礼状の一部でございます。私

からの個人的な言及は避けておきますが、地方議会
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においてもこれらのことに警鐘を鳴らす必要性を感

じ、申し上げました。以下、通告に従い、質問に入

ります。 

 さて、定例会議終了後、この19日に市長選の告示

を迎えようとしております。４年前、選挙戦を戦っ

た者として、当然、考え方や手法に差異はあります

けれども、自身が目指されてきた国政参画から身を

転じ、なれない地方行政の中で４年間市政の先頭に

立ってこられた山下市長に敬意を表して質問に入り

ます。 

 質問の１番目、国際交流についてであります。こ

としの８月、姉妹都市カナダ・アボツフォード市か

ら公式訪問団として、ピアリー市長ご夫妻を初め６

人のメンバーが深川市を訪問されました。ピアリー

市長にとっては、初めての深川訪問であり、２年前

の深川市からの公式訪問団がアボツフォード市を訪

れたときは就任前で、山下市長とも今回が初対面で

あったのかと推測するところです。メンバーの顔ぶ

れを見ると、フラベル姉妹都市委員会会長ご夫妻、

ランジ姉妹都市委員、デイビスアボツフォード市ス

タッフの６人で、今回の訪問では、姉妹都市の今後

の交流のあり方を考慮に入れた構成となって、訪問

団が形成されたのではないかと思います。山下市長

は、これまでの議会議論の中で、これまで築かれて

きた両市の関係を踏まえ姉妹都市交流を続ける意思

を明確に示されておられます。市長自身も２年前に

アボツフォード市を訪れ、今回、公式訪問を受ける

中でも一定の考えを持たれて、今後の交流のあり方

についての協議がなされたものと思います。私も歓

迎夕食会の席上でフラベル会長と今後の交流につい

て、若干のお話をさせていただきました。フラベル

氏からは明確な考え方は示されませんでしたが、両

市間でよく協議をすることの必要性について語って

おられました。 

 質問の１点目として、今回アボツフォード市の公

式訪問団とどのような協議をされたのかについてお

伺いいたします。また、公式訪問団が議会側を表敬

訪問されたときに、ピアリー市長から、深川市はこ

れからどのようなことにまちづくりとしてチャレン

ジをされていくのか、そんな問いかけがございまし

た。通訳を介さず、山下市長は流暢な英語で答えて

おられました。どのようなお話をされたのか、記憶

に残っている内容で結構でございますから明らかに

していただきたいのであります。 

 最後に、ことし取り組まれた交流について伺いま

す。私もこれまで市民レベルの交流のあり方や学校

間、子供間での交流について、さまざまな提言を行

ってまいりました。子供たちや学校間で絵画や習字

などを相互に送って、文化や言葉の違いなどをそれ

ぞれの子供たちが実感できるような取り組みをされ

てはいかがか。その中で作品に賞をつけるなど、お

互いに感性の違いを感じ合えるような交流を考えて

はどうかなどであります。あるいは、インターネッ

トを利用しての交流ができないかなど幾つか申し上

げてまいりました。ことしになって、新しい形での

子供たちの間で交流が始まったと仄聞をいたしてお

ります。その交流の内容についてお聞かせいただき

たいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 国際交流について

お答えいたします。 

 初めに、アボツフォード市公式訪問団との今後の

交流のあり方に対する協議経過についてでございま

すが、今回のアボツフォード市公式訪問団が来市さ

れた際に行いました、今後の交流のあり方などの協

議については、訪問団滞在の２日目、８月19日に公

式訪問団の相互交流の年数、青少年カナダ交流訪問

団について、経済交流についての３点について協議

を行ったところでございます。その内容でございま

すが、公式訪問団の相互交流の年数については、両

市の相互訪問は重要としながらも交流には多額の費

用がかかる面を考慮し、２年ごとに行っていた相互

訪問を３年ごとにした上で、友好関係を強化するた

めには、市民レベルでの人的交流をより強化してい

くことが重要であるということが確認されたところ

でございます。次に、青少年カナダ交流訪問団につ

いては、若い世代の人たちが多くの文化に触れるこ

とは大切であり、有益な事業であることを確認し合

いました。また、本市からは本年の訪問団派遣に当

たり、ホームステイ費用について無料で対応をいた

だいたことから、引き続き無料で受け入れていただ

けるようお願いするのとあわせ、アボツフォード市

からも同様の仕組みで深川市に来ていただくようお

伝えしたところでございます。アボツフォード市か

らは、ホームステイ費用を無料とすることについて、

この事業はブリティッシュコロンビア州の第34区教

育委員会で受け入れを行っているため、事前に必ず
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市長に連絡いただければ無料での対応を働きかける

ことができるという返事をいただいたところでござ

います。あわせて、アボツフォード市からの学生派

遣についても実現できるよう努力するとの返事をい

ただいております。次に、経済交流についてであり

ます。本市からは人的交流の延長に経済面での交流

があるという基本姿勢のもと、両市の経済団体同士

の交流を促進する機会を設けたいということをお伝

えし、アボツフォード市側からは、農業を通じた交

流も可能ではないか、さらに農業者や商工会議所の

関係者とも話し合いをしていくことが重要であると

いう返事をいただいたところであります。以上が今

後の交流のあり方などの協議内容であり、今後も息

の長い交流を続けていくことが確認されたところで

ございます。また、訪問団の議会表敬訪問時でのピ

アリー市長との会話についての質問をいただきまし

たが、さまざまな事柄についての意見交換でござい

まして、ご報告を要するような内容ではないという

ことでございます。 

 次に、２点目の今年度の新たな取り組みについて

お答えいたします。現在市内の小学生がアボツフォ

ード市にありますフレーザーバレー日本語学校の子

供たちとペンパル、いわゆる文通をし、交流を図っ

ております。この交流に至った経過でございますが、

今回、公式訪問団が来市された際にフレーザーバレ

ー日本語学校からの一語文集と手紙が届けられまし

た。フレーザーバレー日本語学校は、2008年に深川

市公式訪問団がアボツフォード市を訪れた際に視察

をした学校でございまして、現在は３代目となる日

本人の先生が、幼児から小学生までの子供たちに日

本語を教えている学校でございます。今回、届けら

れました一語文集は、その学校の子供たちが作成し

たもので、また手紙にはペンパル募集という内容で、

「深川の子供たちとメールのやりとりや文通ができ

たらいいな」というメッセージが書かれていたとこ

ろでございます。このメッセージと一語文集につい

ては、教育委員会を通じ各学校に配布するとともに、

市内の施設にも展示し周知を図ったところ、早速文

通を希望される小学生から連絡がありまして、現在、

文通を行っているというところでございます。なお、

文通を行っている小学生については、今回、公式訪

問団と直接会って交流を持てたということもあって、

興味を持ったと聞いているところでございます。今

後もこのような交流の輪が広がるよう取り組んでい

きたいと思っておりますし、アボツフォード市との

友好のきずなを大切に、交流を図ってまいりたいと

考えているところでございます 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 若干の再質問をさせていた

だきたいと思います。 

 ２点目にお伺いをした、ピアリー市長がどんなま

ちづくりに挑戦されていくのかという部分のお尋ね

については、さまざまな事柄での意見交換があった

ので報告できる内容ではないという答弁をいただき

ました。双方、英語でお話をしながら、ピアリー市

長さんには熱のこもった形で私はお話をされていた

と思いますけれども、そういう話が我々に聞かせて

いただけないというのは非常に残念だと思います。 

 １点目のところですけれども、経済交流について

の部分でお伺いします。今後、経済交流について、

農業関係者あるいは商工会議所と協議というような

内容の答弁もございましたけれども、これまでの公

式訪問団の訪問の中でも常に、当初、１回目、２回

目、３回目ぐらいまで商工関係者の代表者、あるい

は農業関係の代表者、そういう形で公式訪問団を送

り出してきている。加えて、３回目か４回目のとき

は、向こうでスポーツフェスティバルがあるという

ことから、体育関係者を急遽集めて公式訪問団を結

成されたと。これまでの場当たり的な形の対応では

なく、せっかく両方でそういう方向に今後の交流の

活路を見出すというような協議をなされたわけです

から、今後の方向性としてもう少し踏み込んだ形で

進めていくのか、その点についてお考えがあればお

聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 今回の経済交流についてでございますけれども、

特に今回のフラベル姉妹都市委員会会長は、アボツ

フォード市においても経済界の重要な役割を担って

おられるということをお聞きしておりまして、深川

商工会議所に対していろいろな文書もお持ちいただ

いたということもございます。そういったことで、

より経済交流を深めようという話が煮詰まってきて

いると認識をしております。そういった中で、私ど

もといたしましても、ＪＡや商工会議所とこの経済

交流の深め方について協議を重ねておりまして、可
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能であれば平成23年度において、こちらから出向い

てさまざまなお話ができるような場面も考えてみた

いということで、今、協議を行っているところでご

ざいます。こういったことのやりとりの中で、なか

なか一気に加速するということは難しいかもしれま

せんが、息の長いこういった訪問を重ねる中で、一

定の成果に結びつくように努力をしてまいりたいと

考えているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） ２番目の質問に入らせてい

ただきたいと思います。市内新規高卒予定者の就職

内定状況についてであります。 

 先般、厚生労働省から発表された来春の新規学卒

者の就職内定率は57.6％であり、昨年同期と比較し

て4.9ポイントマイナスとなり、1996年の調査開始

以来、最低の水準にとどまっているということであ

ります。国内経済の低迷に加え、先行きの不透明感

から高校、大学とも就職活動は厳しい状況にあり、

超氷河期の再来とも言われております。この質問の

通告後に発刊された先日の北空知新聞では、地元高

校卒業予定者の就職内定状況について、「内定半分

に満たず、厳しい高卒」と題してその状況が伝えら

れました。今回の一般質問の中でも、何人かの議員

から地元の商店や企業などの疲弊した状況について

の質問もございました。経済的理由から進学をあき

らめ、就職を希望する生徒もふえている状況にある

とお聞きしております。まず、市内高等学校の来春

卒業予定者の進路の状況と就職の内定状況について

伺うものであります。 

 若者の都会志向は極めて根強いものがありますが、

結果として子供が都会に出ていく、親も将来的には

子供のもとへと転出していくことにつながっていく

ことも少なくありません。ふるさとに残って頑張り

たいという貴重な若者や、一度都会に出てもふるさ

とに帰って働きたいという若い世代も少なからずお

られると思います。深川市の将来を思うとき、この

ような地元志向の若者の働く場をどのように確保し

ていくかということは大きな課題であります。昨日、

山下市長は２期目に向け、その一番最初に人口減少

に歯どめをかけていきたいという答弁がなされまし

た。行政として人口減少に歯どめをかける意味でも、

若者が地元に安心して定着できるように施策を展開

することが責務と考えます。地元における就職先確

保対策を、行政としてどのような努力をされている

のか、２点目としてお伺いをいたします。 

 ３点目、市の職員採用についてであります。この

ことについては、これまで何回もこの場で提言を含

め申し上げてきております。若者の働く場の確保を

地元企業や団体に求めるだけでなく、市役所みずか

らも範を示す必要があるのではないかと考えます。

端的に伺います。現下の市内の就職環境についてど

のように受けとめ、職員採用を考えておられるか。

ことしの職員採用の状況についてもあわせてお伺い

をしておきます。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの質問、３点ござ

いましたが、順次私からお答えを申し上げたいと存

じます。 

 初めに、来春の市内高校卒業予定者の進路並びに

就職内定状況についてでございますが、本市が毎年

行っております市内高等学校の進路、就職状況調査

の本年11月末現在の報告によりますと、平成23年３

月の卒業予定者総数が269人でございますが、この

うち大学進学希望者は90人、それから専修学校ある

いは各種学校等への進学希望者が114人、就職希望

者が64人、進路未定が１人と承知いたしておりまし

て、就職希望者64人のうち市内への就職希望者は22

人、それから当市近郊のハローワーク滝川管内での

就職希望が17人、それから道内が24人、道外が１人

となっておりまして、この就職希望者64人のうち現

在内定をもらっている人は26人、内定率は40.6％と

いうことで、この数字は前年に比べまして1.4ポイ

ント減少いたしておりまして、去年も低かったが、

さらに低いという状況になっているところでござい

ます。それが１点目の状況でございます。 

 次に、地元での就職先確保に向けた取り組みにつ

いてですが、これは東出議員が前段、いろいろ人口

減少の観点など、大事な課題だろうということで述

べられました。そこで思い出したのでありますが、

人口減少ということは確かに昨日の答弁の中でも抱

負についてという部分で述べさせていただきました。

私の頭に常にこのことはございまして、それで思い

出したのですが、アボツフォードの市長とどこで話

したのかはともかく、この深川市の課題は何かと問

われたときに、人口減少を食いとめることだと答え

た記憶がありましたので、少し余談でございますが

この場でつけ加えさせていただきたいと思います。 
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 そこで、高校卒業予定者の就職につきましては、

ことしの春も大変厳しい状況でございました。こと

しと同様に来春も厳しいことになるという予測がで

きましたことから、市といたしましては、ハローワ

ークでの新規高卒者にかかわります求人の受け付け

開始の６月20日の前に、空知総合振興局、空知教育

局、それからハローワーク滝川と合同で深川商工会

議所に赴きまして、深川市内の企業に対する新規学

卒者の求人採用要請を行ったところでございます。

それとともに本市広報などを通じまして、地元就職

希望者を市内企業に採用していただくように関係者

への要請にも努めてきたところでございます。加え

まして、８月からハローワーク滝川に高卒就職ジョ

ブサポーターという新しいタイプの職員が２人配置

されておりまして、この配置されたジョブサポータ

ーが深川市内の高等学校にも足を運んでおりまして、

その学校の進路指導者と連携を図りながら、その高

校への求人情報の提供でありますとか、卒業予定者

への個別相談、あるいは求人開拓のための企業訪問

などを行っているということでございます。これは

ハローワークの仕事のご紹介でありますが、それら

と関連いたしまして、11月には空知総合振興局にお

きまして、管内の雇用対策推進の具体的な取り組み

あるいは課題などにかかわる情報をそれぞれ関係者

間で共有し、共通の認識を持ってこの仕事に当たる

という観点から、新たにハローワークや地方自治体

などの関係機関を加えた、さらにそれに学校、企業、

保護者などを含めた就職応援連携会議という新たな

枠組みを設立いたしておりますが、本市といたしま

しては、この連携会議との連携を深めた上で、就職

促進に向けた今後の対応ということで、今、具体的

に考えておりますのは、市内の企業に対しまして、

現在時点での高校卒業予定者の採用、内定状況の情

報提供にあわせて、雇用拡大のお願いでありますと

か、そういう雇用を拡大した場合に適用になると言

われているさまざまな各種雇用奨励金の制度につい

ての資料なども同封いたしまして、各市内の企業に

文書をもって働きかけをしていきたいと考えている

ところでございます。いずれにしても、１人でも多

くの方が市内で就職できるように努力をしてまいり

たいと思っております。 

 ３点目に、市の職員採用の考え方、また採用の状

況についてのお尋ねでございました。市の職員採用

の考え方につきましては、これまでも述べさせても

らっておりますが、やはり行政運営を安定的に継続

して行っていくために適正な職員数を確保するとい

う観点から、また話題となっております雇用情勢な

ども含めたその時々の社会情勢や、さらに財政事情

といったことなどを勘案いたしまして一定の方針を

定めて、それに基づいてやっているというのが現状

でございます。具体的にどの程度、どういう職員数

を目指すのか、その数値目標につきましては、これ

も再三議会で答弁申し上げておりますが、全国の類

似した規模の市の人口１万人当たりの普通会計職員

数、これはデータがございますが、全国の類似規模

の自治体の平均的な職員数を上回らないことを一つ

の目安として考えているところでございます。具体

的にこの平成21年４月現在の全国の類似規模市の１

万人当たりの職員数は96.38人となっております。

これに対しまして、本市は103.63人という数字にな

っておりまして、これまでもかなり改善努力はいた

してきておりますが、いま少し努力が必要な状況と

いうことでございます。したがいまして、前段申し

上げました財政的側面などにもかんがみまして、現

在のところは退職者の２分の１程度を新規に採用し、

その範囲内に採用をとどめるという方針でやってき

ておりますが、今後とも組織としての永続性を確保

するという観点から、例えば再任用職員の採用増な

どといった選択肢なども含めて、それらを見据えて

より効果的、また効率的な職員採用政策を検討して

いくことが必要だと考えているところでございます。

当面はそういうことでございますが、先も見通して

今後とも検討はしてまいります。次に、最近の採用

状況について報告を申し上げますが、私が市長に就

任させていただいたのが平成19年度の少し前からで

すけれども、19年度は４人採用しました。平成20年

度は、６人新規採用を行っており、続く21年度は厳

しい財政状況から職員採用は見送ったところでござ

います。そして、平成22年度は４人採用いたしてお

りまして、23年度につきましては、現在のところ事

務職を６人、それから土木職を１人、計７人の採用

に向けて作業を進めているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 山下市長みずから１点目の

国際交流に関する補足の答弁をいただいたので、も

う少し聞きたい中身がありますけれども、先に進ま

せていただきたいと思います。 

 ３点目、商工行政について、ご当地グルメグラン
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プリについてお伺いします。 

 初めに、この夏の商工労働観光課のスタッフの皆

さんの頑張りに、私としては敬意を表したいと思い

ます。新たな取り組みが求められた深川夏まつりを

筆頭に毎週末のように開催されるイベントの実施や

行事への参加は、職務上当然と思われるかもしれま

せんけれども、私は評価に値すると受けとめており

ます。そんな中で、７月10日、11日、美瑛町で開催

された「新・ご当地グルメグランプリ北海道2010in

美瑛」に参加をされております。深川のそばめしを

初め、地元美瑛のカレーうどん、富良野のオムカレ

ーなど、道内12市町村のご当地グルメが参加して実

施されました。味はもちろん、見た目やパフォーマ

ンスなど、来場者の投票によって順位が決められて

いくというものであります。このイベントはテレビ

でも紹介され、１人の小学生がコメントを求められ

て自分が気に入ったメニューを挙げた後、「深川の

そばめしはインパクトがないね」と言って、隣にい

た母親が慌てて子供の口をふさぐというような一幕

が映像として映し出されました。私も少し残念と思

いながらも、子供の正直な感想であったのだと思い

ます。じゃらんのヒロ中田氏のアドバイスも受けて

参加したとお聞きをしました。相次ぐイベントをこ

なしながら、忙しい中での参加ではあったと思いま

すが、順位がつけられる以上、結果が求められるも

のであります。ご当地グルメグランプリの結果とそ

の評価、今後の課題についてどのように考えている

かお聞きしておきます。 

 次に、食によるまちおこしについて伺います。深

川は言うまでもなく、農業を基幹とするまちであり

ます。今もそばめしの話題に触れましたが、食材の

豊富さは食糧王国北海道の中でも有数であると考え

ます。米も食味で全国的に見ても、トップクラスに

なってまいりましたし、農作物の特産の数も群を抜

いて多く、あるいはそれが逆に的を絞り切れないア

キレス腱になっているのかもしれません。しかし、

この特徴を生かしながら食をまちづくりの核に据え

て、農業だけではなく６次産業化の中でさまざまな

展開を進めることが必要だと考えます。市長が推奨

するシードルやそばクレープ、米の日を制定したマ

イ・米・デーの取り組みなどももちろん結構なこと

だと思います。男女共同参画協議会の愛食祭、肉牛

組合の牛肉の焼肉パーティー、ことし果樹協会青年

部が道の駅で実施したリンゴフェアも大盛況であっ

たと聞いております。一方、農村女性グループ昴の

黒米パエリアなどがコンビニで実際に商品化され、

期間限定で販売をされたことを考えると、下地は十

分整っている。拓大で改良された「芽生さくらむさ

さき」の色に注目すると、わずかな量を日本酒の醸

造に加えるときれいな藤色の発色が見られると思い

ます。同じ手法でにごり酒やしょうちゅうなどの応

用も可能だと思います。また、カナダ原産の果肉ま

で真っ赤になるリンゴの品種を山形県朝日町の世界

のリンゴ館で見たことがございます。ここではジュ

ースに利用されて、薄紅色がとても印象的に記憶と

して残っております。これらもシードルの色づけに

最適ではないかと判断しますし、カナダ・アボツフ

ォード市との姉妹都市交流を印象づける意味で、こ

れらの品種を相手市に依頼をしてはどうか、幾つか

の例示で申し上げました。今回の一般質問で、水上

議員から地域資源の活用の質問、あるいは昨日の太

田議員の米粉の消費拡大や米しょうちゅうの開発、

これらの質問にも通じるところがあると考えます。

また、イベントなども対市民という発想から、市外

から人を呼び込むものへと発想をシフトしていく考

えはいかがでしょうか。今ある下地にいろいろな発

想を加え、農、商工、行政連携で、食をまちづくり

の核とし、６次産業化や経済振興に取り組んではい

かがかと考えます。積極的な姿勢での答弁を求めて

質問といたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） ご当地グル

メについてお答えいたします。 

 １点目のご当地グルメ選手権に参加した結果と評

価、課題についてでありますが、ことし３月、ご当

地グルメづくりに取り組む17の団体が、食による観

光まちづくり推進協議会を設立しまして、同協議会

が７月に美瑛町で「新・ご当地グルメグランプリ北

海道」を初めて開催したところであります。イベン

ト当日の悪天候などによりまして、開催２日間では

主催者の予定を下回る１万2,000人の来場にとどま

りましたが、深川そばめしを初め富良野オムカレー

やオホーツク北見塩焼きそばなど12種類のご当地グ

ルメが出品され、来場者の投票でグランプリには別

海ジャンボホタテバーガーが選ばれたところであり

ます。深川そばめし会では、このグランプリ出展に

向け現在の定食スタイルの検討を行いまして、高年

うずら 
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齢者やヘルシー志向の女性にターゲットを当て、そ

ばめしおにぎり２個と深川産野菜のサラダ、さらに

深川産のジャガイモを使った牛肉入りのコロッケを

１皿にまとめたものを出品したわけですが、残念な

がら最下位という結果になったところであります。

しかし、会場に来られた多くの人たちに深川そばめ

しを知っていただく絶好の機会となったものと考え

ておりますし、深川そばめし会の皆様の努力に敬意

を表するものであります。そこで、ご当地グランプ

リに参加した評価、課題でありますが、このグラン

プリへの参加が一つのきっかけとなりまして、北海

道や大手コンビニエンスストアとタイアップして、

全道各地におきまして期日限定ではありますが、深

川そばめし天丼と深川そばめしおにぎりが販売され

たことは、深川そばめしや深川市の知名度、認知度

アップにつながったものと評価しているところであ

ります。次に、今後に向けての課題でありますが、

素材がそばということであり、これまでのそば料理

と競合する部分もあります。消費者に浸透しづらい

ことや、ほかのメニューに比べ派手さがないなどか

ら、なかなか定着が難しく、販売当初に比べ提供す

る店が減少している現象にあります。また、ご当地

グルメは素材など商品開発にこだわる一方、情報発

信や広告宣伝など販売戦略が軽視しがちであります

ことから、より皆さんに親しまれる工夫や販売戦略

の強化などが重要な課題と考えているところであり

ます。 

 次に、２点目の食によるまちおこしについてであ

りますが、富士宮焼きそばなど全国的なＢ級グルメ

ブームや旅行雑誌の後押しなどもあって、新名物を

目指した開発が各地で活発化しまして、道内でも

2005年以降にご当地グルメが相次いで誕生し、食に

よるまちおこしが盛んになったと言われております。

現在、地元特産品などを原材料に用いたご当地グル

メが道内各市町村で続々と誕生しており、食による

まちづくりの起爆剤としてその期待が大きいわけで

すが、伝統的な郷土料理と違って主に観光資源とし

て開発され、地元の人が通常食べなれないものもあ

り、消費者への浸透や人気の継続性が大きな課題で

あります。また、地元産で安心、安全というだけで

はなく、地元消費者や観光客にまずおいしいと支持

されることが成功のかぎであると考えております。

質問にありました米、ソバそのものはもちろん、米

粉や黒米、そばを使った関連商品、リンゴのシード

ルや特に新たに開発され注目されている芽生さくら

むらさきなどの特色ある地元農産品、食材を使用し

た商品化の可能性を見きわめながら、深川地域資源

活用会議や女性農業者グループの昴など、これまで

成果を上げてきているさまざまな団体や地元事業者

の方々、そして農業者と商工業者の横のつながりを

図る中で、地域の特性を生かした特産品等の開発に

向けた情報収集や施策等にチャレンジするとともに、

新年度に向けまして、地元食材を活用した加工品や、

メニューの研究開発と既製品の改良などに取り組む

事業者の皆様に対して、支援する仕組みも検討しな

がら東出議員からご提言のありました食によるまち

おこしを地域振興の中心に据えながら、地域活性化

に向けて推進してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 建設行政、ゲリラ豪雨対策

について伺います。 

 異常気象という表現が使われ出して、さほど長い

年月が経過したという感はありませんけれども、最

近は毎年が異常気象に見舞われているというような

状況にあります。ことしの夏の猛暑もさることなが

ら、天候の急変も頻繁に発生しております。いわゆ

るゲリラ豪雨であったり、最近、竜巻注意報が頻繁

に発令され、テレビにテロップが流されることがあ

ります。７月、まあぶフェスタの日、雲行きが怪し

くなる中、何とか雨も降らず安堵して帰宅しました。

そこへ豪雨災害が発生したとの一報が入り、現地に

向かいました。１時間足らず、恐らくわずか30分に

も満たないほどの降雨だったようでございますけれ

ども、極めて局地的な豪雨で、道道深川豊里線の吉

住地区、道路の路肩の一部や畦畔の一部が崩壊して

いる箇所が見られました。菊丘地区では、市道の土

砂が農家住宅周辺に流れ込んでいる状況も確認させ

ていただきました。その後、市の都市建設課あるい

は農政課の各所管によって適切な対応をしていただ

きました。これまでの公共事業では何十年に一度と

いうようなことを想定して開発がされてきた。近年

では、ゲリラ豪雨や竜巻に象徴されるような気候の

現象が頻繁に発生しており、ゲリラ豪雨のような短

時間での雨によって災害の発生する場所は比較的勾

配のある未舗装の道路であったり、側溝が不備な道

路であったり、ある程度予測がつくという感じがい

たします。また、こうした現象による小規模河川で

の走り水などによる被害も懸念されます。音江地区

うずら 
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で申し上げると、オキリカップ支流川や須摩馬内川、

音江川など砂防対策の急がれる小規模河川があり、

これらにかかる橋など構造物にも老朽化などの危険

と思われる箇所も散見されます。 

 質問の１点目、ゲリラ豪雨とその対策。 

 ２点目、小規模河川の砂防対策。 

 ３点目、橋梁など老朽化する構造物対策について

お伺いいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 初めに、質問の１

点目のゲリラ豪雨とその対策についてお答え申し上

げます。ことしの豪雨の状況でありますが、まあぶ

フェスタが開催されました７月４日には、深川の観

測データでは10分雨量で４ミリ、時間雨量に換算し

ますと24ミリの雨が降ったという記録が残っており

ますが、これはあくまでも深川地区のもので、音江

町の吉住地区や菊丘地区では、さらに大量の雨が降

ったものと推定しております。このように、近年の

豪雨については、ごく一部の限られた地域で大量の

雨が降るため、予測も困難で対応も大変難しいもの

となっておりますが、極力迅速かつ適切な措置がと

れるよう関係機関とも連携を図りながら対応に努め

ているところでございます。今後におきましても、

さらに連携を強化しながら対応を図っていく所存で

ありますし、道路等の整備も含めた対応にも努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、質問の２点目、小規模河川の砂防対策につ

いてお答え申し上げます。砂防事業は山地周辺の荒

廃地域の保全や土石流などの土砂災害から、下流に

おります住民の生命と財産や公共施設を守るための

事業でございます。平成11年度から14年度の４年間

に北海道が実施した土砂災害危険箇所の基礎調査に

よりますと、深川市内では、土石流危険渓流、渓流

といいますのは、河川の上流で流れの速いところの

ことでございますが、その危険渓流が36カ所、急傾

斜地崩壊危険箇所が１カ所、地すべり危険箇所が５

カ所で、合計42カ所が土砂災害の危険箇所となって

おります。市といたしましては、平成21年度にオキ

リカップ川、22年度に待合川の砂防事業が完了した

ことに伴い、北海道に対しまして23年度からオキリ

カップ支流川、須摩馬内川、音江川、更進神社の沢

川の４カ所を新たに要望しているところでございま

す。今後の砂防対策につきましては、近年、渓流内

には流出土砂や多くの倒木や流木の堆積が見られる

ことから、その対策として既設砂防えん堤の改良、

流木捕捉工の設置など、砂防計画に基づく流域の安

全確保が重要と考えますが、事業の早期実施に向け

まして事業主体となります北海道と連携して取り進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の橋梁など、老朽化する構造物対策

についてでありますが、深川市の今後の計画としま

しては、平成23年度までに市が管理する橋梁の点検

を実施して橋梁の健全度を把握し、24年度にはそれ

に基づき、橋梁の長寿命化によるコスト縮減を図る

ため橋梁長寿命化修繕計画を策定し、25年度から財

政状況を見きわめながら修繕計画にのっとり、事業

に着手していきたいと考えておりまして、また橋梁

以外の道路構造物及び早急に修繕を実施しなければ

ならない橋梁につきましては、その状況を見きわめ

適切に対応してまいります。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 大きな質問の５番目、教育

行政の中で市内小学校で取り組まれているサケの放

流についてお伺いいたします。 

 市内音江小学校と一已小学校では、10年ほど前か

らサケの放流に取り組んできております。11月末時

期に受精卵を分けていただき、水槽で温度管理をし

ながらふ化をさせ、この稚魚を４月まで育てて、音

江小学校では200匹、一已小学校では300匹程度を放

流してきております。単に稚魚を放流するというこ

とだけではなく、半年近く児童たちがサケのふ化、

飼育という手塩にかけた命を放流するという教育的

にも意義のある事業だと思います。これまでサケが

帰ってきたという情報は耳にしたことがありません

でした。ことしの秋、石狩川支流の入志別川で、体

長75センチほどのオスと見られるサケの死骸が確認

されたと報道がありました。音江でも、釣りをして

いた地域の方が遡上するサケの目撃と河岸に数匹の

死骸を確認し、ともに新聞報道がされました。この

ことについて教育委員会では確認したと伝えられて

おりますけれども、実際に携わってきた小学校の関

係者あるいは児童が確認に出かけたということは報

じられておりません。サケは放流後、３年から５年

して回帰するといわれており、ことし放流したサケ

が帰ってきているわけではありませんけれども、先

輩たちが育て、放流したサケであったり、自分たち

が放流したサケも何年かしたら戻ってくるかもしれ
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ないと感ずることは、子供たちにとっても大きなロ

マンであり、命の大切さを学ぶ絶好の機会だと思い

ます。せっかくサケが帰ってきたことが確認されて

いるわけですから、学校関係者や児童たちが取り組

んだ事業の集大成として確認に出かけるぐらいのこ

とがあってもいいと考えます。サケの放流、遡上の

確認に至るそれぞれの小学校での取り組み状況、教

育委員会の所見についてお伺いをいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 市内小学校でのサケの

放流についてお答えを申し上げます。 

 音江小学校と一已小学校の両校では、平成12年度

からサケの飼育、観察に取り組んでおり、毎年４月

から５月にかけて児童が飼育したサケの稚魚を、支

流の川へと放流するサケの放流式を学校行事として

実施しております。ことしも一已小学校では４月26

日に３年生65人が参加し入志別川に、音江小学校で

は５月６日に４年生と５年生の36人が参加しオキリ

カップ川に稚魚を放流いたしました。こうした取り

組みを長年継続していますが、この秋、オキリカッ

プ川にサケ８匹が遡上している。また、入志別川で

は、サケ１匹が遡上したと思われるとの情報を受け

まして、教育委員会の職員も現地へ行きまして、オ

キリカップ川で泳ぐサケの姿を確認いたしました。

サケの放流は、前年の12月ごろに北海道立水産孵化

場から譲り受けたサケの受精卵を、小学校の水槽で

児童が大切に育て観察し、稚魚となったサケを川に

放流するといった一連の取り組みを通して生命の尊

重や自然愛護の精神を養うことができるため、両校

の大切な行事として学習時間に取り入れているもの

でございます。質問にありますように、サケが成長

し、放流した川に帰ってくる姿を児童が直接目にし

て確認することは意義のあることと考えております。

サケの遡上時期には予想がつかないという課題もあ

りますことから、音江小学校ではことし確認後に学

校だよりで紹介したり、６年生には動画による遡上

の状況の提供をしております。また、一已小学校で

は、遡上について情報があった旨、児童へ提供を行

ったと伺っております。今後におきましても、遡上

したとの情報がありましたら、小学校にお伝えをし、

児童がサケを飼育し放流し、サケの遡上を願う子供

たちの思いが生かされるような取り組みを進めてま

いりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） それでは、最後の質問に入

らせていただきます。 

 市立病院について伺います。看護師確保に時間を

要し２カ月おくれとなりましたが、経営健全化計画

に基づき10対１から７対１看護へのシフトが８月か

ら試行され、９月１日から正規にスタートいたしま

した。まだ四半期を経過したところですが、病院の

再建は市民最大の関心事であります。昨日、渡辺議

員への答弁で、前年実績を上回るものの実行のおく

れの影響から計画値を下回るという答弁でございま

した。まずまずのスタートが切れたとも受けとれる

表現でありましたけれども、この３カ月間の改善状

況について、その評価と今後の見通しについてお聞

かせいただきたいと思います。 

 次に、オーダリングシステムと電子カルテについ

て伺います。定例会初日、行財政改革調査特別委員

会、長野委員長から報告があり、これらのことに触

れられており、一部質問に重複があるかもしれませ

んが、お許しを願いたいと思います。現在のオーダ

リングシステムは、新病院の改築にあわせ、平成16

年度に３億7,000万円を投入して導入されておりま

す。システム導入については、議会でも多くの議論

があったと記憶をいたしております。私も当時、オ

ーダリングシステムにあわせて電子カルテを同時に

導入してはどうかという質問をさせていだきました。

答弁の概略は、電子カルテについてはソフトがまだ

未知数のものが多い。医師の負担が大きい。次回の

オーダリングシステム更新時に改めて検討したい。

そんなことであったと思います。来年度予定される

オーダリングシステムの更新には、およそ４億

2,000万円の財源を要するとのことであります。近

郊の自治体での電子カルテの状況は、砂川市立病院

で導入、滝川市立病院でも来年度の導入が検討され

ていると特別委員会でお聞きをいたしました。既に

電子カルテの導入は、時代の要請と考えなければい

けない時期に来ていると思います。先を見ている先

進的な医師は、負担がふえるということよりも導入

を希望されておられるとすれば、医師の確保にもつ

ながる可能性があります。ここで６点についてお伺

いをいたします。 

 １点目、この種のシステムはそんなに長持ちする

ものとは思えませんけれども、更新には多額の財源

を要します。導入後７年が経過しての更新というこ
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とでありますが、７年が長いのか短いのか、オーダ

リングシステム導入時に何年ぐらいでの更新が必要

と予測をされていたのかお聞かせいただきたいと思

います。 

 ２点目、次期更新予定のシステムの耐用年数を幾

らぐらいに想定されているか。 

 ３点目、来年度のシステム更新時に電子カルテシ

ステムを導入すると、どれぐらいの財源の上乗せが

必要となるか。 

 ４点目、電子カルテの導入については、検討され

た経過があるか。 

 ５点目、電子カルテ導入のメリットあるいはデメ

リットについて。 

 ６点目、電子カルテ導入についての考え方。以上、

お聞かせいただきたいと思います。 

 最後ですけれども、勤務医の皮膚科医師の減員に

ついて伺います。市立病院の皮膚科医師の減員につ

いて、補正予算の質疑で勤務体制について触れさせ

ていただきました。ここでは別の観点で質問をさせ

ていだきます。市立病院の診療科別の患者数などの

データを見させていただくと、外来で皮膚科に通院

する毎月の患者数が多い。およそ延べ2,000人とい

う形で推移をしております。依然として勤務医の減

員が続き、医師確保に苦慮している状況が続いてお

りますけれども、今回の皮膚科医師の減員による病

院経営に対する影響、最も懸念される患者さんへの

影響について、２点お伺いして一般質問を終わりま

す。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 市立病院につ

いての質問に順次お答えいたします。 

 初めに、７対１看護のスタートによる経営収支改

善上の効果と評価についてでありますが、７対１入

院基本料の算定は、各種加算等を除き患者１人に対

して１日につき１万5,550円を算定するもので、従

来の10対１入院基本料１万3,000円と比較し、患者

１人当たり１日2,550円の増収となるものです。一

方、算定基準を満たすためには、看護師の配置人数

をふやす必要がありますので、増収額が看護師の増

員等に要する経費を上回れば経営収支改善上の効果

が出ることとなります。９月から11月の３カ月間の

入院患者数の実績は延べ１万7,534人でありますの

で、入院収益は10対１入院基本料と比べて約4,470

万円の増収となる一方、看護師の増員等に要する３

カ月間の経費は約1,710万円程度と見込まれますこ

とから、差し引き収支改善効果額は、約2,760万円

になるものと考えております。７対１入院基本料へ

の移行による効果額は、患者数の動向により変動す

るものではありますが、通年で実施した場合かなり

大きな効果が期待できますので、市立病院の経営健

全化に向けた取り組みの柱の一つであると評価して

いるところであります。また、今後の見通しとしま

しては、特別な事情が生じない限り引き続き７対１

入院基本料を継続して算定できるものと考えており

ますし、そのことに向け努力してまいりたいと存じ

ます。 

 次に、オーダリングシステムの更新と電子カルテ

導入の考えについてでありますが、１点目の導入後

７年が経過しての更新が長いのか短いのか、また現

システム導入時に何年ぐらいで更新が必要と想定し

ていたかでありますが、一般的にシステムの更新め

どは５年と言われておりますので、７年は長いほう

になろうかと考えております。また、現システム導

入時には更新予定を７年としていたところでもあり

ます。 

 次に、２点目の次期更新予定のオーダリングシス

テムの耐用年数でありますが、一応、現行システム

と同様に７年と予測しておりますが、可能であれば

その後１年でも長く使用してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、３点目の今回のオーダリングシステムの更

新時に電子カルテシステムを導入する場合の財源の

上乗せ額ですが、詳細なシステム設計をしておりま

せんのであくまで概算で申し上げますと、数千万円

程度の上乗せになるものと予測されます。 

 次に、４点目の電子カルテ導入についての検討で

ありますが、現行のオーダリングシステム導入後も

検討してきましたが、課題もありますことから今現

在は電子カルテを導入することでの具体的な検討は

いたしておりません。 

 次に、５点目の電子カルテのメリット、デメリッ

トでありますが、一般的に言われていますメリット

としましては、一つに診療情報の共有化があります。

検査や投薬などのデータが各部署からアクセスでき

ることでスムーズな業務が可能になることや、複数

部門での薬の重複投与なども防ぐことが可能となる

こと、また各部署に情報を直ちに転送することで医
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師の指示を仰いでから措置までがごく短時間で行え

るようになること、さらに手書きで起こりがちな転

記ミスや重複記入などが起こりにくくなり、紙ベー

スでのカルテ保管スペースも不要となることなどが

挙げられております。一方、デメリットとしまして

は、医師は診療とパソコン操作をあわせて行う必要

がありますので、パソコン操作になれていない医師

にとっては診療に集中できなくなったり、患者との

コミュニケーションが少なくなったりすることが懸

念されております。また、高額な初期投資や保守管

理経費が必要となること、システム更新と償却への

対応、システムダウンの危険性、ウイルス等のセキ

ュリティーへの脅威などが挙げられています。 

 次に、６点目の電子カルテ導入の考えについてで

ありますが、現在オーダリングシステムの更新に向

けて具体的な検討作業を進めているところではあり

ますが、今回の更新にあわせて電子カルテを導入す

ることは、入力に医師の負担がかなり増加すること

などから見送ることとしておりますが、将来的には

病院内にとどまらず、他の医療機関等との間で電子

化された患者情報を共有化していくことも求められ

てくるものと思われますので、今後の病院運営や今

言われています電子カルテのデメリットの減少や解

消状況なども見きわめる中で、今後適切な時期に電

子カルテ導入に向けた具体的な検討もしなければな

らないものと考えております。 

 次に、皮膚科勤務医の減員と患者、経営上の影響

についてでありますが、皮膚科の勤務医はこれまで

常勤医師２人であったものが、医師の退職により10

月からは常勤医師１人と週１日の外来出張医師によ

る診療体制となったところでございます。このこと

による影響としましては、皮膚科は外来が中心とな

りますことから、外来の患者数で申し上げますと、

常勤医師２人体制のときと比べ現状十数％程度の減

少にとどまっており、担当医師に頑張っていただい

ている状況にあります。このため、患者さんの待ち

時間への影響は懸念されるところですが、出張医師

による診療も行っており、今のところ目立った影響

は見られないと聞いております。一方、経営面では、

皮膚科外来の患者数の減少に伴い収益の減少なども

ありますが、外来収益全体に占める皮膚科外来の割

合は五ないし六％程度でありますので、現在取り組

んでいます経営健全化計画を実施していく中で影響

を解消するよう努力してまいりたいと考えていると

ころであります。 

〇議長（北本清美君） 東出議員。 

〇13番（東出治通君） 一般質問を終わりますと申

し上げましたけれども、若干の再質問をさせていた

だきたいと思います。 

 電子カルテの導入について再質問させていただき

たいと思いますが、非常に答弁としてわかりづらか

ったと思うのですけれども、導入についてオーダリ

ングシステム後、検討したけれども今は検討してい

ないというような言い方だったと思うのですけれど

も、どういうメンバーで、どういうような検討を何

回ぐらいされたのかと思います。耐用年数について

も７年、さらに長く使っていきたいということのお

話でしたから、そういうことからすると、この次に

電子カルテの導入について検討されるのがその時期

なのかと。その時期にしても、導入されるかされな

いかは未定ですから、世の中の動きとして、医療技

術だとかそういうことから考えると、７年、８年の

スパンで物事を考えていくというのは、私は少し長

過ぎるのではないかと思いますので、定期的にやは

りそういう時代時代の医療環境の状況に合わせて、

そういったことも検討されていくことが大切なので

はないかと思いますので、その点もう少し考えがあ

れば、答弁いただきたいと思います。３度目はあり

ません。終わります。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 電子カルテ導

入について再質問をいただきましたので、答弁を申

し上げます。答弁につきまして、不足がありました

ことをまずはおわびいたしたいと思います。 

 まず、現行のオーダリングシステム導入後につき

ましては、それぞれ検討いたしておりまして、医師

の減少、また医師にかかる入力負荷等から、当面電

子カルテの導入は難しいということになったところ

でありますけれども、今回のオーダリングシステム

の更新に当たりましては、病院内で医師、看護師、

技術系の職員等で組織します情報システム更新検討

委員会を開催いたしまして、既に３回、会議をもち

まして検討しているところであります。その検討の

中で、やはり現在も医師数が減少している。また、

業務量が多く、これ以上そういう電子カルテの入力

作業をしていくということについては大変難しいと

いうことで、今回のオーダリングシステムと同時ス
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タートでの電子カルテの導入については難しいとい

う形で一定の取りまとめがされたところでございま

す。ただし、議員ご指摘のとおり、今回のオーダリ

ングシステムの更新の耐用年数については７年を想

定しておりまして、大変長い期間の中で、やはり電

子カルテをめぐる環境も変化してくるものと考えて

いるところでありますことから、費用、運用、両面

等を考慮して、電子カルテ導入について容易となる

ような、オーダリングシステムの機種の選定という

こともあわせて考えておりますので、今回のオーダ

リングシステムの更新以降、いろいろな状況の変化

なども見きわめながら、柔軟に対応してまいりたい

と考えております。 

〇議長（北本清美君） 以上で東出議員の一般質問

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ０時１２分 休 憩） 

                                       

（午後 １時１４分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、北名議員。 

〔北名議員、質問席へ〕 

〇16番（北名照美君） あしたは12月８日、69年前、

日米開戦、太平洋戦争に突入した忌まわしい記念日

であります。日本はその10年前に中国への侵略を開

始し、終戦までの15年間にわたる戦争で、アジアの

人々2,000万人の命を奪い国土を破壊し、さらに多

くの人々を傷つけた、そういう残虐野蛮な戦争を行

いました。人が鬼になる、人が人を殺す、それが戦

争です。絶対にこうしたことを繰り返させてはなり

ません。日本共産党は、あの侵略戦争に命がけで反

対しました。私はそのことを誇りに思うと同時に、

今、共産党の活動をそうした立場を含めて行ってい

きたいと思っております。私の大学の恩師は、治安

維持法で獄につながれました。戦後、朝日訴訟ある

いは人間裁判といった裁判闘争の原告となった天達

忠雄先生は、牢屋の中で監視の目をくぐって歌を書

き記しました。後年になって１冊の本にしたのがこ

れであります。「幽囚の歌」というものであります。

一般質問の準備をしていたところ、この本が目にと

まりました。ページを繰ってみて、侵略戦争にこう

した１人の学者がいたということで紹介させていた

だきました。質問に入ります。 

 最初に、深川市官製談合事件についてであります。

４年前、深川市を震撼させたこの事件、深川市の行

政史上最悪の忌まわしい事件でありました。この事

件を機に山下市長は深川市長となったのであります

が、あなたはこの判決、この事件を掘り下げる総括

をすることを拒みました。あなたが請われて深川に

来た一つの意味が、ここにあったのではないかと私

は思っています。このことは行政の陰として残って

います。今、私も原告となっている住民訴訟が山場

に差しかかっています。３日後の12月10日、旭川地

裁で13回目の口頭弁論があります。ここでは証人尋

問が行われます。河野前市長ら６人が出廷する予定

であります。原告代理人として、主任弁護士の今橋

直さんに加えて、市川守弘弁護士も来ることになっ

ております。山下市長、１期４年の任期を終えよう

としている今、改めてこの事件について、また訴訟

について、あなたの所見をお聞かせください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの北名議員の質問

にお答えを申し上げます。 

 まさに４年前の事件について、感想あるいは所見

をという質問でございました。平成18年に本市が発

注いたしました納内小学校校舎改築機械設備工事を

めぐる談合事件におきまして、いわゆる官製談合が

行われ、それに伴い関係者が立件起訴され、そして

その裁判の判決におきまして、本市において長年に

わたり談合がなされてきたという厳しい指摘を受け

たところでございます。やはりこのことは公平公正

に行われるべき市政への市民の皆様の信頼を失墜さ

せるという重大な結果を招くものであり、大変遺憾

に存じているところでございます。そうしたことか

ら、本市といたしましては、官製談合の徹底した再

発防止という観点から、入札制度におきまして、ほ

ぼ完全な一般競争入札制度を導入いたすなど大きな

改革を行いました。あわせて、職員の法令遵守の徹

底を図り、また職員の退職後の再就職に関する厳格

な取り決めをも定めることといたしまして、その措

置を今日に至るまで厳正な運用に努めてきていると

ころでございます。また、住民訴訟について少し言

及もございましたが、このこと自体は、今法廷で係

争中の事件でございますので、本市としてそれにつ

いて具体的なコメントをこの場で申し上げるという
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ことはやはりなじまないものと思いますので、具体

的なその点に関する見解、感想は控えさせていただ

きたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 次に、市立病院のことにつ

いて聞きます。 

 ９月議会でもいろいろ提言も含めて質問をいたし

ました。率直に言って、多くのことは手つかず、手

がついていないと遺憾に思いますが、今回はそのこ

とについて余り言及をしません。しかしながら、信

頼、親切な病院づくりは待ったなしの重要課題であ

ります。４点尋ねます。 

 １点目、患者さんの待ち時間についてであります。

短いほうがいいということは言うまでもありません

が、そのことを今回は言いません。現状はどうなっ

ているか、対応、またこの位置づけはどうかお尋ね

いたします。 

 ２点目、医師確保についてであります。これは昨

日の渡辺議員のやりとりにもありましたので、１点

だけ聞きます。今の段階では、私はいろいろ苦労を

しているというのはよくわかります。しかし、現実

に結果は出ていないという辛さはあるわけですが、

やはり市民にこの状況を、メッセージを送るという

か、力を借りる。市民の中にあるいろいろなつてと

いいますか、情報を得るようにするということが大

事だと思いますので、その点についてお考えを聞き

たい。 

 ３点目、医師確保のために、私は奨学金制度をつ

くったらいいということを前回言いました。調べて

みますと既に道内の市では釧路市と士別市も入れて

12の自治体がこの制度を持って取り組んでいます。

深川市も取り組むべきではないかと思うのですが、

いかがでしょうか。 

 ４点目、医療機器の実態と充実の関係であります。

初めに、現在ある機器で、あるけれどもなかなか使

えない、あるいは使える人がいないという場合もあ

るかと思うのですが、そういう機器があるかどうか。

次に、ぜひとも必要だが、今はないというもの。ぜ

ひともという言葉を使わなくても、必要だがないも

のといっていいのでしょうか。あるいは、その中で

も高額のものあるいはそれほどでもないものという

のがあれば、この際に聞きたい。次に、今後の購入

計画についてお聞かせください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 市立病院につ

きまして、答弁を申し上げます。 

 初めに、待ち時間の実態と患者の立場に立った対

応についてであります。外来での待ち時間は医師１

人当たりの患者数や診察に要する時間などで異なり

ますが、市立病院におきましては、全体的には医師

数の減少に伴い患者数も減少している状況にあるこ

となどから、従来と待ち時間に大きな変化はないも

のとは考えておりますが、曜日や診療科によっても

ばらつきがありますことから、一部、待ち時間が長

くなりご迷惑をおかけしていることもあるものと認

識いたしております。患者の立場に立った対応とし

ましては、待ち時間そのものの解消や大幅な短縮は

現状難しいものがありますことから、待っていただ

いている間の時間の使い方やアナウンスなどにより、

感じ方も異なってくるものと思われますので、混み

ぐあいの状況などを随時お知らせするように心がけ

ているところであります。なお、読み物や情報モニ

ターの設置などの検討も行ってはおりますが、それ

ぞれに課題もあり具体的な取り組みまでには至って

いないのが現状であります。待ち時間は、患者さん

が医療機関を選ぶ際の選択肢の一つに挙げられてお

りますし、病院の評価にもつながるものであります

ので、今後とも病院内におきまして、待ち時間につ

いて問題意識を持ちながら、患者サービス向上の観

点からその対応について引き続き研究、検討してま

いりたいと考えているところであります。 

 次に、医師確保についての現状と対応についてで

ありますが、医師確保は市立病院の最重要課題であ

りますことから、昨日の渡辺議員の質問に答弁申し

上げましたとおり、市長を含め鋭意積極的に取り組

みをしているところでございます。このことにかか

わりまして、市民の皆様から力を借りるべき、また

情報提供をいただくべきということでございました

が、市立病院は現在まで道内３医育大学の協力をい

ただき、医師の派遣をいただくなどまだまだこれら

大学と密接な関係にありますことから、一部の診療

科を除き、全体の医師派遣に影響が及ぶことのない

ように注意も払いながら、医師確保に向けた取り組

みを進めているところでございます。市民の皆様か

ら幅広く情報の提供をいただけますことは大変有意

義ではありますが、一方では、今ほど申し上げまし

たように大学とのかかわりもありますことから、ど
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のような形で市民の皆さんから情報提供をいただく

ことがいいのか。また、それらの情報をもとにどの

ように取り組んでいくことがいいのかもあわせて検

討してまいりたいと存じます。 

 次に、奨学金制度の創設についてでありますが、

さきの第３回市議会定例会におきまして、議員から

質問をいただきました以降、調査をいたしましたと

ころ、道内でも複数の自治体で制度として創設して

おりましたことからその状況などをお聞きしました

ところ、なかなか借り手がいない、実際に自分の病

院に勤務するまでには結びつかない、成果としてあ

らわれるまで最短でも10年近くが必要であることな

ど、多くの課題や問題点などを挙げられておりまし

た。このように多くの課題や問題点などもあります

ことから、今後とも引き続き先進的な、特に成果と

して結びつくような取り組み状況などの情報収集に

努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、医療機器の実態と充実に向けての対応につ

いてでありますが、質問の、現在市立病院にある医

療機器の中で使えないもの、また使える人がいない

機器等があるのかということでございましたけれど

も、現在使えない機器はありませんが、使う医師が

いないため、使用していない機器としましては、常

勤医が不在となった整形外科の手術の際に用います

止血装置ですとか、手術後に治療、リハビリに用い

る持続的他動運動装置などがございます。次に、必

要な機器についてでありますが、使用頻度が低い医

療機器などは、業者から借り受けて対応できている

実態もありますことから、現状一定程度必要な機器

は整備されているものと認識してございます。次に、

今後の医療機器整備の考え方でありますが、日々進

歩し続けている医療機器をその都度整備、また更新

していくということは、現状経営健全化に取り組ん

でいる市立病院としましては難しい面がありますこ

とから、病院内全体でその必要性や緊急度、使用頻

度、費用対効果などを総合的に勘案し、優先順位を

決めながら整備しているところであり、今後ともこ

の考え方で整備してまいりたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 少し再質問します。 

 一つは待ち時間です。まず調査してください。長

い人はどのぐらい待っているのか、大体平均はどう

なのか。それから患者の声を聞いてください。ここ

が大事なところです。その辺のことを一つ言ってお

く。 

 それから二つ目は、機器の話は大体わかった。た

だ、これは機械ではないと思ったのだけれども、大

腸がん検査のときの患者が見るモニターがないので

す。これは第一病院にも吉田病院にもあるし、私の

知っているところはあちこちにあるのです。何で市

立病院にないのだということで、この間少しやりと

りがあったのだけれども、わずかなお金だと思うの

でこういうのはやはり用意してもらわないと困ると

思うのですが、いかがですか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 待ち時間に関

しまして調査、また患者さんの声を聞くということ

の必要性でございますけれども、その調査につきま

しては、従前、旧病院のときに１度調査した経過は

ございますが、移転改築した後についてはそのよう

な調査を行っていないのが実態でございます。なお、

患者さんの声を聞くことに関しましては、患者さん

からの声を聞くボックス等を設けまして、その中で

患者さんのご意見等をいただいているところでござ

いますが、今ほど質問もいただきましたので、今後

どのような対応をしていくことがいいのか検討をし

てまいりたいと考えております。 

 また、医療機器につきまして、内視鏡モニターの

導入関係でございますけれども、この内視鏡検査の

状況としましては、医師の医療行為ということでも

ございますので、医師の考え方またはそのやり方に

よりまして違いがあると考えておりますので、現在、

内視鏡検査を担当している医師に使用の意向を聞い

た上で検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 時間をにらみながらだから、

聞きたいことも割愛する場合もあると思います。 

 ３番目、商工振興でありますが、９月の議会で市

職員にボーナスのときに商品券を購入してもらうと

いう協力がいいのではないかと言ったのですが、も

う目の前ですからその取り進めについての状況を聞

きたい。 

 もう一点は、同じくボーナス時期を前に官公庁を

回ってということを随分言いましたし、これは河野

前市長のときからずっとやって続いておりますけれ

ども、その辺でことしの取り組み、それからこれま

で毎年同じことだけではなくて、少し前進というか
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いろいろ工夫していると思いますので、そのことも

ぜひお尋ねいたします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 商工振興について

の質問のうち、ボーナス時における市職員の商品券

協力についてお答えいたします。 

 本件につきましては、さきの第３回市議会定例会

におきまして、同趣旨の質問をいただいた際、群馬

県桐生市における取り組みの事例を紹介いたしなが

ら、経済団体として主体的な取り組みのもとでの対

応が適当であるという考え方を示しまして、今後、

本市における関係団体等の意向を伺う中で、どのよ

うな対応が可能なのか検討してまいりたいとお答え

させていだきました。その後、深川商工会議所と接

点を持たせていただく中で、それらについての意向

をお伺いしておりますけれども、現状、意思形成が

十分に整っていないと伺っているところでございま

す。したがいまして、当面それらの状況を見守るこ

ととしておりまして、今後、具体的な取り組みや協

力の要請があった場合には、どのような対応が可能

となるのか検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 後段のボー

ナス支給時の官公庁訪問による買い物の要請につい

てお答えいたします。 

 市民の皆さんに地元商店街、商店で買い物をして

いただき、まちににぎわいと活力を取り戻せるよう

毎年６月、12月の官公庁や民間企業等のボーナス支

給日前後に深川商工会議所及び深川市商店街振興組

合連合会と一緒になって、国や道の出先機関、市内

の学校及び民間事業所などを訪問し、地元でお買い

物お願いキャンペーンを実施しているところであり

ます。初めに、１点目のことしの取り組み内容につ

いてでありますが、第１回目としまして、去る５月

15日に深川保健所を皮切りに市内事業所を訪問し、

チラシなどを配布しながら地元商店の利用をお願い

したところであります。２回目は、12月10日に６月

と同様に官公庁及び民間事業所等を訪問する予定で

あります。また、翌11日は、深川地方卸売市場の土

曜市会場におきまして、広く市民の皆さんに対しま

しても地元でお買い物をお願いする予定となってお

ります。次に、工夫していることについてでありま

すが、この地元でお買い物お願いキャンペーンの実

施に当たりましては、各参加団体においても繁忙期

ということで日程調整に大変苦慮しながらも、限ら

れた時間の中でできるだけ効果が得られるよう、当

初は官公庁に限られていました訪問先を民間企業、

事業所にまで拡大して実施しており、また昨年から

は先ほど申し上げましたとおり、暮れの土曜市会場

におきましてもキャンペーンを実施してきていると

ころであります。さらに、訪問先の方々は勤務中で

あったり、あるいは買い物中であったりと限られた

場面での対応でありますので、１人でも多くの方に

地元商店街に目を向けていただくことに重点を置き

まして、チラシ等につきましてもできるだけ端的な

表現でインパクトのあるものをという考えで工夫を

してきております。市といたしましては、今後とも

関係機関・団体と連携を図りながら、ボーナス時の

官公庁訪問などいろいろな機会をとらえ、地元での

お買い物につきまして周知してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） この件につきましては、少

しだけ述べます。一つは前段の話で、商工団体との

方との煮詰めるような話が出ましたけれども、私は

随分残念な思いがしております。商店の方たちと話

をすると、期待しているという声も聞いていただけ

に、団体がそういう態度だというのは遺憾だという

のが率直な感想であります。 

 それで、２点目の沢田部長の答弁に対し少し述べ

ますが、一つは工夫されている、前進しているとい

うことで評価したいと思います。私は、長年、言い

出したときから道職員など、官公庁と言ってきたの

ですが、今も言ったし、見せてもらえば民間にも行

っているという点では努力していると。ただ、そこ

で一つだけ提言ですが、行っている箇所が少ないで

すし、これは人手もありますから、そうなのかと思

います。そこで、行けない場合は文書にして多くの

職場にお願いするというのも、やはり市や商工団体

の姿勢を示すものでもあるし、またそういう中で見

てもらえるのではないかと思うのです。あなた方の

祭りのときのあのエネルギーというのは祭りだから

出せるということもあると思うし、先ほどの東出議

員の質問にありましたけれども、私も「ご苦労だな、

よくやった」と思っております。ぜひこの場合も勝

るとも劣らないエネルギーを出してほしいという提

言を含めて、再質問とします。 
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〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 再質問にお

答え申し上げます。 

 このキャンペーンにつきましては、広報ふかがわ

12月号にも市民の皆さんに地元でお買い物をという

ようなことで掲載させていただいておりますし、ま

たホームページにも掲載しております。このような

取り組みとあわせまして、先ほど申し上げました官

公庁、それから民間の企業等も訪問いたしまして、

お願いをしているところであります。そこで文書で

というようなことでございますけれども、これらの

取り組みを見きわめながら、今後、検討してまいり

たいと思っております。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） もう少しインパクトが欲し

かったけれども、私はその推移を見守っていきます。 

 次に、市臨時職員、非常勤職員についてでありま

す。私は、初日の指定管理者のところでもこのこと

にかかわるようなワーキングプアということを発言

しました。田中昌幸議員から官製ワーキングプアと

か公契約条例について言われていました。私は自席

でそのとおりという掛け声をかけましたが、これは

サービスではありません。私の本当の気持ちであり

ます。そこで、私は理事者、管理職、市役所労働組

合の皆さんに心から訴えたい。人の足は何年踏んで

いても痛くないという言葉はあるが、そうであって

はならない。他人の痛みのわかる、あるいはわかろ

うと努力する人間になってほしい。優しさ、温かみ

のある行政や行政マンになってほしい。臨時職員、

非常勤職員の皆さんが、皆さん方のすぐ隣にいると。

どんな待遇なのか、どんな思いでいるか、目をつぶ

って見て見ぬふりはしないでほしい。そのことをま

ず言って、何点か聞きます。 

 １点目、現状と対応。 

 ２点目、共産党が北海道庁に対して、こういうよ

うなことについて要望書を提出いたしました。経済

部労働局雇用労政課から文書で回答が来ました。こ

う書いてあるのです。「働き方に見合った均衡ある

処遇や非正規労働者から正規労働者への転換の促進

に取り組んでまいる」という立場で自治体を指導す

ることが道の姿勢だと、道職員のことではないです、

自治体職員のことを言っています。この点について

深川市はいかがかということを聞きたい。 

 ３点目、病院の関係であります。ことしの３月い

っぱいで臨時職員の方が終わりになって、採用試験

を受けて非常勤職員になりました。このとき、いわ

ゆる退職報償金がどのような形で支払われたのか聞

きます。 

 それから次に、新しく病院の中に非正規ユニオン

労組というのができまして、団体交渉を重ねている。

もう随分やられていると聞いております。要望事項

で継続していることの内容と今後の対応について明

らかにしてください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市の臨時的任用職

員及び非常勤職員についてお答えいたします。 

 ４点ございましたが、１点目の現状と対応という

ことでございます。まず人数から申し上げますと、

市のほうでは、臨時的任用職員として12月１日現在

80人、非常勤職員28人という実態にございます。さ

らに、市立病院のほうでは、非常勤職員51人であり、

臨時的任用職員はおりません。そういった中で、か

ねてより地方公務員法の第22条第５項を根拠にいた

しております臨時的任用職員の任用について、現状

と法とが一致していない部分があるという受けとめ

を私どもはしておりまして、これまでの議会でもお

答えさせていただいておりますように、見直しの方

向の考え方について、平成22年度中に方向性を示し

たいとお答えをしている経過がございます。その作

業に入りまして、これまでの自治省の当時から長い

経過があり、これはさまざまな検討もされておりま

したけれども、なかなか打開策が示されないという

難しい課題でもありますが、市としては、いつまで

も放置することにはならないという考え方の中で、

解決に向けて努めなければならないと考えておりま

す。なかなか職場ごとの個別の事由などもございま

して、まだ煮詰めるまでには至っていないという状

況でございますけれども、これに向けては努力した

いということを申して、答弁とさせていただきたい

と思っております。 

 次に、２点目の共産党が道庁に対して要望書を提

出したその回答、並びに４点目に市立病院に新たに

できました労働組合の関係で質問をいただきました。

これにつきましては、パート労働法という法律がご

ざいますが、正式名称は短時間労働者の雇用管理の

改善等に関する法律という法律でございますけれど
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も、このパートタイム労働法は平成20年４月に大き

く見直しがされたということがございます。これに

ついては、労働条件の文書交付でありますとか内容

についての説明義務、大事なところは、今、議員の

質問にもございましたように、働き、貢献に見合っ

た公正な待遇の決定ルールの整備ということが大き

く盛り込まれておりまして、均衡のとれた待遇の確

保促進という内容の法改正が平成20年４月にされて

いるということでございます。そういった意味では、

事業者としてこの流れに沿った対応が求められてい

ると考えておりますので、２点目にございました道

の回答について、さらに労働組合の要求、今まで交

渉を何度か重ねてきておりますけれども、この要求

につきましても、この法律の流れに沿ったものと受

けとめているところでございます。 

 それと、３点目にございました市立病院は、こと

しの３月に長期も含めた退職がありまして、その内

容について勤続報償金の支給についてというお尋ね

でございました。これまでの議会論議を踏まえまし

て、10年以上勤務して退職する臨時的任用職員を対

象として、病院の臨職から非常勤に切りかえて退職

することになった方が10人ですが、５人の方が10年

以上ということでしたので、勤続報償金を支給して

いると伺っているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 臨時職員、非常勤職員のこ

とは、私は随分言ってきました。今ほどの答えの中

では、なかなか煮詰めの問題があって、答えが出せ

ない。出せないというか、あずっているという言い

方をしましたが、私はいいです。変な答えを出すよ

りも、少しもんでから、いい答えを出してほしいと

いうことを言っておきます。 

 次に、建設業国保のことについてお尋ねします。

正確には工事業国保というようです。きのう楠議員

の質問と答弁がありました。その続きになる部分も

あります。何人か私の知っている業者さんは、詐欺

に遭ったみたいなものだと、寝耳に水だと、当然入

っていて何の問題もないと思っていたのが、あなた

方は加入資格がなかったのです、だから脱退しなさ

いということです。 

 そこで１点目は、なぜこういう事態になったのか、

問題はどこにあったのか。それから、東京にこの国

保の組合の本部があり、支部が札幌にあるのですが、

そういうところは天下りの団体ではないかと、私は

少し感じているのです。その辺に何かこういう大事

件になってきた裏があるのではないかと思うのです

が、その辺を１点聞きたい。 

 ２点目は、とにかく今は無保険者を出さないとい

うことが喫緊のテーマなのです。国保は市の事務で

すから、国保について言うのですが、きのうの答弁

でいろいろ納税相談も受けますということは、受け

てもらわなければならないけれども、言えることは、

短期被保険者証や資格証明書を出さないという立場

をはっきりしてもらいたいと私は思うのです。何か

きのうの答弁の中で、私は聞こえなかったので、そ

ういう立場でいらっしゃるのかどうか言及しなくて

も、とにかくそういう問題なのだと、私は本当に被

害者だと思っているのです。悪質な滞納者とか、そ

ういう水準ではないのだということをまずお尋ねし

たい。 

 ３点目、きのうの答弁の中でも空知総合振興局に

対策室、本部を設けたと。そこから情報が出ている

と言っていますが、その情報や何かが、深川市の場

合15業者、62人に届いているのかどうか。それから、

市として、傍観しているとは私は言いませんけれど

も、そこのところを見届けながら、あなた方はもう

名前もわかっているわけですから、本当に困り果て

ているこの業者の人たちに親切な対応が必要だと思

うのですが、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 私からは、全国建

設工事業国保組合について、前段の１点目と２点目

についてお答えをさせていただきます。 

 最初に、脱会通知はどうして出されたのか、どこ

に原因と問題点があるのかについてでありますが、

これらについては詳細な資料を持ち合わせておりま

せんが、北海道からの情報提供によりますと、国保

法に基づく行政指導に従って実施した資格確認の全

国調査の結果、加入資格を有しないことが判明した

ことから、被保険者資格を喪失する事になるとして、

工事業国保組合の本部から10月28日付で打ち切り通

知が出されたとされており、それ以上の内容につい

ては把握できない状況にあります。 

 次に、無資格者の市国保加入後の保険税が納めら

れない方への短期被保険者証や資格証明書を交付し

ないとの質問でございますが、無資格者が市国保に

加入することで、保険税の差額負担分が生じますこ
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とから、もし保険税が納められないような状況が生

じる場合には、昨日の楠議員の答弁で申し上げまし

たとおり、税務課と連携をとりながらその方の家族

構成や生活実態などを十分にお聞きする中で、まず

は分納などの納税相談に努めながら対応してまいり

たいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 資格喪失と

なった事業所への通知についてお尋ねがありました

のでお答え申し上げます。 

 空知総合振興局では、先日、楠議員にもお答え申

し上げましたとおり、工事業国保資格喪失者対策特

別相談室を設けまして、いろいろな相談を行うこと

としております。このことにつきまして、本日、こ

ういうような相談室が設置されたことで市のホーム

ページにも載せてございます。それから、個別の事

業所に通知をということでございますけれども、こ

れから空知総合振興局の特別相談窓口と協議しなが

ら、協会けんぽに加入すべき事業所等につきまして、

個別に文書で通知することなどにつきましても、前

向きに検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 限界ではないと思うのだけ

れども、何かもうパシッとしないのです。さっき優

しみとか温かみと言ったでしょう。私は正直言って、

組合の本部は知っていたのではないかと。深川市民

新聞にきちんと書いてある。そこで、言いたいこと

は、通部長にしても、いわゆる納税相談だとか親切

にと言うのだけれども、これは悪質ではないのです。

そうしたら、私はぜひそれはそういうことにしない

というぐらいのことを言えると思うのだけれども、

言えないですか。それを聞きたい。それから、沢田

部長についても一言言いたいけれどもいいです。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 再質問にお答えい

たします。 

 まずは、生活実態を踏まえた納付相談を行うこと

がこの対応ではないかと思っております。その中で、

これまでも相談者の実態を踏まえた上での対応に心

がけており、機械的に短期被保険者証や資格証明書

を交付するようなことはいたしておりませんので、

これまでも議会論議の中で北名議員とはこのことに

ついてやりとりがございますけれども、市の基本と

しては生活実態を踏まえた上で、しっかりそのこと

に対応できるように心がけてまいりたいと思ってお

ります。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） このことはこのぐらいでい

いし、市民福祉部長の気持ちは私はわかるのだけれ

ども、私はやはりもう一歩踏み込んで、ガンと言え

るような行政になってほしい。あなたが言っている

こともわかるし、出さないと言っているようなもの

なのだけれども。では、次に入ります。 

 次は、ごみの収集と通告書に書いています。何を

言うかということは説明欄というか、要旨に書いて

あるけれども、お年寄りや障がい者の方が家庭ごみ

を玄関前に出しておけば収集するということです。

幾つかの事例があるので紹介します。これは深川の

例ではないです。ほかのまちのことを書いているも

のを読んだものです。ごみステーションが道路の向

こう側で車の行き来があり、危なくていけない。そ

れから、片手に杖、片手にごみ袋で冬はごみステー

ションまで行くのが大変だ。それから、市内にいる

子供にごみ出しに来てもらっている。これは私が幾

つかのほかのまちの様相で見たものを言ったのです

が、深川でもこういう状況はあると思うのです。高

齢者の方、あるいはひとり暮らしの方、障がい者の

方、各地でこういう取り組みが進んで、ふれあい収

集という表現を使っているところもあると思うので

すが、前進しているという状況もあるので、深川で

もぜひ積極的にこうしたことをやるべきではないか

ということであります。よろしくお願いします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） ごみの収集につき

まして、お年寄り、障がい者などのごみ出しを門口

まで行う、ふれあい収集という提言につきましてお

答え申し上げます。 

 深川市内には、現在ごみステーションが821カ所

ありますが、特にまち中では、各ご家庭からはそう

遠くはない場所に町内会が判断をしてごみボックス

等を設置していただいております。深川市のごみ分

別収集につきましては、このステーション方式によ

り定期収集する方法を基本とする中で効率的なごみ

回収を目指す深川市分別収集計画が作成されており

ます。質問のごみ出しを門口まで行うふれあい収集

についてのご提言でございますが、平成16年から家
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庭ごみの計画収集を開始しておりますが、これまで

の間、特に門口までの個別収集の市民要望は受けて

はいないのが現状でございます。また、介護保険制

度が始まって以降、在宅の要介護が必要な市民の中

には、ヘルパーさんがそのお宅に定期的に介護のた

め出入りしていて、ごみ出しについてのお願いにも

対応している実態であることも介護福祉の担当所管

からも聞いております。ただ、高齢化社会が進む中

で、家庭ごみをみずからステーションまで排出する

ことが困難で、かつ他の方の協力を得ることができ

ない市民の方など、事情につきましてはいろいろな

ケースがあると思われますし、また道内の自治体で

は実施している市もあるようですので、まずはふれ

あい収集の制度につきまして、今後、研究してまい

りたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） なかなか説得力があると思

って聞きました。そんなに遠くないところにあると

いうことも言いました。しかし、だれから見て遠く

ないというか、元気な人だと近いと思ったって、足

の悪い人、杖をつく人から見たら遠い場合もあるし、

いろいろあると思うのです。それで、介護のヘルパ

ーさんというけれども、ではヘルパーさんが朝に来

てくれるかといったら、来てくれないと私は思うの

です。ただ、ボックスがあるから、前の日に出して

おけばいいという言い方かもしれないけれども、こ

れからだんだんと、今だってそういう人がたくさん

いると私は思うのです。もう少し前向きな考えが出

ないかというのが私の思いで、それに答えてほしい

のが一つと、要望がないというけれども、要望はあ

るのです。何年前か忘れたけれども、当時の課長は

いい人だった。私が言ったら、「わかった」と現場

へ行って聞いてくれて、やってくれたのです。だか

ら、もう一つ加えて聞くけれども、そういう人がい

たら、様子をよく聞いて、やってください。その制

度ができるならできるまでの間でもそうしませんか。

いかがですか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 再質問にお答え申

し上げます。 

 先ほど、ごみステーションが遠いか遠くないかと

いうことをいろいろおっしゃりましたけれども、ご

みステーションまで排出できない方にとりましては

大変助かる制度であるということは理解しておりま

す。ただ、これはごみ処理する所管が取り扱うべき

ものなのか、福祉サイドで検討すべきものなのかも

含めまして、今後、研究させていただきたいと思い

ます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） もう終わろうと思ったけれ

ども、これではおさまりがつかなくなりました。福

祉サイドとしてどうですか。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 北名議員のご提言

につきましては、今後、十分研究してまいりたいと

思います。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 柳田法務大臣ではないけれ

ども、最後は今言ったような言葉で終わる場合があ

るのです。だけれども、これはやってもらいます。

お願いします。 

 最後に、学校教育についてお尋ねいたします。電

子黒板については、さきに水上議員が聞きましたの

で、私は１点だけ聞きます。どれだけ現場の教師あ

るいは学校から要望があったものなのか。また、そ

の要望も具体的に何かで上がっていたのかどうか、

まず尋ねます。 

 次に、これがメーンです。どこの教室にもある黒

板についてであります。チョークで先生が板書、黒

板に書くという風景は変わらぬ教育の姿であり、ど

の人もいろいろな思いがあるものであります。そこ

でこの黒板ですが、四六時中、四六時中といったら

夜中もいうのだろうから、そうではないが、とにか

く先生は書くわけです。ですから、当然劣化して、

先生にとっては字が書きづらい、チョークが乗らな

くなる。また、生徒や児童のほうから見れば、見づ

らくなる。こういう状況が当然生まれます。そうす

ると、この解決方法というのは、板の張りかえがベ

ターであるし、ベストというのか、そうやっていま

す。そこで、このことについて幾つか聞きます。 

 １、黒板の耐用年数。 

 ２、市内の小中学校での板の張りかえの状況、そ

の費用。１枚にかかる費用も含めて聞きたい。 

 ３、張りかえをどのような手続でなされているか。 

 ４、法律的にこの件についてはどのようになって

いるか。 
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 ５、法の基準にのっとって、これまで行ってきた

かどうかお尋ねします。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 学校教育についてお答

えいたします。 

 初めに、電子黒板についてですが、今定例会にお

いて水上議員の一般質問に答弁してございますが、

電子黒板は情報通信技術を活用した教育の情報化が

進む学校教育の現場において教育効果を高めること

ができる一つの道具であると認識しているものでご

ざいます。そこで、学校との要望の関係でございま

すが、教育委員会ではこのような学校教育の情報化

の現状と将来の動向を踏まえまして、さらに地域に

よって教育環境におくれや格差が出ることは避ける

べきという立場から、また電子教科書の導入につい

ても近い将来のこととして注視しなければならない

現状にありますことから、学校との意思の疎通を図

りながら導入したものでございます。 

 次に、黒板についてでございますが、若干順不同

になるかもしれませんが、随時お答えいたします。

まず、張りかえについてでございますが、学校から

の点検要望や点検依頼の状況を確認した上で随時張

りかえの対応をしているものでございます。黒板が

見えづらく、授業に支障を来す黒板はないものと認

識しているものでございます。 

 次に、検査等につきまして、法律関係でございま

すが、黒板の検査につきましては、学校衛生基準に

基づきまして、毎学年、年１回定期に黒板面の色彩

について検査を行うこととなっておりますが、本市

の現状といたしましては、教職員による日常的な目

視での確認を行っているものでございます。黒板面

につきましては、湾曲したものが市内のすべての学

校において普通教室の黒板として使用されているも

のでございます。 

 次に、最近の整備状況といたしましては、平成19

年度に一已小学校３教室、21年度に北新小学校３教

室と深川中学校１教室、今年度に入りましてからは、

北新小学校３教室と納内中学校３教室において張り

かえによる整備を行ったものでございます。なお、

張りかえに要する経費は、面積にもよりますけれど

も、約５万円と認識してございますし、黒板の耐用

年数につきましては、特に黒板の張りかえ等で整備

ができますことから、耐用年数はないものと認識し

てございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 正直言って全然答えになっ

ていないのです。何が言いたいかというと、法律で

毎年点検をすることになっている。日常的に教師が

目視で行っている。法律どおりではないでしょう。

基準が書いてあるでしょう。黒板面の色彩について

は毎年やるのだけれども、明るさ、それから鮮やか

さの検査は、黒板検査用色票を用いて行うとなって

いるのではないですか。これが文部科学省が決めた

基準です。やっていないなら素直にやっていないと

言ってもらわなければ困る。私はやっていないのだ

と思うのです。少し質問するけれども、この黒板検

査用色票とはどんなものですか。それを聞きたい。

それから、今言ったようなことで、これでいいとい

うことになるのですか。さっきあなたが言った、学

校検査何とかの法律の関係で、これでオーケーなの

ですか。それから、この法律はいつできたのですか。

黒板はこういう形で毎年やらなければいけないとい

うのは、今は法律の名前が変わったから、変わった

ときからではなく、その前からずっとあったのだと

思うけれども、これはいつからなのですか。答えて

ください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 一原教育部長。 

〇教育部長（一原慶逸君） 黒板の検査につきまし

ては、先ほど言いましたように基準がございます。

学校保健安全法第６条にこれらが規定されておりま

して、毎学年１回、定期にということでございます

が、これについては色彩でございます。検査用の色

票につきましては、色の濃さがそれぞれ何枚かござ

いまして、それをどの濃さに合っているのかという

その色彩を比較するものでございます。それによっ

て明度、色彩の検査が行われるものでございます。

それから、この検査につきましては先ほど言いまし

たように目視でやっておりますので、実際に基準に

沿った検査をやっているかということならば、やっ

ておりません。 

 それから、安全法の関係でございますが、この法

律がいつからかということについては、私は承知し

ておりませんが、衛生法自体は昭和33年４月10日法

律第56号、最終改正が平成20年６月18日法律第73号

によって規定されているものでございます。 

（｢答弁漏れ」と呼ぶ者あり） 
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 一部答弁漏れがございました。この基準につきま

しては、年１回ということで規定されてございまし

て、原則するべきものと認識してございますが、現

在はしておりませんので、今後におきまして、これ

らにどの程度の費用がかかるのか、どの程度の期間

が必要になるのか、学校は11校ございますので、そ

れらも検討して進めていきたいと考えてございます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） 今の答えで、やらなければ

いけないのだけれども、やっていなかったというこ

とがわかった。ただ、これは今、一原部長だけれど

も、教育長、教育部長だった人もそっちに座ってい

るわけです。それから、教育委員会のスタッフもい

るし、ずっと人もいたわけです。私は恐らくこれは

昭和33年からこういう施行規則だったと思う。52年

間このとおりやられてこなかった。そして何が言い

たいかというと、幾つも言いたいことはあるけれど

も、深川の学級数は今64です。電子黒板と対比して

いいわけではないけれども、あれに500万円かけた

わけでしょう。１枚板をかえるのにさっき５万円と

言いました。全部のクラスをかえたって、まだお釣

りが来る金額です。私はそこのところをやはりきち

んと見ていかなければいけないと思うのです。それ

で、なぜ私がこのことを今言うかというと、私が何

か調べてということではないことは種明かしするけ

れども、去年、深川東高の放送局の生徒がグランプ

リを取りました。「ミクにおまかせ」というやつで

す。言っているのはあれの中身なのです。そうした

ら、あなた方はだれも見ていないのかいと私は言い

たい。教育委員会の人はだれも見ていないのだろう

かと。そこの中で、あの人たちが言っているわけで

す。全国何千の学校の中でグランプリというのは半

端でないというか、すごいことです。私は、生きが

い文化センターへ行って２回見たけれども、その前

に見ているわけです。私の頭の中にずっと残ってい

たのです。そしてやはりこれはどこかで言わなけれ

ばいけないと。だから、そういうことなのです。子

供たちの目線というか、そういう努力を受けとめて

いないということも含めて、きょうは言いたいと思

ったのです。そこで、再々質問になるけれども、そ

こで言いたいのは、よそのまちもやっていないかも

しれないけれども、深川では「イロヒョウ」という

のか「シキヒョウ」というのか、あんな言葉は初め

て知ったから。そしてもう一つつけ加えれば、東高

の先生方もわからなかった。先生は書いているから

わからないのです。だけれども、ある部分が子供の

目から見たら見えなかった、見づらかったのです。

これが子供の大事な点なのです。先生ではなくて。

そういう立場で、そしてやはり私らの時代もいた。

私らは五十何人いた。びっしりで。黒板の字が見え

ないときは、後ろの子は前に来て、教壇のところに

ノートを持ってきて字を書いていた。そんなのも思

い出すけれども、黒板というのは、命といえば大げ

さになるかもしれないけれども、物すごく大事なと

ころなのです。そこで、最後、締めくくりますが、

ぜひ緊急に全部調べて、文字通りこの法律に基づい

てやると。場合によっては予算化する。そのことを

答えてください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君） 今、黒板に関していろい

ろお話がございました。 

 質問の中で東高さんのビデオに触れられている部

分がありましたが、全国優勝してから直ちに私ども

の課でも見ておりますし、たまたまことしの５月に

全道の教育長会議が深川でございまして、そこで教

育長さん方に紹介するために見させていただいたと

いう経過がございまして、私も見ております。お話

にもありましたように、ビデオの中でもはっきり言

っているとおり、東高さんも検査をやっていなかっ

た。私どもでも張りかえはやっているのですが、検

査については今までやってきていないということで

す。また、検査については、市内の学校でもやって

いませんし、私どもの認識している範囲ではほとん

どの学校が毎年やっていない。これが違法にはなら

ないのだと思いますが、脱法に近いかどうかという

のを少し費用とのバランス、その他がありますので、

考える必要があるのではないかと思っています。し

たがいまして、今、直ちにここで全数検査をすると

は申し上げられませんが、そこのところはさらに研

究、調査をいたしまして、対応をさせていただきた

いと思います。先ほど一原部長が申し上げましたよ

うに、現在、児童生徒が、先生のチョークで書いた

黒板を見るということに不便、不自由はないと承知

していますので、それがないような処置をとってい

きたいと思います。それから、電子黒板について、

昨今の話を紹介させていただきますと、今、各校に

１台入れているわけですが、各校ともさらに電子黒
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板をという声がございますので、そこのところはあ

えて紹介をさせていただきまして、お答えとさせて

いただきます。 

〇議長（北本清美君） 北名議員。 

〇16番（北名照美君） まずは全部調査することに

してほしいということと、東高はあの関係で道教委

が全部張りかえたということを言って、私の質問を

終わります。 

〇議長（北本清美君） 北名議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ２時２０分 休 憩） 

                                       

（午後 ２時３３分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、松沢議員。 

〔松沢議員、質問席へ〕 

〇８番（松沢一昭君） 平成22年第４回定例会のラ

ストバッターとして一般質問いたします。 

 第１番目の質問は、昨日の山下市長の答弁により

理解をいたしましたので割愛をいたしますが、この

ことについて少しだけ前段で触れたいと思います。 

 今まさに日本の食糧や農業農村、食糧主権など、

食糧はもとより地域社会全体が崩壊にさらされよう

としています。それは環太平洋戦略的経済連携協定、

略称ＴＰＰというものが突然、民主党菅内閣によっ

て持ち出され、これから具体的交渉に入ると表明し

たからであります。これまでも日米間のＥＰＡ、Ｆ

ＴＡといったことが、ここ数年、経済界からの要請

を受けて持ち出されてきました。しかし、これらＥ

ＰＡ、ＦＴＡに比べ、例外を全く認めないあらゆる

分野にわたって関税を廃止するか、あってもごく低

関税と言われるＴＰＰは、農業分野はもちろん、地

域の経済全体が崩壊すると言われています。この点

に触れて、次の質問に入りたいと思います。 

 次に、戸別所得補償政策について一部重複がござ

いますが、伺いたいと思います。この政策は民主党

のマニフェストの目玉の一つとして、ことしはお米

についてのみ試行されましたが、出発点からさまざ

まなことが懸念されています。反当り１万5,000円

の補償を行うという試算の根拠となる数字が、農家

の労賃の80％となっている点で当初から指摘されて

おりました。さらには、ことしの米入札価格あるい

は相対取引がどんどん値下がりしていって、この所

得補償政策で賄い切れない心配がされています。我

が党の紙智子参議院議員が行った委員会質疑で、国

の責任で備蓄米買い上げによる暴落の歯どめ対策を

求めたのに対して、鹿野農林水産大臣はかたくなに

これを拒否しました。一方で、市場価格が下がって

いくのを放置しての所得補償では、農家の所得が確

保されることになるのでしょうか。来年度は畑作に

対しても主要作物に対する所得補償の数値も先日発

表されたようであります。ソバや麦などについては、

一定の金額が農家に入る仕組みになりそうですけれ

ども、一方では畑作という性格から大面積による補

償金を目的とした粗放な耕作に対する懸念の声もあ

ります。共済加入という一定の条件はあるようです

けれども、この辺は注目していく必要がありそうで

す。試行と言われた米に対する所得補償政策による

農家収入の見通しとともに、畑作を含めた来年度の

この政策の見通しと、さらに深川市の農業に対する

予測される今後の影響についてどのように見通して

いるのか見解をお答えください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 戸別所得補

償政策についてお答えいたします。 

 初めに、米に対する所得補償交付金による農家収

入の見通しについてですが、北畑議員の質問にもお

答えしておりますが、本年度については、米戸別所

得補償モデル事業により米の生産数量目標に即した

生産を行った販売農家等に対し、定額部分として一

律10アール当たり１万5,000円が交付され、さらに

当年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場

合、その差額をもとに変動部分が追加で交付される

こととなっており、深川市の定額部分については、

総額約９億900万円が11月30日に各生産者に支払わ

れている状況にあります。また、議員ご指摘のとお

り、米価の値下がりが続けば変動部分の交付に対す

る国の予算が不足するとの声も聞かれますが、国と

しては対応できるとしており、また集荷円滑化対策

基金を活用し、過剰米を主食用米以外に仕向ける緊

急需給対策の実施に向けた検討がなされていること

から、米価下落に一定程度の歯どめがかかるものと

考えております。次に、来年度のこの政策の見通し

と深川市の農業に対する予測される影響についてで
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ありますが、国においては平成23年度より販売価格

が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、そ

の差額を交付することにより、農業経営の安定と国

内生産力の確保を図るとともに、戦略作物への作付

転換を促し、もって食料自給率の向上と農業の多面

的機能の維持を目指して、農業者戸別所得補償制度

が本格実施されることとなっております。次年度実

施される戸別所得補償制度につきましては、米に対

する助成として、需給調整に参加して米を生産する

農業者に対して、恒常的なコスト割れ相当部分を交

付する米の所得補償交付金、米価の下落分を交付す

る米価変動補てん交付金。水田活用の助成として、

水田転作での麦、大豆、米粉用米、飼料用米などを

生産する農業者に対して、主食用米並みの所得確保

相当分を交付する水田活用の所得補償交付金。新た

な畑作物に対する助成として、麦、大豆、てん菜、

ソバなどを生産する農業者に対して、恒常的なコス

ト割れ相当分を交付する畑作物の所得補償交付金、

また耕作放棄地などに麦、大豆、ソバなどを作付す

る場合や集落営農が法人化する場合などに対する加

算支払いがありますが、これら以外に本年度のモデ

ル対策で実施されている激変緩和調整枠が発展的に

解消され、水田利活用自給率向上事業におけるその

他作物と一本化し、地域特産物の振興、戦略作物の

生産性向上に向けた取り組みなどに支援する産地資

金が創設されることになっております。米の所得補

償交付金は、本年のモデル対策等をほぼ踏襲し、水

田活用の所得補償交付金については、その他作物が

産地資金に統合されるなど一部変更になった部分が

ありますが、これらもほぼ本年のモデル事業を踏襲

しております。しかし、新たに始まる畑作物の所得

補償交付金については、これまで実施されてきた水

田畑作経営所得安定対策の生産条件不利補正対策の

対象作物である麦、大豆、てん菜、でん粉原料用バ

レイショに加え、新たにソバ、菜種が対象作物とな

っており、それぞれの作付面積に10アール当たり２

万円を交付する営農継続支払とそれら畑作物の数量、

品質により単価が設定され支払われる数量払により

助成されることになります。なお、営農継続支払に

ついては、議員ご指摘の補償金を目的とした捨てづ

くりを行う者への交付を防ぐ措置として、交付対象

者については共済加入者、または集団で麦、大豆等

の生産に取り組む農業者とされており、これ以外の

者に対しては、生産数量に応じた数量払のみとなっ

ております。また、交付金の交付は営農継続支払を

先に支払い、その後、対象作物の販売数量が明らか

になった段階で数量払の額を確定し、追加で支払わ

れる仕組みとなっておりますが、結果的には営農継

続支払と数量払のいずれか高い額が支払われること

になり、最低でも10アール当たり２万円が交付され

るものであります。深川市に対する影響についてで

ありますが、本年度の激変緩和調整枠等に相当する

産地資金の動向が不明なため、一概に申し上げるこ

とはできませんが、平成23年度にあっては、転作を

除く畑作物に対する制度の中で、従来まで対象とな

っていなかったソバが畑作物の所得補償交付金の対

象作物となっており、本年度と同様の作付面積があ

った場合、営農継続支払のみでも約３億円程度支払

われることとなり、また小麦、大豆についても現在

の水田畑作経営所得安定対策の単価を上回っている

ことから、交付される交付金の総額は本年度の交付

金を上回るものと思われ、深川市農業への大きな影

響はないものと考えております。現在、国段階で面

積を拡大した生産者に交付金を上乗せする規模加算

を導入する方向で検討がなされているなど、事業の

詳細は示されていない状況にありますが、いずれに

しましても本制度を有効に活用し、円滑に事業が推

進できるよう関係機関・団体等と十分連携しながら

対応してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） この仕組みは来年度から本

格的な実施ということなので、これからまた経過を

見ながら、あるいは国に対して意見を出していくと

かいろいろな形での議論をしていく問題と思ってい

ます。次に移ります。 

 ３番目、平成22年産農産物の生産状況について、

これも重複いたしますので、簡潔に答弁してくださ

い。主要な作物の収量、品質、価格、農家収入につ

いて、まだ生産途中のものもあるでしょうが、見込

みでよろしいですから伺います。 

 また、一部の農家に発生したいもち病の影響など

による被害農家の状況及び国保税などへの軽減措置

についても、その必要性があったのかどうか含めて

伺います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ３番目の質問は私からお答

えいたしたいと思います。今、議員も言われました
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ように、けさほどの長野議員の質問にお答えしたこ

とと重複をいたしますので、なるべく簡潔にと思っ

ております。 

 米については、長雨や高温などの影響で、10％強

の収量減が見込まれますし、また低たんぱく米の割

合も非常に低く去年を下回る見込みで、残念な状況

になっています。それから、小麦や大豆につきまし

ても、15％から20％程度の収量減になりました上に

品質も３等の割合、規格外が多い状況になってしま

いそうだということでございます。野菜や花卉につ

きましても、総じて10％から30％の収量減があり、

また品質の低下も見込まれております。次に、その

価格面でございますが、米につきましては、過剰作

付による在庫の増加などを背景といたしまして、現

在、価格が低落状況にあります。議員も言われまし

たが、農林水産省が発表した平成22年産米のお米の

相対取引価格によりますと、10月の価格が前年比で、

きらら３９７にしても、ななつぼしにしても2,000

円以上下回っているという残念な状況でございます。

畑作物の価格につきましては、ソバは比較的安定し

ておりますけれども、小麦は輸入枠の影響もありま

して、下落しておりますし、また大豆については、

繰り越し在庫などの影響によりまして、下落傾向に

あると承知をいたしております。野菜や花卉につき

ましては、若干品種によりまして、高値で取引され

ているものもあると聞いているところでございます

が、総じて余りいい影響は生じていないということ

でございます。次に、農家収入についてでございま

すが、これも総額で先ほど申し上げましたが、試算

いたしますと、農作物全体の販売額の面で平年に比

して９億9,000万円ほどの収入減になるという見込

みでございまして、大変厳しい状況にあると認識い

たしております。 

 次に、いもち病の影響についても質問がございま

したが、本市におきましては、ことしの７月以降の

日照不足、あるいは周期的な降雨によりまして、い

もち病が発生いたしまして、広い範囲へ拡大すると

いったことが見られたところでございます。８月中

旬時点でＪＡきたそらちが行った調査によりますと、

その時点で深川市でのいもち病の発生は約70ヘクタ

ールでございましたが、それ以降も恐らく拡大した

と思われますので、最終的な被害面積は70ヘクター

ルよりも上回るかと思いますが、相当の被害が発生

いたしたものと考えているところでございます。議

員の質問には詳しくは述べられませんでしたけれど

も、こうして出来が悪くなりましたがゆえに収入減

となった場合、市税の減免をするといった措置につ

きましては、現在の市の条例では幾つかその例が決

められておりますけれども、災害によって農作物の

減収があり、その減収額が著しい場合この場合は一

定程度減免があり得るという規定になっております

が、その減免の対象となる災害は、冷害、凍霜害、

干害などに限定的に規定をされておりまして、今の

規定ではいもち病によって仮にその減収が生じたと

しても、その条例上はなかなか対象にはなりがたい

状況にございます。ただ、いもち病も含めまして、

一般的に収入が大幅に減ったような場合に関しまし

ては、先ほどの北名議員の質問の中にもありました

ように、納税相談に来ていただいて、相談する中で

いろいろご相談に応じた対応をしてまいりましたし、

今後もそういうことで、もし著しく収入が減じたが

ゆえに納税に苦労されるという方はぜひ納税相談に

お越しいただければ、しかるべく対応に努めてまい

りたいと考えているところであります。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） この問題では、実は前にい

もち病がかなり発生したときに、個別の農家の事案

で窓口で大分やりとりをした経験がございますから、

正直言って、なかなかならないというのが実態でご

ざいまして、これについてはここでやめます。 

 次に、４番目のエゾシカ被害対策について伺いま

す。このほど北海道は、道内に生息するエゾシカの

数を52万頭から62万頭へ訂正いたしました。しかし、

これも果たして正しい数値なのか、正確なことはだ

れにもわからないというのが実情であります。温暖

化と少雪に加え、もともと生息数が多かった道東地

方の耕作地がほとんど高さ３メートルくらいあるフ

ェンスで囲われ、山間部のクマザサも食い尽くされ、

本来越冬しないと言われてきた日本海側へ移動して

きていると言われています。深川市内でも納内から

多度志、鷹泊方面にかけての山沿いのエゾシカ被害

は非常に深刻なものがあります。電牧さくによる囲

い込みもかなり進んできていますが、ソバのように

１戸で50ヘクタールも60ヘクタールも作付している

と、その経費と管理が大変で、なかなか囲い切れな

いという実情があります。そしてふえ過ぎたエゾシ

カが越冬するところでは、ヤナギ、ニレノキ、シナ

ノキなどの柔らかい木肌はかじられ、山肌のササが
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なくなり、大雨が降ると表土が流され、北海道の自

然の形態が壊されかけているというところまで来て

いるのであります。私も昨年、思い切って狩猟免許

を取得しましたけれども、現在のふえ続けるエゾシ

カの実態を見ていると、とてもとても個人の趣味や

使命感などでは間に合わないところまで来ています。

ただ、このことにみずから手を染めてみて、わかっ

てきたことも多くあります。そのことを意見として

行政に反映させていくことが当面の私の仕事の一つ

かとも思っています。 

 そこで、まず現在の駆除の方法について、改善の

必要のある点を申し上げたいと思います。現在、深

川市は出動要請があったら、あらかじめ登録されて

いるハンターが行って、時間当たりの労賃を自主申

告する方式をとっています。その登録も経験年数10

年以上という制限をつけていますが、これも非常に

変なことです。全国で発生した銃による事件、事故

のデータを見ると、そのほとんどが10年以上銃を所

持していたベテランハンターによって引き起こされ

ているのです。また、10年、20年銃を所持していて

も、後始末が大変だからシカ猟をやらないという人

もおります。しかし、害獣駆除員としての登録はし

ている。これでは実効が上がりません。ことし新ひ

だか町と士別市で行った１頭当たり幾らという方式

にしないと実際の効果は上がりません。士別市と合

併した旧朝日町も岩尾内ダムがあるところで、エゾ

シカの被害に悩まされていました。この秋に訪ねて

みると、すっかりエゾシカの被害がなくなったと喜

んでいました。ただし、捕獲数で1,000頭を超えた

といいますから、市の予算も1,000万円を超えたそ

うです。ただし、道の補助が半分くらいあるはずで、

この１年くらい成績が上がっていると、２年目以降

は相当少なくなっていくだろうということが予測さ

れます。他町村のものが混じるおそれも多少ありま

すが、害獣駆除期間に限って行えば、この害獣駆除

期間は自分の行政区以外に行って撃ってはいけない

期間なので、ほとんど他の町村のものは入らないと

思います。こういう方式で実効の上がる制度にして

いく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、残滓の処理についてであります。現在の指

針では、利便性のよいところのものを回収して、産

業廃棄物として処理をする。運び出せないものは穴

を掘って埋めてもよいということになっています。

しかし、市内でも何カ所かで土地の所有者から苦情

が出ているのも耳にします。銃の引き金を引いたと

きからすべて後の始末まで自分の責任でやらなくて

はなりません。私はエゾシカの被害の多いところで、

土地の持ち主が撃ってほしいと言っているところで

しか撃たないことにしていますので、残滓の処理に

ついても協力をしてもらえていますが、やはりこれ

も行政としての協力が欲しいところでございます。 

先日の所管事務調査で資料を出してもらいましたが、

空知管内でも４市１町が、全道では50を超える自治

体が一般廃棄物での受け入れをしています。無料の

ところもありますし、１キロ当たり10円から15円と

いうところもあります。最終処分場での受け入れに

ついて対応の考えをお聞かせください。 

 次に、高齢化が著しいと言われている中で、若手

ハンターの育成について伺います。私もハンター２

年目の新人ですが、若手と言えるかどうかは周りの

皆さんの判断にゆだねたいと思います。先日も一已

地区で長年支部長を務めてくださった方が80歳の誕

生日を区切りとして銃を手放しました。その少し前、

市内で農家をしている方から、息子が狩猟免許を取

りたいと言っているので、取り方を教えてほしいと

いう電話をもらいました。昨年ひと夏がかりで狩猟

免許に挑戦して、交通費から何から一切のものを入

れると50万円近い経費がかかっています。これはも

う趣味の段階を通り越して、道楽だと言われても仕

方ありません。特に、何でこんなことに証紙が必要

なのかと思うぐらい、書類を書くたびに手数料とか

証紙代がかかる仕組みになっています。最後に猟友

会費と、これは事故の保険料ですが、これをセット

で納入して一連の手続が終わります。しかも、10年

間は散弾銃しか持たせられない。市指定の害獣駆除

員には指定してもらえない。これでは若い人になか

なか狩猟免許をとる人が出てきません。しかも、ヨ

ーロッパなどでは狩猟はスポーツとしての位置づけ

がしっかりしていますが、日本では危険人物扱いさ

れかねないという風潮があります。銃の購入費は、

もちろん自分の責任で買わなくてはなりませんが、

さまざまな手数料や証紙代ぐらいは、農業団体とも

連携をして支援をしてもらう方法がとれないでしょ

うか。 

 もう一点は、国有林への立ち入りについてであり

ます。現在は多くの林道が立ち入り禁止となってい

ます。もちろん植栽や伐採をして作業中のところに

行って猟をする気はありませんが、曜日を限って、
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さらには書面を届け出しておいての立ち入り許可と

いった方法で国有林への出入りと狩猟を認めてほし

いという声が今多く出てきています。全道的な問題

として機会をとらえて関係機関へ意見を上げていっ

てもらいたいと思います。以上の点について考えを

お聞かせください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） エゾシカ対

策についての１点目と３点目について私からお答え

いたします。 

 初めに、エゾシカ被害対策についての１点目、害

獣駆除による１頭当たりの助成制度についてであり

ます。本市においては、年々増加するエゾシカによ

る農作物被害を減少させるため、市の委嘱ハンター

による捕獲や電牧さく等の設置により、被害防止対

策を推進してまいりましたが、依然被害は減少して

いない状況にあります。こうしたことから、市とし

ましては、より一層エゾシカの駆除を推進するため、

昨年まで毎年４月１日から９月30日までの期間にお

いて、特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整捕

獲で深川市長が捕獲許可を北海道から受けてきてお

りましたが、本年度から加えてこの捕獲許可期間を

10月１日から11月30日までの２カ月間延長し、駆除

に取り組んでいるところであります。この銃器によ

る取り組みについては、安全性の問題や万が一発生

した事故に対する補償など猟友会北空知支部と協議

を行う中で、時間当たりの出動手当、賃金制度とい

う形で円滑に取り進めてきているところでありまし

て、ハンターについても議員も触れられておりまし

たが、猟友会北空知支部から推薦のあった方を市の

委嘱ハンターとしております。議員からご提言のあ

りました１頭当たりの助成制度を取り組むことなど

につきましては、より一層の駆除推進のため、他市

の状況を調査し、新年度から取り組むことについて

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の若手ハンターの育成などについて

お答えいたします。現在、エゾシカ駆除のためのハ

ンターについては、猟友会北空知支部の推薦ハンタ

ーを駆除員として委嘱し、捕獲に取り組んでいると

ころでありますが、市内のハンター27人のうち12人

に委嘱しております。これらハンターの年齢構成は、

40代１人、50代９人、60代10人、70代７人と高齢化

が進み、またエゾシカによる農作物被害についても

一向に減少していない状況から、若手ハンター育成

による一層の駆除が急務となっております。このた

め、昨年度より深川市鳥獣害防止対策協議会と連携

し、生産者等に対し、狩猟免許取得についての周知

を行っており、本年２月に狩猟免許取得試験を受験

した49人の方が狩猟免許を取得、うち３人が銃の所

持許可も取得したところであります。本年度につい

ても、今後実施される狩猟免許取得試験について、

昨年同様、深川市鳥獣害防止対策協議会と連携し、

生産者等に対し周知を図ることとしておりますが、

市においても広報を通じ、市民に広く周知すること

としており、さらに銃の保持に伴う各種講習会の参

加料など負担軽減のため、深川市鳥獣害防止対策協

議会を通じて、深川農業ステップアップ推進事業を

活用して支援を行うこととしております。 

 次に、国有林野内における入林の土日開放の全道

的な取り組みについてでありますが、現状を深川市

内の国有林を所管、管理している北海道森林管理局、

空知森林管理署北空知支所に確認したところ、昨年

までは、一部の地域を除き全道一円で、国有林への

入林規制をかけていましたが、近年のエゾシカ等の

有害鳥獣による農作物被害を受け、今年度から土日

の開放に積極的に取り組んでいる状況とのことであ

ります。国有林内での造林工事等で多くの業者が入

山していることもあり、作業員の方々の安全確保の

ために林道入り口に立て看板を設置し、入林の規制

をしているところもあることから、すべてを開放す

ることは難しいとは存じますが、市としましては、

エゾシカの個体数調整の観点からも、より一層の入

林の規制緩和について関係機関に要請してまいりた

いと存じます。 

〇議長（北本清美君） 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） エゾシカ被害対策

についての２点目、残滓の一般廃棄物処分場での受

け入れについてお答え申し上げます。 

 深川市の現在の最終処分場は、平成16年７月に使

用を開始した施設で、一般廃棄物処理施設として北

海道へ設置申請書を提出しておりますが、この施設

において処分する一般廃棄物の種類は、不燃ごみ、

中間処理残渣、焼却灰としていることから、動物残

滓につきましては、埋め立て受け入れのできないご

みとなっております。現在、行われております動物

死体の処理につきましては、北空知衛生センター組

合の取り扱い業務となりますが、30キログラムまで
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の小動物は衛生センター組合で受け付け、赤平市に

あります中空知衛生施設組合が運営している焼却処

理施設に搬送し処理をしております。また、30キロ

グラム以上の大型動物につきましては、赤平市の焼

却炉の規模が小さく処理ができないため、衛生セン

ター組合に連絡した後、雨竜町にあります民間処理

施設に直接搬入していただき、焼却処理をする対応

となっております。ただし、動物を解体した後の残

滓につきましては、動物死体として受け入れをして

よいのかどうかという廃棄物に関する法律の解釈に

ついて、指導する北海道の見解では、動物の死体処

理としては認めていないようであり、一般廃棄物の

焼却処理としては受け入れることも難しいものと聞

いております。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 今の５点目の質問について

は幾つか再質問したいと思います。 

 害獣駆除の出動については、来年度から１頭当た

りの助成制度が検討課題として、これはかなりやる

方向での答弁がされたということで評価したいと思

いますが、一気呵成に士別市のようなわけにはいか

ないかもしれないですけれども、やはり実効のある

制度として仕組みをつくっていってもらいたいと思

いますし、ハンター保険というのは、独自に私たち

も猟友会に入ったときにはセットで猟友会費と一緒

に入っているわけですが、市も保険をかけてくれる

というのは非常にいいことなのです。シカの１頭や

２頭とれないでもいいから、絶対に事故は起こさな

いという前提でやっていますけれども、万が一の場

合には相手方に対する十分な保障ができる体制を組

むというのは、確かにこれはこれでいいことだと思

っています。 

 再質問ですけれども、土日の入林が可能と言われ

ていますが、今のところ私たちは大体民地の畑ある

いは畑周辺で主に撃っているのですが、主要な林道

の入り口には、狩猟者の皆さんへという赤い字で印

刷した看板が立っています。どの林道が入れるよう

になっているのかと思いながら、今、多度志方面の

林道は私は全部知っているつもりなのですが、開放

の方向になっているというほど簡単なものではない

です。これからも道も含めて意気を上げていくと言

っていますから、これはこれでやってもらいたいと

思いますけれども、市内の林道の入林の実態は所管

で押さえていますか。それがわかっていたら聞かせ

てほしいと思うのです。 

 あと、残滓の受け入れなのですが、今の最終処分

場の受け入れはそういうことで届け出してあるとい

うことはわかりました。ただ、今はもうエゾシカは

非常事態なのです。特に夏、畑へ出てきたら撃って

くれと言われた、出動した人方が撃ったやつという

のは、夏だとハエがたかりますし、その後の処分と

いうのが結構大変なのです。それを受け入れしても

らえたからといって、果たして何人の方がそんなふ

うにまじめに対応して持っていくかどうか。この辺

はわかりませんけれども、今の非常事態の中で、や

はり市としてその辺の改善というのは当然やってい

ってほしいし、届け出というのはお互い人間が決め

ていくことですから、種類をふやすとかそういうこ

とをやっていってもらわないと、これは規定がこう

ですと言って読み上げてもらって、それで終わりに

してもらったのでは何も前進しないのです。最後は

撃たなければいいのだろうと、出てもほっとけとい

う話になりかねないのです。趣味で撃っているのだ

からいいだろういうお互いのやりとりになったので

は成果は上がらないと思うので、この辺はやはり行

政として、これから早急に検討して改善していって

もらいたいということの一つですので、もう一度答

えてください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 沢田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（沢田敏幸君） 国有地の土

日の入林の関係でございますけれども、先ほどもお

答えしましたように、私どもとしましては、北海道

森林管理局空知森林管理署の北空知支所に確認をし

たところでございまして、その確認の中ではこのよ

うな、先ほど申し上げましたとおり開放の方向だと

いうようなことで回答していただいておりますし、

それから北海道森林管理局のホームページの中でも

北空知の支所の部分については、土曜日については

一部に入林の禁止措置を設けている区域があると、

日曜日については解除しているというような情報も

出ております。ただし、私どもで確認はしてござい

ませんので、状況について電話になるかどうかはわ

かりませんけれども、確認を申し上げまして、議員

のご提言のある土日の開放に向けて関係機関に要請

してまいりたいと考えております。 

〇議長（北本清美君） 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 再質問にお答え申
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し上げます。 

 残滓の受け入れということでございますけれども、

深川市の場合の動物死体の対応につきましては、先

ほど申し上げましたとおり、動物の死体のままの状

況であれば、今までどおり雨竜町の民間処理施設で

受け入れが可能だと思っております。ただ、現在の

一般廃棄物処分場にその項目をふやすということに

つきましては、今後いろいろな審議会等に諮ってい

かなければなりませんし、今後、研究してまいりた

いと思っております。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 再々質問しますが、簡単に

民間のところへ持ち込んでほしいと言っていますけ

れども、10キロで1,000円と私は聞いているのです。

120キロあるシカを丸ごと持っていったら、受け入

れてくれたにしても１万2,000円かかるわけです。

それをハンターの個人努力でやれと言われても、私

はそれはやらないと思います。あくまでも最後の責

任は、残滓を放っておいたからといって苦情が来る

なら撃たないという話になるのです。ですから、

渋々答えないでもう少し前向きに検討してもらわな

いと。例えば、ここに先日出してもらった資料があ

りますけれども、あちこちのまちで残滓の受け入れ

をしているわけです。金額も10キロ当たり126円と

か100円とか、そういう価格で対応しているまちが、

空知管内でも夕張市、芦別市、三笠市、歌志内市、

雨竜町とあるわけですから、しっかりとその辺を受

けとめて、この場だけの検討でなくて、本当に前向

きに考えてもらわないと、深川のエゾシカ被害はそ

んなに簡単におさまらないと思います。もう一度答

えてください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 今回の質問につき

ましては、道の害獣駆除補助事業によるエゾシカ駆

除にかかわっての問題だと思っておりますので、北

海道で駆除したシカの解体後の残滓について、廃棄

物の処理に至る最後まで関係する指針等を示してい

ただくことが望ましいものと考えておりますが、再

度、焼却処理する立場としては、中空知衛生施設組

合を通して、北海道に法の解釈も含めて確認してい

きたいと思っております。ただ、一般廃棄物処分場

については大変難しいと思っております。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 一般廃棄物処分場での受け

入れ品目というのを今三つだか四つ言いました。焼

却灰だとか、不燃物だとか。非常事態なのだからそ

こでの受け入れを検討してもらえないかと言ってい

るのですが、だめなのですか。それが不可能だとい

うことなのですか。随分それも硬直した話です。人

と人との契約で、ごみの処理場で何か受け入れる、

受け入れないという話が、ここ３年間か５年間か10

年間かわかりませんけれども、今エゾシカの被害が

これだけ出ている中で道がどうこうでなくて、深川

市としての対応を検討してもらいたいと言っている

のですが、どうですか。それも答えられないのです

か。 

〇議長（北本清美君） 暫時休憩します。 

（午後 ３時１８分 休 憩） 

                                       

（午後 ３時５２分 再 開） 

〇議長（北本清美君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

                                       

〇議長（北本清美君） ここでお諮りします。本日

の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長

したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

日の会議時間は延長することに決定しました。 

                      

〇議長（北本清美君） ただいま、寺下副市長から

先ほどの答弁を補足したい旨の申し出がありますの

で、これを許可します。 

 寺下副市長。 

〇副市長（寺下良一君） 大変貴重な時間をいただ

きまして、本当に恐縮しております。先ほどの答弁

について補足をさせていただきます。 

 駆除をしたエゾシカの処分の件でありますけれど

も、現在、埋め立て処分場における埋め立て処分が

できる一般廃棄物の種類については、これは地域の

方々とのお話の中でしっかりと決められている事項

でありまして、大変難しい部分がございます。ただ

一方では、エゾシカの害を考えますと、かなり緊急

事態ともいえることかと思います。そういうことを

考えますと、深川市のみならず近隣の市町村にあっ

ても同様の悩みといいますか、苦労を抱えているの
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ではないかと思います。捕獲したシカの処分をどの

ようにしているかということについて、もう少し調

べて情報を得る中で、処分の仕方、最も合理的で簡

便であるというような方法を研究させてもらいまし

て、それに対する支援といいますか、深川市として

何が応援できるかということを考えていきたいと思

います。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 次に、５番目の子供の自殺

対策について伺います。 

 隣まち滝川市で起こった痛ましい子供の自殺の記

憶がまだ冷めやらない中で、先日同じようなことが

起きてしまいました。こうした事件が起こったとき、

学校側の記者会見で決まって校長、教頭の口から出

てくる言葉に「いじめはなかった」という言葉があ

ります。今の時代のいじめがインターネットとかブ

ログを使った陰湿なものになり、わかりにくくなっ

ているとも言われます。1986年に東京中野区で発生

した自殺は、担任の教師も加わって「葬式ごっこ」

というのをやって、特定の子供をいじめていたとい

う信じられない自殺がありました。ここまでいかな

いまでも子供の心を傷つけかねないような言葉を担

任の教師の口から言われることが、深川市内の学校

でも時には起きているといったことが私たちの耳に

入ってきております。このような痛ましい、決して

あってはならない子供の自殺を防いでいくために、

教育委員長の重い決意というものをぜひお聞かせ願

いたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 上垣教育委員長。 

〇教育委員会委員長（上垣由紀子君） 子供の自殺

対策についてお答え申し上げます。 

 ことし、いじめがあったと考えられる自殺が相次

いで報道されました。本来、未来に向かって羽ばた

くべき若い命、両親の愛から生まれた何ものにもか

えがたい大切な命をみずから断つという悲惨な事態

が報道されるたび、本当に胸が痛みました。昨日の

北畑議員の質問に対する教育長答弁で申し上げまし

たとおり、本市には現在深刻ないじめはなく、その

ことは10月から11月にかけまして教育委員全員で市

内11校すべての小中学校を訪問し、各学級の授業を

参観させていただき、その後、校長先生、教頭先生

と意見交換を行った中でも感じ取ることができまし

た。よく言われるように、いじめはどこでも、いつ

でも起こり得るものです。そのことを私も含め５人

の教育委員がしっかりと認識し、いじめはあっては

ならないという思いで教育委員会、学校、そして保

護者と地域が一体となって子供たちの教育に当たる

ことが必要だと思います。命の大切さを子供たちに

理解してもらい、本当の意味でのたくましく生きる

力をはぐくんでいくようしっかりと取り組んでまい

ります。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） 次に、６番目の院内感染に

ついて伺います。 

 私はこれまで決算審査の中でたびたび資料を出し

てもらって質問をしてまいりましたが、ことしにな

って、また新しい耐性菌が発生し、大きな社会問題

となりました。特にこの耐性菌の発生した病院が情

報の公開と対応に問題があったために、一層大きな

問題となったと思っています。私が酪農をしていた

ころに悩まされたのはメチシリン耐性黄色ブドウ球

菌ですが、特効薬の出現でかなり治癒するようにな

りました。しかし、新たに耐性を持つ菌が発生する

ということであります。まず、この１年間に市立病

院で発生した院内感染で、抗生物質に対する耐性を

持った院内感染の実態がどのようになっているか。

また、病院内での感染防止の取り組み状況について

もお答えください。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君） 院内感染対策

についてお答えいたします。 

 深川市立病院での院内感染の実態とその対策につ

いてでありますが、本年２月から３月にかけてノロ

ウイルスによる院内感染がありましたが、これ以降

の院内感染はございません。院内感染が発生した２

月は、季節的にノロウイルスの感染が拡大しやすい

時期であり、下痢、嘔吐、発熱、腹痛などノロウイ

ルスの感染症状で受診される患者さんが増加する時

期でもあります。そのような状況の中で、下痢をし

た患者さんの排せつ物の処理が不適切であった、あ

るいは手洗いの不足などの原因により院内に感染が

広がったものと考えております。このため、病院内

に設置しています感染管理委員会が中心となり、排

せつ物の適切な処理や床、手すり等、院内の消毒、

手、指の消毒や手洗いの徹底、感染または感染が疑

われる職員の就業制限などの対策を迅速に行い、終
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息を見たところであります。院内感染の防止対策と

しましては、感染防止対策会議、感染管理委員会を

設置し、感染管理マニュアルの作成を初め、感染症

の発症実態の把握、職員への情報の提供、周知、研

修等を行うなど院内感染の発生及び拡大防止対策を

実施しております。また、今回の院内感染を検証し、

感染管理マニュアルの改定、チェックリストの作成、

各部署におけるマニュアルの実施状況の点検などを

行い、再発防止に努めているところでございます。

また、国内で検出がされまして、東京都の医療施設

で院内感染が確認されました多剤耐性アシネトバク

ターの関係につきましては、当病院におきましては

発生の実態はございませんし、また北海道内におい

てもそのような発生の報告はなされていないところ

でございます。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） ７番目は介護保険について、

ここへ積まれている基金についてお尋ねします。 

 一つは介護保険準備基金について。これは何年か

前の保険料改定のときから私は問題視してきました。

高過ぎる保険料、それと所管の皆さんが言うところ

の病床群の減少による見込み違いが合わさった分と

言えると思います。それが３億円を超えるところま

で行って基金になっています。適正な基金の額はど

のくらいかという私の質問、あるいは反省の言葉は

ということに対して、当時の課長は明確な答弁を回

避してきたという経過がありますが、さまざまなや

りとりの中でほぼ6,000万円くらいだろうというこ

とだろうと思っています。まず全道の市の中で保険

料はどのくらいの位置にあるのか伺います。それで、

この３億円の基金ですが、もともとは市民の払った

保険料なわけですので、有効に活用していかなくて

はいけないと思うのですが、その考えについてお聞

かせください。 

 次に、介護従事者処遇改善基金について。これは

国から来たヘルパーさんなど、介護に従事している

方の処遇改善に役立てるための限定した基金だと私

は認識していますけれども、これで一体どのくらい

の改善が可能なのかと思うわけです。この基金の今

後の活用についても伺いたいと思います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 介護保険について

お答えいたします。 

 初めに、介護保険料の全道各市との比較でござい

ますが、平成21年度から23年度までの第４次介護保

険事業計画においては、全道35市のうち一番高い市

は月額の保険料で申し上げますと、三笠市の4,850

円、一番低い市は根室市の2,600円であり、本市は

3,775円で、高いほうから21番目であります。次に、

介護保険準備基金の有効活用でありますが、介護保

険準備基金は、介護保険財政の年度間の均衡と健全

な運営に資するため設置しており、決算における剰

余金が生じた場合に積み立てているものであります。

その活用については、不測の事態に備え基金に残す

額を除き、基本的には次期計画期間中において、具

体的な率や額は示されていませんが、歳入として繰

り入れするべきと国から指導がされており、本市に

おいては、現在の介護保険料設定の際には平成21年

３月の基金残高２億9,203万円のうち２億2,900万円

を第４次計画期間中に取り崩すことにより、前期と

比べまして大幅に保険料の引き下げを行ったところ

であります。 

 次に、処遇改善基金の具体的活用と市内介護関係

職員の処遇改善であります。介護従事者の処遇改善

を図るものとして、平成21年度の介護報酬はプラス

３％の改定が行われておりますが、これにより第４

期介護保険料の急激な上昇を抑制するため、国から

21年３月に介護従事者処遇改善臨時特例交付金とし

て、本市に1,530万円が交付されましたので、介護

従事者処遇改善臨時特例基金として管理し、第４次

計画期間中に介護保険特別会計に繰り入れて保険料

軽減の財源としているところであります。また、介

護関係職員の処遇改善としては、介護報酬改定によ

る処遇改善に加えて介護職員と他業種との賃金格差

をさらに縮め、介護が確固とした雇用の場として成

長していくよう、介護事業者からの申請により介護

職員処遇改善交付金が道の基金事業として、道から

委託を受けている北海道国民健康保険団体連合会が

毎月の介護報酬とあわせて交付するもので、介護サ

ービスごとに交付率が定められております。市内各

事業所においては、介護従事者の賃金の改善に対し

て交付されるものであることから、報酬改定とあわ

せて本交付金を活用して、介護職員の処遇改善に努

めているとお聞きしているところでございます。 

〇議長（北本清美君） 松沢議員。 

〇８番（松沢一昭君） １点、再質問します。 

 この３億円の基金ですけれども、言ってみれば行
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政の皆さんがたびたび好んで使うその時々の被保険

者の負担の均等性といいますか、その辺で考えると

やはり相当問題があるのです。今、高いほうから二

十何番目といいますから、低いほうには属している

のでしょうけれども、それでもやはりまだ保険料は

少し高めだと、基金がじわっとふえてきていると思

って今答弁を聞いていたのですが、保険料の改定は

もう１年後になるかと思いますが、その辺、あなた

方の見通しというのも結構大変な面はあると思いま

すけれども、この辺の均等性というのをやはりしっ

かり見通して、これからの保険料策定に当たっても

らいたいと思いますし、考えを聞かせてほしいと思

います。 

〇議長（北本清美君） 答弁願います。 

 通市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（通 義美君） 次期介護保険料の

見通しについて再質問にお答えさせていただきます。 

 現在、国においては、平成12年度から介護保険制

度の大幅な制度見直しを検討されているところでご

ざいます。市といたしましては、このような状況を

確認いたしまして、本市におきます今後の介護給付

費などの動向なども推計しながら、次期の計画は平

成24年度以降の３カ年でございますけれども、現在

の基金の活用なども踏まえて保険料の軽減などに活

用していくことになるものと考えておりますので、

その辺をしっかり見きわめてまいりたいと存じます。 

〇議長（北本清美君） 以上で松沢議員の一般質問

を終わります。 

                      

〇議長（北本清美君） お諮りします。 

 常任委員会開催等のため、12月８日から10日及び

13日の４日間休会したいと思いますが、異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、その４日

間を休会することに決定しました。 

                      

〇議長（北本清美君） 以上で本日の日程はすべて

終了しましたので、本日はこれで散会します。 

 なお、12月14日は午前10時から開議します。 

（午後 ４時１０分 散 会） 
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平成２２年 第４回 
 

深川市議会定例会会議録 （第４号） 
                                    午前１０時００分 開議 
 平成２２年１２月１４日（火曜日） 
                                    午前１０時５５分 閉会 
                                                 
 
〇議事日程（第４号） 

 日程第 １ 委員会報告第２０号 

              議案第７０号 深川市職員給与条例 

       の一部を改正する条例について 

       議案第７１号 深川市住民基本台帳 

       カード多目的利用条例の一部を改正 

       する条例について 

       議案第７２号 深川市債権管理条例 

       について 

       議案第７８号 妹背牛町からの学校 

       給食に関する事務の受託について 

       議案第７９号 深川市児童館条例を 

       廃止する条例について 

 日程第 ２ 委員会報告第２１号 

       議案第７３号 深川市廃棄物処理施 

       設設置条例の一部を改正する条例に 

       ついて 

       議案第７４号 深川市廃棄物の処理 

       及び清掃に関する条例の一部を改正 

       する条例について 

       議案第７５号 北空知衛生センター 

       組合規約の一部を変更する規約につ 

       いて 

              議案第７６号 深川市簡易水道条例 

       及び深川市簡易水道事業特別会計条 

       例を廃止する条例について 

              議案第７７号 深川市水道事業の設 

       置に関する条例の一部を改正する条 

       例について 

 日程第 ３ 委員会報告第２２号 

       請願第 ２号 最低保障年金制度の 

       制定を求める意見書の採択を求める 

       請願 

  日程第 ４ 委員会報告第２３号 

       陳情第 ２号 市議会の動画配信の 

       陳情書 

 

 日程第 ５ 議案第８０号 財産の譲渡について 

       （深川市リサイクルプラザ） 

 日程第 ６ 意見案第１６号 米需給適正化に対 

       する意見書 

 日程第 ７ 閉会中の継続審査の申し出について 

 日程第 ８ 閉会中の所管事務調査の申し出につ 

       いて 
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(午前１０時００分 開 議) 

〇議長（北本清美君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（北本清美君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 初めに、総務文教

常任委員長から議案５件、経済建設常任委員長から

議案５件、社会民生常任委員長から請願１件、議会

運営委員長から陳情１件の審査結果の報告がありま

した。 

 次に、川中議員外から意見案１件の提出がありま

した。 

 次に、第４回定例会４日目の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第１ 委員会報告第20

号議案第70号深川市職員給与条例の一部を改正する

条例についてないし議案第72号深川市債権管理条例

について、議案第78号妹背牛町からの学校給食に関

する事務の受託について及び議案第79号深川市児童

館条例を廃止する条例についての５件を議題としま

す。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 渡辺総務文教常任委員長。 

〇総務文教常任委員長（渡辺英雄君）〔登壇〕 た

だいま議題となりました議案第70号深川市職員給与

条例の一部を改正する条例について、議案第71号深

川市住民基本台帳カード多目的利用条例の一部を改

正する条例について、議案第72号深川市債権管理条

例について、議案第78号妹背牛町からの学校給食に

関する事務の受託について及び議案第79号深川市児

童館条例を廃止する条例についての５件について、

総務文教常任委員会で審査しました概要と結果につ

いてご報告申し上げます。 

 本件、議案５件は、今定例会において当委員会に

付託され、12月８日に委員会を開催し、所管の部課

長等の出席を求め審査を行いました。 

 初めに、議案第70号深川市職員給与条例の一部を

改正する条例について質疑の中から主なものを申し

上げます。 

 問い、今回の給料表の改正に伴い、給料月額の削

減の対象となる55歳を超える職員の人数、また中高

齢層に限定した給料月額の引き下げ対象者の人数は。 

 答え、行政職(一)表の６、７級の55歳を超える職

員は、本市の場合は23人です。また、給料月額が引

き下げとなる対象職員は、252人で、その内訳は、

市役所が167人、市立病院が85人です。 

 問い、この給料表の改正が適用された場合の影響

額は、どのくらいになるのか。 

 答え、給料表の改定を受ける40歳以上の者に係る

１人当たりの較差額は、一月で200円から700円減額

となり、市役所と病院を合わせた一月の影響額は、

９万4,000円程度の減額となります。 

 問い、本市の給与改正に係る考え方については、

今まで独自削減があっても基本には人事院勧告を尊

重する提案がされている。今回、実施時期をおくら

せて行うが、今後も尊重しないことが起きるかどう

か、それについての見解を伺う。 

 答え、今後の人事院勧告自体の行く末が不透明な

部分もございますが、本市においては従来から人事

院勧告準拠で提案しておりますので、今回は特別な

ことと考えております。しかし、今回の給与改正は、

地域給の導入や期末勤勉手当の支給月額の引き下げ、

さらに市立病院健全化の給与の独自削減を行ってい

る要素がある中で、基本的には国の人事院勧告

0.19％の是正をクリアしており、そこを大前提とす

るものです。これが常態化することはないものであ

り、その時々の情勢による対応のため断言できない

と考えます。 

 問い、人事院勧告で初めて年齢で区切った55歳以

上の月額1.5％削減が勧告されている。その国の対

応にどういう考え方を持っているのか。また、本市

の改正はこの削減は行わないが、独自削減との考え

方の見解を伺う。 

 答え、人事院の考え方は、公務員における給与ベ

ースと民間ベースの実態に差があり、これを調整す

るものです。今回の給与改定は、最初に55歳を超え

るものについて月額1.5％の削減を措置し、足りな

い部分を中高年齢層から引き下げる調整を図るもの

と受けとめています。本市の場合は、独自削減が平

均５％、さらに６、７級の中高齢層は、傾斜配分に

よる６％及び6.5％の高い率で削減している実態か

ら、この部分は解消されているという認識です。し

たがいまして、今の時点では、独自削減の実施など

によりその時々で判断すべきことと思いますが、独

自削減がなければ国に準拠する前提に立ち、その方
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向で考えていくべきと思っています。 

 問い、職員組合との交渉はどのような状況であっ

たのか。 

 答え、この案件は、労使交渉に付す内容であり、

人事院がマイナス改定でありましたが、本市の改正

内容が緩和的な要素であったことから、組合との交

渉は比較的スムーズに終えています。交渉の回数は、

団体交渉と事務折衝も含め４回程度行っています。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第70号は全会一致

をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第71号深川市住民基本台帳カード多目

的利用条例の一部を改正する条例について質疑の中

から主なものを申し上げます。 

 問い、住基カードの多目的利用サービスの実績と

その効果は。 

 答え、登録者の実績は、平成15年度が32人、多目

的利用サービスを導入した16年度が115人、それ以

降は17年度で145人、18年度は260人と年々増加をし

ており、現在まで1,480人となっています。したが

いまして、多目的利用サービスが住基カードの普及

にある程度の効果があったものと考えています。 

 問い、住基カードの導入当初はいろいろな多目的

利用サービスを広げると聞いていたが、どのような

方向を考えていたのか。 

 答え、全国では、昨年度からコンビニで住民票、

印鑑証明書が受け取れる実証実験や、近隣町で住民

票を受け取れる広域の交付サービス、自動交付機の

設置による煩雑な窓口業務を処理するサービスなど

が稼働しています。当初は、いろいろなサービスを

想定しておりましたが、本市の規模に合う判断が必

要と考え、他市の事例も参考にしながら本市として

取り組むことも検討してまいりました。また、何が

取り組めるのか検討を行う中で、費用対効果も十分

に検討していたことから現在に至っており、今後そ

の点につきまして、さらに国の情報通信施策を注視

しながら研究を重ねて、多目的利用サービスの拡大

を行っていきたいと考えています。 

 問い、温泉めぐりポイントサービスの廃止に伴う、

住民への周知は。 

 答え、来年３月31日の廃止について、広報ふかが

わ１月号や温泉施設内においてサービス廃止とポイ

ント精算のＰＲに努めてまいります。 

 問い、図書館サービスはしばらく継続するようだ

が、今後の更新と維持管理の考えは。 

 答え、図書の貸し出しと履歴システムは、平成17

年度から運用しており、間もなく更新の時期を迎え

大きな更新費用が発生します。そのため、更新の時

期は決まっておりませんが、延命をして平成25年度

までサービスを継続できるように考えています。 

 問い、図書館サービスの利用が残っているが、そ

の利用状況はどうなっているのか。 

 答え、図書館サービスの利用申請数は、サービス

開始から本年10月までの累計で698人、図書の貸し

出し冊数は8,368冊です。年度ごとでは、平成17年

度の利用申請者数57人、貸し出し冊数は381冊、過

去３年間では、20年度が170人、1,950冊、21年度が

115人、2,294冊、22年度10月まで46人、1,489冊で

す。 

 問い、システムの更新に伴う制度資金、国の支援

はないのか。また、過疎債のソフト事業の活用はで

きないのか。 

 答え、システムの更新に要する財源は、交付税の

中で電子自治体化のための経費が盛り込まれている

程度で、このほかにはございません。また、過疎債

のソフト事業は、通常の管理業務に要する経費には

対応しないという国の考え方であり、活用できない

状況です。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第71号は全会一致

をもって可決すべきと決定いたしました。 

 次に、議案第72号深川市債権管理条例について質

疑の中から主なものを申し上げます。 

 問い、本条例の制定によって市役所内部の情報の

共有ができると理解するが、今後の滞納者対策につ

いてどのような見通しなのか。 

 答え、現状は、市の職員同士で知り得た情報の共

有に制限があり、例えば税務課の質問権により滞納

者の預金調査あるいは職場に対する給与照会などの

情報も、地方税法の守秘義務の関係、個人情報保護

条例の規制のため情報共有ができないことになって

います。今回の条例の第４条には、滞納者情報の相

互利用をうたっており、同じ滞納者の情報を共有し、

例として生活困窮で税が納められない税務課の情報

を、住宅使用料が残っている住宅係に提供すること

により、執行停止や債権の見切りができるものです。

また、強制執行の際には、自分たちが調べきれない

税務課の滞納者情報を利用して、事務処理ができる

ことになります。今後の見通しは、市の債権を重複

している方が市全体の滞納者のうち約３割という現
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状の中で、滞納者の情報をお互いに利用し合うこと

で事務の簡素化、滞納整理がスムーズにいくと考え

ております。 

 問い、全道各市の条例制定の状況は。また、モデ

ル条例が総務省から通達で流れていると思うが、先

進的な事例はあるのか。 

 答え、旭川市、室蘭市、名寄市、函館市、留萌市、

芦別市の道内６市で制定し、さらに現在６市が検討

中と伺っています。この債権管理条例は、地方自治

体が独自に制定するもので、通達や条例のマニュア

ルは一切ありません。したがって、それぞれの自治

体が実情にあった形で制定していると考えています。 

 問い、私債権である水道料、病院の診療報酬など

の滞納状況はどうなっているのか。 

 答え、平成21年度決算の滞納額は、水道料金

7,432万7,000円、病院の診療報酬が1,597万3,000円、

市営住宅使用料が1,812万6,000円、市営住宅の駐車

場使用料が32万5,000円、給食費540万5,000円を含

めて、合計で１億1,415万6,000円です。 

 問い、本市の差押え、強制執行の件数、金額と実

態は。 

 答え、平成21年度の差押え件数は196件、約1,305

万円であり、内訳は国税還付金21件、道税還付金１

件、給与43件、預金131件です。差押えの実態は、

税務課では給与、預金、不動産、インターネットの

公売動産があり、他の所管で強制執行した事例はあ

りませんが、水道料では、給水停止により収納率を

上げていると聞いております。 

 問い、滞納されている３割の重複している滞納者

の方への対応と今後の条例の制定によってどのよう

な対応になるのか。 

 答え、現状、重複した債権を持っている滞納者の

方には、それぞれの所管が滞納者へ電話により連絡

をとるなど収納業務を行っています。例えば、滞納

処分ができる介護保険料の収納業務では、質問検査

権があり、所管から税務課に照会がきて回答してお

り、また徴収には各所管が対応しているという状況

です。今後は、条例の制定により同じ滞納者の方の

ところに、１日に市役所の３課から徴収に行くとい

う状況が一つの情報を共有して徴収の順位をつけて

取り扱いが検討できることから重複している滞納者

のそれぞれの所管が協議しながら徴収方法を考えて

まいります。 

 問い、この条例自体には、税務課に適用されると

いうものがない。税以外の対象と思うが、今後の所

管の考えは。 

 答え、この条例は、市税を除く債権管理について

定めておりますが、税務課が市税等収納対策委員会

の事務局のため、条例の素案づくり、提案までの準

備を進めています。制定後は、市の財政の歳入確保

に大いにかかわることから、財政課へ所管がえを予

定しています。 

 質疑終結後、討論に入り、北名委員から原案に反

対の立場で、いろいろな検討もされ、必要な面もた

くさんあり、それは認めるが、同時に今の経済情勢

は不況、倒産、自殺者が３万人を超えるなどかつて

ない事態が生まれている。これから税や使用料の問

題が出てくる中で危惧することは、条例になれば徴

収する側の力になるという判断もあり、制定は時期

尚早であり、現段階で検討を要するとの討論があり

ました。 

 その後、採決に入り、議案第72号は賛成多数をも

って可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第78号妹背牛町からの学校給食に関す

る事務の受託について質疑の中から主なものを申し

上げます。 

 問い、本市の条例に適用するということだが、妹

背牛町側が深川市に合わせるのか。 

 答え、本市が妹背牛町の学校給食事務を受けるこ

とになりますので、深川市の条例が適用されます。 

 問い、本市と妹背牛町の給食費に差があると聞い

ているが、その辺の協議内容は。 

 答え、深川市と妹背牛町では給食費の単価が違っ

ています。本市の小学校が238円、中学校296円、妹

背牛町の小学校が242円、中学校298円で、この件に

ついては、深川市の給食費相当額を納入していただ

くことで協議がまとまっています。 

 問い、妹背牛町でも地産地消に取り組んでおり、

また妹背牛町が利用している地元商店の扱いについ

ても協議していたと聞くが、その辺の状況は。 

 答え、妹背牛町においても地元産米は利用してお

り、本市が学校給食事務を受けることになれば週４

回の米飯のうち１回は妹背牛町産米を利用し、本市

の児童生徒にも食べていただくことを考えています。

また、地元商店の利用については、市給食センター

では数多くの食材を使うため野菜など相当量の確保

が必要で、野菜については、量の確保、あるいは腐

食している場合、代替品を直ちに納入してもらわな
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ければならないことから、深川の卸売市場を利用し

ています。このため、妹背牛町の個店を利用する場

合、量の確保や代替品などの問題から、本市の行い

方で対応することで確認されています。 

 問い、給食事務の受託に当たり、ふえる経費は。 

 答え、妹背牛町の小中学校への給食配送先が新た

にふえますので、これに伴う配送委託費、あるいは

消耗品費、光熱水費など、現時点では約480万円を

見込んでおります。 

 問い、事務の受託によるスケールメリットは。ま

た、負担割合はどうなるのか。 

 答え、効果額については、現時点での試算では平

成22年度当初予算の一般財源対比で約800万円の経

費節減が期待できますが、この額は予算確定により

変動が生じるものです。また、負担割合については、

現時点の試算では深川市の負担が87.45％、妹背牛

町が12.55％となっています。 

 問い、妹背牛町の児童生徒、教員数の人数は。ま

た、事務を受託することで給食センターの人的配置

の増員と採用について、その考えを伺う。 

 答え、平成23年５月１日現在で、児童生徒、教職

員合わせて242人を見込んでおります。また、学校

給食事務を受託することにより、給食配送路線が妹

背牛町小中学校用に１路線ふえます。このため、配

送車に添乗するパート職員１人の増員を予定してお

り、このパート職員は、添乗業務以外のあいた時間

においては調理の補助的作業にも従事してもらう考

え方を持っています。また、パート職員の採用は、

深川市在住の方で公募による採用を予定しています。 

 問い、妹背牛町からの配送車は、無償貸し付けで

本市が所有して運行となるが、今後、本市の配送車

の更新や新たな食器を更新した場合の負担はどうな

るのか。 

 答え、本市所有の配送車を更新する場合、あるい

は新たな食器の購入をする場合などは、それぞれの

負担割合に応じて負担することになります。 

 問い、過疎計画の最終年次に給食センターの建て

かえが入っているが、その建設費は、同じような案

分により妹背牛町側に負担してもらうのか。 

 答え、大規模な建てかえを行う場合の負担割合に

ついては、今の時点で申し上げられません。建てか

えの時点で、双方で協議をして決めることになると

考えています。 

 問い、妹背牛町側で給食費の未払い、滞納が生じ

た場合どうなるのか。 

 答え、給食費は妹背牛町教育委員会から市学校給

食センターへ直接納入していただきますが、仮に未

納があった場合、その徴収事務は妹背牛町教育委員

会で行っていただくことになります。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第78号は全会一致

をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第79号深川市児童館条例を廃止する条

例について質疑の中から主なものを申し上げます。 

 問い、文光児童館の廃止は財政収支改善案にうた

われていたが、代替案までなかったと思う。今回、

生きがい文化センターに子供の居場所ということで

具体的になったが、そこまでに至った経緯とその協

議の内容を伺う。 

 答え、昨年５月、総務文教常任委員会の所管事務

調査では、文西コミセンの中で子供の居場所を担っ

ていただくよう、ご説明しています。それ以降、当

時の文西コミセンの建設促進期成会と協議し、さら

に昨年11月から本年５月まで運営組織であるコミュ

ニティ振興会と情報交換を行い、文西コミセンの活

発な利用状況の説明を受けて、本年６月に教育委員

会としてコミセンでの子供の居場所設置は困難と判

断し、地元協議を終了しています。その後、子供の

居場所の具体的な検討になり、国の事業で改修した

生きがい文化センターの多目的スペースや空きスペ

ースなど、全館対応を検討した結果、生きがい文化

センター自体の機能も活用した事業の取り組みが可

能と判断したものです。 

 問い、廃止した後、児童館の利活用の予定は。ま

た、付属施設の遊具はどうなるのか。 

 答え、平成23年度廃止後、建物を解体するのでは

なく、倉庫などの利用の可能性も検討しており、入

り口やガラス張りの部分にはバリケードなどを設置

し、安全管理や防犯対策を施したいと考えておりま

す。また、附属施設の遊具は、今後も継続して地域

の公園として管理したいと考えています。 

 問い、財政収支改善案として、文光児童館の廃止

により効果額が約400万円と提示されていた。生き

がい文化センターで新たに事業を展開し、運営する

ことに伴う経費の削減額は。 

 答え、文光児童館の廃止は、平成20年度の予算ベ

ースで400万円の削減効果が見込まれています。今

回、生きがい文化センターで事業展開することに伴

って、施設の管理に伴う清掃、除雪に係る経費、光
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熱水費、燃料費、施設の修繕経費として平成20年度

ベースで約130万円の削減になります。また、補助

指導員を少年相談員が対応する見直しで約30万円の

削減が見込まれますが、新たな施設の使用料もかか

ること、またその他教材費などの継続により、全体

で120万円から150万円ぐらいの幅の削減と考えてい

ます。 

 問い、生きがい文化センターに代替施設として子

供の居場所を移すことで、新たに設備投資が必要な

のか。また、この施設の名称を子供の居場所と言っ

ているのが、非常に違和感を持ち、紛らわしく聞こ

える。開設に向け愛称をつける考えはないのか。 

 答え、基本的に現在の設備などを利用しますが、

子供たちが靴を脱いで上がれるスペースをつくる経

費が必要と考えています。名称について、子供たち

が生き生きと集う場所として、事業の名称をストレ

ートにつけるのではなく、愛称により事業展開した

いと考えています。 

 問い、今回、子供の居場所ということで要綱を制

定されるが、この要綱を変更する場合の手続を伺う。 

 答え、新たな要綱は、子供の居場所を確保するた

め、教育委員会訓令で深川市放課後等子どもの居場

所確保事業実施要綱を定める予定であり、教育委員

会議を経て制定されるものであります。この改正に

ついても教育委員会議を経なければできないもので

す。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第79号は全会一致

をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で総務文教常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（北本清美君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより採

決に入ります。 

 初めに、議案第70号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第70号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第71号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第71号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第72号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北本清美君） 起立多数。 

 よって、議案第72号は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第78号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第78号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第79号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第79号は委員長の報告のとおり可決されました。                     

                      

〇議長（北本清美君） 日程第２ 委員会報告第21

号議案第73号深川市廃棄物処理施設設置条例の一部

を改正する条例についてないし議案第77号深川市水

道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例に

ついての５件を議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 北畑経済建設常任委員長。 

〇経済建設常任委員長（北畑 透君）〔登壇〕 た

だいま議題となりました議案第73号深川市廃棄物処

理施設設置条例の一部を改正する条例についてない

し議案第77号深川市水道事業の設置に関する条例の

一部を改正する条例についての５件について、経済

建設常任委員会で審査いたしました概要と結果につ

いてご報告を申し上げます。 

 本議案５件は、本定例会において当委員会に付託
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され、12月８日に委員会を開催し、所管の部課長等

の出席を求め、審査を行いました。 

 初めに、議案第73号深川市廃棄物処理施設設置条

例の一部を改正する条例についてないし議案第75号

北空知衛生センター組合規約の一部を変更する規約

について一括して審査を行いましたので、質疑の中

から主なものを申し上げます。 

 問い、共同利用に伴い、妹背牛町、沼田町、秩父

別町、北竜町の４町からの不燃ごみ、資源ごみが搬

入されますが、通行車両はどのくらい増加するので

すか。 

 答え、４町の不燃ごみ、資源ごみの昨年度の総処

理量は約1,400トンとなっており、北空知衛生セン

ター組合及びリサイクルプラザに搬入される一般廃

棄物の総量が約9,200トンであることから換算する

と、搬入されるごみが15％増加するものです。現在、

北空知衛生センター組合への搬入車両は、１時間当

たり9.2台となっておりますが、共同利用に伴い２

台ほど増加し、１時間当たり11台と推測しておりま

す。 

 問い、リサイクルプラザを４町で共同利用し、北

空知衛生センター組合に設置を移管することにより、

深川市の財政負担の軽減が図られるようですが、効

果額はどのくらいを見込んでいるのですか。 

 答え、リサイクルプラザの建設総事業費は約５億

円で、交付税分を除き、起債償還が終了する平成30

年度までに毎年約1,650万円の公債費の負担があり

ますが、共同利用によりごみ量割で４町からも負担

をいただくこととなり年間600万円、30年度までの

８年間で4,800万円の負担軽減となります。このほ

か、同様にごみ量割から負担を求めている可燃ごみ、

生ごみの処理施設の深川市の建設経費負担割合につ

いては現在約70％で、起債償還額は年間約6,160万

円となっていますが、４町のごみ量割が増加するこ

とから、深川市の割合は約５％軽減となり年間300

万円、平成30年度までで2,400万円の負担軽減とな

り、リサイクルプラザの建設経費と合わせ、30年度

までで約7,200万円の財政負担の軽減が図られるも

のと試算をしています。また、施設を移管すること

で、建設費以外の施設の維持管理経費についても搬

入されるごみ量割となることから軽減が図られるも

ので、年間300万円から350万円程度の負担軽減とな

ります。 

 問い、リサイクルプラザは深川市が単独で建設し、

平成16年から供用を開始し運営してきましたが、建

設に要した費用等の負担について、今後、共同利用

する４町と協議をしているのですか。 

 答え、一部事務組合のような共同事業に途中から

自治体が参加する場合、共通してかかる経費は当初

から参加した場合を想定しさかのぼって負担するこ

とで、最初から参加した自治体と調整する考え方が

一般的であることから、４町に一定程度の負担をい

ただくことで協議が済んでおります。この負担額は、

建設に要した費用のうち深川市が負担した金額をベ

ースに、経年による建物の評価が下がった分を考慮

し、過去３年間の平均ごみ量割で計算をし、４町で

案分すると妹背牛町が約600万円、沼田町が約510万

円、秩父別町が約460万円、北竜町が約380万円で合

計約1,950万円となるもので、４町からは平成23年

度単年度で支払いをいただき、深川市は雑入で受け

入れることで協議をしています。 

 問い、地域説明会での住民の受けとめはどのよう

なものだったのですか。 

 答え、北空知衛生センター組合のある地域には平

成13年ごろ、当時の一般廃棄物処理施設の建設に当

たり北空知衛生センター周辺環境整備協力会が組織

されており、公害発生の防止や周辺環境の整備など

25項目を盛り込んだ協定書を衛生センター組合と締

結しております。この協定書の中で、必要と認める

事項が生じた場合はその都度協議することとなって

いることから、これに基づき本年７月と９月に住民

説明会を開催しました。地域からは、ごみの搬入量

がふえることへの課題をいただきましたが、ごみの

減量化及びリサイクルの重要性に対し理解をいただ

いたところであります。 

 問い、北空知衛生センター組合に業務が移管され

ることにより、人員の配置が必要と思われますが、

どのような体制になるのですか。 

 答え、北空知衛生センター組合の職員は、現在、

深川市から２人、北竜町から１人が派遣されており、

今回の移管により業務がふえることから、平成23年

４月から秩父別町からも職員が派遣される予定と聞

いております。 

 問い、一般廃棄物最終処分場の今後の利用計画は、

どのようになっているのでしょうか。 

 答え、一般廃棄物最終処分場は、ごみ埋め立て容

量約３万3,000立方メートルで平成16年７月から使

用を開始しており、30年度までの15年間の使用計画
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としておりますが、本年10月現在では20％程度の埋

め立てとなっております。今後、埋め立てするごみ

の量が同じペースで推移すると、平成45年ごろまで

利用できる残容量となっています。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第73号ないし議案

第75号は全会一致をもって可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第76号深川市簡易水道条例及び深川市

簡易水道事業特別会計条例を廃止する条例について

及び議案第77号深川市水道事業の設置に関する条例

の一部を改正する条例について、一括して審査を行

いましたので質疑の中から主なものを申し上げます。 

 問い、今回、統合する更進簡易水道を、将来的に

上水道管と接続する可能性はあるのですか。 

 答え、平成17年に当該地区の水源に濁りが発生し

た際に、上水道との配水管接続を検討しましたが、

多額の費用がかかることから、ろ過装置を単独で設

置した経過があり、今のところ上水道との接続予定

はありません。 

 問い、新たな設備投資や配水管等の改修予定はあ

るのですか。 

 答え、地域内の配水管は、道路工事などによる布

設がえにより比較的新しい管が多く、新たな投資や

改修等の予定はありません。 

 問い、地域説明会を開催しておりますが、住民周

知はどのように行っているのですか。 

 答え、昨年12月に、該当する全世帯に案内し、説

明会を開催しております。その際、出席者からは一

定のご理解をいただき、出席できなかった世帯には、

説明会の資料や結果を文書で配布し周知を図ってま

いりました。本年８月には、上下水道経営審議会に

諮問し、簡易水道事業と水道事業は統合すべきとの

答申をいただいたことから、地域の皆さんには９月

の検針時に周知文書を配布しました。この文書の配

布後、現在まで住民の皆さんからは、統合や料金に

関する問い合わせなどはありませんが、今後も、機

会あるごとに住民周知に努めていきます。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第76号及び議案第

77号は全会一致をもって可決すべきものと決定しま

した。 

 以上で経済建設常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（北本清美君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんのでこれより採決

に入ります。 

 初めに、議案第73号ないし議案第75号の３件を一

括して採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第73号ないし議案第75号は委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、議案第76号及び議案第77号の２件を一括し

て採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

   （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第76号及び議案第77号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第３ 委員会報告第22

号請願第２号最低保障年金制度の制定を求める意見

書の採択を求める請願を議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 田中社会民生常任委員長。 

〇社会民生常任委員長（田中裕章君）〔登壇〕 た

だいま議題となりました請願第２号最低保障年金制

度の制定を求める意見書の採択を求める請願につい

て、社会民生常任委員会で審査しました概要と結果

についてご報告申し上げます。 

 請願第２号は、本定例会において当委員会に付託

され、12月８日に委員会を開催し、審査を行いまし

た。 

 請願者は、全日本年金者組合深川支部支部長、北

風一憲氏で、請願の趣旨は、政府が提起する新年金

制度構想は、現在の無年金者や低年金者は制度のら

ち外に置くことや、所得の低い人に負担が重くなる

消費税に財源を求めることなど多くの問題点を含ん

でいることから、財源を消費税によらず、現在の無

年金、低年金者に適用する最低保障年金制度を直ち

に制定することを求める意見書の採択を求めるもの

です。 
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 委員に請願趣旨に対する意見を求めたところ、政

府が提起する新年金制度構想は、給付内容や財源に

ついてまだ明確にされておらず、今後の議論の推移

を見守るべきである。しかし、最低保障年金は必要

なことだと考えるので、趣旨採択。無年金者まで全

額国庫負担で補償するということについては、新た

な議論の発生が予想される。財源の問題も、消費税

に頼らないと言い切れるのか非常に疑問を感じる。

しかし、中身的には理想としたい部分もあるので、

趣旨採択。最低保障年金制度よりも、年金制度その

ものに対する国民の信頼を取り戻す作業を優先しな

ければならないと考える。財源についても、消費税

あるいはそれに類する財源を求めない限り、現状の

窮迫している国の財政は保っていけないと感じてい

るので、不採択。超少子化、超高齢化社会を迎える

中で、無年金者や低年金者の存在など、現行の年金

制度における多くの課題や問題点を解決しないまま

最低保障年金制度を論じることは時期尚早と思う。

また、最低保障年金制度を無年金者にも適用すると、

今後さらに無年金者が増加することが危惧されるの

で、不採択。というように、趣旨採択と不採択の二

つの意見がありました。 

 その後、委員会は採決に入り、本件について、趣

旨採択の賛否を諮ったところ賛否同数となりました

ので、委員長の裁決により、請願第２号は趣旨採択

とすべきものと決定いたしました。 

 以上で社会民生常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんのでこれより採決

に入ります。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北本清美君） 起立多数。 

 よって、請願第２号は委員長の報告のとおり趣旨

採択することに決定しました。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第４ 委員会報告第23

号陳情第２号市議会の動画配信の陳情書を議題とし

ます。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 北名議会運営委員長。 

〇議会運営委員長（北名照美君）〔登壇〕 ただい

ま議題となりました陳情第２号市議会の動画配信の

陳情書について、議会運営委員会で審査しました概

要と結果についてご報告申し上げます。 

 本件は、平成22年第４回定例会で当委員会に付託

され、12月９日に委員会を開催し、審査を行いまし

た。 

 陳情者は、深川市北光町１丁目の和田秀隆さんで、

陳情の要旨は、ふだんより市議会を傍聴しているが、

議会が平日であり出向くことも難しいことが多々あ

り、そのような市民も多いと思う。深ナビサイト内

や市のホームページの中で、議会の録画ビデオを使

っての動画配信を求めるものであります。 

 審査では、動画配信は、現在の機材で録画した映

像を業者に委託して議会の配信をすることは可能で

あるが、かなりの経費が見込まれることや、一般市

民のインターネットへの接続率はかなり低く、さら

に高齢化率３分の１の本市は、若干の時間とさまざ

まな検討が必要でもある。 

 議論の中で、議会改革の一環として、当議会運営

委員会でも本会議の動画配信は、時間をかけて何度

も協議をしてきた。そして、ことしの４月26日、時

期尚早という一定の方向性を見出し、全会一致で確

認をしたところである。しかし、将来的に、我々も

課題として重く受けとめ、機材の整備、技術的なこ

と、あるいは媒体を通じて受ける側の課題も一定程

度整理がついた時点で、この取り組みが可能になっ

ていくものと判断する。よって市民の皆さんに対し

議会を公開する、知ってもらう努力は今後も絶え間

なく続けていかなければならないが、４月の当委員

会での決定を大切に重く受けとめる中で、今回の陳

情については、困難と言わざるを得ないということ

が確認されました。 

 審査終了後、採決に入り、陳情第２号は全会一致

で不採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより採

決に入ります。 

 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 
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 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって陳

情第２号は委員長の報告のとおり不採択とすること

に決定しました。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第５ 議案第80号財産

の譲渡についてを議題とします。 

 本件は一時議事延期となっているものですが、既

に提出者の説明が終わっておりますので、これより

質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第80号を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって議

案第80号は原案のとおり可決されました。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第６ 意見案第16号米

需給適正化に対する意見書を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 北名議員。 

〇16番（北名照美君）〔登壇〕 ただいま議題とな

りました意見案第16号米需給適正化に対する意見書

について、提出者を代表し提案理由の説明を申し上

げます。 

 本件につきましては、お手元に配付しております

内容により関係機関に提出するもので、内容の説明

は省略いたしますが、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

〇議長（北本清美君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより意

見案第16号を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって意

見案第16号は原案のとおり可決されました。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第７ 閉会中の継続審

査の申し出についてを議題とします。 

 本件は、総務文教常任委員長及び社会民生常任委

員長から別紙ご配付のとおり閉会中の継続審査の申

し出があります。 

 お諮りします。申し出のとおり決定することに異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって申

し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。 

                      

〇議長（北本清美君） 日程第８ 閉会中の所管事

務調査の申し出についてを議題とします。 

 本件は、社会民生、経済建設の各常任委員長から

別紙ご配付のとおり閉会中の所管事務調査の申し出

があります。 

 お諮りします。申し出のとおり決定することに異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（北本清美君） 異議なしと認め、よって申

し出のとおり閉会中の所管事務調査とすることに決

定しました。 

                      

〇議長（北本清美君） これで本定例会に付議され

ました事件の審議はすべて終了しましたので、平成

22年第４回深川市定例会を閉会します。 

（午前１０時５５分 閉 会） 
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